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序 文

　地方公共団体の会計に発生主義的な考え方を導入した財務書類を作成するようにな

ってから、既に10年近、くになる。それは、いわゆるr総務省方式」によるバランス

シート等であり、今後は、総務省r新地方公会計制度研究会」のr基準モデル」やr総

務省方式改訂モデル」による財務書類へ移行していくことになるものの、今日でも、

地方公共団体の会計といえばr官庁会計」の予算・決算であり、財務書類は財政状態

を説明する一一つの手段に過ぎないことは変わっていない。

　5年前に社会人大学院生として、愛知工業大学大学院の門を叩いた私は、これから

の公会計は、現金主義のr官庁会計」から発生主義に移行していくことが課題である

のではないかと考え、公会計制度の改革について研究することにした。

　ここ10年間、地方公共団体の現場は、財政状態の悪化を背景として、行政改革一

辺倒である。その一環として、外部委託、PFI、指定管理者、市場化テスト等の行政

の市場化、公立大学等の独立行政法人化、病院事業等の地方傘営企業法の全面適用な

ど、様々な制度改革が計画、8実施されている。

，一．大学院で弛強を始めて遜ると、そうした制度改革と会計制度の改革は、その背景に

ある思想の面で・切り離すことができない表裏一体のものである；とを知った・

　まず、最初に取りかかったのは、地方公共団体の現行の会計制度に関してであった。

地方公共団体の組織は、その関係機関を含めれば実に複雑で、適用される会計基準も

多種多様であることに驚いた。

　次に、会計制度改革の内容を調べた。総務省が2006（平成18）年5月にr新地方公

会計制度研究会」の報告書を公表して以来、日を追って新しい情報が発信され、目に

留まるようになった。東京都は、，国に先行して、既に2005（平成17）年8月に本格的

な複式簿記・．発生主義による「東京都会計基準』を策定しており、2007（平成19）年9

月には、新たな公会計制度により作成した財務諸表を公表した。

　さらに～会計制度改革9背景を知りたくなった。財政危機は職場で身に染みて感じ

ている。行政の民間開放、NPOやボランティアとの連携も盛んになってきた。第三セ

クターの統廃合も避けられない。地方公共団体を巡るこのような環境条件の変化は、

日に目に大きなうねりとなって襲いかかってきている。　　　　・

　しかし、そうした動きと会計制度の改革は、なぜか歩調が合っていないことに気づ

いた。私の個人的な感覚かもしれないが、環境条件の変化の激しさや諸制度の改革の
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方向と会計制度の改革がなぜかミスマッチのような気がするのである。

　その理由は、論文作成も終盤にかかって、おぼろげながらわかるようになった。会

計制度の改革は、他の諸制度の改革と別の方向を向いているのである。

　現在の諸制度の改革は、r官」からr民」への移行が基本である。できる限りr民」

へ任せて、r官」の負担を軽くしようという方向である。このためには、・r官」の会計

もr民」の会計へ接近することが必要である。これは、ニュ…・パブリック・マネジ

メントの基本的な考え方でもある。

　しかし、r会計制度改革」はr民」とは別の方向に向いている。r企業会計の手法を

導入する」と表明しているが、方向はr企業会計」に向いていないもr企業会計」は利

益計算が主体であり、公的部門には向かないと否定した上で、別に「公会計独自の体

系」を指向しているのである。

　財政危機を克服する方法は～増税による歳入改革と公的部門の再編成による効率化

をセットで行うしか方法はない。そのためには、公会計が，企業会計に接近して、「公」

と「民jとの比較可能性を高め、従来、政府部門が独占的に供給し七きた公的サービ

スを最も効率的に実施する担い手に託すことが不可欠である。

　本論文は、こうした観点から、現在の地方公会計制度の改革につ，いて、これまでの

研究の成果を取りまとめたものである。

　本論文の研究は、愛知工業大学大学院教授、野村健太郎先生のご指導の賜である。

　野村先生には、既に30年近く前、大学時代のゼミでご指導をいただいて以来、私

が社会人大学院生として勉強を再開し、博士前期・後期課程の5年問にわたり、研究

の遂行や論文の作成にあたり、終始適切なご指導・ご助言をいただいた。ここに心よ

り深く感謝申し上げる。

　また、中田信正先生（愛知工業大学大学院客員教授）並びに小森清久先生（愛知工’

業大学大学院教授）からは、終始貴重なアドバイスと温かい励ましをいただいた。こ

の場をお借りしてお礼申し上げる。

　もとより、この論文も間違いや勘違いが多々あるものと思うが、それは私自身の責

任であることは当然である。これから少しずつでも研究を進めることで諸先生方の恩

顧に報いることとしたい。

2010年3月

　　楠　　正　吾
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序章　地方公会計制度の改革の背景

1　はじめに

　今、地方公共団体の会計制度は変革の時代を迎えている。その動きは、まだ始ま

ったばかりであるが、変革の波は、急速にかっ確実に押し寄せている。

　戦後間もない1947（昭和22）年、地方自治法の制定により地方自治制度とともに地

方公会計制度が誕生したが、それは明治22（1889）年に当時のプロイセンからカメラ

ル式簿記が導入されて以来の伝統的なわが国の公会計制度を踏襲するものであり、

単式簿記・現金主義のいわゆるr官庁会計」による会計処理を基本とするものであ

った。

　昭和30年代の後半には、r地方財務会計制度調査会」1やr第一次臨時行政調査

会」2で、「官庁会計」の問題が取り上げられ、発生主義によりフローとストックを

総合的・有機的かつ誘導的に経理処弩を行い・その成果を表示するr会計制度」を

誰けることを目的とレて、様々な検討、提言が行われたにもかかわらず、結果的に

そうした改革は頓挫した3。

　その後半世紀にわたりr官庁会計」は、根本的に変わることなく、今目において

も、地方公共団体の制度会計の骨格として位量付けられている。

　r官庁会計」が、これほどの長い間、そのまま存続することができたのは、税の

配分の決定と執行管理及びその結果を説明する手段として会計制度を位置付ける

立場からは、現金主義の予算決算が、財政民主主義に基づく統制手段として、単純

で分かりやすく有効であったためである。

　しかし・今目》膨大な資産債務のストックを保有し、多種多様な行政サービスを

』実施する経済主体として地方公共団体を位置付ける立場からは、もはや、現金の収

支のみを記録・表示するr官庁会計」では、その活動の全貌を把握できないばかり

か、主権者であるr住民」やその代表者で構成されるr議会」、地方債の購入に関

心を持っr投資家」、地方公共団体の取引相手、地方公共団体の活動を住民に知ら

しめチェックする役割を担うマスコミ、そして地方公共団体の執行機関である首長

や従事する職員などの利害関係者に対して、その経済主体としての活動状況や財政

状態を説明することは困難になっている。
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　今目、こうした地方公共団体の会計制度に、発生主義め企業会計の手法を導入し

て財務書類を整備し、説明責任を果たすとともに、その結果を予算の編成にフィー

ドバックしようとする試みが実施されている。

　しかし、こうした動きは、まだ始まったばかりであり、会計基準として成熟した

ものではなく、そのため当然ではあるが、法制度上に位置付けられたものではない。

　現時点では、地方公共団体は、総務省の指導の下でどう1、た試行が行わ酒、ており、

大部分は、総務省の提案した会計のモデルを使って、財務書類の整備を進めている。

一方、少数ではあるが、東京都を始め一・とする先進的な団体においては、独自に会計

モデルを開発し、財務書類の整備を進め、説朗責住を果たすとともに、行政改革を

進めるためのツールとして実行され、・あるいは実行しようとしているところである。

　本論文では、今後急速に進むと思われる地方公共団体の会計制度の改革において、

それを推進する立場から、現在の会計制度改革が抱える問題点を明らかにし、進む

べき方向性を示そうとするものである。

　なお、本章では、本論に入る前に、会計制度の改革の背景にある、『地方公共臼体

を取り巻く環境条件の変化について説明し、なぜ今会計制度改革が必要であるのか

を明らかにし、次に、本論文の課題と構成について説明する。

2　地方公会計制度の改革の背景その1一危機的な財政状況一

　地方公会計制度の改革を進めることが必要となった要因には、第2章で検討する1

ように「官庁会計」が抱える問題点の他に、いくつかの社会経済の状況の変化を挙

げることができる。

　ここでは、公会計制度改革の背景にある環境条件の変化を取り上げる。

　まず、危機的な財政状況の問題である。

　1990年代初頭にバブル経済が崩壊し、我が国政府は、バブル経済の後の景気後

退、デフレ経済からの脱出を図るため、1992（平成4）年度以降、主として公共事業

を中心とする景気対策を数次にわって実施した4。ケィンズ政策により不況からの脱

出を試みたのである。不況により税収が落ち込む中、国は、地方交付税を増額する

ことや起債条件の緩和などを通して地方に対してこうした政策を誘導し、また、地

方公共団体の側でも、公債の増発に頼ることで、積極的に公共事業を実施した。し
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かし、国、地方を挙げての積極的な財政政策にもかかわらず、持続的な景気の回復

には繋がらず、結果的に公債残高は激増した。

　バブル崩壊後の政府建設投資の推移をみると、1992（平成4）年度から2000（平成

12）年度までは30兆円（名目値ベース）を超える積極的な投資が行われたが、1998（平

成10）年度以降は減少に転じ、2006（平成18）年度では、名目値で17兆8千億円、

実質値（2000年度基準値）でもほぼ同額で、1971（昭和46）年度の水準まで落ち込んで

いる5。

　また、地方公共団体の経費を経済的な性質に着目して分類すると、r義務的経費」、

「投資的経費」及び「その他の経費」に大別されるが、この「投資的経費」の大部

分を占めるr普通建設事業費」の推移でみても、1992（平成4）年度の28兆6千億円

が2006（平成18）年度には14兆3千億円と約半分に落ち込んでいる。

　地方財政白書6の「性質別歳出純計決算額の構成比の推移」をみると、「投資的経

費」と「公債費」の推移が分かるが、1992（平成4）年度から2006（平成18）年度まで

の状況は、図表序一1のとおりである。投資的経費の割合がig92（平成4）年度以降か

ら低下し、2006（平成18）年度には半減したこと、一方、公債費は、7．9％から14．9％

と大幅に増えたことが分かる。

図表序一1地方財政における性質別歳出額構成比の変化

（単位＝差はポイント、他は％）
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　次に、社会保障関係費をみると、福祉社会の実現を目指して一貫して増加してき

たが、特に、近年は少子高齢化社会の到来を反映して、国の一般歳出に占める割合

が1999（平成11）年度以降急増している7。1992（平成4）年度と2006（平成18）年度の

時点比較を行うと、国と地方を合わせた目的別歳出額構成比の状況は、図表序一2の

とおりである。

　また、1992（平成4）年度から2006（平成18）年度までの地方財政における目的別歳

出額構成比の推移をみると、図表序一3のとおりである。

図表序一2　国・地方を通じる目的別歳出額構成比の推移

（単位＝差はポイント、他は％）
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図表序一3 地方財政仁おける目的別歳出額構成比の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝差はポイント、他は％）

欝ll講穫 舗鮪1揺 矯纏養△ そ醜－’ △計◇

　　　一1992
（平成4）

15．3 24．2 21．0 11．3 28．2 100

　19◎6

（平成8）・
口■■■網■圏’1■■■■■■口■■臼1■■口

　2002
（平成14）・

　16。6

一　一　一　－　■■■■　一

　20．4

　22．7

闘　■■■■　■■■■　一　－　－

　18．4

　19．0

一　一　■■■■　一　■■■■　一

　18．0

　　9．8馬

■■■1－　－　一　口■■■　一

　　8．9

　31．9

■■■陰　－　■■■■　■■■匿　■■■　■■■巳

　34．3

　100
－　一一　一　一　■■■昌

　100

2004『”

（雫成16） 22．0 16．4 18．0 9．6 3亭つ 100

2006

（平成18）
23．5 15．3 18．0 9．5 33．7 100

　　差

（H雇8－H4）
8．2 一8．9 一3．0 一1．8 5．5

（出所1総務省資料「地方財政の果たす役割」から筆者作成）
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　社会保障関係費の支出割合が年々上昇し、2006（平成18）年には、歳出全体の四分

　の一を占めるまでになったことが分かる。

　　以上から判明す為ことは、っまり、公共事業はバブィレ崩壊後の経済対策として積

極的に行われたが、1998（平成10）年度以降は、減少に転じ、2006（平成18）年度で

　は、1992（平成4）年度比で約半分になった。一方、社会保障関係費は、一貫して増
ぐ

　加し、特に、「構造改革」政策を掲げ2001年に発足した小泉政権以降においても増

　加の勢いは衰えることはなか9た。

　　こうしてみると、近年の財政状況の悪化の原因のひとつは、急速に進む少子高齢

　化に起因して社会保障費が増大していることと、1992（平成4）年度以降の経済対策

　等に対処するため、国・地方を通じて大量の公債が発行されたことによる公債費の

増加にあるといえる8。

　麟入の状況をみると・歳出構造が硬直的で削減が困難な状況である一方・地方税

収が落ち込み、巨額の財源不足が生じている。

　地方財政計画ベースで、「財源不足の状況をみると、1992（平成4）年度では2．3兆

　円、地方財政計画総額に対する財源不足額の割合は2．3％であったが、2003（平成15〉1

1
年
度 に17．4兆円、20．2％でピークに達した後、rいざなみ景気」9の影響で財源不足

　は縮小に向かい2007（平成19）年度には、4．7兆円、5．7％にまで低下したが、サブプ

　ライムローン問題に端を発した世界金融危機の影響を受け、景気は失速、2008（平

成20）年度から再び財源不足は拡大に転じている。（図表序一4）

　　このような危機的な財政状況により1地方財政の借入金残高は1991（平成3）年度

　をボトム（70兆円、対GDP比で15％）に、以降急増し、2004（平成16〉年度及び

2005（平成17）年度にピーク（201兆円、対GDP比で40％）に達した。その後、『や

や減少したものの、2008（平成20）年度では、197兆円、対GDP比で40％～41％と

高止まりしている10。（図表序r5）

　　また、国と地方を合わせた長期債務残高は、2008（平成20）年度末で770兆円（国

607兆円、地方197兆円、重複分△34兆円）で対GDP比155％という極めで厳し

い状況に達している11。

　税収の不足分を地方債の増発で賄うという、自転車操業に陥っており、地方債の

償還は将来世代の負担として後送りしている結果となっている。

もはや、人口減少社会の到来12や少子高齢化13で、GDPの減少も想定に入れなけれ

5



ばならない社会経済情勢の下では、債務の後送りは許容さきないレベルに達してい

る14。

　歳入歳出構造を根底から変革し、歳入は消費税の増額を主に1・歳出は、丁官」か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しらr民」へ、これまでr官」が行ってきた業務を細分化して再点検し、r市場化テ

スト」、r指定管理者」、rPFI」といった手法で大胆にr民」の参入を求ある場外に、

解決策はないと考えられる。

　地方公会計制度の改革を急ぎ、r官」とr民」とが競争ないし協働する蘭係に立

って行政サービスを再編成できるよう、比較可能な会計制度を構築し、できるかぎ

りr官」の負担を軽くするような改革を行うことが不可欠である。

」
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3　地方公会計制度の改革の背景その2一制度改革と国際的潮流一

（1）地方公共団体の役割の明確化と市町村合併

　　次に、地方分権改革によりr国」からr地方」へのかけ声の下、地方公共団体

　の果たす律割が明確になつてきたことが注目される。

　　2000（平成12）年4月に地方分権一括法が施行され、r国と地方公共団体ゐ役

　割分担の明確化」、r機関委任事務制度の廃止」、r国の関与の法定主義」、r国地方

　係争処理委員会の設置」等がルール化され、地方公共団体の役割は、国の包括的

　な指揮監督に従い確実に事務を処理することから、自らの責任と判断で地域・住

　民の二一ズに主体的に対応していくことに転換することになった。

　　地方自治法第1条の2第1項には、r地方公共団体は、住民の福祉0増進を図

　ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広

　く担うものとする。」として、地方公共団体の役割について定められた。

　　一方、国は、この規定の趣旨を達成するため、ヂ国際社会における国家としての

　存享にか期わる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若し

　くは地方自治1と関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全

　国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来

　果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に

　ゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するととも

　に、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体　’

　の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」15と定め、

　　r国」とr地方」の役割分担の基本的な考え方を明らかにしている。

　　そして、市町村は、、基礎的な地方公共団体として、「地域における事務及びその

　他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理」

　16し、都道府県は、r市町村を包括する広域の地方公共団体」として、r広域にわ

　たるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において

　一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理」17すること

　とされている。

　　っまり、各地方公共団体は自らの判断と責任により地域の実情に沿った行政を

　実践していくことが期待されている。　　　　　　　　　「’

9



　今日、地方公共団体は、r地域における行政を自主的かっ総合的に実施する役割」

を実効ならしめるために、地方公共団体の権限及び自主的な財源が拡大されつっ

あり、それに伴い、地域の抱える様々な課題について自ら判断し決定することが

求められている。

　当然、判断や決定に対しては責任も伴う。地方公共団体は、「自己決定・自己責

任」の原則に従い、地方公共団体み至上命題でもあるr住民の福祉の増準」に全

力を傾けなければならない。、

　さらには、そのような地方公共団体の事務を処理するに当たっては、r最小の経

費で最大の効果を挙げる」18ことが求められている。丁住民の福祉の増進」を最小

のコストで最大の効果を得られるようにぐ常に経費と効果との比較考量を行うこ

とが必要である。

　次は、市町村合併、通称「平成の合併」値ついて取り上げる。

　人口減少・少子高齢化社会の進行等の社会状況の変化に対応して、地方分権の

担い手となる基礎的自治体にふさわしい行財政基盤を確立することが強く求めら

れ、1999（平成11）年以来、全国的に市町村合併が積極的に推進されてきた19。・

　その結果、市町村数は、1999（平成11）年3月31』目現在の3，232から2010（平

成22）年3月3・目現在で・・728となる駆（2…年3，肪目現在）醐・国

では・全体としてみた場合には・市町木寸合併は相筆度進捗したものと考奴レ’

る20。（図表序一6、，7）

　市町村合併の目的は、合併に伴うネケールメリ、ットや効率性向上により、歳出

の削減を進め、持続可能た行財政運営を実現することである。・また、市町村合併

、は、行財政基盤を強化して、より高度なサービスを提供し、より広域的なまちづ

くりを行うことを目指すものである。’

　より率直にいえば、我が国は、既に人口減少に転じ七いるため《今後は税収の

減少と少子高齢化に伴う社会保障費がより増大することは避けられない。したが

って、今のうちに、公共サービスの維持を最優先しづづ、サ」ビス提供に直接係

わらない間接部門の圧縮が必要となる。そのためには、市町村合併により規模を

より大きくし、間接部門を効率化して、r規模・能力の充実」を図るどともに、1行

財政基盤の強化」を行うことが重要となる。

　市町村合併の評価については、現時点では時期尚早と思われるが、合併に伴う

10



効果や問題点は様々指摘されているものの21、．今後、急速に進む少子高齢化社会

への対応として避けて通ることのできない、やむを得ない選択であったと考える。

　市町村合併によって～行政サービスの需要が広域化、－1多角化する一方で、行財

政基盤が強化されたこと信・同時に・説明責任の重要性も増したことになる。

　合併後の新しい地方公共団体にとっては、財政状況や行政課題を住民に適宜適

切に説明し理解を得ることがより重要視される。従来の「官庁会計」でめ予算決

算管理は当然のことではあるが、組織体制が強化、効率化された新しい地方公共

団体を運営していくためには、より複雑化する行政課題に対し、経営感覚をもっ

た財政運営が従来にも増して必要となる。．

　r公会計の目的とは、意思決定に有用な情報を提供し、負託された資源にっい

て説明責任を果たすことにある。」との原点に立ち返り、財務書類の整備を進め、

住民の意思決定に役立っ情報開示が求められている。
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図表序一6　都道府県別市町村数の減少数
2010年3月5日現在

都道府県．臼
幕齢・1昼・「

・㍉、減少数一 減少率

』
、

市…☆：藩 ☆舞．…iili諾、 ☆li…：i…：…稀1…ll欝 1暴，糞滝1…謹i懇毒鱗琳1…☆藁・・軽 討☆’ ．．匙a讐も鷺・く’もノ…a・・

北・・1・1、道 34 154 24 212 35 129 15 179 33 84．4％

青…森’・、県
8 34 25 67 10 22 8 40 27 59．7％

岩手．県 13 30 16 59 13 16 5 34 25 57．6％

堂誠、P 10 59 2 71 13 21 1 35 36 49．3％

秋・樹泉 9 50 10 69 13 9 3 25 44 36．2％

一山』・形1．県 13 27 4 44 13 19 3 35 9 79．5％

福』墨☆県 10 52 28 90 13 31 15 59 31 65．6％

1城膿 20 48 17 85 32 10 2 44 41 51．8％

、栃素環 12 35 2 49 14 13 0 27 22 55．1％

群』馬濃、 11 33 26 70 12 15 9 36 34 51．4％

，，㌔玉1 43 38 11 92 40 23 1 64 28 69．6％

1千・董葉… 31 44 5 80 36 17 1 54 26 67．5％

斎彗P 27 5 8 40 26 5 8 39 1 97．5％

紳奈”1』．た 19 17 1 37 19 13 1 33 4 89．2％

，』』も　　・ 20 57 35 112 20 6 4 30 82 26．8％

9 18 8 35 10 4 1 15 20 42．9％

筍川1漿 8 27 6 41 10 9 0 19 22 46．3％

■■■D－　　　　　　P．

7 22 6 35 9 8 0 17 18 48．6％

㍉
．
山

…塾，県 7 37 20 64 13 8 6 27 37 42．2％

野粛 17 36 67 120 19 23 35 77 43 64．2％

破P皇、菓 14 55 30 99 21 19 2 42 57 42．4％

静・価卜藻 21 49 4 74 23 12 0 35 39 47．3％

．．’i．：3董…』＝◇1：lii』・r47＝’ll、．：ii！…、．i巽＝，・…，建0，i、ii……H羅”i◎…li纏8．◇＝『：∵1．i』iiil：、13了li』il』1，i…1…iili、1、lr 纏11i．…’i∵1．1’． 2『i…i　，　∵157r　i i』．iGf・ 64．瀦．、㌧一P

13 47 9 69 14 15 0 29 40 42．0％

激』愈 7 42 1 50 13 6 0 19 31 38．0％

’哀1都府 12 31 1 44 15 10 1 26 18 59．1％

大・1・　価 33 10 1 44 33 9 1 43 1 97．7％

』兵燦◇棄 21 70 0 91 29 12 0 41 50 45．1％

秦』…食適 10 20 17 47 12 15 12 39 8 83．0％

、和歌山県 7 36 7 50 9 20 1 30 20 60．0％

，取『ド 4 31 4 39 4 14 1 19 20 48．7％

』菰r県 8 41 10 59 8 12 1 21 38 35．6％

碕『山、県． 10 56 12 78 15 10 2 27 51 34．6％

広　，．鼎 13 67 6 86 14 9 0 23 63 26．7％

』山ロ『県 14 37 5 56 13 6 0 19 37 33．9％

4 38 8 50 8 15 24 26 48．0％

香－川・県 5 38 0 43 8 9 0 17 26 39．5％

愛1’・ 12 44 14 70 11 9 0 20 50 28．6％

高，知県 9 25 19 53 11 17 6 34 19 64．2％

福岡察 24 65 8 97 28 30 2 60 37 61．9％

佐、 7 37 5 49 10 10 0 20 29 40．8％

崎県 8 70 1 79 13 8 0 21 58 26．6％

熊本一県 11 62 21 94 14 23 8 45 49 47．9％

大，分，察 11 36 11 58 14 3 1 18 40 31．0％

幽．1『

9 28 7 44 9 14 3 26 18 59．1％

・鹿児　県 14 73 9 96 19 20 4 43 53 44．8％

沖縄県 10 16 27 53 11 11 19 41 12 77．4％

ム1・計・・ 670 1，994 568 3，232 786 757 185 1，728 1，504 53．5％

（注）市数は政令指定都市を含み、特別区数を含まない。

　　　（出所二総務省ホームページ、「都道府県別市町村数の変遷」http二／／www．soumu唇ojp／gapei／index。htmlから筆者作成。）
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（2）rニュー・パブリック・マネジメント」とr国際公会計基準」

　　世界に目を転ずれば、1970年代以降の経済情勢の悪化やそれに起因する財政危

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　機に瀕していたイギリス、ニュージーランド、オーストラリア等のアングロサク

　ソン諸国では、1980年代後半から財政危機脱出のために「ニュー・パブリック・

　マネジメント（耳PM）」と呼ばれる行政改革が行われたも

　　NPMは、民間企業における経営理念、手法を行政に導入するこ，とにより、行

　政部門の効率化、活性化を図るものである。

　　NPM改革は、その推進力として、市場原理の導入を積極的に進めたことに特

　徴がある。19ε0年代初頭から世界に先駆けて公共部門改革に取り組んだイギリス

　が最初に進めたのがr国有企業の民営化」であった。さらに、官の事携事業を民

　間に委託をしていく「アウトソーシング」に続いて、「公共サービスの提供者は、、

　当該サービスの質の向上とコスト削減を果たせる主体であれば、官か民かを問わ

　ない」という考え方から、官民競争が進められるようになった22。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　このようなNPMの改革と絡み合いながら、公会計改革も進められることにな

　った。NPMのr公的部門に市場原理を導入することで効率化させる」という考1

　え方からは、公的部門の会計にも民問企業に適用される企業会計を導入すること

　に繋がっている。

　　公会計に発生主義を導入する会計制度改革は、イギリス、ゴユージ」ランード、

　オーストラリア、アメリカといったNPMの先進諸国で1980年代後半力》ら200，

　年代初頭にかけて実施された23。

　　：NPM改革の考え方や先進諸国における公会計制度改革は、次に述べる国際公会

　計基準の策定に繋がっていく。

　　企業会計の分野では・経済のグ・一バル化・ボーダーレス化の准展1こ伴ヤ＼，会，

　計基準の国際的調和化が進みつつあり、r国際会計墓準（IAS：Int¢ma七ional

　AccountingStandards）」やr国際財務報告基準（IFRS：InterhationalFinancial

　ReportingStandard）」へのコンバージェンスが進められている’。・，

　　一方、公会計の分野においても、国際会計士連盟（IFAC：lnternational

　FederationofAccountants）は、国際公会計基準審議会（士PSASB：Intemational

　Public　Sector　Accounting　Standard　Board）を設立して、r国際公会計基準

　　（IPSAS：Intemationa1PublicSectorAccountingStandard）」の策定が進めら
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れている24。

　2000年5月、IFACは、イギリスのエジンバラで行われた世界大会においてr政

府の財務報告（GovemhentalFinancia1Reporting）」（研究報告第11号（Study

：No．11））を公会計において、それまでの公会計に係る基礎理念を集大成した報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として採択した25。以降、IPSASBは、IPSASを順次公表しているところである。

（図表序一8）

　古市峰子教授は、rIFACは、世界各地の会計士団体による任意の集まりであり、

その作成する基準等を各国の会計基準設定主体等に強綱する権限は訟い。したが

って、IPSASが完成しても、各国においてこれと整合的なかたち一で政府会計基準

を策定あるいは改訂することが、直ちに要求されるわけではない。しかしながら、

IPSASは、①企業会計基準である国際会計基準（IAS：Intemationa1Accounting

Standards）をベースとしたうえで、政府特有g問題から異なる取扱いが妥当と

思われる点については別途基準を設けるといったアプローチをとっていること、

②すでにパブリック・セクターにかかる爵務報告の透明性の強化等を進めてきて

いる公会計先進諸国（ニゴージーランド、米国、英国、オーストラリア等）の公

会計基準やその論拠等を比較検討したうえで結論を導き出していること等から、

企業会計と政府会計との異同点や公会計にかかる諸外国の潮流を知るうえで有益

であり、わが国における政府会計基準のあり方を考える，うえでも参考になるもの

と思われる。」と解説しておられる。

　このような世界的な潮流を背景にして、わが国においても行財政改革の一環と

して、公会計改革の議論が盛んに行われるようになった。

　IPSASが、NPMの考え方値強く影響を受けていること、また、企業会計基準

である国際会計基準をベースとし、公的部門に固有の問題については、別途基準

を設けるというアプローチをとっていること、すなわち、「官」とr民」の会計基

準は、基本的には同じベースで処理できるという考え方に基づいていることに注

目したい。
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（3）新しい公共空間

　　総務省の「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」は、

　2005（平成17）年3月に「分権型社会における自治体経営の刷新戦略一新しい公

　共空問の形成を目指して一」を公表した。

　　　r新しい公共空問」の概念をまとめると、以下のとおりであるる

　　「人口減少時代の到来や厳しい財政状況などにより、地方公共団体の経営資

源は制約に直面しており、団体運営を持続可能にしていくためには、もはや公

共を行政のみによって担うという考え寿から脱する必要がある。

　そして、従来の行政を中心とした公共サービスの限界を打破し、既存の団体

や仕組みによる提供が難しくな、ったサービスを提供するとともに、新しい二一

ズに対応していくためには、　「公共」のあり方を根本的に考え直すことが必要

である。

そもそも「公共」・．断騨鮎的に担うものではなぐ・ボランテ・イアやPT

珠活動のようにr民」により担われるもゐも存在している。●また．従来行政が

担ってきた公共サービスにっいても、必ずしも行政でなければ対応し得ないも

のばかりではなく、NPOや住民団体、民問企業などが対応しうるものも存在

する。

　地域では、これまで主に行政により提供されてきた公共サービス（＝生活する

上で必ず必要であうが、個人では解決・調達できないサービス）について、その

提供主体となりうる意欲と能力を備え、かつ、先進性丸開拓性、創造性1ヒ富んだ

多様な主体（住民団体、NPO、企業等）が登場し始めており、このような多元的な

主体によg担わわる「公共」（＝「公共サービス」とこれに準じる「公共的サービ

ス」の両方を含むもの）、いわば‘r新しい公共空間」をいかに豊かなものにしてい

くかが重要となる。

　今後の地方公共団体には、このような多様な主体が公共を担う取り組みを支

援するとともに、従来行政が担ってきた部分についても真に行政でなければ対

応し得ないもの以外は、NPOや住民団体、民間企業などへ積極的に委ねるこ

とにより、「新しい公共空問」を形成することが期待されて・いる。」26
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図表序一9新しい公共空間

零震1瀾鴻求活動

離
私的活動

！家廃生活、

趣味系活動など〉

官畏共謁出資

9癖P

…臨微繍員

　　　罠生委員

（出所：総務省：「分権型社会における自治体経営の刷新戦略一新し炉公共空間の形成を目

指して一」2005年、「新しい公共空間」のイメージ図）

　このr新しい公共空間」の概念の下では、行政が担う役割は、r戦略的な地

域経営のための企画立案や条例制定など、r行政」でなければ対応しえない核

となる部分」であり、r地域経営の戦略本部としての機能を十分に発揮するた

め、地方公共団体の行政組織運営を刷新していくことも必要。」と指摘してい

る27。

　そのため、r行政内部の変革」として、r経営資源を住民二一ズに応じて効率

的に配分していくためには、より機動的かっ簡素で効率的な組織が求められる

とともに、職員の能力を最大限に引き出しうる人事管理や人材育成が必要。」

とし、r多様かつ高度化する行政課題について適切に対応するために、トップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
マネジメントによる意思決定のあり方の改革や、政策の選択と集中を行うため
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のマネジメント・ツールが必要。トップマネジメントサポートのため、また、

住民や議会に対する説明責任を果たすツールとしても、行政評価の活用、ICT

（lnformation　and　Communication　Technology）の活用が重要。」28と提言し

ている。

　報告書では、マネ7メント・ツールとして、また、説明責任を果たすための

ツールとして、r行政評価」とrICTの活用」が提言されているが、「行政評価」

の項目の中にも「会計」について触れられていないのが残念である。

　マネジメントや説明責任を果たすツールとして、r会計」の役割が極めて重要

であることを主張したい。

（4）行政の市場化一「官」から「民」へ一

　　近年、地方公共団体においては、行政サービスの提供につい七、NPMの影響

　を強く受けて、新たな制度改革が行われている。・行政サービスを地方公共団体が

　自わ実施するのではなく・より効率的・効果的に実施できる制度設計が要求され・

　行政サービ不の新たな担い手を求める法制度の整備が進められている・

　　具体的には、rPFlj、r指定管理者制度」、r地方独立行政法人」、「市場化テスト」

　である。ごこでは、それぞれの制度についての概要を述べる。

　　まず、「PFI」』は、「PrivateF‡nance　Initiative」の略語で、1980年代後半のイ

　ギリスにおいて、民間資金やノウハウ等を活用して公共施設を整備したり、公共

　サービスを提供するために導入された手法である。我が国においては、1999（平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成11）年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法」

　　（PFI法）が制定されたことに始まる。

　　PFIは、民問の資金、経営能力や技術的能力を活用し．て、公共施設等の維持管

　理及び運営を行い、効率的かつ効果的な社会資本の整備や行政サービスを達成す

　ることが目的である。したがって、導入方針の決定の際には必ず従来の事業方式

　とPFI方式の事業期間全体の財政負担額等を比較検証することとされており、

　VFM（Value　ForMopey）の達成が確認でき、かつ現行制度下で実現可能である

　と判断される場合に、：PFIを導入する仕組みになっている29。・

　　PFIの対象となる公共施設等は、①道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水

　道、下水道、工業用水道等の公共施設　②庁舎、宿舎等の公共施設　③公営住宅
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及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、

駐車場、地下街等の公益的施設　④情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施

設、リサイクル施設（廃棄物処理施設除く）、・観光施設及び研究施設　⑤これらの

施設に準ずる施設として政令で定めるものと定義している30。

2009（平成21）年12月28日現在で、国等で102件、地方公共団体で336件のPFI

事業が計画・実施されている31。一

　次に、「指定管理者制度」である。

　指定管理者制度は、P「公の施設」g管理運営主体については、これまで公共性の

確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限定されていたが（管理委託

制度）、2003（平成15）年9、月の同法の一蔀改正により、民間事業者等にもr公の

施設」の管理運営を委ねることが可能となづた。

　従来のr管理委託制度」との相違は、r管理委託制度」においては、議会の承認

（条例の制定）により管理受託者1施設の料金等が決定され、，委託先は出資法人

（出資比率50％以上）、公共団体（土地改良犀等），、公共葡団体（農協、漁協・生

協、自治会等）などに限定されていた。r方丁指定管理者制度」では、議会の承

認（条例の制定）により指定管理者が施設管理運営を代行することになり、事業

者である指定管理者の範囲に特段の制約がないことが最大の特徴である甲．

　この指定管理者劒度の導入により、地方公共団体は、・改正前の管理委託制度に

基づき管理を行っているr公の施設」についても、2006（平成i8）年9月から施設

を直営で管理するか指定管理者制度により管理するか判断することが必要とな？

た。

　次に、「地方独立行政法人」である。

　地方独立行政法人は、②004（平成16）年4月1目に施行されたr地方独立行政法

人法」に基づいて設立される法人で、r住民の生活、地域社会及び地域経済の安定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び

事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの

のうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施ざれないおそれがあるもの

と地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的」として

いる33。

　対象業務は、①試験研究、②大学の設置・管理、③公営企業に相当する事業の
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経営（水道、’工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガス、病院）・④社会

福祉事業の経営（特別養護老人ホーム、保育所、、ホームヘルプサ｝ビス事業等）、

⑤その他の公共的な施設で政令で定めるものの設置・管理等である。

眉裸による管理と適正な実績評価・業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾

力化、徹底した情報公開等が制度の柱とされている34。

　2009（平成21）年3月31日現在、全国の地方公共団体で44の地方独立行政法人

が設立されている35。

　次は、「市場化テスト」である36。

　市場化テストは、イギリスにおけるサッチャー政権時代の1980年代に導入さ

れた「強制競争入札（Compulsory　Competitive　Tendering）」に強く影響を受け

ている。．

　我が国においては・「競争砂導入による公共サービスの改革に関する法律」（以

下、「公共サービス改革法」というρ）が・』2006（平成18）年6月に可決、同年7月

に施行したことで導入が始まった。．

　市場化テストは、政府部門が主としてその供給を独占してきた公共サービスに

づ恥て》行政と民間が対等な立場で競争入札に参加し、価格と質の両面でもっと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も優れた主体が、そのサービスの供給を担っていくこととする制度である。

　導入の目的としては、公共サービスの質の向上、経費・人員の削減に代表され

る公共サービスの効率化、民間のビジネスチャンスの拡太などが想定されている。

なお、市場化テストには「官民競争入札」とともに「民間競争入札」も含まれて

おり、サービスを民間に移行することを前提とした入札の方式もありうる37。

　制度導入後まだ3年であるが・国では、市場化テスト導入決定事業数は96事

業、入札済59事業の経費削減効果は、1年当たり約160億円（約290億円→約

130億円　6割弱の削減）と公表されている。

　導入した主な事業は、国民年金保険料収納事業（社会保険庁）、登記事項証明書

等の交付等（法務省登記所）》統計調査、ハローワーク関連業務（厚生労働省）、

刑事施設の運営業務（法務省）、庁舎等の施設管理・運営業務等、公園等の公物管

理業務などである。

　また、地方公共団体においても、2009（平成21）年4月1目現在、7都道府県5

市町村の12団体が16業務を実施済みである。また、128団体が導入を決定ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
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　し検討中となっている38。・

　なお、図表序一10には、都道府県が実施主体となるPFI事業、指定管理者制度、

市場化テストの件数を都道府県別にま≧めたものである。

　以上、行政の市場化について、rPFI」、r指定管理者制度云r地方独立行政法人」

及びr市場化テスト」についてそれぞれの概要を説明したが、行政サ」ビスは、も

はや「官」が独占的に供給するものではなくなっている。この他にも、従来の制度

内におけるr民間委託」やrNPO」とのr協働」の取り組みも積極的に実施されて

おり、現場では、「官」と「民」が様々に協働して行政サービスを提供している。

　こうしたr官」とr民」が同じ土俸1こたって1行政サービスの提供主体となって

いる現実を踏まえれば、会計制度においても▽もはやr官」とr民」とが共通する

会計制度に基づいて、自らの説明責任を果たすことが求められる。競争入札に参加

する場合のコスト計算や、住民に対する説明責任を果たすための情報開示において

も、双方が同じ考え方、同じ基準に基づかなければヤ公平性や競争性は担保できな

いといわなければならない。

、
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図表序一10都道府県φ指定管理者制度・PFI・市場化テストの導入状況

都道府県

ら
．
揖
定
管
瑳 者鋼度

・◎

　　PF董 市場化
テスト公営住宅を除いた場合 供用開始済

～実施方針
策定まで

　すべて

公の施設数

　，、A．．

◇導み数

．、諾旦嘉

導入率、

、熊B！A

公の施設数
1
』
　
　
　 a

1導入数

　　．b　，

導入率

c－b／a
実施済

　　　1
’
北
海 道 340 240 70．6％ 94 45 47．9％ 1 8
青森県’ 85 60 70．6％ 45 22 48．9％

岩手県 156 99 63．5％ 104 47 45．2％ 1
、宮城県． 210 92 43．8％ 108 78 72．2％ 2
秋田県． 139 95 68．3％ 112 78 69．6％

山形県 177 136 76．8％ 99 58 58．6％ 2
1福　県 242 128 52．9％ 146 43 29．5％

茨城県・ 264 226 85．6％ 99 61 61．6％ 2
壷木県、 149 51 34．2％ 78 42 53．8％

翻1．県』、 210 50 23．8％ 104 50 48．1％

埼玉県』 414 66 15．9％ 120 66 55．0％ 11

午葉県， 242 60 24．8％ 114 60 52．6％ 3
・東京都、 1，923 1，813 94．3％ 318 209 65．7％ 9 1
神奈川菓・ 367 330 89．9％ 109 72 66．1％ 6
董潟県 233 36 15．5％ 140 36 25．7％ 3
富山県 146 80 54．8％ 121 55 45．5％

、石川 152 125 82．2％ 96 69 71．9％ 1
福井塁…㌔ 85 38 44．7％ 67 38 56．7％ 1
山梨県濠 182 74 40．7％ 65 52 80．0％ 3
長野県、 237 29 12．2％ 76 29 38．2％

．、、妓阜某1 85 45 52．9％ 72 45 62．5％

薄周県 221 42 19．0％ 99 42 42．4％ 4
愛知 401 39璽 97．5腸 103 93 90．3％ 4 3
三重県 141 96 68．1％ 76 31 40．8％ 1

、遂賀県 124 57 46．0％ 79 57 72．2％ 1
京都府』…i 199 42 21．1％ 55 31 56．4％ 2
大　　． 459 82 17．9％ 79 61 77．2％ 16 4

』察庫県・ 677 594 87．7％ 166 83 50．0％ 1
奈　県 97 16 16．5％ 52 14 26．9％

・・和歌山県 157 47 29．9％ 86 47 54．7％ 1
，潟取県’・ 175 34 19．4％ 58 34 58．6％

根県 201 27 13．4％ 107 27 25．2％ 1
国山県・． 114 86 75．4％ 78 50 64．1％ 3 1

．・広島県・ 230 152 66．1％ 115 37 32．2％ 5
山口県、、 219 176 80．4％ 98 55 56．1％ 2
徳島 117 40 34．2％ 69 37 53．6％ 1
蚕川県 102 70 68．6％ 71 39 54．9％ 1

』、愛媛県デ 130 30 23．1％ 80 30 37．5％ 1
”一知蝿 163 34 20．9％ 100 34 34．0％

福商県 324 260 80．2％ 101 37 36．6％

佐賀県『 146 111 76．0％ 76 41 53．9％

・痴 285 129 45．3％ 201 45 22．4％

熊本県 98 84 85．7％ 56 42 75．0％ 4
大分県1． 160 131 81．9％ 55 26 47．3％ 1

、宮．県F 242 66 27．3％ 126 30 23．8％

鹿週墨庶 246 55 22．4％ 98 34 34．7％

沖　県、、 258 157 60．9％ 129 28 21．7％

平均，．、 11，724 6，882 58．7％ 4，700 2，340 49．8％ 89 22

（出所：指定管理者制度は、総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査」2009（平成21）10月23日。

PFIは、（財）地域総合整備事業団のホームページ（http：／／wwwp恥enterjp／）、市場化テストは、総務省「市場化テストの取組状況

2009年4月1日）から筆者作成。）
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4　本論文の課題と構成

（1）本論文の課題

　これまで、我が国の地方公共団体の会計制度の改革の背景にある環境条件の変化

について検討してきた。

　今目の地方公会計制度の改革は、’厳しい財政状況をまず住民に知らしめ、1資産債

務の改革を通して、財政状況を改善することを直接の目的としている。、

　財政状況の改善のためには、資産債務の圧縮という問題の他に、NPMの手法を

取り入れて、「行政の市場化」を行うことで公的部門の負担を軽くすることも目下の

重点課題となっている。

　NPMでは、住民の立場からみれば＼行政サ」ビスの担い手はその質の向上と卓

ストの削減が図れるならば・「官」でも一「民」でう、ど鯵でもかまわな1’という考え

方・っまり「官」と「民」が同じ土俵で騨し倉勾。等似サービスの向上と

コスト削減を行うという方法が導かれる。’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 』

既に・我が国の地松共団体においても・NP⑭騨を肇け・「♪町「キ旨定管

理者制度」、r市場化テスト」などの方法が導入され実行14移され七いる。

　会計制度の改革は・地方公共団体を取り巻くこのよう1な環埠条件の変化脅厚映し

なければならない。会計制度の改革は、r官」はr民」どは根本的に異なるという立

場からではなく、r官」とr民」と砂間に普遍的な共通性を見いだレ、『できる限り同

じ会計基準を設定する方向で検討されるべきである。

　現行の地方公共団体の会計制度は、予算決算を主体とレて・現金の収支を記録す

ることに重点をおく　r官庁会計」が適用されている。

　　「官庁会計」は、財政民主主義により税の使い方を緯制す、ることを主眼としてお

り、r民」の会計である発生主義のr企業会計」とは次元を異にする。r官庁会計1

の特徴である、単純明快なことや税の使い方の統制のしやすさといった利点は重視

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●しなければならない。

　しかし、今日の行政活動は多種多様化し、会計り果たす役割もr財政統制」ばか

りではなく、積み上がった資産負債のストックの管珪を適切に行うことや、説明責

任の遂行、コスト管理やマネジメントサイクルの確立、行政サービスの市場化．とい

った課題にも対処していく必要がある。
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　こうした観点からは、現金主義のr官庁会計」とともに、発生主義の会計を、そ

れもできる限り企業会計に近い会計制度に変革していくことが必要となる。

　本論文は、こうした立場から、現行の地方公共団体の会計制度を振り返り、その

問題点を明らかにすること、また、今後、発生主義の会計制度一公会計基準一を策

定すうに当たり、・現在提案されている会計モデルについて、その特徴や長所・短所

を明らかにすることを目的としている。

（2）本論文の構成

　本論文は3部に分かれており、序章と終章を含めると、全体で峠11章で構成さ

れている。

　最初に、序章ではr地方公会計制度の改革の背景」として、地方公共団体を巡る

環境条件の変化を分析し、なぜ今、公会計制度の改革が求められているのかを明ら

かにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　第1部はr地方公会計制壌の改革のあらまし」≧して、第ら1章から第3章の3章

1構成で南る。！，

　まず、第1章r現行の地方公会計制度の概要と課題」では、地方公共団体の現行

の会計制度を再検討し、その問題点を明らかにする。

　次に、第2章r地方公会計制度の沿革と現状」では、現行のr官庁会計」が確立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
した当初から、「官庁会計」の欠陥を指摘し、発生主義的な会計制度を導入するべき

との観点から提言が行われたが、それが実行されずに今目まで存続した事実を振り

返り、今目の会計制度改革にどの「ように繋がっているのがを検討する・そして》そ

の後の会計制度改革の試みが、現時点での到達点である総務省のr新地方公会計制

度研究会」の2っの会計モデルー「基準モデル」と「改訂モデル」一にどのように

結実したのかを明らかにする．

　．第3章、r総務省と東京都の会計モデルの比較分析」では、総務省から提案されて

いるr基準モデル」及びr改訂モデル」と、独自に改革を進めてきた東京都の会計

モデルを比較分析し、それぞれのモデルの特徴と長所、短所を明示する。さらに、

地方公共団体の現在の取組状況を明らかにする。

　第■部r地方公会計制度の改革の論点」は、第4章から第8章までの5章で構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されており、会計制度改革の各論としてr資産会計」、r負債会計」、r収益・費用会
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計」及び「純資塵会計∫について・「官庁会計」との概念の違いを検討し、前述の3

つの会計モデルでの処理方法を比較分析する。

　まず、第4章r資産会計」では、現行制度におけるr公有財産」と発生主義のr資

産」との概念の違いを検討し、現行綱度の問題点を明らかにする。続いて、公的部

門に固有の資産、特にインフラ資産にっいて取り上げ、その特性や会計処理方法を

検討する。さらに、3つの会計モデルでの取り扱いの違いを比較分析する。

　第5章「負債会計」では、「官庁会計」における地方債や債務負担行為などのr将

来の財政負担」の考え方と、発生主義の負債との関係について検討し、公的部門で

問題となる退職給付債務や債務負担行為の負債認識の問題点を明らかにする。

　第6章r収益・費用会計」では、r官庁会計」でのr収入」と発生主義におけるr収

益」の関係について検討し、特に、公会計の大きな議論となっている税収等の取扱い

について検討する。’

　税収等の取り扱いは、公会計の大きな論点であり、税収を収益として認識するr収

益説」、単なる資金の流入として扱うr資金流入説」ぐ出資として扱うr持分説」の

3つの考え方について分析し、各会計モデルにおける収益・費用の会計処理方法・に

ついて比較検討を行う。

　第7章r純資産会計」では、貸借対照表上の資産と負債』の差額である丁純資産」

について、どのように考えるべぎか検討を行う。また、純資産の変動にづいて、各

会計キデルの処理方法にっいて比較分析を行う。

　第8章r財務書類の体系・構成」では、各会計モデルの財務書類の体系・構成に

ついて比較検討を行う。

　第皿部「地方公会計制度の改革の個別研究」では、第5章「食債会計」で検討し

た債務負担行為の問題をさらに深く掘り下げ、第9章としてr第三セクター等に対

する損失補償債務等の課題」として取り上げる。

　地方公共団体の出資する第三セクター等は、地方公共団体の財政危機に呼応して

経営状態が悪化しているが、当該第三セクター等が金融機関から借り入れる際には、

地方公共団体がr損失補償」を付している場合が多い。このr損失捕償工は、第三

セクター等の経営危機を背景に、その実行を迫られるケースが多発し、今日の地方

財政上の問題となっているととろである。

　ここでは、r損失補償債務」の評価基準が発生主義の引当金の計上基準と’して妥

　　　　　　　　　　　　　　　　　26



当なものであるかどうか、金融機関の事例を交えて検討を行う。

　最後の終章では、本論文のまとめと今後の課題について包括的な検討を行う。
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（注）

1自治省・地方財務会計制度調査会r地方財務会計制度の改革に関する答申」1962年3月23
　日。　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

2第一次臨時行政調査会・第1専門部会第2班報告書r予算及び会計制度に関する調査結果の
報告について」1963年9月。第一次臨時行政調査会r予算・会計の改革に関する意見」1964
年9月。

3第一次臨時行政調査会における会計制度改革の検討経過やその失敗の分析については、金子
邦博r第一次臨調での公会計改革への取り組みの再評価一失われた40年を再度繰り返さな
いために一」『公会計総研レポート』、2004年11月や、安達智則『地方自治体バランスシー

　トと自治体予算改革一公会計の企業会計化を考える一』自治体研究社、2002年、251～261ぺ
一ジを参照。

4バブル崩壊後の数次にわたる経済対策については、その規模や持続性が不十分であったとの
指摘も多く、その評価は一致していない。

5国土交通省総合政策局r平成21年度建設投資見通し一概要とその要点一」2009年6月の
添付資料「昭和35年からの推移（付表1～6）を参照。

6総務省『平成20年度版地方財政白書』2008年3月。
7財務省が・2008年9月に公表したr目本の財政を考える」・によれば、国の一般歳出に占’める
社会保障関係費の割合は、一貫して漸増傾向であるが、特に、1998年度の14．8％が、1999
年度以急増し、2005年度に20．4％、2008は21．8％に達している。

8地方財政の悪化の原因は、歳出額の構成比の面からだけでなく、地方税や地方交付税等を含
めた歳入構造の面等を総合的、多角的に捉える必要がある。

92002年2月から2007年10月の69ヵ月の長期間にわたる景気拡大期間をいう。戦後最長
であるが、水準としては低調であった。なお、rいざなみ景気」は俗称である。

10ここで、r地方財政の借入金残高」とは、r地方債」r公営企業債残高（普通会計負担分）」

　及びr交付税特会借入金残高（地方負担分）」の合計をいう。
11財務省によれば、2009年度第2次補正予算の閣議決定を踏まえ、2009年度末の国と地方
　の長期債務残高が825兆円に達し、（｝DP比で1719もに上昇する見通しである。（財務省r国

　及び地方の長期債務残高」2009年12月15日
　http：〃www．圭110f．暮o．jp／jouhou／syukei／siryotl／sy21三2霧．pd£）。

12我が国の総人口は、明治期以降増加を続け、2005年時点で1億2，777万人に達した。しか
　し、今後はしだいに減少に転じ、長期にわたる減少局面を経験して行くと見られる。将来
　人口推計によれば、2030年の1億1，522万人を経て、2046年には1億を割って9，938万
　人となり、2055年には8，993万になると推計されている。（国立社会保障・人口問題研究所
　「目本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（出生中位［死亡中位1推計））。

132005年の我が国の人口の年齢構成は、年少人口（15歳未満）が14％、生産年齢人口（15～64
　歳）が66％、老年人口（65歳以上）が20％であった。これが現在の趨勢をもとにした見通し

　では、50年後の2055年に、年少人口8％、生産年齢人口51％、老年人口41％になると推
　計されている。つまり、21世紀半ばには、国民のおよそ2．5人に1人が65歳以上（現在は
　5．0人に1人）というr超高齢社会」になることが予測される。
14財務省資料rOECD諸国の国民負担率（対国民所得比）」2009年10月現在、に拠れば、我
　が国の国民負担率（租税負担率と社会保障負担率の合計）は40．0％で、統計のあるOECD
　加盟29力国（加盟国は30であるがトルコを除く）中25番目に低い。つまり、我が国は、
　国民負担率を抑えたまま、つまり現在世代は将来世代からの借金で財政を賄っていること
　になる。なお、国民負担率の最高は70．9％のデンマーク、最低は23．1％のメキシコである。

15地方自治法第1条の2第2項。
16同法第2条第2項及び第3項。
17同法第2条第2項及び第5項。
18同法第2条第14項。
・9総務省・地方制度調査会r今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」

　2009年6月16目、2ぺ一ジを参照。
20同上。

21同上の地方制度調査会の答申では、r市町村合併の本来の効果が発現するためには、市町村
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　建設計画等で一般的に定められている10年程度の期間が必要である」とした上で、合併後
　3年から4年の段階で、①経営中枢部門の強化、福祉専門職員の配置など行政体制の整備、
　②強化された行財政基盤、③広域的な行政需要への対応や地域活性化の取組、④職員数の
　削減などの効果があったと評価している。

　　一方、全国町村会は、2008年10月「『平成の合併』をめぐる実態と評価」を公表したが、
　市町村合併について以下のように総括している。
　　r今回の調査からは、従来の中央集権体制に基づくトップダウン的手法によって、合併が
　推進されたことが明らかとなった。地方交付税の急激な削減や、国・府県からの強力な指
　導によって合併を余儀なくされたという声が現場から多く聞かれたことは、それを端的に
　示している。
　　しかし一方で、いずれの市町村も、先行き不透明な状況にありながら「平成の合併」
　に真剣に向き合い、新たな地域づくりに対して、懸命に取り組んでいることが分かった。
　　将来の地方自治のあり方を検討する際には、そうした個々の市町村の取り組みや、合併
　を経た地域の状況をしっかりと把握することが、何よりも重要である。地域の視点を欠い
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．26総務省r分権型社会における自治体経営の刷新戦略一新しい公共空間の形成を目指して一」
　（概要版）2005年3月を参照。
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　よる。ht乞p：〃www．p｛icenter．」1）／。

32前田成東r市場化テストと自治体行政」『まちづくり研究八王子第4号』八王子市、2007
　年、96ぺ一ジを参照。
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第1部　地方公会計制度の改革のあらまし

第1章　現行の地方公会計制度の概要と課題

1　はじめに・

　近年、わが国の地方公共団体ゐ会計制度を改革しようとする動きが活発である。

その内容を要約すれば、財政収支の改善のために財政制度の透明性を高めることを

目的として、発生主義による企業会計制度を導入することでバランスシート等の財

務書類を作成し、財政規律の維持や財政状況の明確化を図ろ．うとするものである。

　こうした改革の背景には、現行の現金主義による官庁会計が公会計制度として不

十分な役割しか果たしていないためである。

　現行の官庁会計制度は、予算と決算で構成される。予算とは、一会計年度におけ

る歳入歳出の見積もりである・住民から主磯と．し磁制的に徴収する収入をどの

ような使途にどれだけ支出するのかについて予算の原案を編成し、住民から選挙で

選ばれた代表で構成される議会において審議を行い、・講決を得ることによって成立

する。

　予算は、議会から行政府に対する歳出権の付与で勘る。行政府は、財政活動を予

算に基づいて実行し、その執行の過程を記録する。そして、執行実績として予算に

対応した決算を作成し、議会に報告することによって、議会、住民等に対する説明

責任を果たす。

　このように現行の会計制度け、議会による財政活動の民主的統制を目的としてお

り、こうした目的のためには、歳入歳出という現金の出入りを記録する現金主義・

単式簿記による官庁会計が最適であった。

　し期し．、今βにおける「行政活動の複雑化・多様化」、「資産・負債のストックの増

大」、特に「巨額の債務の積み上がりによる厳しい財政状況」を背景として、単に現

金の収支を記録・報告するだけの官庁会計では、もはや説明責任を果たしえないこと

が明らかとなった。　　　　　．．　　　　．　　　　　　，　P　’

　このため、行政府が税財源の使用状況や資産・負債の状況等、財政状況に関する

情報開示と説明責任を果たすため、また、財政活動の効率化・適正化を目的として財
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務情報を活用するために、公会計の分野においても、発生主義による企業会計の手

法を導入するべきとの研究、提言が行われるとともに、貸借対照表等の財務書類を

作成し、開示する試みが実施されてきた1。

　財務省、総務省を始めとして、会計制度を所管する官の側では、予算決算という

法に定められた現行の官庁会計のシステムを維持しながら、財務情報として貸借対

照表などの財務書類を作成しようという方向で改革が進められている。，

　こうした改革は、国や地方の財政、P公会計の特質を考慮し、財政民主主義に基づ

く予算・決算制度から成り立つ現行の官庁会計を残したまま、公会計制度において欠

如していると考えられるストック情報、行政コスト情報、会計主体とその開係機関

を連結した情報等を企業会計の手法によって提供しようとするものである2。・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
　本章では、まず現行の地方会計制度の概要を説明し、その問題点を明らかにし、

今後の課題について検討する。

2　現行の地方公会計制度の概要

（1）地方公共団体の経済活動と会計区分

　　地方公共団体は、基礎的な地方公共団体としての市町村と、包括的（広域申勺）

　地方公共団体である都道府県からなっているが、2009（平成2、1）年12丹1日現在、

　47の都道府県及び1，772の市町村（市783、町798、村191）一が存在している3。

　　地方公共団体は、主権者である地域住民の福祉の増進を函るために、福祉‘衛

　生、道路、教育・文化、警察・消防などの事業を行うとともに、水道、交通、電

　気、ガス、病院、下水道など様々な経済活動を行っ［七や’・る5「’ヒのような経済活動

　は、地方公共団体ごとに様々であり、広域行政や市町村との連締調整事務を担当

　する都道府県と住民に直接行政サービスを提供する基礎的盲治体である市町村で

　は、その内容は大き「く異なっている。また、人口規模や密度、地理的条件、産業

　構造等も多種多様であり、そうした条件の違いから、行政サ」』どスを提供する団

　体間の質的量的な経済活動の相違は極めて大きい。

　　こうした地方公共団体の会計制度は、その経済活動の多様性を反映して複雑な

　ものとなっている。

　　ここでは、地方公共団体の会計制度を地方公共団体の単体のみで捉えるのでは

　　　　　　　　　　　　　　　　　34



なく、その外部にある関係機関にまで拡張して．、地方公共団体の会計制度の全体

像を把握することとしたい。

　地方公共団体の行う事業と適用される会計制度の関係を示すと、図表1州のと

おりである。
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図表1－1 地方公共団体の会計制度・区分と作成される財務書類及び財政指標の範囲との関係
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・市町村等がその事務の一部を共同処理するため、あるいは、広域
的な事務処理を総合的に行うために設ける地方公共団体の組合。
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　　事業名等欄のうち、公営事業会計の「健全法」は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」を、法非適用事業欄の「地財法」
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（注2）一般会計等と普通会計は厳密には対象とする会計の範囲が異なる。
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（注5）旧財政再建法では、収益事業、駐車場、公立大学附属病院事業等の一部の公営事業会計は、実質収支比率の範囲に含まれてい
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事業名等（淫1）、1
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6介護サービス事業（健全法・則1）

7駐車場事業（健全法・則1）

8交通災害共済事業（健全法・則1）

9公営競技（健全法・則1）

10公立大学附属病院（健全法・則1）

11有料道路事業（健全法・則1）

1簡易水道事業（地財法・令37⑥）

2船舶運航（地財法・令37③）

3港湾整備（地財法・令37⑦）

4市場事業（地財法・令37⑨）

5と畜場事業（地財法・令37⑩）

6宅地造成事業（地財法・令37⑫）

7公共下水道事業（地財法・令37⑬）

8観光施設（地財法・令37⑪）

1水道事業（地公法2－1①）

2工業用水道事業（地公法2－1②）

3軌道事業（地公法2－1③）

4自動車運送事業（地公法2－1④）

5鉄道事業（地公法2－1⑤）

6電気事業（地公法2－1⑥）

7ガス事業（地公法2－1⑦）

8病院事業（地公法2－2）

9その他法適用事業（地公法2－3）

普
通

会

計

B
／

S

ごみ収集・焼却、し尿処理、火葬場

病院、消防

1試験研究
2大学の設置・管理

3公営企業に相当する事業の経営

4社会福祉事業の経営

5その他の公共的な施設

地
方

公
共

団

体
全

体

の

B
／

S

地
方

公
共

団

体
の

連

結

B
／

S

普

通

会

計

財

務

書

類

単
体
財
務
書
類

連

結
財
務
書・

類

騨
　
　
　
　
　
　
一

胴
　
　
　
　
　
　
一

財

●一　一

一　一　一

務
諸

一一

表

■陰■■一

一■■口口 o■■一剛一

ロ

1
一

］
馨一

1
置

I
I
一

塵

l
I
一

醒

巳

1
5
］

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
璽

1
雇

l
I
I
I
置

1
璽

I
I
I
l

I
匿

1
1
露

響

1
昌

、再建法制における財政指標等の範囲

』摯汚財豫確至七法

　　　実
　　　質
　　　赤
　　　字

　　　比
　　　率

’”T””一

一”†一皿一”

．一．．L騨一一一一儒一

爾一”†””’”

連
結
実
質

赤
字

比

率

実

質

公
債
費
比

率

一一一一一一一十一一一一一一一一一一一

将
来

負
担

比

率

資

足

率

。旧財政

再建法

実

質

収

支

比

率

一■口■■9

（注5）

，一　〇

ロー■■■■』一 o■一■■，一

不

良

債
務

（出所：総務省「健全化判断比率を算定するための様式に関する記載要領」等の健全化関係資料を参考に
筆者作成）

37



（2）地方公共団体の単体の会計『

　　現在の地方公共団体の会計制度とは、』」般的には「予算決算制度」を意味し、地

　方自治の基本法である地方自治法を根拠法令として規定されているが、地方財政

法地方公営企業激ど・地方自治法の雛を受けて鰍雑で会讃関する規

　定が設けられている。

　　まず、地方自治法で1ま、地方公共団体の会計を「一般会計」と「特別会計」に

　区分するものとしている4。

　　一般会計は・特別会計嘱さないすべて峠計砂う詳方・、特別会計嫉地

松共団体が特定の事業を行う場合・あるレ・は・』特定の歳入をもって特卸歳出

に充て一般の歳入歳出と区分して雛する必栗尚る場合にお鴨鯛でこれ．

を設置することができるとしてレ恩つまり・粧の事業について～搬余諦寸

ら切り離して独立の会計を設け磯理を行うφ醐別会計であ為・しかし・搬

　会計と特別会計との間は、相互に繰入・繰出が行われているため、完全に独立し

　ているわけではない。

　　特別会計は・地方公営企業のように発生主義鶴簿記の1奪鵜計」』方期．

適用される初と・現金主義・単式綿の「官庁矧」方雌適用されるものに

　分けられる。

　　公営企業と，は・具体的には・地方鷺法施行令第37条に定められズレ鯛水

　道事業、②工業用水道事業、③交通事業、④電気事業、⑤ガス事業．、⑥簡易水道

　事業、⑦港湾整備事業、⑧病院事業1⑨市場事業、・⑩と畜場事業、⑪観光施設事．

　業、⑫宅地造成事業及び⑬公共下永道事業の’13事業である、が、』この、うち、⑦水

　道事業（簡易水道事業は除く。）、④工業用水道事業、⑰軌道事業、㊥自動車運送

事業・鰐道事業・鱗気事業・酬ス事業の7事業については・地方自群の

　特例を定めた地方公営企業法の適用を受けており6、．噌般的にr法適用企業」どい

　う。また、地方公共団体の経営する病院事業は、地方公営企業法の規定のうちr財

　務規定等」の部分が適用されるが、条例で定めることにより、全部を適用するこ

　ともできる7。

　　また、地方公共団体は、条例さ定めることにより、主としてその経費を当該事

　業の経営に伴う収入をもって充てるものについて、地方公営企業法の全部または

　財務規定等を適用することができる牝これをr法の任意適用企業」’という。
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　r法適用企業」は、特別会計（地方公営企業会計）を設置し、’企業会計方式に

よることが強制され、地方公営企業法第20条、同施行令第9条においては、当

該公営企業の経営に伴う収入をもってその経費にあてることを要求される。また、

組織についても、一般行政部門から切り離された組織（公営企業体）となる。

　地方公営企業法の適用を受けるr法適用企業∫は、組織として管理者を置くこ

とさ、経営責任を明確にし、経営体制の強化を図ることができる。

　また、会計は発生主義に基づく複式簿記による決算が行われ、特にr経費の負

担」については・独立採算制によ巻経常が義務づけられ・①その性質上当該公営

企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、．及び、②当該公営

企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充

てることが客観的に困難であると認められる経費は、政令で定めることにより、

r般会計または他の特別会計において負担するとされるが9・1それ以外は・当該地

方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが要求される10。

　一方、地方財政法上の公営企業では、あるが、地方公営企業法が適用されない公

営傘業は・・「法非適用企業」・と呼ばれる・「法非適用企業」は・地方公営企業法が

適用されないため、発生主義の・r地方公営企業会計」ではなく、現金主義の「官

庁会計」で処置する。ただし、経理は特別会計を設けて行うことが要求され、原

則として、当該企業の経営に伴う収入（第五条の規定による地方債による収入を

含む。）をもつて運営する必要がある11。

　公営企業は、地方財政法第6条によれば、「法適用企業」であるか「法非適用

企業」であるかを問わず、独立採算が本来である。しかし、法の適用が義務づけ

られている7事業を除けば、r法非適用企業」は、地方公営傘業の縛りがない分、

採算性に重点を置かずに経営できるため、採算性よりも行政サービスの提供や事

業砂進捗を重視する立場から選好されてきた経緯がある12。

　総務省の2007（平成19）年度のr地方公営企業決算の概況」によれば、全国の地

方公営企業9，210企業のうち、法適用企業は2ゴ880企業、法非適用企業は6，330

企業で、法適用企業の割合は31．3％となっている。

　しかし、今日の危機的な地方財政を背景に、法の適用が義務づけられていない

r法非適用企業」においても、r法適用企業」への移行を行い、経営責任を明確に

し、コスト削減や適正な利用料金設定等を実施して、経営改善を行うことが課題
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となっている。・

　このように、①地方自治法では、一般会計及び特別会計の立て方が明確に定義

されていないこと、②公営企業は、地方自治法上では特別会計であるが、地方公

営企業法が適用されるr法適用企業」は発生主義のr地方公営企業会計」が、適

用されないr非適用企業」は現金主義のr官庁会計」により経理処理されること、

③r法適用企業」かr法非適用企業」かは、法で適用が強制される事業以外では、

地方公共団体が条例で任意に適用できるなど団体間で統一されていないこと、④

一般会計と特別会計（公営企業会計も含む）の問には＼相互にr繰入・1繰出」r補

助」などの資金の取引・移動が行われている等の理由により，マ地方公共団体全体

の会計の実態を把握し表示することができず、地方公共団体相互の比較や時系列

での財政分析が困難な状態になっている。

　そこで、総務省では、所管するr地方財政状況調査」（以　r決算統計」という。）

13において、緯一的な方法により、企業活動に属するべき事業を』「公営事業会計」

として定義する一方、一般行政の会計をr普通会計」・としl　r公営事業会計以外の

会計を総合して一つの会計としてまとめたもの」と定義し宅、1公営事業会計と区

分することで、地方公共団体全体の財政状態を明らかにし～地方公共団体相互の

比較を行っている。

　つまり、法令等の違いにより団体問でその適用する会計区分が異なっていると

いう欠点を、「一般行政の部門」を「普通会計」、「企業活動を行う部門」を「公営

事業会計」、として区分し、決算統計という手法を用いて比較可能な会計区分に変

換しているというわけである。

　r普通会計」は、このように比較可能性の見地から作成される現実には存在し

ない擬似的な会計で、現実に存在するr｝般会計jとr公営事業会計以外の特別

会計」を合算した統計処理上の会計である。r公営事業会計」とは、国民健康保険

事業，老人保険医療事業，介護保険事業，競馬などの収益事業，農業共済事業，

交通災害共済事業及び公立大学附属病院事業会計等と、水道事業、鉄道事業、電

気事業などの地方財政法上の「公営企業会計」を指す。

　次に、健全化法の会計区分を説明する。

　健全化法では、r一般会計等」とr公営企業（法適用企業及び法非適用企業）に

係る特別会計」及びr一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会計」の
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3区分となっている。

　健全化法のr一一般会計等」とは、実質赤字比率の対象となる会計で、決算統計

で用いられているr普通会計」とほぼ同様の範囲であるが、決算統計で行ってい

るいわゆるr想定企業会計」14などの経理処理を行わず、ひとっの会計を区分し

ていないため、わずかではあるが範囲が異なっている。

　各地方公共団体のホームページでは、総務省の指導により、2007（平成・19）年度

決算から健全化法に準拠してr財政状況等一覧」15を公表しているが、ここでは

r公営企業（法適用企業及び法非適用企業）に係る特別会計」及びr一般会計及

び公営企業に係る特別会計以外の特別会計」を「公営企業会計等」としてまとめ、

「一般会計等」と「公営企業会計等」の区分が用いられている。

　このように、地方公共団体の単体の会計制度は、根拠法令等の違いにより会計

の区分が異なる結果、非常に分かり難いものとなうている。

（3）地方公共団体の関係機関の会計制度

　　や地方鱗団体は・単体では矯できなレ’事業を行うために・その外部に様々な

　機関を布している・複数砂地方公共団体が共同で事務を処理するために組織する

　　「一部事務組合」や「広域連合」16、地方公共団体が自らは実施できないが、公

　的な事業やサービスを提供するために出資等をして設立した地方公社、会社法法

　人、民法法人（公益法人）、地方独立行政法人がある。、

　　一部事務組合は・2008（平成20）年7月1目現在、全国で1，弓64件組織されてお

　り17、ゴミ処理や消防などの住民に身近な行政サービスを中心に広く活用されて

　いる18。

　　一方、広域連合は111件が設置されており、一部事務組合と比較して、設立数

　・は少ないものの、』①広域的な行政二一ズに柔軟かつ複合的に対応できること、②

　広域的な調整をより実施しやすい仕組みとなっていること、③直接国又は都道府

　県から権限委譲を受けることができること、④広域連合の長と議員は、直接又は

　問接の選挙により選出されるという民主的な仕組みを採用していることなどの特

　徴があり、一部事務組合より幅広い権限を持ち多様な行政サービスを提供するこ

　とが可能である19。・

　　一部事務組合及び広域連合は、地方自治法上の組合であるため同法が適用され、
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その会計は、それぞれの共同処理する事業の根拠法令に応じて、「官庁会計」、「公

営企業会計（法適用企業及び法非適用企業）」が適用される。

　なお、図表1－2は、全国の一部事務組合及び広域連合の設置件数の推移を示し

たものである。

図表1－2　一部事務組合及び広域連合設置件数の推移
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（出所：総務省r『地方公共団体間の事務の共同処理の状況調（H20．7．1現在）』の概要」）

　次に、地方公共団体は、公共的には必要であるが地方公共団体が自ら実施する

ことは非効率な行政サービスを提供するために、多くの外郭（関係）団体を有し

ている。

　地方公共団体が特別法に基づいて出資、設立したr地方住宅供給公社」、r土地

開発公社」及びr地方道路公社」のいわゆるr地方三公社」や、株式会社等の会

社法法人、財団法人・社団法人の民法法人（公益法人）、地方独立行政法人などが

ある。

　総務省では、地方公共団体が出資又は出えんを行っている会社法法人及び民法
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法人を第三セクターといい20、これに、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方

道路公社のいわゆる地方三公社及び地方独立行政法人を合わせて、第三セクター

等と総称している。

　総務省の調査に拠れば、2008（平成20）年3月31目現在の第三セクター等の

数は、会社法法人は3，713社で、そのうち株式会社は3，404社、その他の会社法

法人は309社である。民法法人は3，973社で、そのうち社団法人は414社、財団

法人は3，559社である。地方住宅供給公社は57社、地方道路公社は42社、土地

開発公社は1，076社で、地方三公社の合計は1，175社、地方独立行政法人は38

社で、第三セクター等の合計は8，899社となっている21。

　これら第三セクター等の会計基準は、それぞれ、その設立の根拠となる法令等

により異なっている。

　会社法法人は、会社法に基づいて設立されるが、その会計基準は、r一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準」．に拠る。次に、民法法人は、民法34条が根

拠となり22、会計基準は・「公益海人会計基準」23が適用される。地方住宅供給公社

は「地方住宅供給公社法」に基づいて設立され、同法、施行規則及びr地方住宅

供給公社会計基準」24に基づき経琿処理される，土地開発公社は．「公有地の拡大

の推進に関する法律」及び同法施行規則により基本原則が定められ、細部につい

ては「土地開発公社経理基準要綱」25に定める基準や処理方法により経理が行わ

る・地方道路公社の会計は、地方道路公社法、同法施行規則値基づいて行われる。、

　近年、地方公社の会計制度は、民間企業の会計制度への接近が図られているが、

地方道路公社の会計基準は、住宅供給公社や土地開発公社に比較して、この面で

の整備は遅れている。　　　　　　　　1、

　地方独立行政法人は、「地方独立行政法人法・（平成15年法律第118号）」に基

F
づ いて設立される法人で、2004（平成16年）4月から導入された96。同法33条で

は、その会計は、総務省令に定めるところにより、原則として企業会計原則によ

ることが規定されているが27・地方独立行政法人法施行規則第1条でけr地方独

立行政法人会計基準」がr一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に優先

して適用されるものとしている2％総務省は、、2004（平成16〉年3・月r地方独立行

政法人会計基準及び地方独立行疎法人会計基準注解」29を策定した。この基準は、

地方独立行政法人をr公営企業型」とr公営企業型を除く」に区分して、それぞ
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れに会計基準を示している。

　以上のように、地方公共団体ゐ関係機関の会計基準についても、それぞれの組

織が提供する行政サービスの形態に応じて個別の会計基準が設定されており、複

雑な体系になっている。

　近年の潮流として特徴的なことは、r官」からr民」への動き、つまり、民間に

できることはできる限り民問に委ねるとともに、行政の現場にも民間企業の経営

理念や手法を導入して行政部門の効率化を図ろうとする動きが、それぞれの組織

の会計基準の設定や改正にも顕在化してきた；とであるろ

　また、それぞれの個別の組織におい七、会計基準を厳格に適用することで、経

営状態を財務書類に正確に反映させ、悪化した財政状態を改善しようとする動き

が顕著になってきたことである。　　・1　　　　　　　　．

　しかしながら、会計基準の内容をみれば、r一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準」と』してr企業会計原則」に準拠することにはなっており、民間基準へ

の接遣が試みられているものの、まだまだ組織の特性1こ応じた独自の基準を導入

しようとする方向性も根強くあり、公的部門の会計基準として』統』一した基準を策

定する方向からはほど遠い状況となづている。

3　現行の地方公会計制度の問題点

（1）複雑な地方公会計制度

　　前節にみるように、現行の地方公会計制度は、大変棲雑なもの忽こなっ七小る。

　　地方公共団体の単体でみても、地方自治法とその特別法である地方公営企業法

　に基づいて、r一般会計1、r特別会計』（公営企業会計を除ぐ）」及びr公営企業会

　計」に3区分される。r一般会計」とr特別会計．（公営企業会計を除く）」は現金

　主義のr官庁会計」、r公営企業会計」は発生主義のIr地方公営企業会計」が適用

　される。

　　また、他団体との比較可能性の観点からr官庁会計」による1決算数値を組み替

　えるr決算統計」では、r普通会計」とr公営事業会計」に2区分される。’さら

　に「公営事業会計」は、「法適用の公営企業会計」、「法非適用の公営企業会計」及

　びr公営企業会計を除くその他の公営事業会計」の3つに細分化される。
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　r普通会計」は現金主義の官庁会計、r公営事業会計」は、r法適用の公営企業

会計」の部分では既に発生主義が適用されているが、「法非適用の公営企業会計」

は、経理は官庁会計で行われているため、決算統計では擬似的に発生主義的に組

み替えられる。r公営企業会計を除くその他の公営事業会計」は、官庁会計が適用

される。

　また、健全化法では、「一般会計等」と「公営企業（法適用企業及び法非適用企

業）に係る特別会計」及びr一般会計及び公営企業に係る特別会計以外の特別会

計」の3区分、ないしr一般会計等」とr公営企業会計等」の2区分となってい

る。

　健全化法のr一般会計等」と決算統計のr普通会計」、健全化法のr公営企業会

計等」決算統計の「公営事業会計」は、わずかな違いはあるが、ほぼ同様の概念

である。

　また、地方公共団体の関係機関の会計制度をみると、特別法に基づいて出資・

設立されるr地方三公社」では、地方住宅供給公社は、r地方住宅供給公社会計基

準」、土地開発公社はr土地開発公社経理基準要綱」、地方道路公社は、r地方道路

公社法施行規則」に基づいて経理処理が行われる。地方独立行政法人は、r地方独

立行政法人会計基準」がr公営型」及びr公営企業型を除く」の2タイプが設定

されている。

　これらは、すべて発生主義会計であり、地方道路公社を除いて、r一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準」への接近が試みられている。

　現行の地方公会計制度をイ府瞼すれば、会計制度そのものが大変複雑に入り組ん

でいることがわかる。これは、それぞれの組織や行政サービスの根拠となる法令

の目的にしたがって、会計制度が構築されていることが原因である。

　また、地方公共団体の単体においては、r官庁会計」とr公営企業会計」が混在

しており、、本来は発生主義のr公営企業会計」を適用するべきところをr官庁会

計」で処理しているため、法令等の目的，に応じて事後的にr官庁会計」の決算数

値を組み替えて擬似的に発生主義的な処理を行う．ことや、会計区分を変更するこ

とが行われている。

　この点は、決算を終えてから、その決算数値を基に法令等の規定にしたがって

組み替える作業が必要になるた菊に、会計情報の即時性や検証可能性の観点から
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も問題があることを指摘したい。

　また、地方公共団体の関係機関の会計基準も、それぞれの根拠法令等により別々

の体系で構築されている。

　地方公共団体と関係機関とは、出資関係や補助金、交付金、貸付金等の財政援

助で深く結びついているが、現行の会計制度では連結の考えがないため、地方公

共団体と関係機関を連結した情報は提供されていない30。　　，・

　このように、現行の会計制度は、それぞれの根拠法令等に基づき、それぞれの

基準で行われているため、作成される書類も個々バラバラーであり、’地方公共団体

の全体像を会計的な観点から捉えることが困難になっている。

（2）現金主義に内在する欠点

　　現在の地方公会計制度のうちr官庁会計」を適用している部分の問題点は、現

　金主義・単式簿記会計に内在する欠陥であり、以下のような課題があると整理で

　きる31。

ア　ストック情報の欠如

　　地方自治法では、現金以外の地方公共団体の財産をr公有財産」、丁物品」、r債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　権及」びr基金」に分類している32。しかし、現行の制度では、その各々が別々

　の基準で管理され、統一的な基準に基づいて資産を一覧できる仕組みになって

　いない。

　　公有財産については、企業会計でいうr固定資産」とは大きく概念が異なっ

　ている。例えば、道路、河川、港湾など社会基盤整備のため1に構築されたイセ

　フラ資産の多くは、それぞれの個別法（総称して「公物管理法」という。）に基づ

　き管理を行っており、こうした財産は、公有財産の範疇から除外されている。

　　一方、公有財産の範囲にある’固定資産については、r財産に関する調書」が作

　成されているが、債権及び基金は、価格情報を開示しているものの、土地及び

建物等の公有財産は、価格情報は開示しておらず、延面積、件数といった物量

表示が開示されているに過ぎない33。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　また、予算・決算のフロー情報と資産・負債のストジク情報が誘導的、有機

　的に結びっいていない。，

46



イ　コスト情報の欠如

　　現金主義の官庁会計では、現金の収支しか記録されず、減価償却費、退職給

　与引当金等の当期に発生した費用が認識されない。その結果、地方公共団体の

　提供する行政サ｝ビスについて、当期のコストの情報ばかりでなく、将来の維

　持管理費用等を含めたトータルコストを把握することができない。また、世代

　間の負担の公平化の観点からは、現世代と将来世代の負担の配分等の問題にっ

　いて、有益な情報を提供できない。　　　　　　　　　　　　，

ウ　アカウンタビリティの欠如

　　「ア」及び「イ」の結果、現行の制度では、住民や議会に対する説明責任を

　果たすことができない。

エ　マネジメントの欠如

　　現行制度でのr適切な予算執行」とは、財政民主主義により議会の議決を得

　て成立した予算を、，予算にしたがって執行することにある。現行の予算制度の

　欠点は、政治的原理や前年踏襲という慣行に支配されがちであ．り、予算が既得

　権化・硬直化し、決算の内容や問題点が反映されないこともあって、効率的・

　弾力的な配分が行われない点にある。予算が「主」であり、決算は、単なる予

　算の執行の結果を説明するに過ぎないため、予算犀対して「従」たる扱いしか

　受けていない。

　　本来ならば、民間企業で実施されているようにrP　D，CAサイクル」に従い、

　行政サービスの事業毎のコスト情報と便益を比較検討し、行政サービスの提供

　に対する経済性、効率性、有効性の評価を反映した予算を編成するべきである。

　しかし、現行制度では、予算の獲得ばかりが重視され、予算編成の意思決定過

　程にフィードバックできるような有効な情報を提供することは困難な事態とな

　っている。

このようなr官庁会計」に起因する欠点を克服するために、現行制度においても様々

な工夫が行われているところではある靴しかし、それらはいずれもr官庁会計」

で得られたデータを組み替えたりしなければならず、また、収入支出というフロー

の金銭収支の金額を基礎に、資産債務というストックが有機的・誘導的に結びつい

ていないため、、信頼性や即時性に致命的な欠陥を有している。
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　このような欠陥を本質的に改革するためには、発生主義に転換することが不可欠

である。

4　今後の課題

　以上、現行の地方公会計制度を概観し、その問題点にづいて、地方公共団体の関

係団体を含めた全体像の観点と現金主義の「官庁会計」・に内在する問題点に分けて

検討した。

　r官庁会計」の問題点にづいては、現在、地方公会計制度改革において、r官庁会

計」を適用している部令に、民間企業の考え方や手法を導入し、発生主義の財務書

類を整備する改革を進めているところである。やはり、現金主義に内在する欠点を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
ミア

克服するためには、発生主義により日々の取引を記録し、「r般に公年妥当と認めら

れる企業会計の基準」にできる限り近い形で公会計基準を整備することが必要であ

る。

　現行の会計制度改革が、どのような形で進んでいるかについては丸第2章以降で

検討する。

　次に、関係機関を含めた地方公共団体の全体像を会計的に把握する観点からは、

r官庁会計」の部分だけではなく、既に発生主義が採用されている「公営企業会計」

やr公益法人会計基準」、r地方三公社」，の各会計基準やr地方独立行政法人会計基

準」等を包摂する「公会計基準」の策定が求められるところである。しかしながら、

こうした観点からは、まだ検討すらされていないのが実態である35。

　次に、実務的な観点からは、r法非適用企業」のr法適用企業」への移行が課題

となる。

・公営企業においてはくr法適用企業」とr法非適用企業」に分かれているが、法

の適用が強制される傘業を除く部分では、「法非適用企業」のまま止まっている企業

が多い36。そのため、地方の行政改革を推進する立場から、総務省ではr地方公営

企業法を適用していない公営企業が、引き続き公営企業として事業を行う場合には、

特段の事情がある場合を除いて、同法の全部又は一部を積極的に適用する必要があ

る。」37と指導している．ところである。

　元来、r法非適用企業」といえども、公営企業は、地方財政法で独立採算制が原
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則であると位置付けられており、一般行政部門から独立した企業体として経営が成

り立っことが期待されている。

　しか．しながら、これまでr法非適用企業」・として、地方公営企業法の適用を行わ

なかった理由は、r法非適用企業」であれば、一般行政部門のひとっとして一般財源

o支援が期待できるこ≧を背景に38、明確な経営目標と経営見通しを立てることな

く
．
、住民の貴担軽減等という理由で利用料金等の設定を本来の水準より低くしたり、

経営情報の公開や透明化に配慮する必然性に乏しかっ孝ことによると思われる。

　今日の地方の財政状態は、もはやこうした事態を許容できないほど逼迫しており、

本来、公営企業として独立した経営を行う企業については、地方公営企業法を適用

し、経営責任を明確にし、企業体として役割を果たすことが求められている。
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（注）

1古くは1962（昭和37）年の自治省・地方財務会計制度調査会の答申の中にみられるr期間収
　支・剰余金処分計算書」、「資産・負債表」の提言や、1962（昭和37）～1964（昭和39）年の第

　一次臨時行政調査会の検討の中に複式簿記の導入の動きがみられるが、いずれも実現には

　至らなかった。　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　，
　　バランスシートの作成は、1978（昭和53）年の神戸市都市問題研究所・地方財務会計制

　度研究会のr地方財務会計制度の改革に関する研究」（神戸都市問題研究所、1978年9月）
　が最初の試みである。以後、先進的な団体やシンクタンクでバランスシートを作成する試
　みや研究が実施されてきた。
　　代表的な事例として、r地方公共団体の連結・総合決算に関する研究ゴ（地方行政システ

　ム研究会、1982年3月）、・「地方公共団体のストックの分析評価手法に関する調査研究報告
　書」（地方自治協会、1987年3月）、「企業会計的手法による財政分析と今後の財政運営の
　あり方に関する調査研究報告書」（地方自治協会、1988年3月）』などがある。、

　　本格的に公会計の改革が推進されるようになつたのは、1999（平成11）年の小渕恵三内閣

　の「経済戦略会議」最終答申後であり、以後、国、地方公共団体で財務書類を整備する動
　きが本格化した。
2詳しくは、財務省・財致制度審議会「公会計に関する基本的考え方」2003（平成15）年6月
　を参照。

3総務省ホームページ、http：〃www．soun臓．go．IP／gapei／。

4地方自治法第209条第1項。
5同法第209条第2項。
6地方公営企業法第2条第1項。
7向法第2条第2項。同法施行令第1条第1項。
8同法第2条第3項。同法施行令第1条第2項。
9同法第17条の2第1項
10同法第17条の2第2項。
11地方財政法第6条。

12地方公営企業は一般会計が本来負担するべき経費以外の経費については、『その経営に伴う
　収入をもって充てなければならないという独立採算制により運営される。この場合、一般
　会計が公営企業会計に対して本来負担するべき経費については、総務省が定めるr繰出基
　準」（公営企業からみれば繰入基準）に拠ることになる。このr繰出基準」に基づく繰入を
　r基準内繰入」、それ以外の、公営企業の財源不足を補う意味での繰入はr基準外換入」と

　なる。「法適用企業」は、一般会計サイドから、「基準外繰入」は厳しくチェックされるこ

　とになる。一方r法非適用企業」であれば、こうしたr繰出基準」は適用されないため、
　料金収入で賄われない財源不足を補う意味での一般財源の負担が安易忙行われることにな

　る。しかしながら、r法適用企業」においても、r基準内繰入」以外に、多額のr基準外繰
　入」を行っている公営企業が多いのが実態であり、財政危機を背景にして大きな問題とな
　っている。

13決算統計は、「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令」（1953
　　（昭和28）年総理府令32号）に基づき毎年定期的に実施されており、その結果は最終的
　には地方財政白書として国から公表されている。
14　r想定企業会計」とは当該事業の経理を一般会計で行っているが、これに係る一切の収支
　を一般会計から分別して、公営企業会計が設けられているものと想定したものである。
15総務省ホーみぺ一ジ、httpl〃www．soumu．go．jp／iken／漁isei／箔aise主一ichiran＿h玉9．｝1tm王。

16地方自治法第284条第1項及び第3項。
17総務省のr地方公共団体間の事務の共同処理の状況調（H20．7．1）」によ．れば、一部事務組合
　の共同処理の内訳は、ごみ処理が442件（25．4％）、し尿処理386件（23．2％）、消防297

　件（17．8％）等の順となっている。

18同上の報告書によれば、2006（平成18）年度末に各都道府県で後期高齢者医療広域連合が
　設立されたこともあり‘、対前年比で48件の増となっている。
19総務省ホームページ、http二〃www．souznu．言o．jp／kolliki／kouiki1．隻1tmMkouiki2。

20出井信夫「第三セクターの概念と定義」『新潟産業大学経済学部紀要第30号』には、第三
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　セクターの概念や定義は一様ではないことが論証されてい、る。

21総務省r第三セクター等の状況に関する調査結果」2008（平成20）年12月25目、1ぺ
一ジ。

22公益法人制度改革により、2006（平成18）年5月26目r一般社団法人及ぴ一般財団法人に

　関する法律」、r公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及びr一般社団法
　・人艮びr般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

　律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆるr公益法人改革関連3法」が
　成立、6月2目に公布された。2008（平成20）年12月1目に施行され、新制度に移行した。
　施行目から5年間は移行期間とされ、現行の公益法人は、この期間内に必要な手続きを行
　い新制度に移行することになるが、それまでの間は特例民法法人となり従前と同様に扱わ
　れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
23「公益法人会計基準」は、1977（昭和52）年3月4目に「公益法人監督事務連絡協議会」の
　申し合せとして設定され、1985（昭和60）年9，月17目に「公益法人指導監督連絡会議決定」
　による改正が行われて、・公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するための基準として活
　用されてきた。その後、2004（平成16）年10月14目に「公益法人等の指導監督等に関する
　関係省庁連絡会議申合せ」として全面的な改正が行われ、新r公益法人会計基準」が2006（平
　成18）年4月1目より施行された。2006（平成18）年5月に公益法人制度改革関連三法が成
　立し、新制度を踏まえた会計基準を整備する必要が生じたため、2008（平成20）年4月11目
　に「内閣府公益認定等委員会」において、公益法人会計基準の改正が行わ．れ、2008（平成20〉

　年12月1目以後開始する事業年度から実施するものとされた。（内閣府2008（平成20）年4
　月11目内閣府公益認定等委員会）
24　r地方住宅供給公社会計基準」は、2002（平成14）年4月、企業会計の考え方を大幅に取り

　入れた会計基準に改正された。、　　　　．　　　　　　　　　ら
25「土地開発公社経理基準要綱」■979（昭和54）年に制定され、その後1980（昭和60）年7月、
　1989（平成元）年3月の2回にわたって軽易な改正がなされた。しかしながら、バブル崩壊

　以降の長期的な地価下落等の状況に対応するため、土地開発公社の財政状況のより適正な
　開示を行い、さらなる会計処理の適正化を図ることを目的として、2005（平成17）年1月に

　大幅に改正され、同年4月から導入されている。主な改正点は、土地勘定の時価評価や土
　地勘定への利息算入の制限や「キャッシュフロー計算書」の導入も義務付けられた。なお、

　改正後の要綱においても、要綱に定めのない事項にっいては、r一般に公正と認められる
　企業会計の基準」に従う。
26地方独立行政法人法第2条によれば、r地方独立行政法人とは、住民φ生活、地域社会及び
　地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事
　務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないものの、
　うち、民問の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共
　団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めると
　ころにより地方公共団体が設立する法人をいう。」と定義されている。
27地方独立行政法人法第33条。
28地方独立行政法人法施行規則第1条。
292004（平成16〉年3月24目、総務省告示第221号。
30公会計制度改革では、r総務省方式」やr改訂モデル」r基準モデル」では、連結財務書類
　の作成が試みられている。しかし、これらはまだ制度化されたものではない。
31財務省・財政制度審議会が2003（平成15）年6月に公表した「公会計に関する基本的考え方」

　では、現行制度に対する指摘事項として、次の5点を掲げている。①ストックとしての国
　の資産・負債に関する情報が不＋分であり、国の保有資産の状況や将来にわたる国民負担
　などの国の財政状況が分かりにくい。　②国と特殊法人等とを連結した財務情報が提供さ
　れておらず、公共部門の全体像が把握できない。③フローの財務情報とストックに関する
　財務情報の連動がない。予算、決算という現金収支と資産、負偉状況との関係の把握が困
　難である。　④予算執行の状捉が分かるのみで、当該年度に費用認識すべき行政コスト、
　事業毎に問接費用を配賦したフルコストや将来の維持管理費用などを加味したライフサ
　イクルコストが明らかにならない。⑤事業毎のコストや便益が把握できないため、予算
　の効率的な執行を図る助けにはならない。

32地方自治法第237条第1項。
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33地方自治法第233条、同法施行令第166条、同法施行規則第16条の2。
34例えば、官庁会計の決算数値を組み替えてバランスシートや行政コスト計算書を作成する

　ことや、地方財政健全化法では「将来負担比率」という概念を導入して、債務の情報を補
　完している。また、財政状況を定期的に様々な媒体を通じて広報したり、行政評価制度に
　よりマネジメントを行う方法も導入されている6
35・この点に関しては、目本公認会計士協会が独自に調査研究を進めており、1999（平成9〉年9
　月にr公会計原則（試案）」を公表、2003年9月には改訂r公会計原則（試案）」を公表され

　ているが～今のところまだ試案の段階である。．こう『した提案に対して、r官」の側からの反

　応はない。

36本章2（2）でも記述したが、法適用企業め割合は31．3％である。

37総務省r公営企業の経営に当たっての留意事項について」、2009（平成21）年7月8目付け
　都道府県等に対する通知文書、3ぺ一ジ。
38r法非適用企業」であれば、総務省が定める一般会計からのr繰出基準」（公営企業からみ
　れば繰入基準）は適用されない。よって、料金収入で賄いきれない財源不足分を補うため

　に、安易に一般財源に頼る傾向がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・
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第2章　地方公会計制度の改革の沿革と現状

1　はじめに

　現在、地方公共団体においては、現金主義のr官庁会計」で処理してきた普通会

計の部分に企業会計砂考え方や手法を導入して財務書類を整備する公会計制度の改

革が進められている。

　第1章で検討したように、地方公共団体の環在の会計制度は、．大変複雑である。

現在の会計制度改革は、既に発生主義の企業会計が導入されている部分とr官庁会

計」が適用される普通会計の部分に分けて捉える必要がある。

　現在、一般に公会計制屋の改革が議論となっているのは、現金主義の「官庁会計」

が適用されているr普通会計」に、発生主義の企業会計の手法を取り入れ、財務書

類を整備するという改革である。

　また、’こうヤた動きに拳調を含わせ、既に発生主義が導入されている部分につい

ても、従来の会計制壌を見、直し・より「一般に公正妥当と認められる企業会計の基

．準」．への接近を図る見直しが個別に行われていることにも注目するべきである。

　しかしながら、このよ、うな改革は、個々別々．に行われており、公会計全体を包摂

しようとする改革とはなっていない。。また、それぞれの会計が、「一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準」に準拠するという建前とは別に、その特殊性を強調し、

普遍性ではなく個別性を追求していることも問題慮としてあげられる。

　本章では、地方公共団体の主にr官庁会計」部分の制度改革の沿革について論じ

るが、戦後の地方公共団体の会計制度の成立を出発点として、今目の会計制度改革

までの歴史的な沿革を振り返り、現在の会計制葉改革の問題点を明らかにする。

2　地方公会計制度の改革の沿革

（1）地方公会計制度の確立と批判一地方財務会計制度調査会答申一

　　わが国の地方公会計制度は、1947（昭和22）年に制定された地方自治法におい

　て、その基本的な骨格が規定された。しかし、それは1889（明治22）年に当時のプ
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ロイセンからカメラル式簿記が導入され七以来の伝統的なわが国の公会計制度を

踏襲するものであり1・根本的な見叫が行われること・なく・単式簿記覗金主義

会計による会計処理を基本とするものであったため、現金主義のr官庁会計」に

内在する欠点を抱えたままであった。　　　　　　　　　　　・

　そのため、抜本的な改革を行うことを目的として、1959（昭和34）年、自治大臣

は、地方公共団体の財務会計制度に関する重要事項を調査審議するため、自治省

の付属機関としてr地方財務会計制度調査会」を設置した。

　審議の結果、1962（昭和37）年・3月、同調査会は自治大臣に対し宅、r地方公共

団体の財務会計制屋についての改正の要綱に蘭する答申」（以下、㌃r地方財務会計

制度調査会答申」という。）を行い、r予算、決算及び会計」、・r財産」、r組織」、「監

査」などに関する提言をし、所要の立法措置を』行うどともに、財務会計制度の適

正な運営を確保するための措置を講じるよう要請した6

　答申では、総論のr改革の必要性」の中で、r現行の地方公共団体の財務会計制

度は、地方自治法、地方財政法、地方公営企業法及ぴこれらに基づく命令を中心

とする一連の法体系によって定められているが、地方公営企業に関する制度を除

き、明治以来の制度をそのまま踏襲しているものが少なくない。－」・2とし、現行の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
会計制度の欠陥と問題点を、r会計制度の観点玉r規定の不十分さ1、r現実ゐ要請

や経済事情にあわない点」及びr国と地方の会計制度の未調整の点」から分析し

ている3。

　特に、会計制度の観点からは1以下の理由により改善を図るこどが必要である

と指摘している4。

①現金の収支に比べて財産、物品及び債権債務のr会計管理」を不当に軽視し

　ており、期つ、現金の収支と広い意味での財産活動を総合的に明らかにする

　仕組みになっていない。

②予算に比べて会計本来の意味における決算が軽視されており、現行の報告書

　類及び財産表等を童）ってしては、会計責任は果たされていないといわざるを

　得ない。・

③会計記録ーもまた不十分であり、また、会計帳簿の数値を財政活動に活用して
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　いく経理体制になっていない。

④現行の帳票類には相当の重複があって会計事務を煩雑化しており、また、会

　計処理上の責任を不明確にしている。

⑤財務組織面では、契約、財産、物品、債権債務等の部門においては、命令系

　統と執行系統が分立していないため、内部牽制が不十分となっている。

⑥監査機能の重要性が十分自覚されていないため、監査の権威と責任及びその

　客観性を保障する制度となってい’ない。　　　　　　　　●

　答申の内容は、r総論」、r予算・決算及び会計」、r財産」、r組織」、「監査」及び「そ

の他」と地方公共団体の財務会計制度全般にわたっているが、特に、決算制度に関

連しては、r予算・決算及び会計」の項目中のr決算に関する事項」において、問題

点を次のように指摘している。

　r現行制度においては、・地方公共団体の決算は、予算に計上された収支の見積額

、とその実績額とを計数的に比較表示する歳入歳出決算書と附属書類としての当該

．決算にかかる会計年度中の各部門における主要な施策の成果及びその他予算の執

行の実績についての報告書をもって示すものとされている。

　しかし、現行決算のたて方に関しては、次のような欠陥があるものと認められ

る。

ア　現在財産表が作成されているが、これは主として予算審議の資料とするため、

　予算提出の際にその附属資料として議会に提出するものとされている。かりに

　これを決算書に添付せしめると．しても、現行財産表の内容及び書式は、保有財

　産の目録程度のものであり、形式的な参考資料に過ぎず、財務的見地からはそ

　の意義に乏しいものである。

イ　現行制度のもとにおいては、財産、物品及び債権債務が決算書に表示されな

　いため、これらに関する記録も系統的にされておらず、その明確さを欠いてい

　るのが普通である。これは、広い意味におけ．る期間収支の関係並びにその顛末

　を明らかにし、財政運営の適正化をはかるうえから適当とは言い難い。

ウ　目常経理の処理手続きについてみても、それらに要する会計書記録が有機的
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　関連をもっておらず、経常的財務把握が十分に行われているとは言い難い。
　　　フ

エ　さらに財産、物品及び債権債務の管理についても、金銭の収支がきわめて厳

格に行われていることに比較して、一般的に軽視の傾向がみられる。」5

　ここで指摘されている地方公共団体の会計制度の問題点は、現在の会計制度にも大

部分はそのまま当てはまる。つまり、半世紀以上経過した今日においでも、地方公会

計制度の問題点は根本的に変わっていないことがわかる。今目まで、r官庁会計」が本

質的に変わることなく生き長らえてきたことは、驚くべきことである。

　そして、こうした問題点に対して、以下ように興味深い提言を行った。

　r公会計においては、企業の場合と異なり、収益性を終局の目的とするものでは

なく、一定の行政目的を達成するためのr予算」を中心として運営されている。予

算と対比される決算は、その執行の状態を明確にすることを主眼とするものであり、

そのための予算決算をなすことは不可欠であり1従来どおり行うもの・とする。しか

し、今後、目々の会計処理を通じて、財産、物品及び債権債務を含めた財務あ状況

を的確に把握し、ひろい意味での財産を保全し得るよう経理手続きゐ改善にづいて

工夫する必要がある。そのためには、単なる予算決算の対照にとどまらず、別に金

銭収支の金額を基礎とする財産、物品及び債権債務を含めた総合的、，有機的な「会

計決算」をなし、その成果を表示する「会計制度」を設けるべきである。このよう

な公会計制度に基づく「会計決算書」としては、次の財務諸表を作成すべきである。

ア　期問収支・剰余金処分計算書

イ　資産・負債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　上記の財務諸表は、監査委員の審査に対し、その意見を付けて、議会の認定に付

するものとする。なお、この「会計決算制度」を実施するためには、勘定体系、帳

簿組織、評価基準、棚卸手続等の整備を必要とするため丸多少の準備期間をおかな

ければならないであろう。しかし、若干の地方公共団体においてこのような会計制

度を実験的に実施使用とする場合には、それが可能となるよう特例を認めることが

望ましい。

　いずれにせよ、地方公共団体にこのような決算制度が可及的早期に導入実施され
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るよう格段の配慮が望ましい。」6

　この答申に基づいて、1963（昭和38）年6月に地方自治法の大改正（第7次）が行わ

れた。第9章r財務」は全文改正され、会計年度、会計区分、．予算、収入、支出、

決算、契約～現金及び有価証券、時効、財産、．住民による監査請求及び訴訟、雑則

等、財務運営の全般にわたる規定が整備された7。

　しかし、「改革についての基本的な考え方」に示されている、「公会計の特質を考

慮しつつ、地方公共団体の会計制度を一般に納得され易い『会計制度』として確立

すること。」8とし、r金銭及び財産、物品及び債権債務のすべてを、広い意味での会

計の計算構造の中に位置付け、帳簿組織のうえでそれらを統一するとともに、予算

対比の決算とあわせて『会計決算』の制度を設け、これらの全領域を収支会計的に

包摂する経理体系を樹立する。」9という革新的な提言は、実行されず、法改正に結

びつくことはなかった。

　答申のこの提言内容を実行するためには、r発生主義」を採用することが不可避

であるが、答申は、一方で、r地方公共団体と私企業とは、その目的及び任務を異に

しているので、私企業に用いられている会計制度をそのまま地方公共団体に導入す

るという考え方は採り得ない。」10としており、結果的に、公会計の特質を考慮した

勘定体系や帳簿組織による会計制度を確立することができなかったため、先送りさ

れたものと考えられる。

（2）第一次臨時行政調査会答申

　次に、1964（昭和39）年のr第一次臨時行政調査会」の答申の中で、国の会計制度

についての提言が行われているので取り上げる11。

　1961（昭和36）年11月、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査

審議するために、総理府（現在の内閣府）にr臨時行政調査会」（以下、r第一臨調」

という。）が設置された。

　この第一臨調のなかに設置されたr第1専門部会第2班」が、予算及び会計制度

に関する調査を担当し、会計制度の改革について検討を行い、複式簿記の導入につ

いても議論が戦わされた。同班は、r予算・会計制度」に関する調査結果を1963（昭
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和38）年9月25目に第一臨調の佐藤喜一郎会長あてに報告した。

　そして、1964（昭和39）年9月には、第一臨調がr予算・会計の改革に関する意見」

を答申したが、r皿会計事務の効率化6複式簿記の採用」において、r現在、個別

に経理されている現金・債権債務・物品自有財産等のあらゆる財産を貨幣価値計算

により、統一的に経理する。」及びr企業会計に準じた方式をとり、発生主義、減価

償却をその要素としさらに原価計算制度の導入を考慮する。」の2つの観点から、複

式簿記の採用について検討した結果、以下の問題点を指摘している。

　r複式簿記の効用は、いかなる内容のものを、いかなる政府部門に適用するか

によって異なってくる。しかし、一般的特徴としては、財産変動の事実と事由が

同時に把握され、さらに収入支出・国庫金・債権債務・物品国有財産の増減変化

が相互に関係づけられて、継続的に表示されるということにある。いわば複式簿

記が計算制度それ自体、内部けん制の働きをもっという点に基礎をおぐものであ

る。さらに、官庁会計の場合には、管理目的から、複式簿記のもとに原価計算を

行って費用を把握し、原価意識の高揚に資するという面を考慮する必要があろう。

　しかし、問題は複式簿記について各種の効用があげられるとしても、その効用

は、財産と資本の概念が結びついた企業会計の場合に最も発揮されるものであり、

そのことは複式簿記の成立と発展の経緯に照らしても明らかである。

　これに対して、現行会計制度の主要な一面は、予算を、・国会が政府に対して歳

出権を賦与する形式とみることに対応して、その執行の実際を記録する過程であ

る。これを一般会計についてみると、そこでは上記のよ「う「に物品ないし資産にあ

まり関係なく行われる一般的行政、物品ないし資産が事業上重要な事業的行政等

があり、その行う事務事業の範囲はきわめて多様である6この多様な事務事業を

会計の側面から統一的に把握し、その支出を記録し、最終的には総合的な決算と

することが必要である。このような観点にたつ会計は、各省庁で管理目的のため

に個別に行われる会計とは区別して考えるべきであろう。すなわち、事務事業を

管理する目的から費用を把握することが必要な分野については、複式簿記の方法

が有用となるのに対し、歳入歳出との間に、企業におけるような対応関係をもた

ず、しかもその収入支出の記録が重視される場合には、1複式簿記による効用も限
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られてくる反面、採用に伴う問題点も多い。」12

そして、複式簿記の採用については、以下の勧告を行った。　　・

　r特別会計のうち、事業特別会計については、事業の実態に即した複式簿記を採

用すべきである。」が、r一般会計においては、予算に基づいて、その会計処理を行

ない、総合的な決算という形にまとめあげることが必要であるが、こうした国とし

ての統一的な観点にたつ場合、現行の会計制度を、複式簿記に改めることについて

は、なお多くの疑問を残すであろう。しかし、一般会計で行う業務ないし事業の内

容は多岐にわたっており、このうちには、たとえば補給業務・刑務所業務・公共事

業等のように区分経理して、費用を把握する必要のある分野も少なくない。これら

の分野については、内部的に、複式経理を基礎として費用を把握し、内部的な報告

制度を整備する等効果的な管理手段を整備すべきである。」・3

　このようにして、、一般会計における複式簿記の採用は見送られる結果となった。

　これ以降、国、地方公共団体ともに、現金主義の「官庁会計」は、様々な問題点

を内在しつつ、以後今目にいたるまで、根本的な改革が試みられることなく、半世

紀にわたる命脈を保つことになづた。

（3）「官庁会計」改革の失敗一「公会計特殊論」一

　　「官庁会計」の改革が失敗に終わった理由は～何であろうか。

　　「官庁会計」の改革だけではなく、第一臨調による改革自体が頓挫した14。その

理由は、官僚の抵抗もあったが、最大の要因は、社会の各階層の代表者が委員に就

任したにもかかわらず世論の盛り上がりを欠いたからである15。

　金子邦博氏は、r会計制度改革」特に複式簿記の採用に関する議論に焦点を当て、

　r第1専門部会第2班」の検討では、複式簿記の意味することや効用について深く

議論することなく合意を優先せざるを得なかつた。その結果、「第2班」の報告書

では、複式簿記の採用の適否の明確な結論を出さすことができず、玉虫色の報告で

決着してしまったことが・第一臨調の勧告において複式簿記の採用を否定される結
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果につながったと指摘している16。

　また、第一臨調の調査の問題点として、以下の点を指摘している。

「臨調の調査では、『予算の年度区分』や『収入及び束出』について検討しているが、

会計年度の所属区分に関する問題、つまりは認識時点に関する問題について検討を

行っていない。そのため、発生主義＝企業会計という図式となり、発生主義に対す

る突っ込んだ検討が行われなかった原因と考える。

　国の会計制度においては、『予算決算及び会計令』において会計年度所属区分を

定めているが、その内容としては、年度所属区分の際には、客観的に動かしがたい

ところの権利義務の発生の事実を基準にして、実態尊重の発生主義的年度所属区分・

によるべきこととしており、発生主義的年度区分の方法を原則とし、例外として現

金主義的年度区分を採用している。

　このように、国の会計（地方公共団体も同じ。）の会計上の認識基準は、実質的

には発生主義に近いものなのであり（注：権利義務確定基準は、会計の基礎の区分

上は、r修正発生主義」に位置付けられる。）17発生主義を採用したからといって、．

予算統制上の内容が大きく変化するとは考えられないのである。』会計年度の所属区

分に関する問題を検討し、この点に気がついていれば、議論の中心は、現金主義か

発生主義かというr会計の基礎（bases　ofaccounting）」の問題古はなく、会計上、

どの範囲まで認識するのかというr測定の焦点（meaSUrementfOCuS）」の問題であ

ったはずである。

　…　　発生主義会計によりもたらされる『コスト情報』を嫌う勢力を気遣うあま

り、発生主義会計の採用をあまりにも大きな変革と考えてしまい、もう一歩、革新

的な調査結果を残せなかった臨調の調査は、大変、残念でならない。」18

　以上のように、r地方財務会計制度調査会答申」やr第一臨調答申」の検討過程

をみると、会計制度を検討する側に、そもそもr政府」の会計は利益計算のための

r企業」の会計とは違う、したがって、r企業会計」の手法はとりいれることはでき

ないというr企業会計」に対するrアレルギー」のようなものが伺える。

　「政府会計」≠「企業会計」、「企業会計」一r発生主義」、r政府会計」≠r発生
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主義」という固定観念が先にあり、複式簿記や発生主義はr企業」の利益計算のた

めのものである、一方r政府」は、多種多様な事業、事務を行っており、こうした

分野の会計には、利益計算を中心とす為「企業会計」は適用できないとして、r政府

会計」と「企業会計」、との共通性19を模索することを避け、もっぱら「政府会計」

の特殊性を強調する姿勢に終始している。

　本論文では、このようなr政府会計」の特殊性を強調し、r企業会計」とは異な

る体系を構築しようとする考えをr公会計特殊論」と呼ぶことにする。

　　「地方財務会計制度調査会答申」では、官庁会計の欠陥を修正する之め、「基本

的な考え方」において、「公会計の特質を考慮しっつ、地方公共団体の財務会計制度

を・一般に納得されやすい『会計制度』として確立すること。」20が必要であり、r単

なる予算決算の対照にとどまらず、別に金銭収支の金額を基礎とする財産、物品及

び債権債務を含めた総合的、有機的な『会計決算』をなし、その成果を表示する『会

計制度』を設けるべきである。」21としている。

　しかし、一方では、「地方公共団体と私企業とは、その目的及び任務を異にして

いるので、私企業に用いられている会計制度をそのまま地方公共団体に導入すると

いう考え寿は採り得ない。」32とし、「企業会計」の導入を否定している。

　？まり～丁企業会計」を導7～せず・一「現金・財産・物品及び債権債務の増減異動を

総合的、有機的に経理する方法」を確立するべき．としているのである。

　このように、「企業会計」にアレルギー塗示しっっ、r公会計独自」の複式簿記・

発生主義会計の導入を模索したところに問題があると考える。　・

　こうして、発生主義の導入を断念した結果、現金主義のr官庁会計」は、その後

今目に至るまで．、国や地方公共団体のr政府」の会計制度として存続することにな

る23。

　ただし、「官庁会計」がこのように長期問にわたり存続し得た理由は、やはり、

税の配分の決定と執行管理及びその結果を説明する手段として、r財政民主主義」に

基づくr政府」部門の財政上の統制手段として、r官庁会計」が単純明快で分かりや

すいという大きな長所を持っていることを忘れてはならない。
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（4）地方公会計制度故革の先進的な試み

　　わが国の地方財政は、戦後の高度成犀経済下、好調な税収に支えられ、財政は

　急速な拡大を続けた。高度成長（1955～1973）一→オイルショック（1973、1979）

　→プラザ合意（1985）→円高不況（1986）→バブル経済（1986～1991）と続く戦

　後の経済の変動の中、一時的には、不況からの脱出を目指し、公債に頼った財政

　運営が行われた時もあったものの、景気の回復とともに税収が増大し、財政の収

　支のバランスは問もなく回復するという好循環に恵まれた。総体的にみて、1980

　年代後半までは、先進諸国の中でも公債残高は少なく、プライマリーバランスも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　黒字化している年度が多く、財政面では優等生であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　また、1981（昭和56）年から1983（昭和58〉年にかけてのr第土次臨時行政調査

　会」では、国鉄など三公社の民営化が提言され、その後の行政のr民営化」r市場

　化」が本格的に実行に移される発端となるなどめざましい実績を挙げたが、r会計

　制度」の改革については問題とはならなかっ’た。

　　その後の1980年代から1990年代のr行政改革」の歴史におい七、・f会計制度」

　の改革には焦点が当たることはなかった24。

　　このようにして国における「会計制度改革」は頓挫した。

　　しかし、ね70年代後半以降、一部の先進的な地方公共団体やシンクタンク等に

　おいて、発生主義的な手法を導入して貸借対照表等を作成する研究が行われた。

　　図表2－1は、，そうした先進的な事例の概要を示したものである。

　　先進的な取り組み事例の中では、特に1987（昭和62）年3月に（財）・地方自治

　協会が公表したr地方公共団体のヌトックの分析評価手法に関する調査薪究報告

　書」（以下、r地方自治協会方式」という。）25と、1997（平成9）年7月『に（財）社会

　経済生産性本部が発表したr決算統計に基づいた企業会計的分析手法研究報告書」

　（以下、r社会経済生産性本部方式」という。）26　が注目される2ウ。

　　その理由は、r地方自治協会方式」は、r決算統計」を基礎資料として貸借対照

　表を作成する技術的手法を開発したが、その方法がr社会経済生産性本部方式」，

　に引き継がれ、後述するr総務省方式」さらにはr総務省方式改訂モデル」へと

　繋がっているためである。
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図表2－1先進的な地方公共団体等における発生主義会計導入の試み
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躍螂輝…歳ゆ灘蔚・；構1☆藏，i 地方公共団体における連結・統合決算分析 （財）社会経済生産性本部

甲1撫998漣戒ゆ嶺：騰☆i菊薦翻年12月定例議会第88号議案提案理
大分県臼杵市

（出所二石原俊彦『地方自治体の事業評価と発生主義会計』中央経済社、1999（平成11）年11月、126ページ、

　　安達智則『バランスシートと自治体予算改革』自治体研究社、2002年、45ページを参考に作成〉

　つまり、「地方自治協会方式」→「社会経済生産性本部方式」→「総務省方式」

→r総務省方式改訂モデル」と、決算統計を基礎資料とする方式は引き継がれて

きたことになる28。

　r社会経済生産性本部方式」以降、先進的な団体において貸借対照表の作成を

試みる動きが活発化した。こうした一連の動きが国に影響を及ぼし、全国の地方

公共団体に普及させるためr総務省方式」の策定に繋がったものである29。
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　「決算緯計」を基礎資料として利用して探偵的にストック情報を提供すること

で貸借対照表を作成する方法は・今目で1まその問題点を指摘する声が大きいが・

盗産のストック情報が欠落している大部分の地方公共団体においては、今目でも

唯一の方法として大変有効であることが分かる。

　固定資産台帳の整備が完了するまでは、決算統計を利用して財務書類を整備す

る方法は有効に活用されることになる。

（5）本格的な地方公会計制度の改革の動き

　　公会計の分野で、本格的な改革の気運が盛り上がり始めたのは、バブル経済の

　崩壊に伴い財政の収支バランスが極度に悪化し、これ以上の放置が許されなくな

　った1990年代の終わりになってからであった。

　　我が国は、バブル経済の崩壊後未曾有のデフレ経済へ落ち込み、、景気回復を目

　的として数次にわたるr緊急経済対策」が講じられた．特に、公債を財源とする公

　共事業投資を中心にとした財政運営の結果、公債残高は急増することとなったlo。

　　1999（平成11）年2月、小渕首相の諮問機関「経済戦略会議」は最終答申で中央

　政府及び地方公共団体の会計の抜本的改革を唱え、P次の提言を行った。、

　「公的部門の効率化●スリム化を進めていく上での大前畢どして・また》政策

の事後評価を行う観点から決算はこれまで以上に重視されるべきであり、中央政

府（特殊法人等を含む）及び地方公共団体（外郭団体を含む）のいずれ莚諮いて

も以下のような方向を基本に会計制度等の抜本的改革を進め、会計財務情報基盤

を整備する必要がある。

ア　国民に対して政府及び地方公共団体の財政・資産状況をわかりやすく開示す

　る観点から、企業会計原則の基本的要素を踏まえっつ財務諸表の導入を行うべ

　きである。

イ　具体的には、複式簿記による貸借対照表を作成し、経常的収支と資本的収支

　を区分する。

ウ　公的部門全体としての財務状況を明らかにするため、一般会計1特別会計、

　特殊法人等を含む外郭団体の会計の連結決算を作成する。
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工　現金主義から発生主義に移行させる。

　　　　　　　　　　　　　　　　ノオ　以上の改善を進めるなかで、地方自治体については、全国統一の基準に基づ

　いて財務諸表を作成・公表することにより、，各自治体間の比較・評価を可能と

　すべきである。

力　決算に関しては、外部監査の導入・拡充を行うとともに徹底した情報開示を

　行う必要がある。」31

　この経済戦略会議」の最終答申以降、国及び地方公共団体の会計制度改革が本格

的に始動した。地方公共団体の会計制度は、総務省が指導的な役割を果たし、全国

の地方公共団体を対照に会計制度の改革を進めることになった。

3　地方公会計制度の改革の動向と到達点

（1）地方公会計制度の改革の提言

　一地方公共団体の総合的な財政分析に関する調奪研究会報告書一

　　総務省（当時は自治省）は、1999（平成11）年6月「地方公共団体の総合的な財政

　分析に関する調査研究会」を発足させ、地方公共団体が自らの財政状況を総合的

　かつ長期的に把握し、住民にわかりやすく公表するための手法について調査・研

　究を進めた。

　　その結果、2000（平成12）年3月に「バランスシートの作成方法について」を公

　表し、続いて、2001（平成13）年3月、「行政コスト計算書」と「各地方会共団体

　全体のバランスシート」について公表した。

　　さらに、2005（平成17）年9月には、r地方公共団体の連結バラン’スシート（試

　案）」により、第3セクター、地方三公社等の関係団体を含む連結バランスシー

　トの試行モデルを提示し、都道府県及び政令市に対して、その作成、公表を要請

　した。

　　この一連の総務省の報告書に定められた財務書類の作成基準は・、一般的にr総

　務省方式」と呼ばれているが、本論文においても、以下r総務省方式」の名称に

　ょるものとする。
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　総務省方式は、総務省が毎年行っているr決算統計」という統計的手法に基づ

いて作成され、分かりやすさと他団体との比較分析の容易性を特徴としている。

しかし、これは、境金主義により作成された決算のデータを加工し、発生主義的

な考え方を導入してバランスシートの作成を行．うものであり、複式簿記に基づき

誘導的、有機的に作成されるものではない。

　また、有形固定資産の計上においても、財産台帳等によっで個別の固定資産を

把握しているのではなく、r決算統計」に計上された1969（昭和44）年以降のr普通

建設事業費」を取得原価として用いている。r普通建設事業費」とは、道路、橋梁、

学校、庁舎など、公共用または公用施設の新増設の資産形成に資する事業に要す

る投資的経費をいうが、これをそのまま取得原価としているため、個別資産の未

償却残高が不明であることや、除却損や売却益の計上もされていないなど、デー

タの信頼性が乏しい。

　1968（昭和43）年以前の取得財産については、確実なデータが存在し、資産計上

することが適切である場合のみ資産計上されているが、大部：分の地方公共団体は

r確実なデータ」を整備しておらず、通常は未計上となっている7。

　また、有形固定資産1とっいては、土地を除いて経常的に減価している事実を考

慮し定額法により減価償却を行い、耐用年数については、決算統計との整合性を

図るため、地方公営企業法施行規則の定める耐用年数等を参考にしで個別に定め

ている。さらには、未払費用、前払費用、地方債発行差金の繰延計上、賞与引当

金等の経過勘定項目が計上されていないことなど、数多くの問題点が指摘されて

いる32。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・

　なお・2006（平成18）年度決算までは・大部分の地方公共団体が・この緯務省方

式によりバランスシートの作成を行っていたが33、2007（平成19）年度決算でけ、

47都道府県のうち37団体（78．7％）、17政令市のうち10団体（58．8％）、1，783市

区町村のうち725団体（40．7％）である34。

　この総務省方式は、財務書類としての正確性や信頼性に欠けるため問題点は多

いものの、全国の地方公共団体のバランスシート等を初めて統一した基準で作成

するという実績巻あげた・特に・これまで現金主義の「官庁余計」の下では開示

されなかったr退職給与引当金」の項目を設定し、負債として認識をする必要が
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あることを知らしめたこと、他団体との財政状況の比較を発生主義的な観点から

可能とした点は、大きな成果であることを強調しておきたい。

（2）国の会計制度改革の動き

　　　国においては、1999（平成11）年2月の「経済戦略会議」最終答申後、．2000（平

　　成12）年10，月財務省（当時は大蔵省）は、r国の貸借対照表作成の基本的考え方」を

　　取りまとめ、同時にr国の貸借対照表（試案）」を公表した。

　　　さらに、「公会計に共通する基本的な考え方の整理について、諸外国の経験も踏

　　まえ、総合的な検討を行う必要がある。」との認識から、2002（平成14）年耳月に、

　財政制度等審議会にr公会計基本小委員会」を設置し、検討を進めた35。同委員会
偽

　　は、公会計の意義・目的について整理を行うとともに、予算・決算に関する基本

　　的考え方、財務報告に関する基本的考え方、財務報告として開示すべき情報等に

　ついて取りまとめ、2003（平成15）年61月に一r公会計に関する基本的考え方」を発

　表した。

　　　この「公会計に関する基本的考え方」では、①議会による財政活動の民主的統制

　②財政状況等に関する情報開示と説明責任の履行　③財政活動効率化・適正化の

　　ための財務情報03つを公会計の意義、目的として掲げ、今後の公会計のあるべ

　　き姿については、rわが国の予算、決算においては現金ベースのものは不可欠であ

　　るが、他方で、事業に要する費用の総体を把握し、財政の効率化・適正化を図る

　観点から、発生主義の考え方や将来推計等の手法を、予算編成や予算審議の中で

　いかに活用できるか幅広く検討を進めていくことが適当である。また、国の行政

　や財政の状況等に関する財務報告については～その充実に努めるとともに、それ

　を予算の効率化・適正化に活用していくべきであり、具体的には、省庁別のフロー

　　とストックの財務書類をまずは作成するべき」と提言している36。

　　今後の具体的な課題としては、①省庁別財務報告として開示すべき情報の詳細

　②事業、施策、政策に着目した財務報告の充実　③わが国全体の財政状況に関す

　る財務報告の充実　④公会計全体を通じた公会計基準のあり方、を挙げている37。

　　　しかし、複式簿記については、直ちに採用する必要はないと事実上否定してお

　　り、将来の課題として、「必要となる財務情報の具体的な内容を見極めた上で、い
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かにそれを効率的一に作成、開示するかという観点から、新たなシステムを導入す

るコストとメリットとの衡量の中で、必要な記帳システムの検討を行っていくべ

き。」38としている。

　複式簿記に対するこうした考え方は、1964（昭和39〉年のr第一臨調」の答申39と

同様であることに注目したい。

　これを受け、2004（平成16）年6，月、財政制度等審議会は、「省庁別財務書類の

作成について」を公表した。r省庁別財務書類」は、各省庁の財務状況等に関する

説明責任の履行の向上及び予算執行の効率化・適正化に資する財務情報を据供す

ること等を目的として、企業会計の考え方及び手法を活用して作成するものであ

り、体系としては、r貸借対照表」、r業務費用計算書」、r資産・負債差額増減計算

書」及びr区分別収支計算書」の4財務書類及びr附属明細書」とすることとし

ている。また、各省庁の財務状況等の説明責任を果たすためには、国の会計に加

え、これらの特殊法人等を連結した財務書類も作成する必要があると、考えられる

ことから、各省庁の業務と関連する事務事業を実施している特殊法人等を連結し

た連結財務書類も作成することを求めている。

　また、同部会は、特別会計については一般会計よ，り先行して2003（平成15）年6

月にr新たな特別会計財務書類の作成基準」を取りまとめた。1

　これらの基準に基づき、国の各省庁においては、・2003（平成『15）年度決算から、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
r省庁別財務書類」やr特別会計財務書類」’が作成・公表されている。さらに、

2005（平成17）年9月には、財務省が一般会計と特別会計を合わせた国全体の財政

状態を開示したr国の財務書類（平成15年度）」を作成・公表した．これにより、国

においては、これまで順次整備を進めてきた公会計に関する財務書類が』通り出

揃ったとされている40。

（3）国と地方の会計制度改革の整合性

　国の省庁別財務書類作成基準と地方が準拠する総務省方式では、書類の体系や

考え方など多くの点で相違があるが、国と地方の財政は密接に結びついているた

めに、会計制度も国の強い指導・関与の下にあり、地方においても国の財務書類等

に準じた財務書類を作成することが求められるようになった。
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　　　政府は、2005（平成17）年12月、r簡素で効率的な政府」への道筋を確かなもの

　　とするため、更に推進すべき行政改革の重要課題について、現段階で新たに政府

　　として具体的な方針を策定するものを一括して取りまとめた「行政改革の重要方

　　針」を閣議決定した。

　　　この重要方針では、r政府資産・債務改革は、『小さくて効率的な政府』を実現

　　し、政府債務の増大を圧縮するために、次くことができない。今後とも、…

　　徹底的な歳出削減を図るとともに、売却可能な国有財産の売却促進を行うこと等

　　により、政府の資産・債務規模の圧縮を行う。また、資産・債務の管理の在り方

　　についても、民間の視点・技法をも積極的に活用しつつ、見直しを進める。国及

　　び地方公共団体の資産・債務の管理等に必要な公会計の整備については、企業会

　　計の考え方を活用し，た財務書類の作成基準等の必要な見直しを行うなど、一層の

　　推進を図る。」としている41。

　　　さらに、－2006（平成18〉年6月2目、r簡素で効率的な政府を実現するための行

　　政改革の推進に関する法律・（行政改革推進法）」が公布・施行された・

　　　この法律は、r行政改革の重要方針」において定めた項目の着実な実施を目指す

　　・ために、r小さな政府」を実現するための行政改革の基本理念や、重点分野におけ

・・　．，る改革の基本方針やプログラムを示したスケジュール法であるが、r国の資産及び

　　債霧の管理の在り方の見直し」として、r政府は、企業会計の慣行を参考とした貸

　　借対照表その他の財務書類の整備を促進するため、当該書類を作成する基準につ

　　いて必要な見直しを行い、その他必要な取組を行うものとする。」42と規定し、さ

　　らに、地方公共団体における取組みとして、r政府は、地方公共団体に対し企業会

　　計の慣行を参考とした貸借対照表その他の財務書類の整備に関し必要な情報の提

　　供、助言その他の協力を行うものとする。」43と規定した。

　　　こうした中、財政制度審議会は、2006（平成18）年6月r公会計整備の一層の推

　　進に向けて～中間取りまとめん」（以下、r中間取りまとめ」という。）を公表した。

　　この中間取りまとめでは、これまで整備されてきた国の財務書類等についてより

　　一層の活用をするために国民に分かりやすい説明を求めるとともに、財政活動の

　　効率化・適正化のために財務書類を活用するべきとし、財務書類の作成・公表時期

　　の早期化を検討していく必要があると提言している44。
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　また、地方における取り組みとの連携について、rこれまで多くの地方公共団体

において整備されてきた財務書類については、現在の国の財務書類とは作成する

計算書の種類等に違いがみられるところであるが、今後の取り組みを通じて、国

と地方公共団体の問においてできる限りの整合性が図られた上で、地方公共団体

における財務書類作成の一層の普及が進められることを期待したい。こうした取

り組みが進められることにより、最終的には国と地方公共団体どを合わせた財務

書類を作成することも可能となると考えられる。」45としている。

　2006年7月政府は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を閣議

決定し、r資産・1債務の管理に関し、政府においてこれまでに整備されてきた財務

書類の一層の活用を図るとともに、国、地方、一独立行政法人等の財務情報の整備

を一体的に推進」してr資産・債務の管理に必要な公会計制度の整備」を進め46、

さらに、r公会計制度について複式簿記のシステム化の検討を行うなどその整備を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
促進するとともに、財務書類の公表を迅速化させ分析・活用を図る。地方には、

国の財務書類に準拠した公会計モデルの導入に向けて、団体規模に応じ、従来型

モデルも活用しつつ、計画的に整備を進めるよう要請する。」47ことを決定した。

　このように、地方公共団体・の会計制度の改革は、国と同様にr資産・債務の圧

縮」を進めるためのツールとして、地方の意向とは無関係に、－総務省の強力な指

導憎事実上の強制一の下で、これまでに積み上げられてきた先進的な取り組みを

吸収48する形で進め．られることになった。

（4）新地方公会計制度研究会

　　総務省は、2005（平成17）年4月、地方公共団体の公会計の整備にっいて検討を

　行うため「新地方公会計制度研究会」を発足させた。この研究会は、「簡素で効率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的な政府」を実現し、債務の増大を圧縮する観点から、地方公共団体の資産・債

　務の管理等に必要な会会計の整備について、有識者による幅広い検討を行い、

　2006（平成18）年5月r新地方公会計制度研究会報告書」（以下r研究会報告書」

　という。〉　を公表した。

　　研究会報告書では、r地方分権の進展に伴い、これまで以上に自由でかつ責任あ

　る地域経営が地方公共団体に求められている。」49と指摘した上で、新たな公会計
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制度を肇備する導入の目的として、①資産・債務管理、②費用管理、㊥財務情報

のわかりやすい開示、④政策評価・予算編成・決算分析との関係付け、⑤地方議

会における予算・決算審議での利用を挙げた50。

　その上で新会計制度の基本的な考え方として、財務省の作成基準へ準拠し、複

式簿記の考え方の導入を図り、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「資金収支計

算書」及びr純資産変動計算書」の4つの表の整備を標準形とし、地方公共団体

単体及び関連団体等も含む連結ベースでr地方公共団体財務書類作成にかかる基

準モデル」（以下r基準モデル」という。）またはr地方公共団体財務書類作成に

かかる総務省方式改訂モデル」（以下r改訂モデル」という。）　を活用して、公

会計の整備の推進に取り組むとしている51。

　また、今後r新たな公会計制度の整備を促進していくには、地方公共団体の取

り組み状況を勘案し、・整備内容、整備時期に柔軟性を持たせることが必要」と判

断、都道府県と人口3万人以上の都古、取り組みが進んでいる地方公共団体には

3年をめどに、人口3万人未満の都市と町村、取り組みが進んでいない地方公共

団体には｛今後3年程度を準備期間として、上記4表の整備または4表作成に必

要な情報の提示1開示を求めるべきとしている52。　　　　　●

　さらに、2007（平成19）年10月18日、総務省は「新地方公会計制度実務研究会

報告書」を公表した。これ・は、2006（平成18）年5月18目に公表されたr研究会

報告書」にいう「基準モデル」及び「改訂モデル」に基づく地方公共団体の財務

書類を実務的に作成するための作成要領を示したものである53。

　この2つの会計モデルを要約すれば、まず、「改訂モデル」は、これまでの総

務省方式を発展ざせ、固定資産台帳の段階的整備や決算統計の活用を図ることを

前提に、資産債務改革を進めるための当面の措置として、「売却可能資産」の部分

のみに時価評価を行う．ことを要求している殊

　一r方、「基準モデル」は、資産、税収や移転収支など地方公共団体の特殊性を考

慮し、資産・負債管理や予算編成への活用等、公会計に期待される機能を果たす

ことを目的として、開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成し、ストック・

フロー情報を網羅的に公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発生主義によ

り複式記帳して作成する。公正価値概念や資産・負債アプローチなど、会計学の
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先端的な潮流を踏まえ1国際的な公会計の制度改革にも配慮されているとしてい

る55。

　このr基準モデル」は、地方公会計制度に導入された本格的な発生主義・複式簿

記の会計モデルである。

　レかし、このr基準モデル」は、r財政の三機能」であるr資源配分」、r所得再

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配分」’及びr経済安定化」の機能を会計的に処理・表示することを目的としてお

り、こうした公会計部門の特殊性を強調する独自の体系を備えることに重点がお

かれた結果、国の財務書類の作成基準との整合性や総務省方式を始めとするこれ

までの地方会計制度の改革から大きく乖離することになった。また、民間企業の

会計基準とも全く異なる基準であり、課題の多レ，・会計モデルとなって・いる。一

　r基準モデル」は、r東京都モデル」に次いで、我が国の地方公共団体に導入さ

れた本格的な複式簿記・発生主義会計であり、1962（昭和37）年3月、r地方財務

会計制度調査会答申」で提言されたものの実現しなかった、r金銭及び財産、物品

及び債権債務のすべてを、広い意味での会計の計算構造の中に位置付け1帳簿組

織のうえでそれらを統一するとともに、予算対比の決算とあわせて『会計決算』

の制度を設け、これらの全領域を収支会計的に包摂する経理体系」56を実現した

モデルといえる。　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　一．

　すなわち、r公会計特殊論」がたどり着いたr公会計の特質を考慮」した会計モ

デルではあるが、r地方公共団体の財務会計制度を一般に納得されやすい『会計制

度』として確立すること。」57という目標については、達成できたかどうかは疑問

である。

　というのも、このr基準モデル」は、次章以下で検討を行っているが｛地方公

共団体と住民との関係を、r住民は地方公共団体の所有者」であると位置付け、r税

収」は公的部門の所有者であるr住民」からのr拠出＝出資」一として扱うという

税収の「持分説」を採用しており、そのため、資産と負債の差額である純資産は、

住民の「持分」であり、その持分の変動に固有の意義を見いだし、特殊なr純資

産変動計算書」を取り入れるなどの処理を要求しているためである。

　r公会計特殊論」にこだわるあまり、分かり難い会計になってしまったと考え

られる。
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また、国の「省庁別財務書類作成基準⊥とも全く異なり、国と地方公共団体の間

においてできる限りの整合性が図ることが必要であるとした財政制度等審議会の

「中間取りまとめ」の提言とも矛盾する結果となった58。

　いずれにせよ、今後の地方公共団体の公会計制度改革は、このr基準モデル」

及びr改訂モデル」を中心に進展することになる。

4　今後の課題

　現行の地方公会計制度は、1947（昭和22）年に制定された地方自治法及び1963（昭

、和38）年の地方自治法改正によって確立され、基本的な枠組みは半世紀経った現在で

も大きく変わっていない。この間に、地方公共団体の行政活動は飛躍的な拡大を続け

ると共に、高度化、多様化、複雑化し、もはや、現行の会計制度では説明責任を果た

すことは不可能になった。

　しかし、地方公会計制度の確立当初からr官庁会計」の欠陥が指摘され、特に1962（昭

和37）年3．月の「地方財務会計制度調査会答申」では・今日におけるr官庁会計」に

対する問題点の指摘とまったく同様のことが指摘されていた事実は大変興味深い。

　つまり、この半世紀¢）・間・、「官庁会計」の問題は放置されていた≧いうことになる。

　　「官庁会計」が、これほどの長い間、基本的に変わることがなく存続してきた理由

は、現金主義の予算決算が、財政民主主義に基づく統制手段として、単純で分かりや

すく有効であったためである。

　しかし、「金銭収支の金額を基礎とする財産、物品及び債権債務を含めた総合的、有

機的な『会計決算』をなし、その成果を表示する『会計制度』を設けるべき」59とい

ラ「官庁会計」の根本的な欠陥に対する提言は、r政府」の会計はr企業」の会計とは

違う・という、r公会計特殊論」の下、r企業会計」との類似点を探ろうとすることなく、

また・独自の体系を確立しようとする動きもなく放置された結果、現金主義のr官庁

会計」が半世紀に．わたる命脈を保つことになった。

　2006（平成18）年5月r新地方公会計制度研究会報告書」に基づくr基準モデル」は、

1962（昭和37）年3月、r地方財務会計制度調査会答申」で提言されたが実現しなかっ

た、「公会計特殊論」によるr発生主義公会計制度」であると位置付けることができる。
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　r基準モデル」は、地方公共団体の会計制度に発生主義・複式簿記を導入した先駆

的な会計モデルであるため、その評価は今後の地方公共団体の実施結果を待たなけれ

ばならない。

　しかし、税収のr持分説」に立脚する特殊な会計処理が、どこまで理解されるかは

疑問の多いところではある。

　公会計に発生主義を導入するr公会計制度改革」が実施された背景には、イギリス

を初めとするアングロサクソン諸国のNPMの展開と密接に結びついている。NPMは、

「民間企業における経営理念・手法」を行政部門に導入して、「行政部門の効率化・活

性化を図ることどされている60。

　NPMの基本的な考え方の特御は、まず、行政部門をこれまでのように統治機関と

してではなくrサービス提供機関」と考えるところにある．つまり、住民はr顧客」

として理解され、そのために行政をあらゆる観点から変革することが行われることと

なる61。

　こうしたNPMの観点からは、r公会計」もr企業会計」と同様に発生主義化し、行

政運営にも市場原理を重視する制度へ転換することが要請される。行政部肉という経

済主体と民間企業という経済主体は本質的に異質な存在ではなく、行政サービスの提

供者には、行政部門と民問企業の双方が関与でき、両者は競争的関係に立つことにな

る62。

　我が国の地方公共団体の近年の行政改革において、r指定管理者制度」、rPFI」、，r市

場化テスト1などのr行政の市場化」が実施されるようになったこ・とも、r官」とr民」

とを異質な存在として捉えないというNPMの思想が大きく影響して いる1

　こうしたr行政の市場化」を推進する立場からは、公的部門の会計もr企業会計」

と同様の基準を設定して、そのコスト構造を明らかにし、r官」とr民」とが共通の立

場で競争することや、「民」への移行を進めるべきという考え方にたどり着く。

　しかし、公的部門の活動は特殊なものであり、特に、r財政の三機能」であるr資源

配分」、「所得再配分」及び「経済安定化」の機能を処理・表示する必要性を会計に求

めるr基準モデル」の立場からは、r官」とf民」との比較競争の上で、公的サービス

の担い手を決定するという考え方は導くことができない。

　これは、r基準モデル」に限らず、国のr公会計に関する基本的考え方」やr中間取
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りまとめ」においても同様であり、r公会計」とr企業会計」、の問に共通する普遍的な

原則を見いだし、r一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」をべ一スにr公会計」

の基準を策定するという発想は希薄である。

　また、同じr公的部門」内においても、国、地方公共団体及びそれらの関係機関等

に適用することを目的とした、「公的部門」に共通する会計基準を策定しようとする動

きは見られない63。

　行政改革の現場では、NPMの思想を取り入れ、「官」の分野を開放し、「民間」に

できることは「民間」への移行を図ろうとしているにもかかわらず、行政改革の財務

的・会計的な側面では、NPMの考え方を否定し、独自の思想や体系に固執するのは

不思議である。

　我が国の地方公会計改革の流れは、企業会計との普遍性を模索する方向とは逆に、

r基準モデル」に代表されるように、，企業会計から離れ、公的部門の特殊性を強調す

るという方向に向かっている。さらに、公会計部門砂内部でも、国と地方公共団体、

地方公共団体の普通会計と公営企業会計｛あるい侭国や地方公共団体の関係機関であ

る第三セクター等の会計は、それぞれ共通化・標準化に向かうのではなく、個別に別々

の会計制度改革が行われているる

　このように、公会計を傘業会計とは別の特殊なものと捉える方向で、改革が進めら

れていることに対しては、半世紀前のr地方財務会計制度調査会」の答申やr第一臨

調」の答申が失敗に終わったことが想記される。

　半世紀前の改革においても、発生主義の導入が模索されたにもかかわらず、国や地

方公共団体の存立目的は民問企業とは根本的に異なるため、損益計算を目的とする民

問企業の会計基準は採用できないというr公会計特殊論」の厚い壁に阻まれ、政府会

計≧企業会計との共通性・普遍性に着目する考え方がなかったことを忘れるべきでは

ない。、

　目本公認会計士協会の公会計・．監査特別委員会は、r会計基準設定のアプローチとし

て、民問セクターと公的セクターに同一の会計基準体系を設定するアプローチと、別

個の会計基準体系を設定するアプローチがある。英国、オーストラリア、ニュージー

ランドなどは前者のアプローチを採用し、米国、カナダ、フランス、韓国などは後者

のアプローチを採用している。目本で行われている、国、地方公共団体、独立行政法
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人等の財務諸表作成基準外の発生主義の適用も、基本的には後者のアプローチである

と整理できる。164と説明している。

　古市峰子教授によれば、r米国公会計制度の主な特徴としては、（1）公的主体を連

邦政府、州・地方政府、非営利組織体の3つにグノセープ化し、それぞれのグループご

とに共通して適用される会計基準を設定することで、主要な活動目的等を同じくする

公的主体の間での会計報告の統一性、比較可能性の確保が図られていること、（2）い

ずれの制度においても、中立性の高い専門機関が、公開主義に基づく適正手続に則っ

て継続的かつタィムリーに会計基準の設定を行っていること、（3）各制度間では、対

象となる公的主体の公的色彩の度合いに応じて、・政府機関の関与の程度や企業会計と

の類似性にグラデーションがみられること、が挙げられる。」65と指摘している。

　また、フランスの公会計制度改革においては、1982年の自治体法が施行されて以来、

地方公共団体の自治権が拡大・したことを背景に、会計制度整備の整備が必要となった。

公立病院（1988年）、低価格住宅（1989年）、地方公共団体（1997年）、社会保障フ

ァンド（2000年）等、『順次、公的部門に対す為会計基準が設定された。これらの会計基

準の共通的な特徴は、大枠はrプラン・コンタブル・ジェネラル」に沿って会計標準

化が進められていることである66。2004年に策定されたrフランス中央政府会計基準」

についても、公的分野の活動が企業の活動と比較して特殊性がない場合にはrプラン・

コンタブル・ジェネラル」の考え方が採用され、租税や補助金に関することなど国固

有の点については特別な基準が設けられている67。

　また、国際公会計基準では、r企業会計基準である国際会計基準（IAs）をべ」スと

したうえで、政府特有の問題から異なる取扱いが妥当と思われる点については、別途

基準を設けるといったアプローチをとっていること、②既にパブリック・セクターに

係る財務報告の強化等を進めてきている公会計先進国（ニュージー』ランド～米国～イ

ギリス、オーストラリア等）の公会計基準やその論拠等を比較検討したうえで結論を

導き出している。」68 と指摘されている。

　このように、会計基準設定のアプローチの如何に関わらず、公的部門の会計は、個

’
別 に独自の体系による会計基準を設定するのではなく、標準化の大きな潮流の中にあ
1
る
捉 えることができる。

　米田正巳教授は、「公会計制度改革の基本概念を明確にすることは急務である。今後、
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．実務内容の標準化、内外の地方公共団体・機関及び民間企業との比較可能性、さらに

諸外国への財務内容の紹介、内外の一般投資家を対象とした起債といった課題にも対

応できるような基準・原則に立脚したものであることが必要である・」69と、，今目の公

会計制度改革に欠落している面を指摘しておられる。　　　　　　一・

　我が国の地方公会計制度の改革は始まったばかりであるが、範囲の狭いr普通会計」

の部分だけに着目した個別性の強い会計基準ではなく・広く．地方公共団体とその関係

機関を包摂した普遍的な公会計基準の策定が望まれる．
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第3章ド総務省と東京都の会計モデルの比較分析

1　はじめに

　現行の地方公会計制度改革は、単式簿記・現金主義会計の官庁会計に加え、企業会

1・計の手法を導入して財務書類を整備し、説明責任を果たすとともに、資産・債務の

改革に役立てようとするものである。

　政府は、r簡素で効率的な政府」を実現することを目的として、r行政改革の重要方

針」（2005年12月24目、閣議決定）、「簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律」、（2006年6月，2目、法律第47号）・「財政運営と構造改

革に関する基本方針2006について」（2006年7月7目、閣議決定）、r地方公共団

体における行政改革の更なる推進のための指針」（2006年8月31目、総務省・総

務事務次官通知〉、r経済財政改革の基本方針2007一にっいて」（2007年6月19日、

閣議決定）等において、抜本的な公会計制度の改革に向けて取り組むこどを明らか

にし，ているとこ「ろである。

　地方公共団体においても、総務省の強い指導の下で、地方公務員数の削減や給与

の削減などのr総人件費改革」1及びr事業仕分け」による公共サービスの見直しの上

にr市場化テスト」の活用等による民営化などを内容とするr公共サービス改革」

と並んで、「地方公会計改革（資産・債務管理改革）」を進めようとしている。

　具体的には、総務省が2006（平成18）年5月18日1こ公表した「新地方公会計制度

研究会報告書」に示されているように、原則として国の作成基準に準拠し、発生主

義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、r貸借対照表」、r行政コスト計算書」、

　r資金収支計算書」及びr純資産変動計算書」の4表の整備を行い、地方公共団体

単体及び関連団体等も含む連結ベースで、r地方公共団体財務書類作成にかかる基

準モデル」（以下「基準モデル」という・）　ま牽は・「地方公共団体財務書類作成にか

かる総務省方式改訂モデル」（以下r改訂モデル」という。）を活用して、公会計の

整備の推進に取り組むこととしている1。

　さらに、2007（平成19）年10月17目に．は、総務省において開催した「新地方

公会計制度実務研究会」の報告書が公表された。これは、2つの公会計のモデル、

　「基準モデル」及び「改訂モデル」の実証的検証や資産評価方法等の諸課題にっい
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て有識者等により実務的な観点から検討を行うために、r基準モデル」については岡

山県倉敷市を、「改訂モデル」については静岡県浜松市をモデル都市に選定して検証

作業を行った結果を取りまとめ、地方公共団体への普及を図るために作成したもの

である。

　このような経緯で、地方公共団体においては、都道府県及び人口13万人以上の都

市においては2009（平成21）年度の公表を、その他の団体については、2011（平

成23）年度の公表を目指して、r新地方公会計制度研究会」及びr新地方公会計制

度実務研究会」の報告書をベースとして、r基準モデル」あるいはr改訂モデル」に

よる財務書類の作成を進めているところである26

　一方、総務省とは別に｛独自に公会計制度の改革の取り組みを行っている団体と

して東京都がある。東京都は、1999（平成，11）年度からr官庁会計における企業会

計的手法に関する研究」として、東京都の経営の問題点を客観的な数値1こより明らか

にし、経営を改善していくために具体的に役立っようなr機能するバランズ1ンート」

という報告書を作成し、公表してきた6

　しかし、このr機能するバランスシート」は、官庁会計の決算を組み替えて作成す

るものであるため、多くの欠陥を抱えていた。そうした問題の解決には、・目々め会

計処理の段階から複式簿記・発生主義を導入する以外に方法はないとの結論に達し、

2QO2（平成14）年5月、石原都知事が複式簿記・発生主義会計を導入することを表明

し、同年9月「東京都の会計制度改革に関する検討委員会」を設置し検討を進めてき

た。

　2005（平成17）年’8月にはr東京都会計基準」を策定・発表し、2006（平成18）

年3月に新財務システムを稼動させ、同年4月の2006（平成18）年度当初から従

来の単式簿記・現金主義による官庁会計制度に加えて、我が国で初めて複式簿記・

発生主義による新公会計制度を本格的に導入するこどとなった。1

　その結果、2007（平成19）年9月には、2006（平成18）年度の決算について、

従来の官庁会計による決算書に加え、複式簿記・発生主義による東京都の新たな公会

計制度に基づいた財務書類を公表した。以後、この会計基準により財務書類の作成、

公表を行っている。

　今後、地方公共団体の会計制度改革においては、総務省のr総務省方式」、r基準

モデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」の4っのモデルによる財務書類等が
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併存することになる。

　本章では、現在、地方公共団体がこれまでバランスシート等を作成する際の基準

となってレ～た「総務省方式」から、「基準モデル」、「改言］』モデル」及び「東京都モデ

ル」への移行を進めていることを踏まえ、こ㊨3つの会計モデルを中心として、そ

れぞれの概略について論じ、相互比較を行い、今後の課題について検討する。

2・新地方公会計制度研究会報告書の要旨と分析

（1）新地方公会計制度報告書の概要

　総務省は、2005（平成17）年4月、r簡素で効率的な政府」を実現し、債務の増

大を圧縮する観点から、地方公共団体の資産・債務の管理等に必要な公会計の整備

について、有識者による幅広い検討を行うためr新地方公会計制度研究会」を設置

し、2006（平成18）年5月「新地方公会計制度研究会報告書」（以下「研究会報告

書」．という。〉　を公表した。

　さ、うに、2007（平成19）年10月17目に1ま、総務省は「新地方公会計制度実務

研究会J　Iの報告書（以下r実携研報告書」という・）を公表したが・これは・r基準

モデル」については岡山県倉敷市を、r改訂モデル」については静岡県浜松市をモデ

ル都市に選定して検証作業を行った結果を作成要領」として取りまとめたものであ

る。したがって、各会計モデルの理論にっいては、「研究会報告書」に主として記載

されているものと考えてよい。

　研究会報告書では、r地方分権の進展に伴い、これまで以上に自由でかつ責任ある

地域経営が地方公共団体に求められている」と指摘した上で、新たな公会計制度を

、整備する目的として、①資産・債務管理、②費用管理、③財務情報のわかりやすい

開示、④政策評価・予算編成・決算分析との関係付け、⑤地方議会における予算・

決算審議での利用を挙げている3。

　そして、新会計制度の基本的な考え方としては、，国（財務省）の作成基準に準拠

し、複式簿記・発生主義の考え方の導入を図り、地方公共団体単体及び関連団体等

も含む連結ベースでの財務書類を作成する。また、作成する財務書類は、「貸借対照

表」、「行政コスト計算書」、「資金収支計算書」、「純資産変動計算書」の4つの表の

整備を標準形とする。次に、今後「新たな公会計制案の整備を促進していくには、
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地方公共団体の取り組み状況を勘案し、整備内容、整備時期に柔軟性を持たせるこ

とが必要」と判断し、都道府県と人口3万人以上の都市、・取り組みが進んでいる地

方公共団体には3年をめどに、人口3万人未満の都市と町村、取り組みが進んでい

ない地方公共団体には、今後3年程度を準備期問として、上記4表の整備または4

表作成に必要な情報の提示・開示を求めるべきとしている4。

　以上の報告内容を踏まえ、総務省は、．2007（平成19）年10月17目r公会計の

整備推進について」の通知文書を発し～全国の地方公共団体に対して、新しい地方

公会計のモデルとして「基準モデル」か「改訂モデル」oいずれかのモデルを活屠

して公会計の整備に取り組むことを求めている51

（2）「基準モデル」と「改訂モデル」

　　r基準モデル」及びr改訂モデル」の内容は後述するが、要約すれば、r基準モデ

ル」は、企業会計実務を基に地方公共団体の特殊性を加味し、資産・債務管理や予

算編成への活用等公会計に期待される機能を果たすことを自的に、r公正価値概念」

によるストック情報の把握や、「資産・負債アプローチ」など、会計学の先端的な考

え方を導入しっっ、全面的な複式簿記・発生主義会計の導入により財務書類の整備

を行うものである。

　一方、r改訂モデル」は、これまでバランスシートを公表している地方公共団体が

準拠してきたr総務省方式」を改訂したものであり、固定資産台帳の段階的整備を

行うことを前提に、まずは、資産・債務改革への活用を目的として売却可能資産の

時価評価を行うとともに、財務情報の分かりやすい●開示に資するために、決算統計

の数値を組み替えることで財務書類を作成することを目的としている。

　　r基準モデル」とr改訂モデル」の違いは2点に集約される。まず1点目は、一財

務書類を複式簿記により作成するのか、あるいは、r官庁会計」の数値を組み替えた

　r決算統計」を利用するのかという作成プロセスの違いである。2点目は、会計処

理の考え方の違いである。

　しかし、r基準モデル」は、研究会報告書に理論が細部にわたり記述されているも

のの、「改訂モデル」は、「総務省方式」を引き継いでいるためか、研究会報告書の

記載は、理論というよりは、作成のマニュアルに近いものである6。

　実務研報告書では、r改訂モデル」もその目指す方向性はr基準モデル」と同様で
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あり、・ただ、各団体のこれまでの取り組みや財務書類作成事務の負荷を考慮して、

公有財産の状況や発生主義による取引情報を、当面の間、公有財産台帳や個々の複

式記帳によらず既存の決算統計情報等を活用して作成するごとを認めているモデル

である言及していることから7、理論面では、「基準モデル」に準じていると考えら

れる。

　　「基準モデル」と「改訂モデル」の2っのモデルを提示している理由は、地方公

共団体の公有財産台帳等の整備状況には団体間に相当大きなばらっきがあり、特に

小規模な団体においては、「基準モデル」に準拠した資産評価を行うことは相当な時

間を要することが考えられるため、可能な限り早期に資産・債務改革に役立っよう

な財務情報の開示を図るべきという観点から、現行のr総務省方式」を発展させた

　「改訂モデル」が提示されたものである。．いずれのモデルを採用するかは地方公共

団体の任意による。

　このように、地方公共団体が準拠する，球き会計モデルが2つ存在することは、地

方公共団体の財政状況を相互に比較できないという大きな問題があり、本来ならば

緯噌したモディレの策定が要請される。現時点では、地方公共団体の取り組み状況に

大きな格葦炉存在する以上、当面の間、こう、したアプローチを採用することは致し

，方ないのかもしれない。・

　しかし、将来的にr改訂モデル」をr基準モデル」に統合するか否かについては、

　「今回の公会計モデルの活用にあたり、最終的に基準モデルでの財務書類作成を求

めているわけではなく、固定資産台帳の整備及び複式簿記システムを導入し、総務

省方式改訂モデルの財務書類を継続的に作成することでも問題はない。また、台帳

整備と複式簿記システムの導入を行うヒとが、基準モデ！レヘの移行を意味すること

ではないことにも留意が必要である。」8として否定的である。

　また、r相当数の地方公共団体が財務書類を整備できた段階において、その時点で

の国の一般会計の財務書類に関する議論の状況等も踏まえ、望ましい公会計モデル

について議論が行われるべきものと考えている。」9との考えを表明しており、統一

的なモデルの策定については、結論を先送りしている。

（3）新地方公会計制度報告書の問題点

　今回提示された2つの会計モデルは、地方公共団体が自主的に整備するべきモデ
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ルとして提示した段階であり、準拠するべきr会計基準」としての規範性は有して

いない。

　研究会報告書では、r地方公共団体の会計に発生主義等の企業会計手法を導入す

るに当たっては、インフラ資産の認識・測定や税収に対する考え方等｛公的部門特有．

の概念について様々な見解が存在することから、国の会計制度との整合性や国際公

会計基準の動向も踏まえっつ、多くの識見者による慎重な議論の醸成や実務面での

評価検証の積み重ねが必要となる。1・・とし、r会計基準」の策定には慎重な姿勢を

崩していない。

　しかし一方では、財政改革の一環として、資産・債務改革という緊急の課題に資

するために、企業会計的手法を活用した財務書類が必要としており11、2006（平成

18）年6月2目に公布・施行されたr簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律」第62条2項のr政府は、地方公共団体に対し、企業会計の

慣行を参考とした貸借対照表その他の財務書類の整備に関し必要な情報の提供・助

言その他の協力を行うものとする。」を根拠規定として～2006（平成18）年3月31

目付け総務事務次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指

針」、さらには、2007（平成19）年10月19日付け総務省自治財政局長通知r公会

計の整備推進について」により、総務省は、地方公共団体に対し～自主的に公会計

の整備に取り組み、「基準モデル」ないし「改訂モデル」により財務書類を作成公表し、

資産・債務改革を行うよう強力な行政指導を行っているところである。

研究会報告書が有するこのような曖昧な性格が、今後、地方公共団体に混乱をも

たらす可能性がある。「公会計基準」の策定と「資産・債務改革」は本来別個の問題

である．特定の政策目的にかなうような財務書類の作成がrあるべき公会計モデル」

として提示される一方、「資産・債務改革」に資するためのッーニノレとして活用すべき

と要求されていることに違和感を覚える。

　「売却可能資産」を洗い出し、それを実際に売却することぞ資塵・債務の縮減に

役立てるということならば、現行の官庁会計の制度の枠内においても実行可能であ

るし、現にそうした取り組みは進められている。

　地方公共団体の財政状況にっいズ、住民等の利害関係者に有用な情報提供を行う

という目的のためには、「公会計基準」はどうあるべきかという議論が棚上げされ、

複数の実験的なr公会計モデル」が資産・債務改革という行政課題の延長線上で論
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じられてレ，、る。

　このような姿勢は、将来の公会計基準の策定に大きなバイアスがかかるのではな

いかと危惧している。

3　総霧省のモデルー「総務省方式」、「改訂モデル」及び「基準モデル」一

（1）総務省方式’

　現在、多くの地方公共団体は、総務省（当時は自治省）が2000（平成12）年及び

2001（平成13）年に公表したr地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会

報告書」の作成基準に従いバランスシート等（「バランスシート」、「行政コスト計算

書」、r各地方公共団体全体のバランスシート」及びr公社・第三セクター等を含め

た連結バランスシート」）を作成、公表しているが、「改訂モデル」は、，この「総務

省方式」の改訂版である。　　　　　　　・　　　　　　　・　．

　　r総務省方式」は、総務省が毎年行っているr決算統計」という統計的手法に基

づいて不ランスシート等を作成する「決算組替方式」．によるものであり・複式簿記

に基づき誘導的、有機的に作成されるものではない。、

　，したがって、総務省では、「総務省方式」について、①比較的簡便に作成できるこ

と、②全国統一の作成方法であるため、他団体との比較が容易であること、③バラ

ンスシートにおいて、国の財務書類には示されていない正味資産の財源内訳を明示

していること、④行政コスト計算書において、一般財源等の増減内訳を明示してい

ること、⑤フロー情報とストック情報の双方を活用した総合的財務管理、資産の有

効活用、コスト意識の醸成など、地方行政に携わる関係者の意識改革・啓蒙が進ん

だこと、⑥更なる活用可能性を示唆する情報が提供されたことにより、各地方公共

団体独自の創意工夫を啓発していることを長所として挙げている12。

　一方》短所としては・①有形固定資産は～決算統計の普通建設事業費の累計値を

取得原価として計上し減価償却計算を行っているが、計算が簡便であり、有形固定

資産の除売却を反映していないため、実態と合わない可能性があること、②有形固

定資産計上額の基礎となる個別の資産台帳が整備されていないため、貸借対照表と

連動した個別の資産管理が困難かこと、③国の財務書類におけるr資金収支計算書」、

民間企業におけるrキャッシユ・フ，ロー計算書」に相当する財務書類のモデルが示
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されていないこと、④多くの市町村合併が行われたが、具体的な対応方法が示され

ていないことを課題としている13。

　特に、有形固定資産の計上については、資産台帳等によって個別の固定資産を把

握することができないため、「決算統計」に計上された1969（昭和44）年以降の「普通

建設事業費」を取得凍価として用いている。r普通建設事業費」とは、道路、橋梁、

学校、庁舎など、公共用または公用施設の新増設の資産形成に資する事業に要する

投資的経費をいうが、これをそのまま取得原価としているため、個別資産の未償却

残高が不明であることや、除却損や売却益の計上もされていないなど、データの信

頼性に欠陥を有している。・1968（昭和43）年以前の取得財産については、確実なデー

タが存在し、資産計上することが適切である場合のみ資産計上されており、通常は

未計上となっている。

　また、有形固定資産については、土地を除いて経常的に減価している事案を考慮

して定額法による減価償却を行い、耐用年数については、決算統計との整合性を図

るため、地方公営企業法施得規則の定める耐用年数等を参考にして個別に定めてい

るが、その妥当性については、今後さらに検討を要するとしている。さらには、未

払費用、前払費雨、地方債発行差金の繰延計上、賞与引当金等の経過勘定項目が計

上されていないことなど、数多くの問題点がある・，

　2009（平成21）年3月末現在、47都道府県、17政令市、1，783市区町村（政令指

定都市を除く）のうち1，354市区町村がバランスシートを作成済みあるいは作成中

であるが、全体の・53．5％がこの総務省方式に基づいたものである。

（2）改訂モデル

　次に、「改訂モデル」は、「総務省方式」と同様に決算統計を活用しズ作成される

ものであるが、r総務省方式」の課題を段階的に改善するアプローチにより、資産・

債務管理や財務情報の分かりやすい開示に資する財務書類を作成することを目指し

ている。

　具体的には、固定資産台帳を売却可能資産に関する台帳から整備し、売却可能価

額による評価を行い、次に売却可能資産以外の土地の台帳整備・評価、さらには建物・

構築物・物品・インフラ資産等の台帳整備・評価というように順次段階的に整備を進

め、最終的には、「基準モデル」同様、全ての資産の明細が整備された状態に到達し

88



ようとするものである。

　このようにr改訂モデル」は、現行のr総務省方式」をベースに、段階的に固定

資産台帳を整備するので、これまでに総務省方式の財務書類を作成済みの地方公共

団体にとっては、比較的スムーズに移行できるものと思われる。

　r売却可能資産」以外については、決算統計を組み替えて財務書類を整備するモ

デルであるため、r総務省方式」の長所と短所の多くの部分を引き継いでいるといえ

る。

　ここで問題は、「売却可能資産」とは何かである。　　　　　　噸

　総務省は、「売却可能資産の範囲は、現に公用もしくは公共用に供されていない

（一時的に賃貸している場合を含む）すべての公共資産とする。ただし、簡便的に、

普通財産及び用途廃止することが予定されている行政財産のみを対象とすることが

でき、また対象となる資産から山林を除くことができる。」14と定義しているが、

2009（平成21）年1月6目に公表した「新地方公会計モデルにおける資産評価実務

手引」によれば～売却可能資産を、r①現に公用もしくは公共用に供されていない公

有財産・1及び・。②売却が既に決定している・または・近い将来売却が予定されてい

る≧判断される資産碗ち・地方公共団体力塒定した資商であり・r簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（行攻改革推進法）」第62条

第1項第2号における、r地方公共団体の資産及び債務に関する改革の方向性並び

に当該改革を推進するための具体的な施策を箪定する」にあたっての検討対象資産

となるものと定義している15。

　このように定義が明確になった一方で、地方公共団体にとっては、資産・債務改

革の推進に資する重要な資産であることを「売却可能資産」として自．ら炉特定する

必要があり、これは大きなプレッシヤー≧なる。資産・債務改革の重要性は理解す

為が～「売却可能資産」として計上することは・即ち1売却をして負債の返済等にあ

てることを約束することと同義であるためである。・

　また、会計的には、「地方団体が特定した資産」という報告主体である地方公共団

体の恣意的な判断に依存している部分が問題となる。即ち、避休資産であっても、

何らかの事情で、地方公共団体自身が特定しなければr売却可能資産」の範囲から

除外されることが許容されるからである16。丁売却可能資産」に計上してしまえば、

資産・債務改革の具体的施策として策定することを要求されることを嫌う地方舎共
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団体にとっては、r売却可能資産」の計上を最小限にしようとするとするであろう。

　地方公共団体の資産は元々売買を目的に取得・所有する性質のものではない．し

かし、行政改革や市町村合併などを背景忙遊休資産を抱える地方公団体が相当数に

のぼることは事実であり、財政再建に資するためには、遊休資産の売却は有効な手

段であることは．間違いない17。

　r売却可能資産」のみを固定資産から取り出して時価評価を行い、貸借対照表上

に計上するという手法は会計学的には問題が多い18。しかし、実務上は、遊休資産

を抱える地方公共団体において、「売却可能資産」の数量と価額を開示させ、その売

却等を通じて資産・債務改革を行うという手法は効果が大きいもりと考えらわる・

まずは、保有する資産の実態把握を宥い固定資産台帳の整備を進めた上で、資産の

有効活用を急ぐべきである。

（3）基準モデルI

　r基準モデル」は、r企業会計実務を基に、資産、税収や移転収支など地方公共団

体の特殊性を加味し、資産・債務管理や予算編成への活用等、公会計に期待される機

能を果たすことを目的」19とし、r開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成し、

ストック・フロー情報を網羅的に公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発生

主義により複式記帳して作成することを前提」20としたものである。・

　基準モデルでは、・都道府県及び市町村のいわゆるr普通地方公共団体」を報告主

体と位置付け、地方公共団体単体の財務書類は、地方公共団体内部の会計区分であ

る①一般会計及び特別会計から成る普通会計（公営事業会計に該当する特別会計を

除く）及び②公営事業会計の双方を対象としている21。一方、連結財務書類におけ

る連結の範囲としては、一定の要件に該当する地方独立行政法人、一部事務組合・

広域連合、地方三公社（土地開発公社、住宅供給公社、地方道路公社）及び第三セ

クター（商法・民法法人）等をその対象としている22。

　次に、財務書類の利用者としては、①住民、②地方債等への投資者、③その他外

部の利害関係者（取引先、国、格付け機関等）及び④地方公共団体の内部者（首長、

議会～補助機関等）等を挙げている23。

　財務書類を作成する目的は、住民をはじめとする情報利用者が経済的または政治

的意思決定を行うに当たり，、有用な情報を提供することにあるとし、具体的には、
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地方公共団体の①財政状態、②業績1③純資産の肇動、④資金収支の状態に関する

情報の提供を意味するとしている。また、公会計の基礎概念の観点からは、地方公，

共団体が住民に対してその会計的責任を明らかにするrパブリック・アカゥンタビ

リティ」を果たすことにあるとし、具体的には、①決算分析のための情報（決算情報）

を会計的に明らかにすることと、②予算等の政策形成上の意思決定を住民の利益に

合致させるための参考情報を提供することにあるとする24。

　さらには、財務書類を作成する目的を達成する上で、財務情報として具備すべき

定性的な要件をr財務書類の質的特性」と定義し、①理解可能性の原則、②完全性

の原則、③目的適合性の原則、④信頼性の原則、⑤その他の一般的特性の5つに分

類している25。

　実務研報告書では、基準モデルの特徴として、次の4つを挙げている。

　まず、．第1に、発生主義・複式簿記による会計処理を採用し、普通会計の歳入・歳

断一タから複式仕訳を行うことによって現金取引、のみなうず・すべてのフ・一情

報及びストック情報を網羅的かつ誘導的に記録・表示することである26。

　第3に、・ストッ．ク情報の測定基準として「公正価値基準」を採用し、現役世代と

将来世代との間で時間軸上の資源配分を示す財政状態及びその変動を合理的に記

録・表示することである27。

　第3に、決算情報の作成・開示のみならず、予測財務諸表の作成・開示及び予算編

成上のシミュレーションの実施をも可能とする勘定科目の体系を備えていることで

ある28。

　この第3の部分が、r基準モデル」の最大の特徴であるといえる。

　「基準モデル」は、地方公共団体を住民に対するサービス提供機関として捉える

のではなく、住民は、地方公共団体の所有者であり、、r税収」は公的部門の所有者で

あるr住民」期らのr拠出一出資」として扱う．地方公共団体を住民へのサービス

提供機関として捉える立場からみれば、「税収」は地方公共団体のr収益」と捉えら

れるが、・主権者＝所有者である「住民」からの「拠出」と捉える「持分説」を採用す

る「基準モデル」の立場からは、税収はr出資」であり、資産と負債の差額である

純資産は、住民のr持分」として位置付けられる29。

　基準モデルのこうした特徴は、公会計の目的が決算情報の提供という企業会計の’

レベルにとどまらず、予算等の政策形成上の意思決定に資するため、「純資産の内部

91



構成の変動をも処理『しうる拡張的な勘定体系を備えている」30ことが必要であると

判断し七いるためである。づまり、1国や地方公共団体の財政活動は、，財政学上、①

資源配分、②所得再分配、③経済安定化の3つの機能を有するとされているが、公

会計は、この財政の3つの機能をすべて処理及び表示する勘定体系や財務諸表体系

であることが要求される。こうした財政あ3っの機能に関する取引は、ほぼすべて

が損益外の取引であり、基準モデルの体系は、特に純資産変動計算書によって、こ

うした取引事象を会計的に処理及び表示することができるとしている31。

　清水涼子教授は、基準モデルの持っこうした性格をrすでに海外先進国で確立さ

れ収敏しつつある国際公会計基準、米国基準、英国基準の考え方とは異質な部分を

多分に含んでいる。」32とし、「理解可能性、理論的枠組み、有用性の観点から基準

モデルを検討した結果～実用化するにはなお多くの問題点が残されている。」33と指

摘している。

　基準モデルが実験的色彩の強いモデルであることは、総務省も認めているところ

である。しかし、公会計の範囲を主として決算を対象とする企業会計の体系を拡張

し、予算をも含んだ体系を構築しようとする試みは評価されるべきであるが、二の

部分は、民間企業の会計基準と大きく異なっており、理解可能性や有効性という点

で問題となる。

　現時点で地方公共団体に対して、会計制度改革のr準拠するべき会計モデル」と

して提示することは、時期尚早であると考える。

　山本清教授は、「財政学者は公会計を財政運営のための技術的側面と位置付ける

傾向にあるし、会計学者も多くは複式簿記などの勘定システムや会計基準に関心を

寄せ、予算を直接扱うことは避けてきた。こめ状況をより複雑にしているのは、最

近になり国際会計士連盟の国際公会計基準審議会が公的部門の会計基準の他、予算

報告基準に関する検討を開始したことである。財務報告に関する基準に限定してい

たのを予算情報に拡張することは、公会計に対する会計学と財政学のアプローチが

近接してきたことを意味するからである。」34とし、「会計なき予算、予算なき会計

は虚妄」であるとしている。

　公会計の領域にr予算」は含まれるか杏かは大きな論点であるが、そうした論争

はともかく、予算によって活動が統制される公的部門においては、予算編成ヘフィ

ードバックできない財務書類など無意味である。

92



　　r公会計に関する基本的考え方」35においても、r予算及び決算については、『議

会による民主的統制』を直接の目的とし、財務報告としての財務書類等は、r情報開

示と説明責任の履行』及び『財政活動の効率化・適正化』の機能を果たすと考えられ

るが、財務報告として作成される財務情報を、単に情報開示と説明責任の履行にと

どめることなく、予算の効率化・避正化にいかに活用し、聖域なき歳出改革にっな

、げていくかが重要であることを指摘したい。」36との考え方が示されているとおりで

ある。．

　そのような目的のためには、公的部門の会計に特殊な会計基準を導入してr財務

書類」上で予算統制を行うよりも、「官」の会計と「民」の会計とをできる限り近接

させて、分かりやすい会計基準とすることで相互に比較検討可能な状態にし、r官庁

会計」の部分にコスト意識を導入することで、あるいは、「官庁会計」の部分を例え

ば・「市場化テスト」などの手法で民間開放を行うことによって～軽量化し、財政を

健全化させるといった方法が現実的であると考える。

4　東京都のモデル

　東京都は、2qo6（平成18）年4月、現行の単式簿記・現金主義による官庁会計制度

　　　　　　　　　　　へ
に、我が国で初めて複式簿記・発生主義の考え方を取り入れた新しい公会計制度（以

下
． 「東京都モデル」という。）を導入した。その結果、2007（平成19）年9月には、

2006（平成18）年度の決算について、従来の官庁余計による決算書に加え、東京都モ

デルに基づいた財務書類を公表した37。

　東京都は、全国に先駆けて企業会計の手法を公会計に取り入れようと公会計の改

1革に取り組んできたが、1999（平成11）年度からr官庁会計における企業会計的手法

に関する研究」として、東京都の経営の問題点を客観的な数値により明らかにし、経

営を改善していくために具体的に役立っようなr機能するバランスシート」という報

告書を作球し・公表してきた・これは、総務省方式と同様に、単式簿記・現金主義の

官庁会計による決算数値を組み替えて作成する財務書類であり、普通会計ベースの

　「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「キャッシュフロー計算書」の3表を基本形

とし、連結貸借対照表及びr部の事業別財務書類を作成するものであった。

　　「機能するバランスシード」と1は、単に作成することを目標とするのではなく、
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r東京都の経営を改革する冷徹な道具ゴと位置付け、・バランスシート等の財務経営

情報を活用して、業績を分析し行政改革を推進していくことを目的とし、多摩ニュ

ータウン事業や都営住宅事業を始めとする数々の事業の見直しや改善に活用され、

経営の効率化に貢献してきたという点で｛都では相応め成果を挙げてきたと評価し

ている38。

　しかし、これらの財務書類は、いずれも官庁会計方式による決算数値を組み替え

て作成されたものであるため、次のような限界があることが指摘されていた。①官

庁会計による決算の後に作成に取りかかるため、財務書類を速やかに作成すること

ができない。よって、・次年度の予算編成に反映させることができない。②地方公共

団体の資産の大部分を構成する道路・橋梁等のインフラ資産ば、公有財産台帳で管

理をしている財産とは異なり取得価格を把握していなかったため、これまでの投資

額をベーズとした積み上げ数値を取得価格とみなしてきた。このため貸借対照表の

計上額が信頼性を欠ぎ、意思映定のための有用な情報が提供できない。③決算を組

み替える方法では、個別事業ごとの財務書類を作成することが困難であるため、個々

の事業の見直しや改善に役立てる情報を提供できない39。

　この問題塗解決するには、目常の会計処理の段階から複式簿記・発生主義を導入

していくことが不可欠であり、それにより、真に財務書類を機能させ、行政運営を

効率化していくことが可能となる。

　そこで、東京都は、こうした従来の財務書類の問題点を克服するため、2002（平

成14）年5月に、石原都知事が、目々の会計処理の段階から複式簿記・禿生主義会

計を全庁的に導入することを表明した。

　その後検討を進めた結果、2005（平成17）年8月には、企業会計をベースとしつつ

も、公会計と企業会計との相違を考慮した上で公会計特有の会計処理を行うr東京

都会計基準∫を策定し・2006（平成18）年4月．から・この新公会計制度を導入した・

　これは、行政の特質を考慮した複式簿記・発生主義会計の処理基準としては、目本

初のものであり、①発生主義の採用、②「収入」という概念の確立、③直接法によ

るキャッシュフロー計算書の作成、③勘定科目体系に都予算性質別の分類を採用、

④固定資産の表示に地方自治法による財産の分類を採用、⑤インフラ資産の区分計

上、⑥正味財産の表示、などの特色を有する基準となっている。

　財務書類の体系としては、主たる財務書類をr貸借対照表」、r行政コスト計算書」、
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　「キャッシュフロー計算書」、「正味財産変動計算書」の4表とし、さらに財務書類

を理解するうえで重要な固定資産の増減について示したr有形固定資産及び無形固

定資産付属明細書」．と財務書類の考え方等を示したr注記」から構成されている。

　また』新財務会計システムを開』発し、目々の会計処理の段階から官庁会計g処理

に連動して自動的に裡式簿記・発生主義のデータを蓄積し、有機的・誘導的に財務書

類を作成することが可能となった。

　東京都の制度改革で注目するべき点は、これらの財務書類を単に作成・開示する

、のみならず、「マネジメントの強化」とrアカウンタビリティの充実」という2つの

目的を掲げ、都財政全体からのrマクロの視点」と個別の事業経営を分析するrミ

クロの視点」から財務書類を実際に活用しようとする取り組みを行っていることで

ある。

　東京都は、今回の改革によって、。日々の会計処理から複式簿記・発生主義の考え

方を定着させることで、職員o章識故革を図り、より効率的・効果的な行教運営を

展開するとともに、都民への説明責任をr層果之していくこと一さ、より質の高い都

民サービスの提供を目指すとしている。

　ここで「東京都モデル」、の特徴巻まとめてみれば、長所は、①複式簿記・発生主

義会計による会計基準であり、公的部門の特質を考慮しつつも、基本的にはr企業

．会計原則」に近い基準であること、②目々の財務データの処理の段階から、官庁会

計の処理に連動し、自動的に複式簿記・発生主義会計のデータを蓄積して財務諸表

を作成することができること、③勘定科目体系に都予算性質別の分類を採用してあ

ること、また、固定資産の表示に地方自治法による財産の分類を採用してあること

など、「官庁会計」との整合性に配慮し、分かりやすい表示となっていること、④会

計別、局別、事業別に財務諸表を作成することで、マネジメントサイクルの確立に

向けて活用ができること、⑤財務諸表を決算の参考資料として議会に提出すること

で、決算制度の中に位置付けていること、などを挙げることができる。

　一方、短所としては、一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）のみを対象

としており、公営企業会計や第三セクター等の関係団体が対象から除かれているこ

と40、取得原価主義を採用していることなど、連結ベースや時価概念導入へ大きく

移行している今日の企業会計の観点からみれば、少々古いタイプの会計基準である

ことを指摘しておきたい．
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　また、東京都は丸r東京都モデル」の普及啓発にも熱心仁取り組んでいる。

　2006（宰成18年）7月27・目には、地方公共団体に対してr新公会計制度説明会」、

同年12月15目にはr公会計制度改革フォーラム」を実施し、r東京都モデル」の

普及啓発を行った。また、全国の地方公共団体がr東京都モデル」による整備促進

を行うことを支援するために、決算統計期ら財務書類を作成する「東京都方式簡易

版」を策定し、ソフトウェアを提供している。

　石原都知事は、2009（平成21）年11月25日、政府主催の全国知事会の席上r事

業仕分けの基盤となるのは、国の会計制度。バランスシートがないのは日本だけ、

複式簿記を取り入れるべきだ。」と発言するなど、様々な機会を捉えて公会計の改革

，を訴えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　●・

　こうした東京都の動きに大阪府の橋下知事も賛同し、2009（平成21）年6月1

目「新公会計制度プロジェクトチーム」を設置し、r東京都モデル」に準拠した会計

基準等の整備、システム設計・開発、資産調査・評価等に着手したところである41。

　また、大阪府における新公会計制度の導入を支援するため、大阪府と東京都の職

員の相互派遣を2009（平成21）年6月から行うとともに42、今後、研修等により職員

の意識の改革を行って経営分析酎な視点を身につけさせ、2012（平成24）年度か

ら本格的な導入を目指すとしている43。

　東京都と大阪府という我が国を代表する地方公共団体が丁東京都モデル」を採用

することになり、r東京都モデル」の今後の行方が注目されている。
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図表3－1東京都モデル等の沿革

年．．月1．、 諜事㌘、』領、iii』

1999（平成11）年4月 石原慎太郎東京都知事が就任

1999（平成11）年7月 貸借対照表を試作

2001（平成13）年3月
r機能するバランスシート」として財務諸表（貸借対照表、行政コスト計算書、

キャッシュ・フロー計算書）を公表

2002（平成14）年5月 石原都知事が複式簿記・発生主義会計の導入を表明

2002（平成14）年9月 「東京都の会計制度改革に関する検討委員会」の設置

2002（平成14）年10月 新財務会計システムの基本構想に着手

2004（平成16）年1月 システム開発（基本設計）に着手

2005（平成17）年8月 「東京都会計基準』の策定・発表

2006（平成18）年3月 新財務会計システムの稼働

2006（平成18〉年4月 新公会計制度の導入

2006（平成18）年6月 「東京都会計基準委員会」の設置　　　　　　　　　’

2006（平成18〉年7月 地方公共団体を対象に「新公会計制度説明会」を開催・

2006（平成18）年12月 地方公共団体を対象に「公会計制度改革フォーラム」を開催

2007（平成19）年9月 新公会計制度よる初の財務諸表（平成18年度決算）を公表

2007（平成19）年11月～

2008（平成20）年2月

地方公共団体を対象に「東京都の財務諸表等に関する説明会及び個別相談
会」を開催

2008（平成20）年10月～ 「東京都方式簡易版」を作成し、各地方公共団体に提供

2009（平成21）年5月 大阪府・橋下知事、東京都方式で財務諸表の作成や公表を行うことを表明

2009（平成21）年6月 大阪府「新公会計制度プロジェクトチーム」を設置

2009（平成21）年6月 大阪府における新公会計制度導入に伴う支援として、職員の相互派遣を実施

2009（平成21）年12月 大阪府の新公会計制度（中間報告）を公表

5

　　（出所：東京都ホームページhttp：／／www．kaikeikanri．metro．tokyoJP／kessanngaiyou21．pdfを基に筆者加筆。）

r基準モデル』、r改訂モデル」及びr東京都モデル」の比較分析

（1）会計モデルの比較分析

　　現時点で地方公共団体が取り組む公会計制度改革のモデルは、総務省の「総務

　省方式」、r改訂モデル」及びr基準モデル」並びにr東京都モデル」の4つが並立

　することになった。
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　総務省では、「総務省方式」から「基準モデル上あるいは「改訂モデル」へ移行

を図っており・地方公共団体に固牢資産台帳の整備と4種類の躰務書類の作成を

要請しているところであるが、「東京都モデル」も始めとする地方の独自の取り組

みも事実上認めている醜今後、地方公共薗体はこの3っのモデルのうちいずれ

かに準拠して財務書類を作成・公表することが求められる。

　3つのモデルの特徴を比較すると図表3－2のとおりである。

　各モデルのメリットとデメリットを簡単に述べると、r改訂毛デル」は、現在、

多くの地方公共団体が作成しているr総務省方式」を改訂したものであり、決算

1統計を利用することで作成できるたや・過去の蓄積を生かすことが可能で・かつ・

固定資産台帳を「売却可能資産」から優先して段階的に整備を行うことで対応で

きる。したがって、・改訂モデルは地方公共団体にとって最も採用しやすいモデル

と思われる。

　しかし、決算統計という現金主義による官庁会計を組み替えた方法によb作成

されるため、r総務省方式」と同様に公有財産等の貸借対照表上の価額に精緻さを

欠くという欠点を有している。また、段階的に固定資産台帳を整備することとさ

れているが、～最終的にはすべての固定資産を網羅する必要があり、・初期の投資は

少なくてもトータルでは相当量を負担しなければならない。さらに、r売却可能資・

産」の範囲について地方公共団体の恣意的な判断を許容しており、、比較可能性の

観点から問題である。

　「基準モデル」は・す苓ての奪産を公軍価値による再評価を行った上で開始貸

借対照表を作成し・個々の取引巻発生主義年基づき複式記帳により処理して財務

書類を作球するため、精緻な財務情報を提供することができる。デメリットとし

ては、r資産・負債アプローチ」やr公正価値概念」などの先進的な会計の考え方

が導入されている一方で、r税収の持分説」、複雑なr純資産変動計算書」など、

公会計ゐ通説ではない特殊な考え方が取り入れられており～理解可能性、有効性

という点では疑問の多いモデルとなっている。

　また、実務面では、開始貸借対照表を作成する際に、すべての固定資産につい

て公正価値による再評価を行わなくてはならず、財産台帳の整備状況に大きなハ

ンディを有する多くの地方公共団体においては、多大な時問とコストを有するこ

　　　　　　　　　　　　　　ぐと、また、複式簿記の導入にはシステムの再構築が必要であり、導入時㌍多くの
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投資を要す巻ばふりでなく、営庁会計に慣れ親しんできた職員の意識改革や教育

にも、時問とコストを要するものとなっている。

　r東京都モデル」は、発生主義・複式簿記による処理を目々の事務処理の段階

から行い、考え方も平易で企業会計原則に最も近く、理解可能性という点で総務

省の2つのモデルに比較して優れているといえる。また、事業別の財務書類も作

成できるため、都全体の財政状況を明らかにする他に、個別事業ごとの財務分析

や評価に役立てることができるなど、実務上の利用価値が高い。

　しかし、開始貸借対照表作成時に全ての固定資産を原則として取得原価により

把握しなければならない点で多大な負担を要するるまた、複式記帳に対応したシ

ステムの導入も必要となる。

　以上のように、3っのモデルは、それぞれ会計処理の考え方や作成プロセスを

異にし、それに起因するメリットとデメリットを有するものとなっている。

（2）地方公共団体の取り組み状況

　　総務省は、2008（平成15）年度以降毎年度「地方公共団体のバランスシート等の

　作成状況調査」として、全国の地方公共団体の財務書類の状況をまとめるととも

　に、2009（平成21）年度から2007（平成19）年度決算に係る財務書類について、

　作成した財務書類をホームページにおいて公開している団体については、総務省

　のホームページから各地方公共団体の当該ホームページにリンクを貼っている45。

　　図表3－3は、全国の地方公共団体の財務書類の公表の状況を、都道府県別に筆

　者が集計したものである。また、図表3－4は、2009（平成21）年度（決算は2007『

　年度べ一ス）の財務書類の作成状況である46。

　　まず、これらの図表から、特に注目する点を挙げれば、都道府県や政令指定都

　市（以下、r政令市」という。）の取り組みが進んでいることは予想通りであるが、

　2007（平成19）年度決算では、まだr総務省方式」によるものが多い（都道府県で

　78．7％、政令指定都市で58．8％、図表3－4参照）ことと、政令指定都市を除く市

　町村（以下、r市町村」という。）では、意外にもr改訂モデル」による整備が進

　んでいることである（42．2％、図表3－4参照）。ただし、ま潭いずれのモデルでも

　未作成の市町村が4分の1（24．1％、図表3－4）あることは、市町村レベルでの団体

　間格差が大きいことを示している。
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　また、図表3－3と図，表3－4を見比べると、各地方公共団体のホー一ムページ等で

の公表状況に関して、作成はしていても公表していない団体が多いことが分かる。

集計ができた全1，550団体のうち927団体、約6割はr公表ないし作成していな

い」ことになる。

　財務書類の作成の目的の一つは、財務情報を住民に分かりやすく開示すること

にあるはずである。総務省や都道府県にはr作成済み」と報告していて』も、住民

に公表していないのであれば、一体だれのための財務書類なのか疑問に思われる。
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都道府県
　　　　『

☆都道府薩鷺 糞讐丙市逡町村i（特別壌を含み《政令市を徐く）『』

総務省． 載訂縫 ・懲準解』 1数自鯵 1崇公麦 一灘務省・’ジ 藁訂醜
’
・
i
基
準 M 独自M 朱公表 計

．
1
．

1 聡海道、 1 13 79 92
2
，

青森県 1 10 4 25 39

3
岩手県・＝』

1 4 8 23 35

4 宮城県 1 10 25 35

5 秋由県 1 3 22 25

6
山形県．、．

1 20 2 1 12 35

1
7

．福島県1・1
1 8 2 一 10

8一 茨城県』1 1 13 31 44

9 栃木県』 1 21 1 8 30

’10 群馬県』、
1 12 1 一 13

11 埼玉県・甲 1 40 3 1 24 68

12 千葉県、 1 24 2 1 1 27 55
13『 東京都』 1 31 6 7 17 61

1．4 ・神奈舛県・ 1 22 4 1 4 31

葉5、 ．新潟県『
1 12 1

● 17 30

16． ，富山県．』

1 9 1 5 15

” 石川県’ 1 7 1 11 19
1．8』 福井県』’

1 一 一 一 一 口 0
19 山梨県、

1 8 5 1 14 28

20 ，』、長野県r 1 38 5 37 80

21 帳阜某 1 12 8 1 21 42
，22、 静岡県』』 1 9 3 1 22 35

23 ．愛知県，
1』一． 、35，1』． 』2 23

・
・
登
0

24 ・1三重県』 1 5 1 23 29

25 滋實県 1 3 3 20 26

26 京都府1 1 6 2 8
27 大阪府，、』

1 19 3 19 41

・28 兵庫県∵、 1 24 2 14 40

29 奈良県』・
1 4 1 － 5

30：P・ 和歌山県P 1 3 3 24 30

31 為敢県1』 1 2 17 19

32 島穣県 1 3 18 21

33 岡出県 1 4 3 1 19 27

34、 、広島県・ 1 9 1 11 21

，35、 ψ口県｝ 1 9 2 9 20

36 徳島県 1 1 1
9 22 24

37 香川県『 1 6 1 10 17

38 ・愛媛県、． 1 2 5 13 20

39 高知県『 1 2 32 34

40 福岡県 1 14 6 44 64
41一 佐賀県 1 4 2 14 20
42， 長崎県・ 1 1 3 19 23

43 熊本県 1 7 2 38 47

44P 大分県 1 4 14 18

45 宮崎県． 1 2 2 24 28

46 鹿兜島県 1 8 37 45

47 沖縄県 1 5 1 35 41

計・ 1，507 38 4 0 3 2 501 108 6 12 923 1，550

図表3－3地方公共団体における財務書類の整備状況（2007（平成19）年度決算ベース）

都道府県及び管内市町村（特別区を含み、政令市を除く）の状況　　　　　　　　　　　2009年12月1日現在
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政令市の状況

政令市y ．総務省1 改寵醜 基雛扉 ，、独自甑 ．朱会表，

1 札幌市 1
2』 仙台霜 1
3’：1… ，，：さ硲たま電．

1
4 午葉市、、 1
5・ 横浜市

　　　』
1

6 川崎市 1
？ 　　　■新潟市 1
8　、 ，瀞岡市：．・ 1

．，9』 』浜松市 1
』霊0・’ 』名吉麗市』 1
tr ，京都市 1

112『『 大飯市・・ 1
．1『3 ．◇堺市』， 1
’
・
1

・4 神声市』 1
15 ．広島市1 1
16 ・』北九州市、』 1
17 福蘭宙 1

．計 1フ・日』 11 4 0 0 2

全俸計、

』『墾i墾③権．、i

、総麟・ 』哉醸 『
・
碑

縞・驚’細蕨 『隔訟疑

550 116 6 15 927

　　1表頭の「総務省」は「総務省方式」、「改訂M」は「改訂モデル」、「基準M」は「基準モデル」、「独自M」は「独自モデル」、「未公表」は「公表
（注）

　　していない又は作成していない』を示す。

　　2地方公会計制度に基づき、財務書類を整備し、広報誌やホームページ上で公表している都道府県及び市町村の状況を次の基準に基づ

　　きとりまとめた。

　　（1）都道府県及び政令市の状況は、各都道府県及び政令市のホームページを検索した。

　　（2）市町村の状況は、各都道府県のホームページで公表している、管内市町村の財務書類の作成状況を基にした。

（3）上記（2）の開示基準は、都道府県により異なるが、大部分は、①総務省方式で公表、②改訂モデルで公表、③基準モデルで公表、④独

自モデルで公表、⑤公表していない又は作成していない、という「公表の有無」により分類しているため、本表もその基準に従った。

（4）よって、作成はしていても公表していない団体は、未公表に分類した。

（5）「一」は、都道府県のホームページで公表されていないことを示す。

3基準モデルにより公表している団体は、天童市（山形県）、浦安市（埼玉県）、富山市（富山県）、各務原市（岐阜県）、藤枝市（静岡県）、倉敷

市（岡山県）の6団体。

4独自モデルにより公表している団体は、東京都、岐阜県、太田市（群馬県）、長瀞町（埼玉県）、松戸市（千葉県）、武蔵野市、東久留米

市、港区、文京区、世田谷区、杉並区、板橋区（以上、東京都）、大磯市（神奈川県）、甲府市（山梨県）、大竹市（広島県）の15団体。

5独自モデルは、東京都のように総務省の3つのモデルとは、全く異なる独自の体系を持つもの、総務省方式等をベースに独自の基準によ

り修正を加えたものなど、その独自性のレベルは様々である。

6栃木県は、2006（平成18）年度までは総務省方式、2008（平成20）年度は改訂モデルにより公表、ただし2007（平成19）年度は未公表。

7大阪府は、2009（平成19）年度までは総務省方式、今後は東京都と連携しながら新公会計を構築する。したがって、それまでの間、20年
度以降は「東京都方式簡易版」により作成・公表を行う。

8大分県は、2005（平成17）年度までは総務省方式、以後、未公表。なお、管内市町村は、すべて改訂モデルにより作成済み。

9干葉市、新潟市は、2006（平成18）年度決算では総務省方式による財務書類を公表済み。　　　　　　・

10政令市は、2009（平成21）年4月1日岡山市が移行し、計18市になった。本表では、2007（平成19）年度決算ベースのため、岡山市は岡

山県の管内市町村に含まれる。

（出所：総務省「平成19年度決算に係る財務書類の各地方公共団体のホームページにおける公表状況』、

http：／／www．soumu．gojp／iken／kokaikei／090820、1html、並びに各都道府県及び市町村のホームページから筆者作成）
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図表3－42007（平成19）年度決算に係る財務書類の整備状況
（単位＝団体、％）

　、＼壕
　　＼＼く、．
　　　　＞’、．㌧』
　　　　　　，～、，　　　　　　ヤ』9一一一　　　　　　＼㌦・・一ぐ
　　　　　　　．、、、鴫　　　　　　　　　’』＼二畦帆

都道府県・． ◇市準瞬杜 ．、指定都市，
，希区町醤1’

（指定都市を除く）

作’，

成
、
1
；
1
着』
、
手
済

基準モデル、』1
0 一 37 2．7％ 2 11．8％ 35 2．6％

作成済・ 0 11 0 11

　　　　一作成中 0 26 2 24

、改訂モデル』｛
7 14．9％ 577 42．1％ 5 29．4％ 572 42．2％

葬成涛、 6 201 4 197

．：』械中☆
1 376 1 375

緯霧省加ポ 37 78．7％ 735 53．6％ 10 58．8％ 725 53．5％

作成済、 37 686 10 676

作成中・1 0 49 0 49

その他の毎デルP『．
3 6．4％ 22 1．6％ 0 0％ 22 1．6％

作成着、1』
3 17 0 17

』マ賊禦i◇
0 5 0 5

，小回繋『，1 47 100％ 1，371 76．2％ 17 100％ 1，354 75．9％

』未作成、．1 0 0 429 23．8％ 0 0 429 24．1％

．』計▽’
47 100％ 1，800 100％ 17 100％ 1，783 100％

図表3－5

　　　（出所＝総務省「地方公共団体の平成19年度版財務書類の作成状況等」2009（平成21）年6月4日）

2008（平成20）年度決算に係る財務書類の作成見込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：団体、％）
曽』へ、■、　甲、．

　、、r『9
　　、　．r、
　　、、　　　、減』一、
　　　　　’、》、」・
　　　　　　㌃｝、’　　　　　　　》ま1・
　　　　　　　　　》憶、』　　　　　　　　　　．幡機麟1

1渚随府禦 蓬市鴎癒 鷺指粟都毒r．
、　市遠町村、
（指定都市を除ぐ〉iF

作
成
に
着
手－
・
済

基準毎デル 1 2．1％ 116 7．0％ 3 16．7％ 113 6．9％

1蓮結卑務4表ま餐1 1 94 3 91

単体！普通財務』1

　4表まで1 0 10 0 10

一部め財務書頚1 0 12 0 12

取訂毛デル・『
43 91．5％ 1，399 84．3％ 15 83．3％ 1，384 84．3％

連結財務4表まで！ 43 971 15 956

単体ノ普適財務1

　嫌まで 0 283 0 283

門部の霧務書類・
0 145 0 145

総務省方式 0 0％ 136 8．2％ 0 0．0％ 136 8．3％

その他の毎デル， 3 6．4％ 9 0．5％ 0 ．0％ 9 0．5％

小
、

計
． 47 100％ 1，660 92．2％ 18 100％ 1，642 92．1％

作成予璋なし 0 0 140 7．8％ 0 0 140 7．9％

計』 47 100％ 1，800 100％ 18 100％ 1，782 100％

（出所：総務省「地方公共団体の平成19年度版財務書類の作成状況等」2009（平成21）年6月4日）
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　次に、図表3－5は、2009（平成21）年度に公表予定の2008（平成20）年度決算の

財務書類の作成見込みである．総務省は、r総務省方式」、から、r基準モデル」あるい

は「改訂モデル」への移行を求めているが、本表からは、「改訂モデル」を選択してい

る団体（都道府県91．5％、政令市83．3％、市町村84．3％）が多い状況がわかる。

　r基準モデル」は、都道府県で1団体、政令市で3団体、市町村で113団体、全体

では117団体（6．3％）に過ぎない。

　愛知県の2008（平成20）年2月定例県議会における「新地方公会計制度について」

の一般質問において、当局者から以下のような答弁があった。「改訂モデル」を選択し

た多くの地方公共団体における、平均的な考え方を示すものと思われるので紹介して

おく。

　「基準モデルの導入には、開殆貸借刻照表を作成するためにすべての固定資産に

ついて公正価値による再評価巻行う必要があること・また・複式簿記に対応するた

め既存の財務会計システムを抜本的に構築し直す必要がある．しかし、そのような

大きな負担1こ見合うだけの動果がどの程度見込めるのか睨確ではない・現在・都道

府県のうち方針の決定している団体は16団体であるが、そのうち13団体は、同様

の理由により改訂モデルでの整備を予定しているところである。また、財務情報に

ついては、県民が分かりやすい．という観点から他団体との比較のしやすさを重視す

る必要がある。こうした理由で本県では改訂モデルを採用することとしたい。」47

　公会計制度改革はまだ始まったばかりであり、特に「基準モデル」は、今後の公会

計制度改革に関する議論の積み重ねや経験の蓄積により絶えず充実・改善を図ってい

く必要があるとされており、現時点では実験的色彩の強いモデルであることは総務省
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
自ら認南ているところである48。

　厳しい財政状況に直面している多くの地方公共団体においでは、人的あるいは財政

上の制約が多く、かっ時間的な余裕のない中で、直ちに「基準モデル」を採用して公

会計の整備を進めることは大きな負担とリスクを伴う。、

　公会計の整備は喫緊の課題であり、行財政改革のツールとして発生主義・複式簿記

により作成した財務書類を活用するという課題は理解できる。しかし、現時点で、会

計基準として熟成していない「基準モデル」で作成した財務書類を具体的にどのよう
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に活用すればどれだけの効果が見込めるのか～固定資産台帳の整備や公正価値による

再評価・財務会計システムの構築・職鼻の教育といつ準大きな負担に見合う翠けの具

体的な効果が明確ではないため、「基準モデル」の採用には躊躇いがあるというのが地

方公共団体の本音のように思われる。

　「資産・負債アプローチ」や「公正価値概念」といった「基準モデル」のもつ先進

性や、決算情報の作成・開示から予算編成にも役立てることができるとされるr純資

産変動計算書」のマトリックスといった拡張性を有する複雑な体系は、裏返せば、分

かり難さや導入する効果が不明とされる要因でもある。

　一方、r改訂モデル」は、これまでの取り組みの延長線上にあるため、導入が容易で

あるこ『とや、分かりやすいというメリットがあることは確かである。しかし、「売却可

能資産」をどの範囲で捉えるのか、作成する地方公共団体の恣意的な判断による余地

が大きく、また、官庁会計の組み替えであるr決算統計」を利用するため、固定資産

台帳の整備や、複式記帳を前提とするr基準モデル」やr東京都モデル」に比較すれ

ば、財務書類の信頼性に欠ける。

　総合的に判断して、多くの地方公共団体が、当面の問、資産台帳の段階的整備を進一

めつつ、これまでに取り組んできた「総務省方式」での作成実績やノウハウを生かす

ことのできるr改訂モデル」を選択したことは、妥当な判断であると考える。

　いずれのモデルを採用するにせよ、行政改革を推進するためのツールとして、発生

主義・複式簿記の考え方を予算編成の支援や決算情報の開示に用いるという積極的な

姿勢が必要であると考える。時問とコストをしっかり掛けて財務情報のデータを蓄積

し、職員の教育に投資して公会計の整備に取り組む団体と、そうでない団体とでは、

今後の行政改革の進展に大きな格差が生じる可能性が高い。

　多くの地方公共団体が自発的に財務書類の整備を行い、財務書類を様々に活用する

ことで検証を重ね、総務省や目本公認会計士協会などの専門家集団と地方公会計制度

のあり方を議論しつつr公会計基準」として昇華させていく、そのような積極的な取

り組みを期待したいものである。
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6　今後の課題

　本章では、総務省の3つの会計モデルと東京都あ会計モデルを取p上げ、その概

略を説明し｛相互に比較検討を行った。

　ここでは、．第1部「地方公会計制度の改革のあらまし」のまとめとレて、第1章

r現行の地方公会計制度の概要と課題」、第2章r地方公会計制度の現状と課題」

及び第3章「総務省と東京都の公会計モデルの比較分析」の各章において研究した

内容を踏まえ、今後の課題として、次の点を強調しておきたい。

　地方公会計制度の改革は、まだ緒に就いたばかりである。しかレ、今後、地方公

共団体が会計制度改革を進めていく上で準拠するべき会計モデルが複数存在するこ

とは、団体相互の比較可能性を担保するうえで好ま，しいものではない。公会計制度

改革はまだ試行錯誤の段階であるため、様々な考え方が提案されることは公会計の

発展㊦ためにも歓迎されるカ㍉総務省から3つの会計モデルが提案されていること

は問題視されるべきである。

　総務省は、r総務省方式」から「基準モデル」あるいは「改訂モデル」への移行を

指導しているが、2008（平成20）1年度決算から多くの地方公共団体が「改訂モデ

ル」への移行を選択しっっあることが明らかとなった49。地方公共団体の現状を顧

みれば、「改訂モデル」を選択したことは、妥当な判断であると考える。

　r総務省方式」は多くの問題点があるが、1999（平成11）年度決算以降、順次多く

の地方公共団体で作成が進められ、既に9年近く経過したことで、財政状況の公表の

一っの手法として定着してきたといえる。当初の目的であるr地方公共団体が自らの

財政状況を総合的かつ長期的に把握し、住民にわかりやすく公表するための手法」50と

しての役割は達成できたものと考える。

　そして、r改訂モデル」は、このr総務省方式」の成果を基本的に引き継いでいる

こと、また、地方公共団体のr売却可能資産」を開示させ、資産・債務改革に役立

てるという目的が明確であり、そのため会計的には疑問が多いモデルではあるが、

政策課題の達成の手段としては理解できる。

　しかし、思想や体系が全く異なるr基準モデル」への移行は、課題が多い。

　r基準モデル」は、住民は政府の所有者であり、よってr税jは住民から政府へ

の出資であるとするr持分説」．を採用していることや、r資源配分」』r所得再配分」
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及びr経済安定化」．というr政府財政活動の三機能」を会計的に処理・表示するた

めに、純資産の変動に特別の意味を見いだし、「純資産及びその内部構成の変動を管

理する」51ことぞ、この目的を果たそうとする。こうした試みは、大変意欲的では

あるが、民間企業の会計基準の考え方とも著しく異なることや、国際的公会計基準

の策定の動向からも遠いことなど52、理解可能性、有効性の観点で問題であると考

える。

　先進的・意欲的な地方公共団体が自ら主体的に「基準モデル」を採用し、実験的

な公会計制度改革を行うことは評価できる。そうした取り組みは、公会計の発展の

ためには不可欠である。しかし、この実験的な・r基準モデル」が、r改訂モデル」と

の選択の余地はあるにしても、地方公共団体が参考とするべ一きr公会計モデル」と

して提示され、今後、財務書類の整備を進めることを要請されているごとには疑問

を感じざるを得ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　このような立場からは、まず、r公会計基準」の策定を早く進めるべきであること

を主張したい。

　現時点では、r公会計基準」がどのような姿になるかは不明であるが、現在、多く

の地方公共団体が資産・負債等の財務情報データ・べ一スの構築を進めているため、

財務情報の蓄積は、今後数年内1こ大きく進展することが想定ざれる。その間に、あ

るべき公会計基準の議論を深めて、できる限り早い段階でr公会計基準」を策定す

るべきである。

　r公会計基準」の策定においては、国際公会計基準や先進諸国の公会計基準の動

向にも十分な配慮が必要である。企業会計の分野では、『経済や企業活動のグローバ

ル化の進展に合わせ、国際会計基準へのコンバージェンスが推進されているところ

である53。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
’
地
方 公共団体の経済活動領域は、特殊な事例を除けば国内のしかもその地方公共

団体の●区域な一いしその周辺に限定されるのが通常である。したがって、地方公共団

体の会計制度は、国内に限定された問題であるとの考え方も成り立っ。

　しかし、NPMが我が国の公的部門の改革に及ぼbした大きな影響を考えれば、NPM

の会計的側面であるr公会計の企業会計への接近」や、現在策定が進められている

国際公会計基準の動向には無縁ではいられない。

　また、総務省は、投資家層の拡大による地方債の安定消化等を目的として、地方
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債の海外PRにカを入れている54。現在、地方債1’ま大部分が国内市場で消化されて

いるが55、海外の投資家を開拓し、地方債の安定消化に貢献することが期待されて

いる。地方債も国際的な市場巻視野に入れる時代を迎えっっある。今後は、地方公

共団体といえども、グローバルな比較可能性の観点を考慮することが必要になる。

　また、r公会計基準」の策定においては、現金主義の「官庁会計」が適用されう「普

通会計」の部分だけではなく、関係機関を含めた地方公共団体の全体像を会計的に

把握する観点からは、既に発生主義が採用されているr公営企業会計」やr公益法

．人会計基準」、「地方三公社」の各会計基準や「地方独立行政法人会計基準」等を包

摂する「公会計基準」の策定が求められる56。

　我が国の地方公会計制度は、第1章で検討したように複雑である。特に、地方公

共団体の関係機関に適用される会計基準は、原則として個別に多種多様塗会計基準

が設定されている57。近年では、これらの個別の会計基準においても、r一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準」への接近の動きが見られるが、まだ、個別に独

自．の会計墓準を適用しようとする考え方が優位さある58。

　古市峰子教授によれば、「国際公会計基準（IPSAS）は、その適用対象を、パブ

リッグ・セクターに属する主体のうち、中央政府、地方政府及びそれらの関係機関

（related　govemmental　entities）といった経済的利益の獲得を第一の活動目的とし

ていない主体、すなわち、いわゆるガバメント・タィプの主体と定めている。」59と

し、「1：PSASは、①財務報告の主体をパブリジ，ク・セグターとプライベート・セク

ターに区分し、さらに前者をガバメント・タイプとビジネス・タイプに分けたうえ

で、ガバメント・タイプの主体のみを適用対象としてい為こと、②他方、ガバメン

ト・タイプに属する主体に対しては、一律に同じ会計基準を適用し、中央政府、地

方政府といった区分や、省庁、政府関係法人といった区分を設けていないことに特

徴がある。」60と説明している。

　我が国の地方公共団体の関係機関もIPSASのrガバメント・タイプ」61に属する

ものが多いと考えられるため、IPSASの適用対象に対するとらえ方は、将来のr公

会計基準」の策定において参考になると考えられる。

　次は、やはり「人材の育成」である。

　地方公共団体の現場では、今でもr予算優位」r決算軽視」の風潮が根強くあり、

経営感覚や会計の知識は、どちらかといえば軽視されてきた。この状態は、1962（昭
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和37）年のr地方財務会計制度調査会」答申の時代と基本的には変わっていないの

ではないか。

　地方公’共団体では、これまで長年にわたり現金主義・単式簿記による官庁会計が採

用されてきたため、発生主義・複式簿記の知識を有する職員が少ないのが実態である。

水道事業や病院事業などの地方公営企業、あるいは地方独立行政法人では、それぞ

れ企業会計に準拠した会計基準によっているところであるが、そのような現場は、

地方公共団体全体から見れば部分的な存在にとどまる。

　こうした現状を顧みれば、会計事務に従事する職員ばかりでなく、直接的には会

計事務に従事しない職員にも、公会計制度改革ゐ意義を理解させ、発生主義・複式簿

記の知識を身にっけさせることが是非とも必要である．

　今目ではコンピューターシステムにより日々の会計処理を自動化できるものの、

システムに依存しすぎるこどは危険である。会計事務に従事する職員には、当然の

ことながら、一定レベルの専門的な知識を取得させる必要がある。また、・住民、議

会及び報道機関等への説明責任を果たすため、あるいは内部監査体制の整備のため

には、専門的な知識を有する職員の存在は不可欠である。　　一．

　近年の行財政改革で職員数は相当数削減されており、かつ、予算面でも厳しい制

約がある中で、人材の育成は丸時間もコストも要するため困難な面はあるが、避け

て通れない大きな課題である。職員に、会計の知識、経営感覚や民間企業のコスト

意識を身につけさせることは、目立たない地味な取り組みではあるが、最も重要な

鍵となる。
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（注）

9

　総務省「新地方公会計制度研究会報告書」2006年5月、5ぺ“ジ。
　総務省自治財政局長r公会計の整備推進について（通知）」2007年10月17目、2ぺ一ジ。
　総務省r新地方公会計制度研究会報告書j2006年5，月、昼ぺ一ジ。
　同上。

　総務省自治財政局長「公会計の整備推進について（通知）」．2007年10月17目。
　清水涼子教授は、改訂モデルは作成マニュアルに止まっており、基準モデルとのアンバラ
　ンスが顕著であるため、改訂モデルも理論的根拠の整備が必要であるごとを主張されてい
　る（r地方公共団体の公会計改革に関する’考察」『税経通信』、2008年2月号、33ぺ一ジ）。

　総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」、2007年10月、152ぺ一ジ。
　総務省rr地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル』及びr地方公共団体財務書類作

　成にかかる総務省方式改訂モデル』に関するQ＆A」2008年10月改訂、40ぺ一ジ。
　同上、20ぺ一ジ。

10総務省「新地方公会計制度研究会報告書」2006年5月、7ぺ一ジ。
11同上。

12同上、41ぺ一ジ。
13同上。

14総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」2007年10月、161ぺ一ジ。
15総務省「新地方公会計モデル1こおける資産評価実務手引」2009年1月、37～38ぺ一ジ参照。

　さらに、この手引きでは、「売却可能資産の選定方法」として、売却可能資産は資産・債務
　改革推進にあたうて重要な検討対象資産であることから、その選定にあたっては、地方公共

　団体の実状等を十分考慮し、選定基準を明確にし、決定しなければならず、売却可能資産の
　選定方法の具体例として、a．公共資産活用検討委員会といった庁内組織において売却予定
　とされている公有財産、b．都市計画区域内の」定面積以上の土地、c・．すべての普通財産

　の土地、d．すべての普通財産および用途廃止が予定されている行政財産の4つを例示して
　いる。

16公会計制度改革の財務書類は、あくまで地方公共団体が自主的に作成するものであるため、
　監査委員監査は義務づけられていない。したがって、r売却可能資産」として地方公共団体
　が特定した判断の正当性を確認する機能はない。

17、2009年11月、株式会社r目本総合研究所」は、国や地方自治体が保有する公的不動産（パ

　ブリック・リアル・エステート＝PRE）の有効活用を進めるPRE戦略について、自治体
　に取り組み状況を尋ねたアンケート結果をまとめた。2009年8～9月に、47都道府県、人
　口30万人以上の71市、東京23特別区の計141団体を対象に調査を実施。自治体や地方三
　公社、第三セクターなどが保有する不動産について尋ね、7割の99団体から回答を得た。
　調査結果によると、有効活用を進める上でカギとなる時価評価による固定資産台帳の整備は
　4割の団体が未着手だった。施設活用度の評価などに取り組む団体も少ないことが明らかと
　なった。各団体が保有する土地や建物などの総量（面積）が行政需要に照らして適正規模か
　どうかについては、r分からない」と答えた団体が46％で最多。r適正」（29％〉がr行政需

　要より過剰」（22％）をやや上回った。ただ、10年以内に合併を経験した28市では、r過
　剰」と、した団体が「分からない」と答えた団体と並んで10市あり、最も多かった。

　（2009年10月27目付けr官庁速報」、時事通信社）
18目本公認会計士協会はくr売却可能資産を地方公共団体が区分把握することは、資産・債務
　改革の具体的施策を策定する上で重要であると考えちれるび、それを貸借対照表上で区分表

　示すべきかどうかは、別の問題である。」また、「将来の「統一的な地方公会計基準」整備の

　際には、売却可能資産を貸借対照表上で区分表示するのではなく、参考情報として注記する
　か、非財務情報を含む事業報告書のような形で開示する方が、一般目的財務諸表の観点から
　は望ましいのではないかと考えられる。」として、売却可能資産の区分計上を批判している。

　（目本公認会計士協会・公会計監査特別委員会研究報告第1号r地方公共団体の会計に関
　する提言」・2098（平球20）年10月7目、22ぺ一ジ9）’　　　　　　　●

19総務省r新地方公会計制壌実務研究会報告書の概要」2007年10月、2ぺ一ジ。
⑳伺上。．

21．総務省r新地方公会計制度研究会報告書」2006年5月、10ぺ一ジ。
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22同上。

23同上。

24同上、11ぺ一ジ。

25同上、11～12ぺ一ジ。

26総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」2007年10月、14ぺ一ジ。
27同上。

28同上、15ぺ一ジ。

29同上、40ぺ一ジ。

30総務省r新地方公会計制度実務研究会報告書」2007年10月、20ぺ一ジ。
31総務省r新地方公会計制度実務研究会報告書」2007年10月、補論1。
32清水涼子「地方公共団体の公会計改革に関する考察」『税経通信』、2008年2月号、28ぺ
　一ジ。

33同上書、32ぺ一ジ。
34山本清編著『「政府会計」改革のビジョンと戦略』中央経済社、2005年、序章1，ぺ一ジ。

35財務省・財政制度審議会・財政制度分科会法制・公会計部会、2000年6月30目付け報告
　書。

36同上報告書、11ぺ一ジ。
37東京都では、「東京都会計基準」で「財務諸表」と規定しているが、本論文では、総務省の
　いう「財務書類」で統一する。
　なお、本節の東京都モデルの説明は、東京都新公会計制度研究会『新地方公会計の実務』都

　政新報社、2008年、及び東京都ホームページr東京都の新たな公会計制度1を参照した。

　http：〃www．kaikeik撒ri．：metro．tokyojp／kaikaku、htm。

38中地宏監修、（株）ナカチ公会計研究所編著『自治体会計の新しい経営報告書』ぎょうせい、

　2006年、40ぺ一ジ。
39同上書、42ぺ一ジ。
40公営企業会計や第三セクター等は、別途発生主義の会計基準が個別に定められているため、
　この、点はr東京都モデル」だけの短所ではない．r基準モデル」やr改訂モデル」も同様で
　ある。公会計制度全体の課題といえる。

41大阪府は2009年12月25目r大阪府の新公会計制度～真の地域主権の確立に向げた取組
　～」（中間報告）を公表したが、r新公会計制度を導入するに当たっては、他の地方自治体に

　先駆けて平成18年度から同制度を導入した東京都の協力を得ながら、その仕組みを参考に
　するとともに、新公会計制度アドバイザーの意見を聴きながら、さらに検討を重ね、より一

　層のアカウンタビリティとマネジメントを達成することが可能な仕組みの構築を目指して
　いる。」としている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

42東京都ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　・
　　http：／／www．：kai：keika皿i．metro．tokyojp／shinkoukai：kei．sougoha：kerしpdf。

43詳しくは、大阪府ホームページを参照のこと
　五ttpl〃www．pre£（）sak欲．JP／za重sei／曲illko1鰍iseido／shinkok＆i－torikuη∬．ht1烈。

44総務書は、公式にはr基準モデル」あるいはr改訂モデル」による財務書類の整備を進め
　るとしているが、財務書類の整備は、会計制度として法的な位置付けが明確ではな＜、あく

　まで、地方公共団体が自主的に行うものである。よって、「基準モデルj及び「改訂モデル」
　は、地方公共団体が自主的に財務書類を作成するにあたり、参考となるrモデル」であると

　の位置付けである。
45総務省ホームページ、圭1鋤：／／www．soumu．g晦p／iken／kok＆ikei／090820ユ．盗tm圭。

46総務省「地方公共団体の平成19年度版財務書類の作成状況等」2009年6月4目、
　1ぺ一ジ。

47愛知県2008（平成20）年2月定例県議会、一般質問、総務部長答弁、2008年3月3目。
48総務省では、「新地方公会計制度研究会報告書」を次のように位置付けている。

　　r地方公共団体の会計に発生主義等の企業会計手法を導入するに当たっては、インフラ資
　産の認識・測定や税収に対する考え方等、公的部門特有の概念について様々な見解が存在す

　ることから、国の会計制度との整合性や国際公会計基準の動向も踏まえつつ、多くの識見者

　による慎重な議論の醸成や実務面での評価検証の積み重ねが必要となる。一方で、資産・債
　務管理や財務情報のわかりやすい開示等、地方の当面する課題に対応していくためには、一
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　定の整理を基に企業会計的手法を活用した財務書類のモデルを提案し、整備内容や整備時期
　に柔軟性を持たせつつ自主的な取組を要請すると’ともに、その取組成果をフィードバックし

　て改善を加えていく手法が有効と考えられる。」（総務省「新地方公会計制度研究会報告書」

　2006年5月、7ぺ一ジ）。
49図表3・4を参照。
・・自治省財政局r地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書（概要）j2000

　年3月29目g
51総務省r新地方公会計制度実務研究会報告書」2007年10月、補論1。
52国際公会計基準（IPSAS）は、税収を収益として捉えるr収益説」の立場をとっている。
　なお、古市峰子教授はrIPSASは、①企業会計基準である国際会計基準（IAS）をベースと
　したうえで、政府特有の問題から異なる取扱いが妥当と思われる点については、別途基準を
　設けるといったアプローチをとっていること、②既にパブリック・セクターに係る財務報告

　の強化等を進めてきている公会計先進国（二昇一ジーランド、米国、イギリス、オーストラ
　リア等）の公会計基準やその論拠等を比較検討したうえで結論を導き出している。」ことを

　明らかにしている。

　（r国際会計士連盟による国際公会計基準（IPSAS）の策定プロジェクトについて」『金融研

　究』目本銀行金融研究所、2003年。を参照）
53目本公認会計士協会は、rIFRSとのゴン・バージェンスの要請により、民間企業の会計基準

　の改正が頻繁に行われる状況においては、現状の公会計基準設定体制では、民間基準の変更
　をどのように公会計基準に取り入れるか（あるいは取り入れないか）に関して、十分な検討

　を行うことが現実的にも困難になってきている。」と現状分析している。

　（目本公認会計士協会・公会計監査特別委員会研究報告第1号「地方傘共団体の会計に関
　　する提言」2008年10月7日17ぺ一ジ。）

54総務省は2008年10月、初の地方債海外PRをロンドン、ベルリン、フランクフルト、パ
　リ、ダブリンで実施した。2009年10月には、1ソウル、シン’ガポール、．香港、北京で実施
　した。なお、　（財）地方債協会は、総務省に先駆け2007年から海外PRを行っている。

55地方財政の借入金残高は、平成20年度末で197兆円、対GDP比で37．4％と見込まれて
　いる。
　地方債の引受資金は、国内資金と国外資金に大別され、国内資金は①政府資金、②公庫資金、

　③民間等資金、⑤特定資金（国の一般会計及び政府関係機関等の貸付金）に分けられる。民間

　等資金は、さらに市場公募資金と銀行等引受資金に分けられる。21年度地方債計画によれ
　ば、地方債発行額全体のうち、民間等資金は約60％、うち市場公募資金は約44％を占めて
　いる。

56同様の趣旨の提言は、第166回国会の「衆議院総務委員会平成19年5月24目附帯決議」、
　同r参議院総務委員会平成19年6月14目附帯決議」及び目本公認会計士協会のr地方公
　共団体の会計に関する提言」においても勧告・提言されている。

　①166回国会衆議院総務委員会、平成19年5月24目附帯決議
　　政府は、「地方自治体において、企業会計を参考とした貸借対照表その他の財務書類の整
　　備の促進を図る措置を講ずること。この場合の財務書類は、地方独立行政法人、地方三公

　　社、一定の出資法人等を含めた資産及び負債の状況等を総合的に把握することができるよ
　　うなものとすること。」

　②166回国会参議院総務委員会、平成19年6月14日附帯決議
　　政府は、「地方公共団体において、貸借対照表その他財務書類の整備を促進する措置を講

　　ずることにより、地方独立行政法人、地方三公社、．一定の出資法人等を含めた資産及び負
　　債の状況等を総合的に把握できるようにするとともに、統一的な地方公会計基準について
　　早急に具体的な検討を進めること。」

　③目本公認会計士協会・・公会計監査特別委員会研究報告第1号「地方公共団体の会計に関
　　する提言」（2008年10月7目）、・

　　r本研究報告は、地方独立行政法人や地方三公社なども含めた将来の『統一的な地方公会
　　計基準』整備の際に検討対象となると考えられ、る論点について、更なる検討を行うべき課

　　題を取りまとめたものである。」

57第1章の図表1－2を参照。
58目本公認会計士協会は、r現在、国、地方公共団体の財務書類の作成方法及び独立行政法人、
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　国立大学法人、地方独立行政法人、地方公営企業に適用される会計基準が、それぞれ異なる
　組織によって作成されている。これらの基準等は、相互に整合性を保っように配慮して作成
　されているものの、相違点も多く見られる。」とし、r公会計基準が、その適用対象ごとに異
　なることが、財務諸表利用者の理解を困難にし、作成された財務諸表の利用の妨げになって
　いる面がある。また、会計基準が多数存在することは、財務諸表作成者や監査人といった公
　会計専門家の育成においでも障害となっている。」と現状分析している。

　（日本公認会計士協会・公会計監査特別委員会研究報告第1号r地方公共団体の会計に関
　　する提言」2008年10月7目、7ぺ一ジ。）
59古市峰子r国際会計士連盟による国際公会計基準（IPAS）の策定プロジェクトについて」
　『金融研究』目本銀行金融研究所、2003年、83～84ぺ一ジ。
60同上、85ぺ一ジ。
611PSASでは、rガバメント・タィプ」の属する主体に対して適用範囲とする一方、パブリッ

　ク・セクターに属する主体であっても、ビジネス・タイプの主体（GBEs：Govemment
　Business　Enterprises）にっいては、企業会計基準であるIASやその他の適切な国内企業
　会計基準の適用が妥当としている（同P3L20、「指針1」15paL9）。
　ここでGBEsとは、rパブリック・セクターに属するが、商業的に運営されるもの、すなわ
　ち、利潤獲得や利用者からの手数料収入によって運営コストの相当蔀分を賄うことが要求さ
　れるものをいう」と定義されており（r指針1！p既与）、以下の特徴をすべて有する主体を

　いう（IPSAS1・16paL6）・①自己の名で契約を締結する能力を有すること・②事業遂行
　のための財務上および運営上の権限が付与されていること。③利益の獲得あるいは事業に

　要するコストのすべてを回収するかたちで、他の主体に対して財やサービスを売却すること
　を通常の事業としていること。④事業を行ううえで、政府からの継続的な資金援助を期待
　していないこと。⑤パブリック・セクターに属するほかの主体によって支配（contro1）さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　れていること。

　（古市峰子「国除会計士連盟による国際公会計基準（IPAS）の策定プロジェクトについて」
　『金融研究』日本銀行金融研究所、2003年、83～84ぺ一ジ。）

）
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第皿部　地方公会計制度の改革の論点

第4章　資産会計

1　はじめに

　地方公共団体は、住民の福祉の向上を目的として様々な資産を所有し、・行政活動

、を行っているる地方公共団体の所有する資産は、行政サービスの多様性を反映して

極めて多種多様に及んでいる。地方公共団体は、資産を利用することによって、あ

るいは資産を住民の利用に供することによって公共の福祉の増大を図るために資産

を取得・保有するものであり、民間企業のように、資産を利用することで交換収益を

得ることを目的どしていないという特殊性を有している。

　また、地方公共団体の資産には、極めて大規模で半永久的に使用する道路、橋梁、

上下水道等社会基盤整備のために構築されたインフラストラクチャー資産（以下rイ

ンフラ資産」という。）や、歴史的建造物や美術館等の収集品に代表される文化資産

　（歴史的資産ともいう。以下r文化資産」に統一する。）、あるいは、森林、鉱物等埋，

蔵物等の原始取得された天然資源など、民間企業では一般的に所有されない固有の

ものが多数存在する1。

　現在、こうした地方公共団体の資産は、．地方自治法、地方公営企業法、あるいは

道路法などの個別の法律に基づい準財産管理が㌘われているところであるが・それ

らは個別に独立した体系によって管理されており、企業会計のように統一された基

，準に基づいて一覧できる仕組みになっていない。また、現行の官庁会計は単式簿記

による現金主義会計を採用し、歳入歳出という現金の収支を記録，・測定することを

主としているため、資産・負債のストックの概念に乏しく、フローに関して有機的な

関連をもった貸借対照表は作成されない。したがって、資産と負債をいくら有して

いるのか、あるいは、現在提供しているサービスを今後も継続的に提供していくこ

とができるのかどうかという判断に有用な財政状況は明らかにされない2。この点は

官庁会計の欠陥のひとっとして、かねてから指摘されてきたところである3。

　現在、地方公共団体の会計に発生主義に基づく企業会計の手法を導入しようとす

る地方会計制度改革が進められているが、その中で、地方自治法に定められている
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現行の財産管理に加え、発生主義に基づく企業会計と同様な資産の把握方法が導入

されようとしている。

　本章では、まず現行の制度における財産の概念や発生主義の観点がら見た現行制

度の問胆点について、次に、公会計部門に固有の資産であるインフラ資産等の取り

扱いについて説明する。さらに、地方公会計制度改革において、新地方公会計制度

研究会報告書に基づく　r基準モデル」及びr改訂モデル」並びにr東京都モデル」

の3っが提示され、今後地方公共団体が整備を進める上で準拠するべき会計モデル

として提案されていることから、それぞれのモデルにおける資産の会計処理方法に

ついて比較検討を行う。

　現在、公会計におけるグローバルスタヒダードとして国際公会計基準の策定が進

められているところであるが、わが国においても、将来の公会計基準の策定にあた

っては、国際公会計基準の動向は無視できないと考えられるため、、国際公会計基準

における資産の考え方をベンチマークとして適宜触れていくこととする。

2　地方自治法上のr財産」と発生主義のr資産」との概念の違い

（1）問題の所在

　地方公共団体の現行の会計制度は、法令に基づき徴収した税金を住民の代表であ

る議会の議決を得て成立した予算に基づいて配分し、その執行結果を決算として取

りまとめ講会へ報告する一連の過程を記録・管理することを目的としている・そのた

めの手段として、また、議会による財政活動の民主的統制の目的を達成するために

は、現金の収支を厳密に記録・管理する単式簿記・現金主義による官庁余計が有効に

機能してきた。，

　一方、地方公共団体は多種多様なストックを保有し、それを住民の利用に供する

ことも行政活動の重要な部分である。しかし、官庁会計では、現金の収支のみが把

握され、現金以外の資産や負債のストック情報が蓄積されず、こうしたストック情

報は、現金の収支とは無関係に各々が別々の基準で管理される結果、発生主義の企

業会計とは異なり、現金の収支というフロー情報と有機的な繋がりをもった形でス

トック情報を一覧できる仕組みになっていない。

　本節では、地方自治法に定める現行制度のr財産」の概念を概観し、発生主義の観
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点から、その問題点をいくつか指摘したい。

（2）地方自治法上の「財産」の概念

　地方自治法第237・条において、「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基

金をいうと規定されており、現金はr財産」の概念には含まれていない。ここもr公

有財産」．とは、同法238条第1項で次のように規定している。

　①不動産’

　②船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

　③上記に掲げる不動産及び動産の従物

　④地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

　⑤特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

　⑥株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべ

　　き権利を含み、短期社債等を除ぐ。）、地方債及び国債その他これらに準ずる権

　　利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
　⑦出資による権利

　⑧財産の信託の受益権

　これらの公有財産は、行政財産と普通財産に区分される～行政財産とは、普通地

方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいV・、

普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう5。

　次に、「物品」は、地方公共団体の所有に属する動産で、現金並びに公有財産及び

基金に属するもの以外のものをいう6。

　　r債権」は、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利であり7、r基金」

は、条例の定めるところにより、特定目的のために財産を維持し』資金を積み立て、

又は定額の資金を運用するために設ける財産である8。

こうした地方公共団体の財産については・地方自治聯233条及び同施行令第

166条の規定に基づき「歳入歳出決算書」等と併せて「財産に関する調書」が作成さ

れ、議会の認定を経た上で公表されている。「財産に関する調書」は、地方公共団体

が所有・管理する財産が「公有財産」、「物品」、「債権」及び「基金」の別に開示されて

いる。
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（3）地方自治法上の「財産」と発生主義の「資産」とゐ違い

　発生主義におけるr資産」とは、r企業が仕入、生産等の経済活動を遂行するに当た

って必要とする金銭、財貨、権利などの総称であり、用役潜在性（service

pot6ntiality）を有し、将来に発現すると期待される経済的利益を貨幣額で合理的に

測定できるものを意味し、大きく、流動資産ぐ固定資産、繰延資産に分けることが

できる。」9が、一方、地方公共団体のr財産」とは、地方自治法第237条において

　r公有財産」、r物品」及びr債権」並びにr基金」をいうと規定されている。

　地方自治法上のr財産」と発生主義のr資産」とは概念が異なるため単純な比較は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
困難であるが、地方自治法上のr財産」は、・区分や名称は異なるもののすべて発生主

義の資産に包含されるの値対し、発生主義では「資産jと認識されるが、堆方自治法

上のr財産」には含まれないものが存在している（図表4－1）る

図表4－1地方自治法上のr財産」と発生主義のr資産」の関係

発生主義のr資産」

＼

　　　　　　　　〉

公有財産

　　　　　　　　　物品　　　債権

現
基

金

．地方自治法上の「財産」

金

未収金．

繰延資産

建設仮御定

リース資産

貸倒引当金等，

（筆者作成）
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（4）発生主義の観点から見たr財産」の問題点

ア　価額が把握されていない財産がある

　　r財産に関する調書」「において価格情報が開示されているのは、公有財産のう

　ちr有価証券」及び「出資による権利」並びに「債権」及び「基金」に限られ、公

　有財産のうち土地、建物、山林、動産等は、面積、個数、件数などの物量表示が

　されるにとどまっている10。

イ　価額の評価基準が統一されていない

　　地方公共団体は「公有財産台帳」を整備しているが、台帳そのものは団体の自

　主的な整備に委ねられているため、土地、建物、工作物等の固定資産について価
　　　　　　ぐ
　額の記載を行っている場合であっても、こうした財産の価領評価方法等について

　統一の基準はなく、各団体の判断に委ねられているのが実情である11。例えば、

　土地、建物、工作物等の固定資産を有償取得した場合、当該資産の取得に直接か

　かる対価のほか、設計費、測量費、引取費用等の取得に付随する費用等も一定の

範囲で含めて取得価格を算定するべきであるが12、現在は、こうした統一の基準

　はないため、団体ごとのバラバラの取り扱いとなっており、当該資産の直接の取

　得価格にあたる工事請負費や公有財産購入費を取得価格として把握している場合

　が一般的であろうと思われる。

ウ　インフラ資産の多くが「財産」から除外されている

　　地方公共団体の所有・管理する財産のうち、道路、橋梁、河川、港湾など社会

　基盤整備のために構築されたインフラ資産の多くは、法的には公共物として道路

　法、河川法、港湾法等の個別法（これらを総称して「公物管理法」という）に基

　づきそれぞれ個別に台帳を作成して管理している。道路台帳、河川台帳、港湾台

　帳などがこれにあたる。こうした財産は、個別の公物管理法が地方自治法に優先

　して適用されるため、一般的に公有財産としての管理の範疇から除外されている

　（図表4－2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　っまり、地方公共団体のス「トックのうち極めて大きなウェイトを持つインフラ

　資産の多くが公有財産としての管理の範疇から除外されているため、「公有財産台
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帳」やr財産に関する調書」1とはその情報が記載されておらず、こーうした台帳や

調書は、地方公共団体の所有・管理する財産の一部の情報を把握・開示しているに

過ぎない。

　道路、橋梁、河川、港湾等のインフラ資産については、個別の公物管理法に基

づいた台帳整備が行われているが、これらの台帳においても、価額情報の記載は

要求されておらず、また実際に価額情報は把握されていないことが一般的である。

図表4－2地方公共団体が所管する公有財産の範囲（例）

公有財産

行政財産

特別財産

・葬務所庁舎

・承防倉庫等

・公営往宅』

・道路・河川・港湾・漁港・海岸

・公盈・7く）丞遺・念復斜増

普通財産

・廃〃廃適籔増

㌧元公営往宅』

・ぞの勉

（注）1斜体文宇の財産は、公有財産台帳により管理

　2二重下線文宇の財産は、公有財産台帳以外（個別法に基づく台帳）で管理

　　　　　　　（出所：愛知県建設部包括外部監査資料2008年5月を筆者力1一部修

エ　フロー情報とr財産」の情報が結びっいていない

　　単式簿記・現金主義会計の欠陥として、予算・決算のフロー情報と資産・負債のス

　トック情報が誘導的、有機的に結びっいていないことが挙げられる。地方公共団体

　の所有・管理する財産の情報は、予算・決算という現金の収支から誘導的、有機的に

　作成されるものではなく、個別の財産台帳等に記載された数値を有高として開示し

　ているだけである。
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オ　財産としての認識が所有権と結びついている

　　り一ス資産やP　F　I事業にかかる資産については、法的には地方公共団体が所

　有権を有していないため、公有財産としては把握されない。また、債務負担行為

　により複数年度にわたる工事により建設される資産については、工事完成後に引

　渡しが完了しなければ所有権が移転しないため、それまでの問は公有財産とはみ

　なされない。

（5）まとめ

　　このように、現行の会計制度における「財産」の概念は、発生主義の企業会計

　の考え方によるr資産」の概念とは随分隔たりがあり、現行制度での処理方法も

　財産の種類やその根拠法令によって異なっているため、地方公共団体の所有する

　資産の全体を統一の基準に基づき、網羅的に把握することができない状況となっ

　ている。

　　住民への説明責任を果たすために、あるいは、効率的な行政サービスの実現の

　ためのマネジメントを強化するためには、財攻状況を把握し適時に明らかにする

　ことが必要である．しかし、財政状況は、現行の現金主義会計による予算・決算

　情報や一部の財産の有高を示すに過ぎない「財産に関する調書」レベルの情報に

　よっては決して明らかにすることはできない。現金主義会計から発生主義会計へ

　移行し、正確な会計記録から有機的・誘導的に作成された財務書類によって、財

　政状況を把握することが求やられているが、そのためには、資産と債務の正確な

　把握がまず必要である。特に、資産に関しては、現行制度における財産概念と発

　生主義による資産概念とのギャップを解消し、固定資産台帳等の整備による資産

　の正確な把握と適切な評価が最優先の課題となる。

3　公会計部門に固有の資産

（1）資産の概念

　　地方公共団体等の公的部門は、私企業と異なり利益の獲得を目的とせず、公共

　の福祉の増大を目的とするため、所有す，る資産の中には私企業では通常所有され

　ない固有のものが存在する。道路、橋梁、．上下水道等社会基盤整備のために構築
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されたrインフラ資産」、歴史的建造物や美術館等の収集品に代表されるr文化資

産」、、森林・’鉱物等埋蔵物等のr琳資測である・％

　これらの資産は、他の有形固定資産に比較し、相当長期間または永久に所有さ

れるという特徴があり、有形固定資産全体に占める割合も大きい。また、これら

の資産は公的部門に固有の資産であり、その会計上の取扱いは、公会計理論上の

大きな課題となっている14。

　私会計における資産の概念は、国際会計基準によれば、r過去の事象の結果とし

て当該企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流入することが期待

される資源である」と定義されている。ここでポイントはr経済的便益」である。・

つまり、私会計においては、将来、経済的便益が企業にもたらされることが期待

されていなければ資産の定義には該当しない。

　一方、公的部門の目的は公共の福祉の増大であり、将来の経済的便益が必ずし

も期待されないインフラ資産、文化資産及び天然資源等の公的部門に固有の資産

を数多く所有している。このため、公会計における資産は、・私会計における資産

より広い範囲で把握する必要があり、国際公会計基準においては、r資産」とは、・

r過去の事象の結果として主体が支配し、かつ、将来の経済的便益またはサービ

ス提供能力が、主体に流入することが期待される資源である。」15と定義されてい

る。この「資産」の定義は、基本的な考え方において国際会計基準と同じである

が、国際公会計基準では、公的部門の主要な活動目的が公的サービスの提供にあ

ることを踏まえて、資産の定義にr経済的便益」に加えてrサービス提供能力」が

追加されている16。

（2）インフラ資産

　　国際公会計基準は、インフラ資産1こっいて普遍的に受け入れられた定義はない

　が、インフラ資産は一般的に、①システムまたはネットワークの一部分である　②

　性質が特殊のものであり、代替的な利用方法がない　③移動させることができな

　い　④処分に関して制約を受ける、という4つの特徴の，一部又は全部を有してい

　るとしている17。

　　インフラ資産は、通常、極めて超期問にわたり行政サービスが提供され、定期

　的かつ随時に補修プログラムが実施されるため、耐用年数の決定が困難である。
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また、ネットワークどして構成されており、例えば1、道路ネットワークの｝部が

拡張、休止、廃止されたとしても、全体としての道路ネットワークは機能してお

り、引き続きサ｝ビス提供を行うことができる。ネットワークを構成する個々の

資産は、それぞれ単独では機能しているわけでは訟く、ネットワーク全体を単一

の資産と捉えた考え方が｝般的である。

　インフラ資産は、国・地方公共団体が社会資本整備のために資金を投入して整

備・所有する資産であり、また、その減価償却費の計上は、行政サービスのコス

トを算定する際にも不可欠である。，しかし、市場で取引されることのないインフ

ラ資産をどのように評価するべきか、また、また、極めて長期にわたり使用する

ことになるインフラ資産の減価償却をどう考えるべきなのかについては、公会計

理論においても実務においても大きな課題となっている。

　国際公会計基準においては、インフラ資産は、有形固定資産の定義18に該当し、

他の有形固定資産に準拠して会計処理される19。すなわち、資産の認識基準を満

たす有形固定資産については、当初はその取得原価で20、また、資産が無償また

は名目的な取得価額で取得された場合には、その取得原価は取得目現在の公正価

値となる21。資産の当初認識後・主体は・「原価モデル」あるいは「再評価モデル」

のいずれかを選択し、その方法をすべての有形固定資産に適用する必要がある22。

　原価モデルとは、資産の認識後、取得原価から減価償却累計額及び減価損失累

計額を控除した価額で計上する方法であり23、再評価モデルとは、公正価値が信

頼性をもって測定できる資産の場合、その認識後、再評価実施目における公正価

値から、減価償却累計額及び減価損失累計額を控除した再評価額で計上する方法

である。再評価は、帳簿価額が報告目犀おける公正価値をもって決定したであろ

う金額と大きく異ならないように、＋分な定期性をもって行うことが求められる

24。

鯉の認識後、償去阿能額は耐用年数1こわたり、規則的な方法で減価償却する

ことが要求され、減価償却費1ま、他の資産の帳簿価額に含められる場合を除いて、

余剰又は欠損として認識する25。減価償却方法は、資産の将来の経済的便益また

はサービス提供能力が主体によって消費されると予測されるパターンを反映する

ものでなければならない26．また、適用する減価償却方法は、将来の経済的便益又

はサービス提供能力の予測消費パターンに大きな変更があρた場合には、変更さ
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れたパターンを友映するように変吏しなければならないが、変更がない限り、毎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レノ期継続して適用される27。また、牢体は、有形固定資産項目が減損しているかど

うかを判定するために、IPSAS第21号r非資金生成資産の減損」を適用する28。

　わが国の地方公共団体においては丸道路を始めとする多くのインフラ資産につ

いては、公有財産管理の体系とは別に、それぞれ個別の基準に基づき記録・管理

してきたため、統一的な基準による整備がなされていない1価額情報については、

ほとんど把握されていないのが実情である。したがって、今日の公会計制度改革

において、固定資産台帳の整備が緊急の課題として要請され、特に1’インフラ資

産の評価方法については、大きな問題となっている。

（3）文化資産

　　文化資産とは、資産のうち、文化的、環境的、歴史的重要性が認められたもの

　であり、例として、歴史的建造物、モニュメント、考古学的遺跡、自然保護区、

　芸術作品、歴史的文書等があげられる。

　　その特質としては、①資産の文化的、環境的、教育的及び歴史的な観点からみ

　た価値が純粋な市場価格に基づく財産的価値に反映されるとは考えられない。②

　法令・規則により売却による処分が禁止若しくは厳しく制限されている。③文化資

　産は、多くの場合かけがえのないものであり、また、その価値は物理的に資産の

　状態が悪化したとしても時の経過とともに増加する場合がある。④ある場合には

　数百年に達するなど、その耐用年数を見積もることが困難である場合があること

　が指摘されている29。

　　国際公会計基準においては、資産の定義を満たす場合においても資産として認

　識することを要求していない30。その理由は、文化資産は通常、キャツンユフロ

　ーの生成能力を持っておらず、そのような目的に文化資産を利用するには法的ま

　たは社会的な障害が存在するためであり、文化的価値以外のサービス提供能力を

　有している場合であづても、例えば、記念碑や遺跡のように、そのサービス提供

　能力が遺産としての特徴に限定されるためであるとしている31。

　　ただし、報告主体が任意に文化資産を資産認識することは禁止されていない．

　この場合、以下の事項の開示を要求される。①使用された測定基礎、②使用され

　た減価償却方法（該当する場合）、③減価償却累計額控除前帳簿価格、④期末の減
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価償却累計額（該当する場合）、及び⑤適切に内訳を示した娚首及び期末の帳簿価

額の調整表32。

　わが国の地方公共団体においても、美術品、骨董品、古民具等の物品や、歴史

的建造物等の不動産な「ど文化的・歴史的価値を有するために保存・展示等に供し

ている資産を所有している。これらの文化資産は、現行制度上は公有財産として

管埋されており、また、基準モデル及び総務省方式改訂モデルにおいても、取得

価額が判明するものは取得価額で、判明しないものは公正価値により評価を行い

、貸借対照表に計上することになっている33。美術品、骨董品等は、非償却資産と

して減価償却は行わない34。

（4）天然資源

　　国際公会計基準は、①農業活動に関連する生物資産、②鉱業権並びに鉱物、石

　油、天然ガス及びこれらに類似する再生不可能な天然資源につい，ては、適用され

　ない35。、

　　一方、地方公共団体においては、現行制度上、鉱業権や立木竹が公有財産とし

　て管理されているが、基準モデル及び総務省方式改訂モデルにおいては、鉱業権

　は無形固定資産として計上するものの、立木竹は、原則として水源酒養林等保険

　の対象としているもののみを資産として計上し、その他の立木竹は、合理的な資

　産価値算定方法が，ない場合には認識しないこととしている36δ

4　r基準モデル」、r改訂モデル』及びr東京都モデル」における

　　資産会計の比較分析一

（1）資産の定義の比較

　　r基準モデル」では、r資産とは、過去の事象の結果として、特定の会計主体が

　支配するものであって、①将来の経済的便益が当該会計主体に流入すると期待さ

　れる資源、または②当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的な

　サービス提供能力を伴うものをいう。」37と定義し、rこのうち①将来の経済的便

　益とは、市場での売却等による実現可能価額、または将来の経済的便益の割引現

　在価値として、測定が可能な資源を意味する。他方、②潜在的なサービス提供能
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カどは、そφ貨幣的評価は不可能でおるが、公共目的への貢献それ自体に存在意

義が認められることから、再調達原価等による計算擬制（見積り）をもって、公

会計上の測定値とすべきものをいう。」38としている。・

　このr基準モデル」の資産の定義は、国際公会計基準のr資産とは、過去の事

象の結果として主体が支配し、かつ、将来の経済的便益又はサービス提供能力が、

主体14流入することが期待される資源である。」39との定義に準拠したものと考え

られる。

　r改訂モデル」は、財務書類作成事務の負担を考慮して、公有財産の状況や発

生主義による取引情報を、当面の間、公有財産台帳や個々の複式記帳によらず既

存の決算統計情報等を活桐して作成することを認めているモデルであるが、その

目指す方向性は「基準モデル」と同様であるため40、資産の定義については、具

体的な記載はないが基準モデルと同一である。

　また、r東京都モデル」では、特段、資産についての定義はなく、東京都会計基

準において「貸借対照表には、東京都が所有する財産（換金価値のある実物財産及

び法的権利）及び東京都が負担する法律上の債務だけでなく、発生主義会計に基づ

くr資産」及びr負債」を計上する。」41としている。r東京都モデル」は、行政の

特質を考慮した公会計基準であると説明しているのであるから、公的部門の所有

する資産とは何かを定義として明確にしておくべきと考える。清水教授は、東京

都会計基準は基準というよりマニュアル的なものであり、・この理論的裏付けも今

後の課題であると指摘している42。

　東京都は、このモーデルにっいて、民間の企業会計基準に準拠しつつも、従来の

官庁会計の処理との整合性に配慮し、かつ行政の特質を考慮した発生主義・複式簿

記による会計基準であると説明している43。また、その普及、・促進のために全国

の地方公共団体向けに説明会を開催したり、導入を検討する団体には積極的に支

援する活動を行っている44。

　そのような一地方公共団体の枠にとらわれない姿勢や努力は高く評価されるが、

さらにr東京都モデル」の進化発展を目指すため、その公会計理論の構築につい

て期待したい。
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（2）資産の分類・表示

　　発生主義会計では、資産め定義及びその認識基準を満たす全ての資産を認識す
　　　　　　／
　る必要がある。

　　まず、最初に国際公会計基準の財政状態計算書の表示例をみると、公的部門の

　資産は、r流動資産」とr非流動資産」に大きく2つに分類する「流動性による分

　類」45を行う．流動資産は、r現金及び現金同等物」、r受取勘定」、r棚卸資産」、r前

　払金」及びr投資」に区分される。一方、非流動資産は、r受取勘定」、r投資」、

　　rその他の金融資産」、rインフラ資産及び有形固定資産」、r土地及び建物」、r無

　形固定資産」及びrその他の非金融資産」に区分して表示される46。

　　次に、「基準モデル」では、貸借対照表の表示例に従えば、公的部門の資産は、

　　r金融資産」とr非金融資産」に大きく分類される。これは、資産をその形態に

　着目した分類であるが47、この分類方法は、国民経済計算体系（SNA）などとの

　整合性を図ることを目的としたものであるとされている48。金融資産は、さらに、

　現金及び現金同等物から構成されるr資金」とr金融資産（資金を除く）」に分類

　される6また、非金融資産は、「事業用資産」、「インフラ資産」及び「繰延資産」

　に分類して表示する。

　　　「改訂モデル」では》資産を「公共用資産」、「投資等」及び「流動資産」に3

　分し、さらに、公共用資産は、r有形固定資産」とr売却可能資産」に区分され、投

　資等はr投資及び出資金」、r貸付金」、r基金等」、r長期延滞債権」及びr回収不

　能見込額」に、流動資産は、r現金預金」及びr未収金」に区分され、未収金の内

　訳として「回収不畿見込額」を明示する。

　　こうした分類・表示を行うのは、「改訂モデル」が、未利用財塵の売却や資産の

　有効利用を行って資産債務改革を実施するという政策目的から策定されたモデル

　であり、まず、売却可能資産に関する台帳を整備して売却可能価額による評価を

　行い、その他の資産は、当面は従前どおりの決算統計による事業費の積み上げに

　よる算定を容認し、段階的に台帳整備を実施していけばよいという考えに基づい

　ている。したがって、r売却可能資産」の洗出しと時価によるr売却可能価額」に

　よる評価を特に重視し、その他の資産の会計処理との間に著しい不均衡が生じて

　おり、公会計理論上からは疑問の多い表示方法となっている。，

　　しかし、一方では、「売却可能資産」の洗出しや「長期延滞債権」及び「回収不
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能見込額」の算定・計上をその他の資産の台帳整備や会計処理に優先して行うこ

とによって、資産の売却による債霧の削減や不良債権の回収努力を促すという政

策効果の観点からは有効な会計モデルと考えられる。

　r東京都モデル」では、資産は、流動・薗定分類法を重視してr流動資産」とr固

定資産」に大きく分け、うち流動資産は｛r現金預金」、r収入未済」、r不納欠損引

当金」、r基金積立金」、r短期貸付金1、r貸倒引当金」及びrその他流動資産」に

分類し、固定資産は、「行「政財産」、「普通財産」、，「重要物品」、「インフラ資産」、

r建設仮勘定」及びr投資その他の資産」に分類する。さらに、行政財産、普通

財産及びインフラ資産については、それぞれr有形固定資産」とr無形固定資産」

に分類する49。

　r改訂モデル」は、前述のように、資産債務改革に速やかに役立てるという特

定の政策目的を前面に押し出している点で独自のものであるため、ここではr基

準モデル」と「東京都モデル」を比較する。「基準モデル」は、資産を、金融資産

と非金融資産に大きく分けるというr形態による分類方法」を採用していること

に対し、r東京都モデル」では、資産を大きく流動資産と固定資産に分類するとい

う企業会計原則に準じた取扱いとなっている。

　さらに、丁東京都モデル」では、固定資産をr行政財産」、r普通財産」、r重要物

品」、「インフラ資産」、「建設仮勘定」及び「投資その他の資産」に分けて表示し、

地方自治法上の財産区分や行取の特質を考慮した分類が行われており、分かりや

すい表示となっている。

　東京都では、r地方公共団体の財産は、民間企業と異なり住民福祉の向上を目的

として所有されているため、地方自治法上の分類や区分に応じて管理や処分が制

限されるが、財務諸表の利用者が資産の内容とともに、その資産の管珪や処分に

加えられている制限等を知ることができるように、地方自治法上の財産の分類を

固定資産の表示に採用した。」50と説明している。

　r基準モデル」及びr東京都モデル」とも、道路、橋梁、港湾、空港等につい

ては、「インフラ資産」として独自の項目を設けて表示する。これは、インフラ資

産は公的部門に固有の資産であり、資産全体に占める割合も極めて大きいため、

他の固定資産と区分して表示することは適切な方法と考える。●

　一方、r改訂モデル」は、有形固定資産の内訳でr生活インフラ・国土保全」の

130



科目があるが、これは、決算統計上の土木費による普逆建．設事業費に対応する科

目であり、必ずしもインフラ資産を示す塗）のではない。インフラ資産の多くが土

木費によって建設・管理されてはいるが、台帳整備が進まない限り、売却可能資

産以外は従来の決算統計の組み換えによって算定されることになるため、r生活イ

ンフラ・国土保全」はインフラ資産ではなく、売却可能資産を除いた土木費の普通

建設事業費の組み換えに過ぎないことに注意したい。

（3），資産の評価

　　　r基準モデル」では、地方公共団体における財務書類の構成要素の測定基準と

　して、原則としてr公正価値」を採用している。その理由は、①超長期にわたり

　資金の調達と運用を行う公会計の場合、取得原価のみでは未実現損益やインフレ

　等の影響が大きく、財政状態を正確に把握することが困難であること、また、②

　地方公共団体の保有する資産にかかるサービス提供能力の評価としては、公正価

　値が最も適切と考えられるとしている51。

　　具体的には、資産取得の場合、市場取引を通じて当該資産を取得した場合はそ

　の取得原価、または適正な対価を支払わずに当該資産を取得した場合には適正と

　考えられる公正価値を基礎として資産計上し、資産の再評価の場合には、将来の

　経済的便益の割引現在価値、市場における実現可能価値、再調達原価または取得

　原価のいずれかを基礎として資産計上する52。地方公共団体の保有資産は、将来

　の経済的便益を生まず、市場での売却可能性もないものが大半であるから、資産

　の測定基準としては、，通常、再調達原価または取得原価が用いられることとなる53。

　　r改訂モデル」は、段階的に固定資産台帳を整備することを前提とするモデル

　であり、まず当初は売却可能資産を時価で評価し、それ以外の固定資産について

　は、過去の建設事業費の積み上げを取得原価として算定することが許容されてい

　る。

　　一方、r東京都モデル」では、原則として取得原価により資産計上を行う54。

　　「基準モデル」は、「公正価値」と熔う会計学の新しい考え方が取り入れられて

　いるのに対し、r東京都モデル」では、伝統的な取得原価主義に拠っている点が大

　きな相違点である。

　　取得原価主義から時価主義への会計学の大きな流れの中で、未だわが国の企業
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会計原則は有形固定資産ゐ再評価を認めていない55。公会計も企業会計との整合

性を有することが必要であるとの観点からは、取得原価による固定資産計上が測

定基準として採用されるべきであるが、公正価値概念への移行が国際的な会計基

準の動向であるとの観点からは、企業会計原則から離れて、公会計においても公

正価値による評価基準を導入するべきと主張されている56。

　ところが、「基準モデル」において1ま、r公正価値」による評価基準の例外とし

て、r地方公共団体の保有資産は、将来の経済的便益を生まず、市場での売却可能

性もないものが大半である」として、再評価を行わず取得原価のまま据え置くこ

とも認めている57。

　元来、売却が可能な資産に時価評伍（公正価値）を導入した目的は、政府の進め

ようとしているr資産・債務改革」で、r小さくて効率的な政府」を実現するため

に、資産の売却等により資産・債務規模を圧縮するという政策目的にリンクした会

計制度を構築しようとした点にある戦そのために、売却可能な固定資産から時

価評価を行い、順次全体の固定資産を再評価していくというr改訂モデル」が提

案され、また、r基準モデル」ではr公正価値」という会計の先端的な考え方が取

り入れられた。しかし、地方公共団体の固定資産のうち大きな割合を示す道路等

のインフラ資産については、取得原価の推計値を貸借対照表計上額とし、再評価

は行わないとしており、公正価値概念は、中途半端な形で導入されたに過ぎない

ことを指摘せざるを得ない。

（4）減価償却

　　　「基準モデル」では、事業用資産のうち償却資産については定額法により減価

　償却を行うが、インフラ資産については、その減価に対応して収益の発生が予定

　されておらず、その減価償却相当額を費用として認識せず直接資本減耗すること

　としている59。

　　　「改訂モデル」では、売却可能資産は毎年度評価替えを行い売却可能価額を算

　定するため、減価償却は行わない。売却可能資産以外の有形固定資産は、台帳整

　備が進むまでは普通建設事業費の累計額を貸借対照表計上額とすることができる

　が、この場合においても残存価額をゼロとして定額法による減価償却を行う60。

　　　「東京都モデル」では、従来からの公有財産やインフラ資産のうち償却資産に
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っいては、定額法による減価償却を行うが、インフヲ資産のうち道路の舗装部分

等については、全体が繋がってひとつの機能を果たしているため減価償却の手法

に馴染まないとして、部分的取替に要する支出を費用として処理する「取替法」を

採用している61。

（5）インフラ資産

ア　インフラ資産の定義

　　r基準モデル」では、資産形成のための資本的支出がなされた後、将来の経済

　的便益（キャッシュ・イン・フロ」一）の流入が見込まれないものの、サービス提

　供能力を有するといえる非金融資産を「インフラ資産」と定義し・将来の経済的

　便益（キャッシュ・イン・フロー）が発隼すると見込まれる非金融資産である「事

　業用資産」と区分している。具体的には、・「事業用資産とインフラ資産の区分表」

　62によるとしているが、この表においては、原則として将来の経済的便益の流入

　の有無により「インフヲ資産」と「事業用資産」の区分を行うという基本的考え

　方を踏まえつっも、地方公共団体における現実の財産管理上の権限と責任の配分

　等をも勘案して一定の修正を加えたものとしている63。

　　また、r東京都モデル」では、インフラ資産をr行政財産のうち、道路、橋梁、

　港湾、漁港、空港及び鉄道をいい、これらの資産と一体となって機能するものを

　含む。インフラ資産のうち、有形固定資産は土地と土地以外に区分し、無形固定

　資産は地上権とその他無形固定資産に区分して掲記する。64」と規定している。

　　公有財産とは別にrインフラ資産」として項目を設けて表示する理由として、

　インフラ資産が他の資産にはみられない性質を有している、ためであると説明し、

　その性質として、①都市活動の維持及び拡大を図るうえで必要木可欠な社会資本

　であり、都民の日常生活又は経済活動の基盤であること。②市場経済に委ねた場

　合、十分に供給されないため、東京都が自らの責任において整備することが要請

　される資産であること。③長期間14わたり広域に及ぶ不特定多数9ひとびとに供

　用されることから、処分や使途の変更が著しく肉難な資産であることの3点を指

　摘している65。

　　「基準モデル」及び「東京都モデル」とも、1インフラ資産を公的部門に特有の
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資産であり、そ1の特性や地方公共薗体の資産に占める割合が大きいことを考慮し

て他ゐ資産と区分して計上するしとを要求しているごとは評価できる。また、両

モデルともインフラ資産の範囲を具体的に例示していることは、インフラ資産と

他の固定資産との区分を明確にしている点で分かりやすいものとなっている。

　ここで、r基準モデル」とr東京都モデル」のインフラ資産の定義の問題点につ

いて示しておきたい。

　r基準モデル」においては、インフラ資産をr将来の経済的便益（キャッシュ・

イン・フロー）の流入が見込まれないものの、サービス提供能力を有するといえ

る非金融資産をいう」と定義しており、経済的便益の有無を基準としているが、

例えば、料金収入の見・込めない」一般の道路がインフラ資産であることは当然とし

て、料金収入の見込まれる有料道路を事業用資産として分類することは適切であ

ろうか。あるいは、住民からの使用料収入を前提として建設・管理される「上下水

道は、r将来の経済的便益（キャッシュ・イン・フロ‘）の流入が見込まれる」た

め事業用資産として分類されるのであろうか。しかし、これら資産は、その形態

から見ていずれもインフラとして分類することが適切ではないのか。現に、r基準

モデル」が示す事業用資産とインフラ資産ρ一分類においても・これら資産はイン

フラ資産に分類されている66。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方公共団体において、税収を基に運営される普通会計とは区分しオ使用料収

入に基づき運営することが前提とされる事業は公営事業会計として区分している

が、地方財政法施行令第12条に規定する上下水道事業を始めとする13事業や地

方公営企業法の適用を受ける7事業は、利用者からの料金収入を基に経営を行う

独立採算制を原則としている。こうした事業が有する資産の中には、上下水道事

業、港湾事業、電気事業のように通常インフラ資産として分類ざれる資産も存在

し、「将来の経済的便益（キャジシュ・イン・フロー）の有無」を判断基準とする

r基準モデル」のインフラ資産の定義は、この点から疑問があるといわざるを得

ない。

　やはり、インフラ資産の定義は、将来キャッシュ・イン・フローの有無を基準

とするのではなく、国際公会計基準やr東京都モデル」のように、資産の形態や

性質による定義を行うべきであると考える。

　次に、r基準モデル」は、地方公共団体の普通会計及び公営事業会計から成る単
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体の貸借対照表並びに関係団体を連結した連結貸借対照表によってインフラ資産

の全体が認識される。単体ベースと連結ベースでの情報開示を行うr基準モデル」

は、今目の企業会計を規範とするものであり、時代の要請に叶ったものといえる。

　しかし、その点でr東京都モデル」は、一般会計及び公営企業会計を除く特別

会計が合算されているのみで、公営企業会計及び関係団体とは連結されていない。

したがって、東京都の有するインフラ資産は連結ベースでは明．らかにされていな

い。今後、「東京都モデル」については、連結ベースでの開示基準の策定を強く求

めていきたい。

イ　インフラ資産の評価

　　r基準モデル」における資産の評価基準は、r公正価値」を原則とし、市場で取

　引されることのないインフラ費産については、将来の行政サービス提供能力を最

　もよく表す評価方法である再調達原価に基づく評価を行うことを原則とするが67、、

　取得原価による評価も容認されている。また、土地の再評価については、3年毎

　に行うことを原則とする一方で、インフラ資産の底地にっい七は、その後の譲渡

や再取得等は想定し難いとして、再評価は行わないとしている68。

　　清水涼子教授は、「インフラ資産の再評価の取扱いについては明確ではないが、

　道路、・水路等、底地と上部構造の工作物等が不可分一体とみられる場合の底地は

　再評価しないとしている。ところでここで挙げられている工作部等は通常移動不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能である。これを譲渡や再取得等が起こりえないとして取得原価で据え置くの

　は首尾一貫性に欠ける・実際この底地部分の固定資産総額に占める割合は大きい

　と考えられるため、貸借対照表の固定資産計上額が結果として資金投資額（取得原

価）でも現時点のサービス提供能力でもない意味の乏しいものとなっている。」69

　とし、公正価値による評価を原則とする一方で、取得原価による評価をも容認す

　ることを批判していることに注目したい。

　国際公会計基準では、資産の当初認識後、主体は、原価モデルあるいは再評価，

モデルのいずれかを選択し、その方法をすべての有形固定資産に適用することを

求めている70。

　　r基準モデル」では、評価例が示され七いる道路資産についてみると、道路は

底地と上部構造の工作物に分けて評価することになるが、上部構造の工作物の再
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評価方法については、いくつかの例示をしているものの71、底地については、取

得価額が判明してiいるものは取得伍額、不明なものは再調達原価とするとし、そ

の後資産価額σ）再評価は行わないとしている72．一方、通常の有形固定資産は、

定期的（3年毎）に再評価を実施して公正価値による評価を行うことになっている

ため、再評価モデルと原価モデルが同一の貸借対照表上に存在することになり、

貸借対照表上の資産価額が何を意味しているのか曖昧なものになっている。

　一方、r東京都モデル」では、インフラ資産の評価方法については、他の資産と

同様に取得原価を評価基準としている。この点では整合性がとれているものの、

東京都では、道路の土地について、道路現況調書から面積を、・各年度の基準地価

等から対前年度増減率を算出してデフレートした単価により積算したと説明して

おり73、そのようにして算定された価額が、はたして「信頼性をもって測定でき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
る原価または価値を有する」といえるのかどうかは疑問である。

　これまで取得価額が把握されることがなく丸また、市場で取引されることがな

いため市場価額が存在しないインフラ資産の評価方法にづいては、その評価をど

う行うのかは公会計制度改革の大きな課題でもある。「基準モデル」や「東京都モ

デル」では、その評価方法の一例が示されているが、その妥当性の検討や会計基

準として確立には、今後の研究や実務経験の積み上げが期待ざれる。・
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5今俊の課題

　地方公会計制度改革において、資産会計の最大の論点は、資産の評価基準、特に

インフラ資産の取扱いに集約されているといづても過言ではない。

　有形固定資産の評価方法は、‘原価モデルと再評価モデルに分けることができる。

国際公会計基華は、原価モデルと再評価モデルのいずれかを選択適用、r基準モデル」

は、事業用資産は再評価モデル、インフラ資産は原価モデルによる混在型、r東亨都

モデル」は、原価そデルと分類される。

　インフラ資産の取扱いにおける原価モデルと再評価モデルの相違は、その背景に

ある公共政策や会計観の違いを反映しているものと考えることができる。

　インフラ資産を、機能を維持したまま、将来世代に引き渡す苓きものとの考え方

によれば、再評価モデルが採用される。インフラ資産の場合、再評価実施目におけ

る公正価値から生ずる減価償却費相当の料金徴収あるいは何らかの財源措置で、各

世代が世代間負担の公平の観点から適切な負担をしていることになる。また、定期

的な再評価による評価差額を資本勘定としつつ、0再評価実施日における公正価値を

基礎に減価償却を行えば・．取得価額相当分が減価償却累計額に計上さ1れるほか・評

価差額相当分も減価償却累計額に計上される．減価償却終了時点では、取替更新に必要

な資金が確保される74。

　一方、将来世代の当該インフラ資産からのサービス享受’は、将来世代の決定によ

るものであり、現在世代は関与しない（すべきでない）との立場からは、原価モデ

ルが採用される。現役世代は、当初建設資金の負担をし、将来世代に負担を残さな

ければ十分であるカ｝らである。取得原価から生ずる減価償却費相当の料金徴収あ為

いは財源措置で、一当初建設資金の負担を行い、現在世代で当該インフラ資産のサーr

ビス提供及び使益享受の関係をいったん完結させることとなる75。

　わが国の公的部門においては、歴史的に後者の考え方に基づ．く公共政策が行われ

てきた。すなわち、インフラ資産から得られるサービスは、現役世代がその建設費

を負担することでペイし、当該インフラ資産の将来世代におけるサービス享受とそ

れに対するコスト負担は将来世代の選択であるとの立場である。公正価値概念を前

　　　ヤ
面に打ち出した基準モデルにおいても、、インフラ資産の部分は原価モデルを容認し

ている一ことや、1インフラ資産については、その減価に対応して収益の発生が予定さ
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れないため、減価償却費を計上せず直接資本減耗するとしていることはその証左で

ある。

　日本公認会計士協会は、r私企業は報告主体の会計責任の果たし方が、年間の利

益を的確に報告する画一的なものであるのに対し、公的部門においては、まず会計

責任の果たし方が政策的背景によって異なり、それに合わせた特有の会計処理や財

務報告の内容の検討が必要となる。」76とし、「インフラ資産の評価方法については、両

論存在し得る。」77と結論付けている。このように、「報告主体の会計責任の果たし

方によって会計制度の姿が異なってくる。」78ことに異論はない（図表4－4）。

　図表4－4　原価モデルと再評価モデルの長所・短所

．評伽方法 、◇源△価◎箔・☆嶺☆，…レ鷺……liil 欝講☆響』三緬諜筆☆≡デ・．：ル’一

．∴長’』：所

・客観的である。

・減価償却を通じ、投資額の
資金回収状況をみること
ができる。

・減価償却を通じ、取替更新に必要な資金の
準備状況をみることができる。

・超長期（取替更新後も含む。）のサービス提
供を想定するならば、時価ベースの償却費
の計算を行い、これに見合う料金を徴収す
ることが世代間負担の観点から望ましい。

．値、1所
・公正価値を基礎とする方法
での評価の場合の長所の反
面となる。

・客観的な評価ができるか疑問
　　　　　　　　　●監査対象となった場合、検証が容易でない
おそれがある。

・全面的な取替更新そのものを、将来世代の
決定すべき事項と考えるならば、将来世代
に対するサービス提供のための資金を現
在世代から徴収することになり、世代間
負担の観点から問題がある。

・数年に一度の再評価としても、再評価に相
応の作業が必要となる。

（出所：目本公認会計士協会rインフラ資産の会計処理に関する論点整理」

　　　公会計委員会研究報告第16号、2007年3月、4ぺ一ジを筆者が一部修正）

　しかし、インフラ資産について機能を維持したまま、将来世代に引き渡すべきもの

との考え方を採用するのか、将来世代のサービス享受について現在世代は関与しない

との考え方を採用するのかの選択の問題一世代間負担の公平の問題一は、公会計制

度改革に直面する者としては、受身ではなく積極的に提言するべきであると考える。

　わが国の公共政策における伝統的な考え方、すなわち「将来世代のサービス享受

について現在世代は関与しないとの考え方」は、急速な少子高齢化による人口減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　139



社会の到来や経済のグローバル化に伴う急激な社会経済の環境変化の下では、最早

存続できないものと考える。時代とともに社会から要請されるインフラ資産のあり

方は大きく変わっている．これまで蓄積きれ七きたインフラ資産を、機能を維持し

たまま将来世代に引き渡し、・将来世代には新たな時代の要請に対応するインフラ資

産の整備に資源を集中させる方向に即刻転換しなければ、重要な社会経済基盤であ

るインフラ資産を持続可能な形で整備を進めていくことは不可能である。
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（注ン

石田晴美『地方自治体会計改革論』森山書店、2006年、46ぺ一ジ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●同上書．45ぺ一ジ。

財政制度審議会は2003年6月30目r公会計に関する基本的考え方」を公表し、1（2）現
行制度に対する指摘事項として、「残が国の制度は、予算、決算を中心とし、その内容や国
庫の状況等に関する詳細な情報を国会へ報告し、国民に開示することに重点が置かれてい
る。これについては、従来より、主に、民間の企業会計との対比において、次のような指
摘が行われている。①ストックとしての国の資産・負債に関する情報が不十分で南り、．国
の保有資産の状況や将来にわたる国民負担などの国の財政状況が分かりにくい。②国と特
殊法人等とを連結した財務情報が提供されておらず、公共部門の全体像が把握できない。
③フロ十の財務情報，とストックに関する財務情報の連動がない。予算～決算という現金収

支と資産、負債状況との関係の把握が困難である。④予算執行の状況が分かるのみで、当
該年度に費用認識すべき行政コスト、事業毎に間接費用を配賦したフルコストや将来の維
持管理費用などを加味したライフサイクルコストが明らかにならない。⑤事業毎のコスト
や便益が把握できないため、予算の効率的な執行を図る助けにはならない。」としている。

地方自治法第238条第3項。
同法同上第4項。

同法239条第1項。
同法240条第1項。
同法241条第1項。
野村健太郎『財務会計の基礎』中央経済社、1999年、85ぺ一ジ。

10醍醐聰『自治体財政の会計学』新世社、2000年127ぺ一ジ。

11総務省『新地方公会計制度研究会報告書』2006年5月、48ぺ一ジ5
12企業会計原則　第三一五一D。
　総務省『新地方公会計制度実務研究会報告書』2007年10月、38ぺ一ジ。
13石田晴美『地方自治体会計改革論』森山書店、2006年、46ぺ一ジ。
14筆谷勇、金子邦博、大貫一『公会計原論』東京リーガルマインド、2004年、156ぺ一ジ。

151PSAS1，par．7．（邦訳：目本公認会計士協会r国際公会計基準書第1号　財務諸表の表示」
2006年12月、6ぺ一ジ。）

16古市峰子r国際会計士連盟による国際公会計基準の策定プロジェクトについて」（『金融研
　究』日本銀行金融研究所、2003年3月）、88ぺ一ジ。
171PSAS17，par．21．（邦訳：目本公認会計士協会r国際公会計基準書第17号　有形固定資産」
2006年12月、10ぺ一ジ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1

18国際公会計基準においては、基準書第1ブ号において、有形固定資産とはr当該資産に関連
　する将来の経済的便益又はサービス提供能力が主体に流入すう可能性が高く、かっ、主体
　が当該資産の取得原価又は公正価値を、信頼性をもって測定できる」場合に資産として認
　識しなければならないとされている。
1g　IPSAS17，par．21．（邦訳：目本公認会計士協会『国際公会計基準書第17号　有形固定資産』

2006年12月、10ぺ一ジ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
201pSAS17，par．26．（邦訳：同上書、12ぺ一ジ。）
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第5章負債会計

1　はじめに

　我が国の地方公共団体の現行の会計制度は、単式簿記による現金主義会計を採用して

いるため、ストックの概念に乏しく、フローに対して有機的な関連をもった貸借対照表

は作成されない。したがって、資産と負債をいくら有しているのか、あるいは、現在提

供しているサービスを今後も継続的に提供していくことができるのかどうかという判断

に有用な財政状況は明らかにされない。

　負債についてみれば・現金主義会計では・地寿公共団体の長期借入金である地方債は・

当該年度の収入に計上される。また、退職給付債務などの条件付債務や、修繕引当金、

損失補償等引当金などの会計的負債．は認識されない。

　こうした、現金主義会計における負債情報の欠如という欠点を補う目的で、予算書の

作成に合わせ、地方債の残高を示すr地方債に関する調書」や、後年度における財政負担

を説明した「継続費に関する調書」、「債務負担行為に関する調書」等を作成しているが、

これらの書類は、現金主義会計の欠陥を補う意味で一定の役割を果たしているものの、

発生主義会計における負債とは概念が大きく異なり、地方公共団体の負債の全貌を見る

ことには程遠い状態となっている。

　現在、地方公共団体の会計に、従来の現金主義の予算決算を中心とした官庁会計制度

（本論文でr現行制度」とはこの部分を指す。）に加え、資産・債務改革を進める目的で、

発生主義に基づく企業会計の手法を導入した財務書類の整備を行う地方公会計制度改革

が進められている。また、地方公共団体の財政の健全化を図ることを目的として2007（平

成19）年6月r地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（通称r地方財政健全化法」、

以下r財政健全化法」という。）が成立したが、この中で、・地方公共団体の一般会計等が将

来負担すべき実質的な負債の額を把握し、その財政規模に対する比率を財政指標のひと

つとして算定することによって財政規律を維持しようとする制度が導入された。

　このように、事実上は地方債の残高に限定されていた現行制度の債務管理に加え、将

来負担すべき実質的な負債や発生主義的な考え方に基づく負債の把握・管理の方法が導

入されつつある。

　本論文では、まず発生主義の翻点から見た』「負債」の概念と現行制度における「将来
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の財政負担」の概念及び財政健全化法で示されたr将来負担額」の考え方について比較す

る。次に、公会計部門においては重要なウェイトを持っ地方債及び退職給付債務並びに

後年度の財政負担を示す債務負担行為の取扱いについて検討する。さらに、地方公会計

制度改革において、新地方公会計制度研究会報告書に基づく、「基準モデル」及び、「総務

省方式改訂モデル」（以下、r改訂モデル」という。〉並びにr東京都モデル」の3っが

提示され、今後地方公共団体が整備を進める上で準拠するべき会計モデルとして提案さ

れていることから、それぞれのモデルにおける負債の会計処理について比較検討を行う6

2　発生主義のr負債」と官庁会計のr将来の財政負担』の概念の違い

（1）発生主義の負債概念

　　発生主義における負債の定義を見れぼ、国際公会計基準においては～『過去の事象

　から発生した当該主体の現在の債務であり丸その決済にぶり、経済的便益またはサー

　ビス提供能力を有する資源が主体から流出する結果になることが予想されるもので

　ある。」1と定義している。すなわち、負債とは、特定の経済主体が負っている経済的

　負担であり、貨幣額で合理的に評価されるものであると会計学的には定義されている。

　　負債をその属性によって分類すれば、負債は，r法律上の債務」とr会計的負債」

　に大別され、さらに法律上の債務はr確定債務」とr条件付債務」に細分される。確

　定債務とは、借入金、社債、買掛金など、債務の履行期目、相手方及び金額が既に確

　定しているものである。条件付債務は、債務の履行期目、相手方及び金額のうちいず

　れかひとっが確定していない債務で、将来において未確定の条件が確定されれば確定

　債務となり、経済的便益を犠牲にする。これには、退職給付引当金、製品保証引当金、

　工事補償引当金などの債務たる負債性引当金が該当する2。

　　法律上の債務ではないが、期間損益計算を合理的に行うために設定される負債項

　目で，会計的負債ともよばれるものがある。例えば、修繕引当金などの債務でない負

　債性引当金が該当する。また、リース取引において計上されるリース負債も会計的負

　債である36これらの負債は、貸借対照表の負債の部に計上される。

　　この他に、現時点では債務ではないが、将来一定の条件を満たすような事象が生

　じた場合に債務となる恐れがある潜在的債務を「偶発債務」とい．う。具体的項目とし

　ては、債務保証、先物売買契約、係争事件に係る賠償義務などがある。偶発債務は、
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現時点では債務の要件を満準していないので貸借対照表には計上しないが・注記が要

求される4。

図表5－1　負債の分類

負債

法律上の債務

確定債務

条件付債務

（偶発債務）

会計的負債

債務性のない負債性引当金

リース負債

（出所：菊谷正人、岡村勝義『財務会計の入門講義』中央経済社、2004年、95ページ）

（2）現行制度の「将来の財政負担」の概念

　　地方公共団体の現行の会計制度においては、発生主義の負債の概念はない。

　　現行制度は、法令に基づき徴収した税金を住民の代表である議会の議決を得て成立

　した予算に基づいて配分し、その執行結果を決算として取りまとめ議会へ報告する一

　連の過程を記録・管理することを目的としている。そのための手段として、また、議

　会による財政活動の民主的統制を達成するためには、境金の収支を厳密に記録・管理

　する単式簿記・現金主義による官庁会計が有効に機能してきた。

　　一方、地方公共団体は借入金によって多種多様なストックを整備し、それを住民の

　利用に供することも行政活動の重要な部分である。しかし、官庁会計では、現金の収

　支のみが把握され、現金以外の資産や負債のストック情報が蓄積されず、こうしたス

　トック情報は、現金の収支とは無関係に各々が別々の基準で管理される。その結果、

　発生主義の企業会計とは異なり、現金の収支というツロー情報と有機的奪繋がりをも

　った形でストック情報を一覧できる仕組みになっていない。
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　現行制度で公開されている負債に関する久トック情報は、確定債務である地方債の

残高に限定されており、r予算に関する説明書」の一部として．r地方債の前前年度末に

おける現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

く地方債に関する調書）」が作成されるのみである。

　元来、現金主義の官庁会計制度では、現金の収支のみを把握するため、発生主義の

負債の概念はない。ここでは、・確定債務である地方債の残高も、将来のある時点でそ

の元利償還金を必ず歳出予算として計上しなければならないため、r将来の財政負担」

として把握され、予算を構成するひとつの事項となっているに過ぎない。

　予算は、歳入歳出予算を基本とするが、歳入歳出予算以外のr将来の財政負担」に関

する事項として、「継続費」、「繰越明許費」、「債務負担行為」及び「地方債」がある。

　「継続費」は、複数年度にまたがる事業にっいて、予算の定めるところによりその

経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができる制度である5。

　r繰越明許費」とは、歳出予算の経費のうちその性質上または予算成立後の事由に

基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるとこ

ろにより、翌年度に繰越して使用することができる制度である6。

　r債務負担行為」は、歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲

内におけるものを除き、普通地方公共団体が将来にわたる債務を負担する行為をいう

7
。

　予算は、支出負担行為（契約）をする場合の根拠となるもので、歳入歳出予算のみで

は単年度の契約しかできないが、継続費、繰越明許費及び債務負担行為を用いて、年

度を越えての複数年度の契約を行うことが可能となる。実務上、継続費はあまり使わ・

れておらず、また、繰越明許費は翌年度までの繰越しであり、当該年度の歳出予算の

一部が一定の事由に基づいて翌年度に限り執行することが認められるに過ぎないが、

債務負担行為は多用され、複数年度にわたる契約を締結する根拠となっている・ただ

し、債携負担行為は、それぞれの年度において、支出額は歳出予算に計上しなければ

ならない。債務負担行為によって、確定していない債務にっいて、財源の裏づけを必

要とせず契約をすることが可能であるため、将来の財政に大きな影響を与えることに

なる。複数年度にわたる工事契約や地方公共団体による第三セクター等に対する債務

保証契約や損失補償契約（以下、r損失補償等」という。）は、この債務負担行為によ

って行われる。
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　債務負担行為は、限度額を定めるものとされているため、余裕をもって金額を定め

る傾向にある。また、複数年度にわたるものであるが、どの時点で歳出予算化される

のかは明確ではない。また、債務負担行為は｛支出を行う年度に予算として計上しな

ければならないため、何らかの事情によって予算が成立しなければ、あるいは予算に

計上できなければ、債務負担行為に基づいて締結した契約を解除する旨の特約条項を

設けている。

　この債務負担行為は、継続費及び繰越明許費と同様、地方公共団体が当該年度以降

の複数年度にわたる契約を締結することを可能にし、将来にわたって財政負担を伴う
F
こ
と
を
明 示するものであるが、契約する権限を複数年度にわたり与える機能を有する

のみであって、これらの制度に基づいて契約を締結しただけでは債務としての要件を

満たしていないため、発生主義の観点における負債ではない。

　このように、債務負担行為は、地方公共団体における契約の融通性を高めるための

．制度であるが、それ故に、その制度の乱用は将来の財政負担に極めて重大な影響を与

えることになる。リース契約、指定管理者契約、PFI契約など複数年契約の仕組みが

多くなり、また、地方公共団体の第三セクター等外の損失補償等にも多用されてきた。

　近年～債務負担行為が地方公共団体の債務どの関係で問題となっているのは、債務

負担行為によって行われた第三セクター等への損失補償等が、当該団体の経営状況の

悪化や破綻処理に伴い、実際にその履行を求められるケースが多発したためである。

第三セクター等の経営状態を正確に把握し、損失補償等の履行の可能性を合理的・客

観的に判断する必要性が認識されるとともに、債務負担行為のあり方そのものに大き

な関心が向けられているところである。

　r地方債」は、会計年度をまたがる地方公共団体の長期借入金である。地方公共団

体は、r別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こ

すことができる。」8と規定されているが、現金主義会計の下では、地方公共団体の債

務である地方債も、地方税、分担金、使用料等と並んでrその年度の歳入」に含まれ

る9。

　地方債は、法的1ヒは確定債務であり、発生主義の観点においても負債であることは

論を待たない。そのため、その乱用を抑止するため、地方財政法第5条では、r地方

公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をも』って、その財源としなければならない。た

だし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができる。」
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と規定し、それを5つに分類しているところである。、本条項以外にも特例的に地方債

を発行できる場合を地方財政法では規定しているが～同法以外にも個別の法律に基づ

いて、地方債を財源にできる事業を定めている10。，

　地方債は、現金主義会計の予算・決算では、当該年度の収入というフロー情報とし

て処理されるため」それを補完する必要から、地方債の残高のストック情報を開示す

ることを求められており、予算案とともにr予算に関する説明書」の一部であるr地方

債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書」を作成し、議会に提出しなければなら塗い11。

　発生主義の観点から見れば、．地方債は確定債務であり・、また、債務負担行為の一部

については確牢債務として・あるいは負債性引当金を設定して負債認識をする必要が

ある。これらの問題点について第3節で取り上げる。

（3）財政健全化法に定める将来負担比率

　　財政健全化法は～地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、

　その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該

　計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の

　財政の健全化に資することを目的とするものである・2。　　　．

　　『財政健全化法は、これまでの財政再建制度を52年ぶりに改正したものであ為。

　地方公共団体の財政再建制度については、r地方財政再建促進特別措置法」（1955

　　（昭和30）年法律第195号。以下r財政再建法」という。）による財政再建制度が・

　設けられていた。しかし、地方分権や財政制度改革を進める中で、これまでの財

　政再建制度では、分かりやすい財政情報の開示が不十分であったこと、再建団体

　の基準しかなく早期是正機能がないこと、『財政指標として普通会計だけが対象と

　なっており公営事業会計や第三セクター等の経営状況が反映されなかったこと等

　の問題点が指摘されており、財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとと

　もに、財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが要請され

　ていた13。

　　財政健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早

　期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、①実質赤宇比率　②連結実

　質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）③実質公債費比率
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④将来負担比率（公営企業、・出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規

模に対する比率）の4つの財政指標をr健全化判断比率」として定めている。そし

て、地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定

資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならな

い14。

　地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、

当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、r財政健全化計画」を定めなけれ

ばならない15。また、再生判断比率（健全化判断些率のうちの将来負担比率を除いた

’
3 つの指標）のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公

表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければならない16。

　財政健全化法の特色のひとつに、健全化判断比率の指標と，して、従来の財政指標に

はなかったストックに関する，指標であるr将来負担比率」が導入されたことが挙げら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
れる。

　将来負担比率とは、地方三公社17や損失補償等18を行っている第三セクター等に係る

ものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財

政規模に対する比率である。地方公共団体o一般会計等の借入金や将来支払う可能性

のある負担等の現時点での残高を算定し、将来財政を庄迫する可能性の度合いを示す

指標である。

　将来負担比率の算定式は以下のとおりである。

将来負担額一（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現

在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

将来負担比率　＝

標準財政規模19一（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需

要額算入見込額）　‘

　この将来負担比率の算定式のうち分子にある「将来負担額」の考え方は、地方公共団

体の一般会計等が将来負担すべき実質印な負債の総額を示すものといえる・．

　将来負担額の内容の詳細は、財政健全化法第2条第4号、同法施行規則第8条から

13条に規定されているが20、確定債務である地方債の残高の他に、債務負担行為に基
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づぐ支出ゐうち将来負担額に算入するべきもあ、退職手当引当金相当額、第三セクタ

ー等の負債のうち、損失補償契約等によづて一般会計等で負担しなければならない部

分等を将来負担額として認識するものである。

　特に、第三セクター等ゐ負債のうちよ般会計等の負担見込額の算定方法については、

r損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準」21（以下r損失補

償債務等評価基準」という。）　に規定されている。

　ここでは、第三セクター等の経営状況等を勘案して、債務区分をA、B、C、D、E

の5区分に分類し、それぞれの区分に応じて、債務の一定割合を将来負担額に算入す

るという方法を定めている22。同基準では、損失補償債務等負担見込額の算定の基準

として、r標準評価方式」とr個別評価方式ゴのいずれか1こよることとされているが、

例えば、標準評価方式では、第三セクター等の損失補償債務等を、正常償還見込債務

をA、地方団体要関与債務をB、地方団体要支援債務をC、地方団体実質管理債務を

D、地方団体実質負担債務をE≧し、それぞれA、は10％、Bは30％、Cは50％、D

は70％、Eは90％の算入率以上の率を当該損失補償額に乗じた額を負担見込額とする

ものである23。

　次に、土地開発公社に対する債務保証は、公社の貸借対照表上の負債総額から国や

設立団体の買取りが確実な土地の取得価額等を控除したのちに、保有現金等のほかプ

ロパー土地等の資産価値のあるものを差し引いて算出する24。

　また、地方道路公社に対する債務保証については、地方道路公社の今後の収入見通

しと経費の見通しをつけて、経費が上回るとすれば、それを一般会計等で負担しなけ

ればならないものどし、将来負担として認識する25。

　つまり、土地開発公社及び地方道路公社に関する将来負担額の考え方は、債務保証

の有無にかかわらず、実質的に一般会計等の負担が見込まれる額を将来負揖額として

おり、第三セクタ」等の損失補償の額に着目した将来負担とは異なった取扱いとなっ

ている。

　このように、財政健全化法における将来負担額は、地方公共団体り一般会計等が将

来負担すると見込まれる額であるという斬新な考え方が導入されており、発生主義の

負債の概念に近い内容ではあるが、現在の債務のみならず、将来の債務にまで及んで

いるという点で、発生主義のr負債とは、過去の事象から発生した当該主体の現在の

債務である」という定義を超える部分があると考えられる26。
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　また、将来負担額は、あくまで一般会計等の負担が見込まれる額かどうかという観

点で算定されるものであるため、地方公会計制度改革における単体及び連結の貸借対

照表上の負債の範囲とは異なるものであることに注意するべきである27。

　このように、財政健全化法では、将来負担額という新しいストック概念に基づいて、

地方公共団体の一般会計等が負う将来の財政負担の全貌を把握し、その界トック残高

の財政規模に占める割合によって財政の健全化度合いを測定して住民等の利害関係

者に明示するという考え方が導入された。これまでの官庁会計では、負債のストック

として地方債の残高のみを把握するだけであり、また、財政状況の判断は、フローの

指標のみに拠っていたことと比較すれば、こうした考え方の導入は大きな転換であり、

地方公共団体の今後の財政運営に多大な影響を及ぼすものと考えられる・

3　「地方債」、「退職給付債務」艮び「債務負担行為」

（1）発生主義からみた地方公共団体の主な負債

　　現在、多くの地方公共団体が作成している総務省方式のバランスシートをみると、

　その負債の主なものは、地方債≧退職給付債務（総務省方式上の用語は「退職給与引

　当金」）である28。また、財政健全化法に基づく将来負担比率の算定における将来負担

　額の内容をみると、地方債、退職給付債務（財政健全化法上の用語はr退職給与引当

　金」）及び債務負担行為の一部が将来負担額として算定されている。

　　地方債及び退職給付債務は負債であることに異論はないが、債務負担行為について

　は、どの部分を負債として認識するのかは様々な議論があり、地方公会計制度改革の

　中でも財政健全化法の将来負担額と会計上の負債の認識について、総務省から見解が

　示されているところである29。

　　ここでは、地方公共団体の主な負債を概観するという観点から、地方債、退職給付

　債務及び債務負担行為について取り上げる。、

（2）地方債

　　地方公共団体は、住民の福祉の向上を目的として様々な行政活動を行ってい、るが、

　その財源は「その年度の歳入をもって、・これに充てなければならない」30という「会計

　年度独立の原則」がある。このrその年度の歳入」のうちには、地方公共団体の借金
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である地方債も含まれているが、地方債の乱用を防止する目的で、地方財政法ではr地

方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない」

31旨を定めている。ただし、次の場合においては、地方債をその財源とすることがで

きると定められている32。これをr5条債」という。

　①交通事業、ガス事業、水道事業に要する経費の財源とする場合

　②出資金及び貸付金の財源とする場合

　③地方債の借換えのために要する財源とする場合

　④災害応急事業費、災害復旧事業費、災害援助事業費の財源とする場合

　⑤学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、一河川、港湾

　　その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公

　　用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費の財源と

　　する場合

　また、上記以外にも別途法律によって、起債の対象とすることができるものがある。

例えば、辺地債33、過疎対策事業債34、減税補てん債35、臨時財政対策債36、退職手当

債37などがある。　これらは、「特例債」とよばれる。

　この地方債の残高は、全国ベースで見ると2008年度末見込みで137兆円に達して

いる。バブル経済崩壊後の1990年代後半の景気刺激策により発行が増加した結果、

残高は膨らみ続け、2004年度にピークに達した。そめ後わずかに減少に転じてはいる

が、なお高止まりしている．なお、地方債残高に交付税特別会計借入金残高（地方負

担分、2008年度末見込み34兆円）と公営企業債残高（普通会計負担分、同26兆円）

とを合わせた197兆円を総務省ではr地方財政の借入金残高」と呼んでいる。借入金

残高は、減税による減収の補てん、景気対策等のための地方債の増発等により、平成

3年度から2．8倍、127兆円の増となっている。この借入金の増のうち、減税補てん

債、財源対策債、減収補でん債、臨時財政対策債、交付税特別会計借入金という特例

的な借入金は86兆円と6割程度（67．8％）を占めている38。

　つまり、現在の地方公共団体は、本来の建設公債主義（原則として建設投資にしか財

源として地方債を充てられない）から大きく逸脱し、もはや特例的な地方債の発行なく

しては財政運営を行えない状態に陥っているわけである。

　地方債は、建設公債主義であり、かつ地方債の償還期間は耐用年数よりも短く設定

されているため、常に償還額の方が減価償却よりも大きい。したがって、資金ショー
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トが発生していない限り地方債の償還を行うだけの現金は確保されており、現金の動

きさえ見ていれば、財政運営の持続可能性が維持できる仕組みになっているとの議論

がある39。

“　しかし、建設公債主義が有名無実となり、特例的な地方債が過半を占める現状を省

みれば、事実上既に賓金ショートが発生しており・財政運営の持続可能性は維持出来

てい塗いと看倣さざるを得ない。

　今、、地方公共団体は、資産・負債の適正な管理は当然のこととして、少子高齢化に

伴う社会保障費の増大や経済の低成長による税収の低迷といった状況を真剣に見極

め、財政運営上、持続可能なストックのレベルについて再検討する必要に迫られてい

る。こうした観点からも、発生主義による資産・負債の把握とそれによって得られた

情報の財政運営への反映は欠かすことのできないものと考える。

（3）退職給付債務

　　現金主義会計の現行制度では、退職給付債務は認識されていない。退職手当の支払

　い時に全額が支出として計上されるのみである。一方、、発生主義の観点からは、退職

　給付債務は条件付債務として認識される。

　　このため、地方公共団体の退職給付債務は、隠れた債務として従来から問題視され

　てきた。今目、’団塊の世代が大量に退職する時代を迎えて、その財源確保が大きな課

　題どされ、2006年以降、退職手当支出の急増に対応するため、．多くの地方公共団体に

　おいては、特例債である退職手当債の発行が行われている。

　　本来、退職手当は、給与の後払いという性質から支払い時に備えて所用の資金を留

　保しておくことが原則である。しかし、都道府県レベルでみても、退職手当基金を設

　置している団体は、奈良県、鳥取県等7団体40のみであり、他団体は退職手当の支給

　時に、退職手当債を含む一般財源等を充当しているに過ぎない。

　　これは、これまで、退職手当の支給額が通常の人件費負担額の範囲内で措置が可能

　であり、あらかじめ資金留保をする必要がなかったこと、あるいは、事前の資金留保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　は「目前の重要な事務事業に予算を振り向けるべき」という政治的圧力に抗し得なか

　ったこと、あるいは、そもそも退職手当の支払いに備えて資金留保をするという意識

　が乏しかったこと等に起因するものと考えられる。し炉し、近年、団塊の世代が退職

　期を迎え、退職手当の急増と税収の低迷が重なり、退職手当債を発行して不足する財
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源の補てんをせざるを得ない状況になっている。・　　　　，

　地方公共団体の職員の退聯手当は～、条倒に基づき支給されている・一方・年金給付，

は、地方公務員共済組合制度により、各地方共済組合が長期給付事業として行ってい

る．これは、各地方公共団体及び各職員が総務大臣の定める率に基づき負担金及び掛

金を地方公務員共済組合に納付することで維持されている。したがって、年金給付に

ついての各地方公共団体の責任は、各職員の給与額に対して定められた負担率に基づ

く負担金を各地方公務員共済組合に納付することにとどまり、地方公共団体の貸借対

照表上において認識するべき年金資産・負債は存在しない。したがって、地方公共団

体において負債として認識するべきものは退職手当のみである41。

　一方、わが国の企業会計では、1097（平成9）年6月に企業会計審議会がr退職給付

に係る会計基準」を発表し、2000（平成12）年4月からその適用が開始された。これは、

経済のグローバル化を反映して、国際的に通用する会計基準への調和を図ったもので

ある。

　退職給付会計基準の最大ゐ特徴は、一従来個別に会計処理していた退職一時金と企業

年金制度を統一的に把握し処理することである。内部留保される退職一時金と外部拠

出される企業年金を区別せず、よって、貸借対照表の負債の計上にあたっては、企業

外部に拠出している年金資産がある場合にはその額を控除することになる42。

　この退職給付会計基準は、退職給付債務の算定において多くの見積計算を必要とし、

特に現在価値を算定する際に適用する割引率の影響を大きく受けるとされている。実

際の計算にあたっては、精緻な保険数理計算を行うため、「アクチュアリー」と呼ば

れる専門家に委託する必要があり、相応の費用が必要となる。　・

　ここで、地方公共団体の退職給付債務の見積りにあたり、企業会計と同禄の退職給

付会計基準によるべきか、あるいは、期末要支給額方式によるべきかが問題となる。

　企業会計については、前述のように近年退職給付会計基準に移行した。しかし、退

職給付会計基準は、精緻な見積計算を必要とし、その過程で用いる割引率等により見

積額が相当大きくぶれることが不可避である。・地方公共団体において負債として認識

するべきものは退職手当の部分のみであること、公的部門に適用する会計基準として

は、恣意的な判断に左右されやすい見積計算の影響をできるだけ排除するほうが望ま

しいことなど信頼性の観点から、期末要支給額方式の方が優れているとの意見がある

43。
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　一方、地方公共団体の退職手当支給の実態を見れば、大部分が定年または勧奨退

職によるものであり、その場合の退職手当支給率は、期末要支給額方式における自己

都合退職の退職手当支給率に比較して相当に高いことに着目し、定年または勧奨退職

による高い退職手当支給率を反映しない自己都合による退職手当支給率で算定する

期末要支給額方式は実態を反映していないとして、企業会計と同様に、退職時の退職

給付の額を合理的に見積り、一定の割引計算により算定された退職給付債務を基礎と

して退職給付引当金を計上するべきであるとの提言もされているところである44。

　退職給付会計基準において用いられる割引率等については、客観的、合理的な基準

に基づき恣意的な判断を排除することが可能であると考えられるが、地方公共団体の

退職手当支給の実態をより正確に反映させ、また、公的部門の会計基準としては、特

段公的部門に固有の会計処理を有すると認められる部分以外においては、企業会計と

の整合性を保つ必要性があるという観点からは、企業会計と同様に退職給付会計基準

によるべきと考える。しかし、，職員数の少ない小規模な地方公共団体においては、高

い信頼性をもっ，て数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の要性が乏しい場合があるため、地方公共団体の規模や職員数に応じ、期末要支給額に

よる簡便法も容認されるべきであると考える。

（4）債務負担行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　～一

　　債務負担行為とは、地方公共団体が数年度にまた炉って行われる事業などにおいて、

　当該年度に契約などを行うが、その支払いは将来にわたって行うことを約束する行為

　のことをいう45。例えば、複数年度にまたがる工期で建設工事を施行する場合に債務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ
　負担行為が利用される。また、，債務負担行為は、地方公共団体が出資する第三セクタ

　ー等に損失補償等を与え、そこが金融機関から借入し、この資金で様々な事業を実施

　する場合にもごの制度が用いられる。

　　このように債務負担行為は、①地方公共団体が物件の購入契約を締結することによ

　って負担する将来の支払義務、②地方公共団体が出資する第三セクター等が金融機関

　から融資を受ける際に締結した損失補償等に基づいて負担する可能性のある債務に

　区分される。

　　これを構念図としてまとめると図表5一をよラになる。
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・図表5乙2債務貞担行為の概念図・

①物件の購入に係るもの ②損失補償等に係るもの

対象物件は取得済みで対価

を未払いのもの（①一1）

対象物件を未取得で対価も

未払いのもの（①一2）

代位弁済が確定したもの（②一1）

代位弁済の可能性が高いもの

（②一2）

代位弁済の可能性が低いもの

（②一3） 　●

（偶発債務）

（出所：醍醐聰『自治財政の会計学』新世社、2000年、36ぺ一ジを筆者修正）

　問題1誘・貸借対照表上で債務負担行為をどのように取扱うべきか・債務負担行為

と負債認識の関係をどのように整理するべきかさある。

　図表2で、発生主義の観点からは、①一1及び②一1の部分は確定債務であり、

次に、②一2の部分は、確定債務ではないが会計的負債として、その代位弁済の可

能性に応じた負債性引当金を設定する必要がある。一方、①一2の部分は、未履行

契約に係る債務であるため、負債として認識しない。また、②一3の部分は、現時

点では債務ぞはないが、将来一定の条件を満たすような事象が生じた場合に代位弁

済を求められる潜在的債務、いわゆるr偶発債務」であるため負債として認識しな

い。

　①一1の部分及び②一1の部分は、確定債務であるため負債認識は容易であるが、

②一2の部分は、現時点では代位弁済の可能性が高いと見込まれているに過ぎず、

その範囲や金額は確定していないため、将来の経済的便益を犠牲にする負債として

どのように認識するのかは容易さはない。

　従前は、②一2の部分は問題とはならなかったが、地方財政危機に伴う第三セク
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．ノ

ター等の破綻や経営悪化によ，り、・地方公共団体が債務負担行為によって行った損失

補償等の履行を債権者ふら求められる事態が現実のものとなって、この部分の負債

どしての認識が大きな課題となっていた。

　2007（平成19）年6月に財政健全化法が成立し、2qO8（平成20）年4月r損失補償

債務等評価基準」が定められて、この問題に対するメルクマールが得られた。

　同基準は、あくまで一般会計等の将来負担見込額を算定するための基準であるが、

第三セクター等の損失補償債務等から算出される将来負担額は、負債として認識す

・る条件を満たしており、地方公共団体の普通会計及び単体の貸借対照表の負債の部

に、履行すべき額が確定したものは「未払金及び未払費用」あるいは「その他非流

動負債」として、履行すべき額が未確定のものはr損失補償等引当金」として計上

されるべきものとされている46。

　従来、地方公共団体が地方公社や第三セクター等を設立して損失補償等を行うこ

と通じて、地方公共団体が自ら行うことが困難な事業が見通しの甘いまま安易に実

1
施 された。その結果が当該団体の経営破綻に繋がり、今日の地方財政危機の一因で

あることを省みれば、．遅きに失したとはいえ、関係団体の経営状況を把握し、その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
経営状況等を榊案して、損失補償債務等に引当金を設定するという考え方が導入さ

れたことは、・公会計の分野においては画期的なことであり、企業会計との整合性の

観点からも妥当なものであると考える。

　ただし、損失補償債務等評価基準に拠れば、正常償還見込債務としてA区分に分

類される損失補償にっい七も、その10％を引当金計上する必要がある。この点に関

し、総務省は、rたとえA区分ゐ第三セクター等であっても、融資元の金融機関に

おいて損失の可能性があると評価されている点に留意する搭要がある・このように

A区分といえども、将来負担額として算牢された第三セクターの損失補償債務は、

その額の範囲において、発生の可能性が高く、発生する費用や損失を合理的に見積

もることが可能な場合と考えられ、、引当金計上が必要なものと考えられる。」47とし

ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　この総務省の見解に従えば、A区分の正常償還見込債務であっても10％の割合で

貸倒れが発生する可能性があり、その損失額を合理的に見積ることが可能であるこ

とになるが、これは引当金の過大な計上と考えられる48。’会計上の損失補償等引当

金の計上に当たっては、損失補償契約や債務負担行為の有無等の形式だけではなく、
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取引及び第三セクダー等の実態を総合的に判断して決定するべきである49。

　損失補償債務等評価基準が会計上の撹失補償等引当金の計上基準として適切であ

るかどうか、つまり、一同基準がr発生の可能性が高く、1かつ、その金額を合理的に

見積ることができる場合」50という発生主義の引当金計上の基準として客観的かつ

合理的で妥当性を有するか否かは、辱検討の必要があると考える。

　また、土地開発公社及び地方道路公社については、財政健全化法上、12（3）で

触れたように、債務保証の有無にかかわらず実質的に一般会計等の負担が見込まれ

る額を将来負担額としており、これについても損失補償等引当金として負債計上を

求めているが51、この将来負担額の算定方法についても、発生主義の引当金計上の

基準として適切であるかどうかの検討が必要である。

4　「基準モデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」における

　　負債会計の比較分析

（1）負債の定義及び表示方法の比較

　　発生主義会計では、負債の定義及びその認識基準を満たす全ての負債を認識する必

　要がある。

　　まず、最初に国際公会計基準を見れば、r負債とは、過去の事象から発生した当該

　　　　　　　　　　　　ブ　主体の現在の債務であり、その決済により1、経済的便益またはサービス提供能力を有

　する資源が主体から流出する結果となることが予想されるものである。」52と定義して・

　いる。

　　財政状態計算書の負債の表示例をみると、公的部門の負債は、r流動負債」と「非

　流動」に大きく2つに分類するr流動性による分類53」を行う。流動負債は、r支払勘定」、

　r短期借入金」、、r1年以内返済長期借入金」、r短期引当金」、r従業員給付」及び「退

　職年金」に区分される5一方、非流動負債は、r長期支払勘定」、r長期借入金」、r長

　期引当金」、r従業員給付」及び＼r退職年金」に区分して表示される54。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’次に、基準モデルでは、r負債とは、㌧過去の事象から発生した、特定の会計主体の一

　現在の義務であって、①これを履行するためには経済的便益を伴う資源が当該会計主一

　体から流出し、または、②当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的

　なサービス提供能力の低下を招くことが予想されるものをいう。」55と定義しているが、
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これは、国際公会計基準の定義に準拠したものと考えら、れる。

　負債は、この定義に該当するものについて、・「流動負債」及び「非流動負債」に分類し

て表示する56。貸借対照表の表示例に従え．ば、流動負債は、r未払金及び未払費用」、

　r前受金及び前受収益」、r引当金」、r預り金（保管金等）」、r公債（短期）」、r短期借入金」

及びrその他の流動負債」に区分される。一方、非流動負債は、r公債」、r借入金」、r責

任準備金」、r引当金」及びrその他の非流動負債」に区分して表示される57。

　次に、改訂モデルは、財務書類作成事務の負担を考慮して、公有財産の状況や発生

主義によ、る取引情報を、当面の問、公有財産台帳や個々の複式記帳によらず既存の決

算統計情報等を活用して作成することを認めているモデルである。その目指す方向性

は基準モデルと同様であるとレており58、負債の定義については具体的な記載はない

が、基準モデルと同様と考えられる。

　、1改訂モデルの魚債り表示項目は、従来9総務省方式を地方公共団体の実態や民間企

業との整合性等に配慮して見直したとしている59。負債は、r固定負債」とr流動負債」

』’に分類し、1，固定負債は「地方債」、「長期未払金」、「退職手当引当金」に、流動負債は

　r翌年度償還予定地方債」、r短期借入金（翌年度繰上充用金）」、r未払金」、r翌年度支

払予定退職手当」、丁賞与引当金」に区分して表示する60。

　東京都モデルでは、特段㍉負債についての定義はなく、東京都会計基準においてr貸

借対照表には、東京都が所有する財産（換金価値のわる実物財産及び法的権利）及び東

京都が負担する法律上の債務だけでなく、発生主義会計に基づく『資産』及び『負債』

を計上する。」61とし、r負債に・ういては、還付未済金、都債、借入金、引当金等を計

上し、その形態を表す科目によって表示する。」62としている。、

　具体的には、r流動負債」とr固定負債」に二分し、流動負債は、r還付未済金」、r都

債」、r短期借入金」、r未払金」及びrその他の流動負債」に、固定負債は、r都債」、r長

期借入金」、r退職給与引当金」、rその他引当金」及びrその他固定負債」分類する63。

　基準モデル、改訂モデル及び東京都モデルを比較してみると、いずれも負債の表示

はr流動性による分類」を採用している、用いる科目もそれぞれ異なるが、考え方の点

においては、3つのモデルの間に大きな違いは見られない。

（2）地方債

　　地方債は、確定債務であるため、その発行残高は負債として貸借対照表に計上する
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ことは当然である。’基準モデル、『改訂モデル及ぴ東京都モデルとも、この地方債の取

扱いに大き堰相違はない。すなわち、ご地方公共団体が発行した地方債のうち1年以内

に償還予定のものを流動負債として」償還期問がi年超のものを非流動負債（固定負債）

として計上する。

　なお、交付税措置地方債、っまり、元利償還金の一部が基準財政需要額に算入され、

将来、地方交付税交付金で措置されること炉予定される地方債残高を負債としてどの

ように取扱うべきかという議論がある。

　醍醐聰教授は、貸借対照表に計上される地方債現在高と実際の償還費負担額の大幅

な乖離に着目して、基準財政需要額への公債養の算入率を決める指標となっている財

政力指数の変動に合わせて、交付税措置見込額を再評価していくヒとにより、地方債

の元利償還にかかわる地方公共団体の実質的債務額を表示することが可能であり、地

方債の残高から交付税措置見込額を控除した実質の債務額を貸借対照表に表示する

べきと主張している64。’

　これに対し、石田晴美教授は、普通交付税の算定の仕組みを分析し、交付税措置は

基準財政需要額への算入であって、元利償還の責任を国が負うこととは異なること、

地方債の交付税措置見込額は、負債から控除できるほどに発生の可能性が高いもので

はなく、また、信頼性をもって測定できるものではないとして・貸借対照表7ヒに負債

として計上する地方債の額は、あくまでも期末の発行残高であると結論付けている．65。

　総務省は、交付税措置は基準財政需要額に公債費の一定割合を含めて算定すること

であって、後年度に現金の収入が予定されていることと同義ではないので、貸借対照

表へ計上しないとの見解であり、改訂モデルにおいては、交付税措置地方債の金額に

ついて注記することを求めている66。

　なお、東京都モデルにおいては、この点について、何も規定していない。

　地方債の交付税措置見込額については、その算定の方法や過程が不明瞭であり、実

質的には国の裁量による部分が大きいことを考えれば、これを地方債残高から控除で

きるほどの客観性、信頼性はない。したがって、交付税措置見込額を推計し、その金

額を注記すれば十分であると考える。

（3）退職給付債務

　　基準モデルでは、退職給付引当金について、本来はr退職給付に係る会計基準」
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（1998（平成10）年6月16目企業会計審議会、最終改正2008（平成20）年7月

31目企業会計基準委員会企業会計基準第19号）を適用すべきであるが、当分の間、

期末要支給額方式による簡便法により算定することができるとし、具体的には、勤続

年数ごとに期末要支給額（職員数×平均俸給月額×退職手当の支給率）を算定し、合

算したものを退職給付引当金として計上すると規定されている67。

　改訂モデルでは、r退職手当引当金」との科目名が用いられ、全職員が普通退職し

た場合の退職手当支給見込額から翌年度支払予定退職手当の額を除いた額を計上す

る。退職手当支給見込額は、原則として一人ごとの積上げ計算により算定することと

するが、作業負担等の観点から実務上困難な場合は、勤続年数ごとの平均俸給月額を

用いた推計値によることもできると規定されている。ただし、総務省方式で用いられ

ていた、全職員の平均で推計する方法については、実態と乖離する可能性が高いため

認められないと1ノている．退職手当引当金の計上方法は注記しなければならない晩

　東京都モデルでは、丁退職手当の性格は賃金の後払いであるとの考え方に立ち、既

・に労務提供が行むれている部分については負債として認識し退職給与引当金として

計上する。計上額については、期末要支給額方式で算定する。なお、退職給与引当金

の計上基準について注記する。」69と規定している。

，基準モデルでは、，r退職給付に係る会計基準」を原則とするが、当分の間は、1簡便

法である期末要支給額方式を容認しているため、事実上、3っのモデルとも、期末要

支給額方式が採用されているといえる。3（3）．で検討したとおり．、期末要支給額方

式の利点は認めるものの、企業会計の基準としては、r退職給付に係る会計基準」に

既に移行していること、地方公務員の退職手当の支給実態を考慮すれば、期末要支給

額方式は実態と乖離する可能性が高いことの、2つの理由で、一定規模以上の地方公共

団体においては、r退職給付に係る会計基準」が採用されるべきであると考える。

（4）債務負担行為

　　基準モデル及び改訂モデルとも、財政健全化法上の将来負担として捉えるべき債務

　負担行為に基づく支出予定額のうち、第三セクター等の損失補償債務等から算出され

　る将来負担額や土地開発公社及び地方道路公社の将来食担額は、この条件を満たすも

　のと考えられるとして、地方公共団体の普通会計及び単体の貸借対照表上に負債とし

　て計上される70。
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　ただ・しぐこの第三セクター等の損失補償債務等から算出される将来負担額や土地開

発公社及び地方道路公社の将来負担額を、そのまま発生主義の負債として取扱うこと

が妥当であるか否かは検討の必要があることは3（4）で述べた9

　計上する勘定科目については、履行すべき額が確定したものは、流動負債のr未払

金及び未払費用」あるいは非流動負債（薗定負債）のrその他非流動負債（長期未払金）」

として、履行すべき額が未確定のものは、非流動負債（固定負債）のr損失補償等引当

金」として計上されるべきものとされている71。

　これに対し、東京都モデルは、債務負担行為のうち損失補償債務等に関する負債の

計上は、履行すべき額が確定したものにっいては、流動負債の「未払金」、「未払保証

債務」として翌年度以降の支出予定額を計上することが定められている72。一方、履

行すべき額が未確定のものについては、偶発債務として注記するものと規定している

73。

　しかし、東京都モデルが民問の企業会計基準をベースに公的部門の特質を加味して

策定された会計基準であうことから考えれば、企業会計に準じた引当金の計上を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
べきであり、損失補償債務等についても、発生主義の引当金の計上基準を満たすもの

については、負債として認識し貸借対照表に計上する必要びある。この場合、重要な

ものについては・固定負債の退職給与引当金の次に「損失補償等引当金」の科目を設

け、重要でないものは、「その他引当金」に計上するべきと考える。
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5　今後の課題

　地方公共団体の負債の中で金額的にウェイトの大きなもの、あるいは、取扱いにおい

て重要性が高いものは、地方債、退職給付債務及び債務負担行為のうち損失補償債務等

に係るものの3つであり、本論文では、それぞれの課題について検討してきた。

　これまで、地方公共団体の債務としては、確定債務としての地方債の残高のみが注目

されてきたが、今目の地方財政危機を背景に・地方債ばかりではな≦・職員に莱払う退

職手当の問題や第三セクター等の経営悪化により地方公共団体が結果的に負担しなけれ

ばならないr隠れた債務」の実態が明らかとなり、もはや現金主義の官庁会計制度では、

こうレた問題に対処できないことが明白になった。

　このため、こうした官庁会計の欠陥を補うことを目的に、健全化法が施行され、地方

公共団体の財政状況をより適切な指標によって明らかにする中で、「将来負担比率」とい

うストックに着目した新しい考え方が導入されることになった。

　また、・現在進められている、発生主義に基づいた公会計制度改革との整合性を図るべ

く、将来負担比率の算定に用いる「将来負担額」の考え方を公会計制度改革の貸借対照

表上の負債に位置付けようとする総務省の見解が示されている。

　しかし、この総務省の見解は、時間的制約もあり、公会計制度改革の中に将来負担額

の考え方を組入れることを急ぐあまり～発生主義の引当金の計上基準についての十分な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
検討を経ずに導入されたものと思われる。財政健全化法は、あくまで現金主義の官庁会

計制度を前提とするものであって、将来負担額の考え方も発生主義の負債に近いものが

あるとはいえ、例えばr損失補償債務等評価基準」によって算定されたものが、発生主義

の引当金の計上基準としても妥当なものであるかどうかは、今後十分な検討が必要であ

る。

　次に、r損失補償債務等評価基準」においては、’財務諸表方式により損失補償債務等負

担見込額を算定する場合に、財務諸表がr監査法人又は公認会計士の監査が行われたも

のその他財務諸表が出資法人等の財政状態、経営成績等を適正に表示していることにつ

いて地方公共団体の監査委員の監査その他の方法により確認されているものであるこ

と。」74が求められている。いうまでもなくー、当該方式による場合以外であっても、第三

セクター等の経営実態の適確な把握は必要不可欠である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　現状では、大部分の第三セクター等は公認会計士監査を導入しておらず、経営状況の
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正確な把握は、地方公共団体の監査委員の監査だけでは、どうしても甘くなりがちであ

る。今後は、第三セクター等の経営状況を適正に把握する体制の環境整備が必要となる75。

　最後に、会計の問題からは離れるが、「世代間の負担の公平性」の問題に触れておき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
たい。

　公会計制度改革や財政健全化法が施行された根本的な理由は、いうまでもなく地方公

共団体の財政再建である。バブル経済崩壊以降の景気対策から始まった地方債を利用し

ての財政支出の拡大は、十分な効果を上げないまま持続不可能な状態に陥り、小泉政権

による財政再建路線ぺと転換した。2004（平成16）年をピークに地方債の残高は減少傾

向にあったが、100年に一度といわれる今日の急激な経済危機を克服するため、2008年

度後半からは、再び地方債に頬つた財政運営へ戻ることになった・

　当面の経済危機をとりあえず地方債による財政出動で脱出し、社会経済のメルトダウ

ンを回避することは、急激に需要が減少する中ではやむを得ない選択かもしれない。し

かし、地方債は、地方公共団体の長期にわたる借金であり、将来世代への負担の先送り

であることには変わりがない。わが国は、世界的にも例がない急速な少子高齢化・人口

減少社会へ突入している。もはや、将来の経済成長を前提とした制度設計は持続不可能

である中で、将来世代への負担の先送りは、どの程度までならば許されるものであろう

か。

　会計は、この問題に対しては、直接には解答を与えることはできない。それは、財政

民主主義の下、選挙を通じた政治による意思決定を行うほかはない。しかし、現在の地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
方の財政状況を明確にし、現在世代が今の生活を維持するために、・どの程度を将来世代

に先送りしているのか、先送りした負担の償還の方法はどうするのか、現在世代の構築

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨした行政サービスの水準を享受するには、将来世代はどの程度の負担を覚悟するべきで

あるのか、・とい9た課題に対しては、会計こそがそめ問題解決のための不可欠なツール

であると考える。

　今後の公会計制度の整備に大きな期待が寄せられている。

ノ

167



（注）

11PSAS1，par．7．

2菊谷正人、岡村勝義『財務会計の入門講義』中央経済社、2004年、94ぺ一ジ。

3同上書、94～95ぺ一ジ5
4財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第58条。

5地方自治法第212条。

6同法第213条。
7同法第214条。
8同法第230条第1項。
9同法第208条第2項。
10例えば、r辺地に係る公共的施設の総合的整備のための財政上の特別措置に関する法律」に基づ
　く　r辺地債」、r過疎地域自立促進特別措置法」に基づく　r過疎対策事業債」など。

11地方自治法第211条第2項、同法施行令144条。
12総務省「地方公共団体の財政の健全化に関する法律の公布について（通知）」2007年6月22日、

　総財務145号。

13総務省『新しい地方財政再生制度研究会報告書』2006年12月8目、3ぺ一ジ。

14地方財政健全化法第3条第1項。

15同法第4条第1項。
16同法第8条第1項。
17地方道路公社、土地開発公社、地方住宅供給公社をいう。
18地方公共団体は、r法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」第3条の規定により、法人

　の債務について保証を行うことはできないが、地方三公社のうち土地開発公社と地方道路公社に

　ついては～それぞれの個別法により債務保証を行うことが認められている。しかし、第三セクタ

　ー等の行う公共性、公益性のある事業を支援するために、債務保証とは法的にその内容及び効果
　の点で異なるものの、実質的にはr債務保証」に替わるものとしてr損失補償契約」を金融機関等と

　結ぶことが行われている。

19　「標準財政規模」とは、「地方自治体め一般財源の標準的大きさを示す指標で、実質収支比率、

実質公債費比率、連結実質赤宇比率、将来負担比率、経常収支比率などの基本的な財政指標や財
政健全化指標の分母となる重要な数値である。その大きさは、r標準税収入額＋普通地方交付税額

＋地方譲与税」で求められる。言い換えれば、標準的に収入しうるr経常一般財源」の大きさで
ある。」

　（地方財政情報館ホームページ、http：〃www。鷺iseijo五〇．comノ融co／aeco＿h－Lぬtm1。）、

20総務省r地方公共団体財政健全化法説明会配布資料（平成20年3月19目開催）」の資料3r健
　全化判断比率の算定方法」に詳細がまとめられている。

21総1務省告示第242号「損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準」2008

　年4月21目。
22同上、別紙1～4。
23同上、第二一二一1。
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第6章　収益・費用会計

1　はじめに

　我が国の地方公共団体の現行の会計制度は、一般的にはr予算決算制度」を意味し、

地方自治法、地方自治法施行令及び施行規則を根拠法令として規定されている。

　一般にr予算」とは、r一定期問における収入と支出の見積りまたは計画」であ

るが・地方公共団体における予算とは、「一定期間における行政活動の財政的な計画

であると同時に、住民に対してどのような行政施策がどのように実施されるかを一

覧表にして明らかにし、納めた税金がどのように使われ、住民に還元されるかを示

したもの。」1である。一方、r決算」とは、r一般的には、一定期問の収入と支出の計

算を行うことをいうが、地方公共団体では、歳入歳出予算の執行の実績を示す計数

をいう．」2と定義される。

　この予算決算制度は、単式簿記による現金主義会計を採用しているため、一会計

年度におけるフローの現金収支を表すものに過ぎず、ストックの概念に乏しく、フ

ローに対して有機的な関連をもった貸借対照表は作成されない。その結果、資産情

報、負債情報というストック情報に欠けるため、r定時点での財政状態（financial

position）を評価できない。また、現金主義会計では一定の報告期間における収益、

費用というフロー情報が把握できないために、財務業績（financial　performance）

を示すことができない。その結果、コスト情報を基にした経済性、効率性及び有効

性を評価するための情報を提供することができない3。

　こうした予算決算制度の欠点を補うため、現在、総務省の指導により、地方公共

団体の会計に発生主義に基づく企業会計の手法を導入する地方公会計制度改革が進

められている。また、東京都においては、企業会計に準拠した独自の会計モデルを

策定し、既に決算制度の一部に位置付けている4。こうした制度改革は、現行の予算

決算制度を温存しっっ、予算決算制度とは別に、発生主義に基づく　「貸借対照表」、

「行政コスト計算書」、「資金収支計算書」及び「純資産変動計算書」の財務4表を

作成することを要求している5。

　この財務4表のうち「行政コスト計算書」は、会計期問中の地方公共団体の業績、

すなわち費用・収益の取引高を明らかにすることを目的として作成される6が、r収
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益」及び「費用」は現金主義では存在しない概念であり、』また、非交換取引が大部

分を占める公的部門におけるr収益」及びr費用」と、交換取引が主体の企業会計の

「収益」及び「費用」とでは、その意味するところは相当異なるものである。特に、

代表的な非交換取引であるr税」やr補助金」については、収益の獲得を目的とする

企業の「収益」の会計処理方法では不適切であるとして、公的部門に固有の非交換

取引に着目した、独自の会計処理を行うべきとの議論がある7。

　本論では、まず地方公共団体の現金主義でのr収入」と発生主義におけるr収益」

の関係について検討し、次に、公会計の大きな議論となっている税収等の取扱いに

ついて検討する。さらに、地方公会計制度改革において、新地方公会計制度研究会

報告書等に基づくr基準モデル」及びr総務省方式改定モデル（以下、r改訂モデル」

という。）」並びにr東京都モデル」の3つが提示され、今後地方公共団体が整備を

進める上で準拠するべき会計モデルとして提案されていることから、それぞれのモ

デルにおける収益・費用の会計処理方法について比較検討を行う。

2　地方公共団体のr収入』とr収益の認識」の問題

　地方公共団体は、税金等の収入を財源として、住民の福祉の向上を目的として

様々な行政サービスを提供している。行政サービスの財源としては、都道府県を例

にとれば、事業税、都道府県民税、地方消費税、自動車税等の税収以外にも、地方

交付税、国庫支出金、分担金・負担金等の移転収入、使用料・手数料、財産収入や

借入金である地方債等がある8。

　地方公共団体に流入する価値の主な事由を整理すると、図表6－1のとおりである。
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図表6－1　地方公共団体における資源の流入原因

．』匿1『『』．』毒ヨ 鷺繭1瀧，霜．峯ii，凱

，③傑豫騨∵1 財貨の販売またはサービスの提供に伴う収入、受取利息、配

当金、資産売却に伴う利得など、交換取引を基礎とする収益。

民間部門と同等のもの。

③ 毒鹸購…1『☆lillil 税金、’罰金、科料など、公的部門特有のもの。

載撫転螺磁 国や他の公的な機関等から受領する補助金、負担金、交付金

など。

④措簾△ 公債、一時借入金

③1 管i嘩嚇▽ 他の報告主体（政府等）の機関として収入した税金、公営住宅の

敷金、契約保証金など

（出所：筆谷勇他『公会計原論』東京り一ガルマインド、2004年、223ぺ一ジを一部修正）

　地方公共団体の現行の会計制度では、現金主義を採用しているため、これらの

価値の流入のうち①、②、③、④の収入を「歳入」として、⑤は「歳入歳出外現

金」として取り扱っている。

　ちなみに、地方公共団体のr収入」とは、地方公共団体の各般の需要を充たす

ための支払いの財源となるべき現金の収納をいうが、r歳入」とは、一会計年度に

おける一切の収入をいい9、「収入」には期間の概念が含まれていないが、これに期

間の概念が加わったものである10。

　①の交換取引は、民間企業と同様の一般的な取引形態であるのに対し、②の公

権力の行使に基づく　「税」を始めとした非交換取引や、③の使途に附帯条件の付

いた「補助金」等の移転収入は、公的部門に特有の取引形態であるとともに、公

的部門の取引の大部分を占めている。

　④の借入金は、現金主義会計においては、「負債」として認識されず「収入」とし

て認識される。地方公共団体の借入金には、その償還について一会計年度を超え

て行われる「地方債」と、年度内の一時的な資金繰りを目的としたr一時借人金」

がある。地方債は、歳出の財源の一部であるため歳入歳出予算に位置付けられる

が、一時借入金は、年度内の資金繰りに充てられるため、歳入歳出予算には計上
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されず、その最高限度額を予算（広義の）で定めることになっている1・。

　⑤の管理収入は、地方自治法上r歳入歳出外現金」と呼ばれるもので、地方公

共団体の所有に属さない、すなわち一時的所有には属するが、最終的所有には属

さない現金をいい、その権能が法律又は政令に根拠を有し、保管手続等が法律又

は政令に根拠を有している場合に保管できるものである12。歳入歳出外現金は、い

わば一時的なr預かり金ゴであり、支払資金に充当できず、r歳入歳出とならない

現金」であり、予算決算制度の範囲から除外されている。’

　問題は、これらの価値の流入のうち、「収益」としてどれを認識するべきか、ま

た、どの時点で収益を認識するべきか、ということである。

　「収益」の認識と測定は　報告主体が採用したr会計の基礎」に依拠して決定さ

れる・会計の基礎は・一般的には、「現金主義」と「完全発生主義」を両端とする軸

線上に位置づけられ、r現金主義」、r修正現金主義」、r修正発生主義」及びr完全

発生主義」の4つに整理される13。

　ここで、r会計の基礎」と収益・費用の認識と測定の関係を整理すると図表6－2

のとおりである。
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図表6－2　会計の基礎と収益・費用の認識・測定の関係

．会計の基磯』、 ，潅麟墓拳△ 疑測i，ヂ・』1定』

現傘主義… 現金の授受が行われた時点で認

識する。

現金のフローに基づき授受が認識さ

れるため、測定の問題は生じない

修正現金奪蕎 現金の授受が行われた時点で認

識。ただし、報告対象期間経過

後の特定期間（出納整理期間）

における現金の授受も認める。

同上

修正発撃義 財貨、サービスの授受の権利・

義務が確定したときに認識す

る。

貨幣額で表された金融資産・負債の

発生、金融資産の増加・減少に基づ

き収益・費用が認識されるので測定

に関しては大きな問題は生じない。

，葺全発奪毒蘇i サービス提供能力または将来の

経済的便益が発生・増加したと

きに収益を、消費・減少したと

きに費用を認識する。

サービス提供能力または将来の経済

的便益の発生・増加あるいは消費・

減少の蓋然性の判断と、その額をど

のように測定するのかという問題が

発生する。

（出所：筆谷勇他『公会計原論』東京リーガルマインド、2004年、258ぺ一ジを一部修正）

　現行の地方公共団体の会計制度は、いわゆる現金主義の官庁会計に拠っており、

「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければなら

ない。」14というr会計年度独立の原則」に基づいている。したがって、収入及び支出

は、その年度の収入及び支出に限定されることを原則とするが、この現金主義会計

の例外措置として、債権債務発生の事実と現金の収納ないし支払いとの時間的差異

を調整するため、出納事務未済の収入及び支出であっても、債権債務発生の事実に

基づき、当該年度の経過後においても当該年度の収入及び支出として認めるという

r出納整理期間」を設けている15。

　これは、現金主義会計にr発生主義的年度区分」の考え方を取り入れ、債権債務発

生の事実と現金の収納ないし支払いとの時間的差異を調整するための方法であり、

現金主義年度区分の例外として考えられている16。
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　っまり、会計の基礎の観点から見れば、1現行の地方公共団体の会計制度は、r修

正現金主義」を採用しているといえる。

　現在進行中の地方公会計制度改革は、現金主義（正確にはr修正現金主義」である

が、以下r現金主義」という。）の官庁会計に発生主義（正確にはr完全発生主義」

であるが・以下「発生主義」という。）値基づく企業会計の考え方を導入する方向で

進められており、現金主義から発生主義への移行の過程にある。

　現金主義会計は、現金の流入・流出を記録するだけであるため、その認識・測定

に関して議論の生じる余地は少ないが、現金主義から発生主義への移行に伴い、現

金主義会計では問題とならなかった収益の範囲や認識・測定の問題について様々な

意見が提起され、特に、公的部門の財源として大部分を占める「税収」の取扱いに

ついて、税収を収益とみなすr収益説」と、他律的に流入する資源であるとみなす

r資金流入説」、住民からの拠出とみなすr持分説」が唱えられている17。

　税収の取扱いを巡る論点は、次節で検討するが、図表6－3ではr収益説」の立場

から、地方公共団体の収益を資質別に分類した。

図表6－3　収益の分類

収益

交換収益 交換収益及び利得

実現した収益友び利得収益

分担金、負担金、使用料、加入金、手

数料、配当、利子、財産収入

国庫委託金

未実現利得

公権力の行使による収益

地方税、罰金、科料

外貨換算差益、資産の評価益

非交換収益

移転による収益

他の政府からのもの

私的部門からのもの

無条件補助金及び寄付等

地方譲与税、地方特例交付金、地方

交付税

条件付補助金及び寄付等

国庫負担金、国庫補助金

（出所＝筆谷勇、金子邦博、大貫一「公会計原論」東京リーカ“ルマインド、2004年、248ページを筆者修正）
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3　税収の「収益説」、「資金流入説』と「持分説」

（1）収益説　　　　　　　・　　　　　一

　　国や地方公共団体等の公的部門の会計に発生主義の考え方が導入されるように

　なった背景として、1990年代以降のrニュー・パブリック・マネジメント（New

　PublicManagement以下『NPM』という。）」の影響がある18。

　　NPMは、傘的部門の効率化や透明性を向上させるために、民間企業の経営理

　念や発想を取り入れた行政管理の手法を意味する。その特徴は、まず、公的部門

　である行政機関をこれまでのように住民に対する「統治機関」としてではなく、「サ

　ービス提供機関」と考えるところにある。つまり、住民は公的部門のr顧客」として

　位置付けられ、行政は「顧客満足度」を最大化するために、様々な観点からの改

　革が要請される。このような見地に立てば、行政がどのようなインプットを行っ

　たかではなく、どれだけのアウトプットを生み出したか、さらにはどれだけのア

　ウトカムを実現したのかが問われることになる。っまり、NPMのこうした成果

　主義や顧客志向は、行政運営にも市場原理を重視する制度へ転換することが必要

　となる。ここでは、行政機関という経済主体と民問企業という経済主体は本質的

　に異質な存在ではなく、行政サービスの提供者には、行政機関と民間企業の双方

　が関与でき、両者は競争的関係に立っことになる。

　　山本清教授は、「行政機関と民間企業の競争および異なる主体間の開かれた関

　係を規律するうえでは、市場取引の規則と市場における取引情報システムである

　企業会計が公的部門でも採用されることが必要になる6なぜなら、交換される財・

　サービス量の貨幣的評価、つまり市場価格を通じた測定・伝達があってはじめて

　市場での意思決定が可能になるため、’公的部門でも擬似的に市場を想定して価格

　’に相当する費用と質に関する情報を完備することが要請されるためである。」19と

　指摘している。

　　公的部門の会計基準と企業会計基準とをできる限り整合性のある類似の会計基

　準とすることによって、両者のおける類似の会計問題に対して整合的な会計処理

　が可能となり、比較可能性が向上する2“。

　　このため、NPMは、公的部門の会計基準を、基本的には企業会計と同じ発生

　主義会計を導入することが前提となる。
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　したがって、NPMにおいては、税収は、・公的部門が行政サービスを実施する

ために必要な財源を強制的に徴収したものではあるが、r顧客」である住民に提供

する行政サービスの対価として捉え、公的部門の主要な業務活動から生じた「非交

換性収益」であるとみなされる。

（2）資金流入説

　　山本教授は、「税＝資金流入説は、税収は議会による資源の徴収と配分に関する

　承認を受けて行政府が徴収する収入であることに着目する。また、フローの財務

　業績は政府で管理可能な資源に関する期間業績を表示するとの観点に立っ。税収

　を政府のサービス提供能力の流入であることを認めるが、議会と行政を区分し、

　行政活動を行う経済主体としての政府としては、他律的に決定され執行される結

　果として流入する資源（税収）を自らの活動成果として認識しない立場」であり、

　　r政府活動としての業績は、アカウンタブル・マネジメントの視点から、活動に

　伴い消費した資源（費用）と活動に伴う対価（負担料・使用料等）を対応させた

　ものとする。つまり、税収は非交換取引であり、政府の財務業績としてではなく、

　正味資産（純資産）の変動要素および資金収支計算書における資金流入とみる。

　換言すれば、行政府は議会から配分された資源を使用して、議会から決定された

　業務を経済的・効率的・効果的に実施するアカウンタビリティを議会に対して負

　っていると考える。」21と説明している。

　　さらに、　rこうした考え方に則って、米国連邦政府や英国政府では、財務業績

　として業務を実施するのに消費した資源の貨幣的表示である費用から、利用者負

　担料等の自己収入を控除して純費用を算定する方式を採用している。」22、また

　　rわが国の独立行政法人会計基準の行政サービス実施ゴスト計算書も、同様の考

　え方に立っている。」23ことを明らかにしている。

　　そして、　r企業会計の収益は、市場における財・サービスの経済価値を反映し

　たもので勘，るため、その犠牲（資源消費量）の貨幣価値と対応させて費用対効果

　を示す点に『財務業績』の理論的意味づけがある。しかし、政府会計における税

　収は、財・サービスの価値というより財源にすぎない。この限界を踏まえ、経済

　活動に伴う資源消費である費用と対応するものとして、収益を利用者負担に限定

　するのである。」24と説明している。
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　この「資金流入説」は、議会と行政を明確に区分し、税収は、行政が議会から配

分される資源であるから他律的であり、行政は、税収に関しではアカウンタビリ

ティを負わないという点で、我が国の地方公共団体のr議会」とr行政」とr住

民」の関係から遊離した考え方である。

　地方公共団体は、法律の定めるところにより地方税を賦課徴収することができ

る25が、議会は、法律に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収に関するこ

とを議決しなければならず26、地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他

賦課徴収については、条例で定めなければならない27として、議会の関与が規定

されている。

　こうした、議会と行政の関係を顧みれば、税収は行政が議会から配分される資

源ではなく、あくまで行政が議会の関与のもとに、行政サービス提供の財源とし

て住民から徴収するものであって、行政は、税収に関するアカウウンタビリティ

を議会と住民の双方に負っているものと考える。　　　　　　・

（3）持分説

　　「収益説jは、住民を、公的部門が提供する財・サービスの顧客として位置付け

　たうえで、税収を公的部門の「収益」として扱うが、「持分説」は、住民を公的部

　門，の究極的な所有者として位置付けたうえで、税収を公的部門の所有者からの「拠

　出」として扱う。

　　持分説について、・山本教授は、次のように説明している。　r税＝持分説では、

　税¢）非交換取引性に着目し、税収を対価性ある収益とみるのでなく、政府の持分

　増加となる財源とみなす。ここでは、財源は強制的な資本注入とみなされ、国民

　からの出資による資本取引が財源措置化を通じて損益取引に転換されるとする。

　つまり税を金銭出資とみなし、それが目的別・性質別に内部取引を通じて資源配

　分されるとみる。税収を財・サービスの経済的価値を反映したものでなく単なる

　財源とみるのは、徴税が政府の非自律的活動であることを踏まえたものといえ

　る。」28

　　また、桜内文樹教授29は、持分説の論理構造を英米法の信託の概念を用いて、

　次のように説明している。

　　まず、信託説に基づいて政府と国民（桜内教授は、国の会計を論じておられる
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ので、用語も原文のままとする。）との関係の基本構造を示すと、r委託者」は、

政府に対して税という形で財産権を移転する納税者としての国民を、　「受託者」

は、納税者から税という形で財産権を譲り受けた政府を、そしてr受益者」は、受

託者としての政府が様々な活動を行った成果としての便益を享受する地位にある

国民であると位置付けられる。ここで、受益者としての国民は、現役世代のみな

らず将来世代をも含めた広い概念である。つまり、受託者である政府は、委託者

である納税者から税という形で財産権を譲り受けると同時に、現役世代・将来世

代を含めた受益者である国民に対して受託者責任を負う．という関係に立っ・

　このような政府と国民との信託関係を前提とすれば、税は信託財産の受入れ、

すなわち損益外の純資産（持分）の増加であって、政府の提供する財・サービスの

対価として政府の外部者から受け入れる収益ではない。会計上「持分」とは、「会計

主体の所有者からの拠出」を意味するが、政府という会計主体の所有者が国民であ

る以上、主権者である国民から政府に対する拠出である税は、r持分」として処理

するべきである30。

　このr持分説」に対しては、　r収益説」の立場から、当該持分に対して返還請求

権があるのかどうか、また、住民主権がそのまま財産権にっながるかどうかを巡

って批判的見解が示されている31。　　　　　　　　　　　．

　r持分説」は、国民主権の概念の下、国民が政府の所有者であると位置付けるこ

とを前提とする。しかし、こうした、国民と政府との関係を英米法の信託関係で

捉え、そうした関係を会計的に構築しよ、うとする方法や、「税」は、政府の所有者

と位置付けられた国民のr持分」であるとの考え方には、違和感を覚える。

　もともと、公会計に発生主義を導入することの原点は、公的部門に民間企業の

経営理念や発想を取り入れて公的部門を効率化させることにあった。この観点か

らは、公的部門と民間部門との比較可能性が重視されるが、　「持分説」は、比較

可能性には比重をおかず、公的部門の特殊性に焦点を当て、公的部門独自の会計

制度を構築しようとするものである。

（4）国際公会計基準

　　国際公会計基準（lntemational　Public　Sector　Accounting　Standards　以下

　　rIPSAS」という。）　では、収益とは、r所有者からの拠出に関連するもの以外
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で、純資産・持分の増加をもたらす一定期間中の主体の通常の事業過程で生ずる

経済的便益又はサービス提供能力の総流入である。」32と定義している。

　そして、r所有者からの拠出」とは、r主体の外部の当事者によって拠出された

将来の経済的便益又はサービス提供能力のうち、結果として主体の負債になるも

のを除く、主体の純資産・持分に対する財務的持分を確立するものをいい、以下

のような性質を持っ。（a）所有者又はその代表者の任意で行われる分配のような存

続期間中に主体が行う将来の経済的便益又はサービス提供能力の分配に対する優

先的権利、及び主体が廃止又は清算される事態において資産が負債を超過する金

額の分配に対する権利をもたらすものであり、（b）売却、交換、移転又は償還可能

なものである。」33と定義される。

　したがって、税収はr所有者からの拠出」の定義を満たさず、収益として扱う

ことを明確1こしている鴨

　またJPSASは、企業会計の損益計算書に対応する財務書類として「財務業績

計算書」の作成を要求している35が、財務業績計算書は、rある期問に認識される

収益と費用のすべての項目を、IPSASが別途規定する場合を除き、財務業績計算

書に剰余又は損失として計上する。」36と規定している。

　このように、IPSASでは、r収益説」に立脚しつつ、税収を含むすべての収益

と費用を網羅的に計上した財務業績計算書を作成して、一年間の財務業績を明ら

かにすることを求めている。

　ただし、IPSASは、政府と住民との関係について、NPMのr収益説」やr基

準モデル」のr持分説」のような明確な位置付けを行っていない。古市峰子教授

は、この点について次のように説明している。

　r現段階までのIPSASをみると、異なる会計モデルのもとで策定された公会

計基準をいわばピースミール的に取り出して基準化しているかのようであり、政

府会計基準と経営モデルとの関連性は特に意識されていないように思われる。も

っとも、どのような経営モデルを選択するのかは、各政府の主権に委ねられてい

るのであって、経営モデルの違いを理由に政府ごとに財務報告や会計基準が異な

っているとしても、それ自体は不当とはいえない。」37とし、「特定の経営モデル

に依処した単一の国際的な政府会計基準を作成することが必ずしも適切ではない

のも事実である。」38と結論付けている。
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　ただし、IPSA呂が、政府の会計基準と経営モデルの関連性を意識していないと

しても、税を収益と認識し、r所有者からの拠出」であることを否定しており、

IPSASはr収益説」に立脚していることに変わりはない。

（5）目本公認会計士協会の提言

　目本公認会計士協会は、2008（平成20）年10月、公会計・監査特別委員会39研

究報告第1号「地方公共団体の会計に関する提言」を公表した。その提言のなか

で、論点14r税収の取扱い」において、以下のようにr持分説」を批判し、r収

益説」を支持している。

　「基準モデルでは、税収は純資産の増加をもたらすが、『主権者としての住民か

らの拠出』として、収益には該当しないとしている。これは、主権者としての住

民を民間企業の所有者と類似した概念と捉え、主権者たる住民との移転取引を民

間企業における資本取引に相当するものと捉えているものと思われる。しかし、

住民は主権者であるものの、地方公共団体に持分を有しているわけではないなど、

経済的な意味で地方公共団体の所有者ではないと考えられる。地方公共団体の経

済的側面を示す財務報告においては、政治的な意味での所有者（主権者）である

かではなく、経済的な意味での所有者であるかに焦点を当てることが適切であ

る。」40

　「また、会計上の『拠出』概念は、通常以下の性格を有するものであり、これ

に照らすと税収を『拠出』と捉えるζとは適切ではない。①『拠出』は一般的に

拠出者の主体的意思に基づいて、．その金額及び時期を決定するものであるが、納

税という行為は、このような主体的意思に基づくものではない。②『拠出』は、

一般的にこれに伴い経済的持分を形成する行為と考えられているが、納税という

行為は、これにより、経済的持分を形成するものではない。③会計上、ある取引

を『拠出』として取り扱うことの意味は、その取引額に拠出者の意思に基づく『一

定の維持拘束性』又は『基準値性』が求められるため、それ以外の取引と区分す

ることにある。地方公共団体における税収は、使用されるために徴収されるもの

であり、『一定の維持拘束性』又は『基準値性』を有するものではない。」41

　また、r企業会計における収益は、事業活動の目的であり、収益を獲得するため
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の犠牲として費用が把握されるという関係にある。一方、公会計においては、行

政サービスの提供に要した費用が把握され、それを賄う財源として税収・補助金

などが収受される。このように公会計における税収は、企業会計における収益と

は根本的に性質を異にするものである。しかし、近年の会計理論の根幹を成す資

産・負債アプローチに基づけば、純資産の増加をもたらす取引のうち、資本取引

以外は、広い意味での収益であると考えられる。この観点からは、公会計におけ

る税収等の対価性のない取引による純資産の増加を収益とみなす考え方が成り立

つ。」42

　以上の議論を踏まえてまとめてみると、税収は、公権力の行使を背景にした公

的部門に特有のものであり、他の収益とは重要性や性質に違いがあることを認識

している点は共通している。そのうえで、公的部門と住民との関係をどのように

捉えるのかによって、つまり、公的部門が目指す経営モデルの違いによって、ま

た、公的部門の特殊性をどの程度まで強調するべきかによって、r収益説」、r資金

流入説」及びr持分説」が唱えられ、その会計上の処理を異にする。

　この3つの説のうち、いずれに拠るべきであろうか。元来、、公的部門の会計に

発生主義を導入する、意義は、NPMにみられるように、不効率であった公的部門

に民問部門との競争原理を導入して公的部門を健全化、効率化させることであっ

た。この原点に帰れば、できる限り民間企業の会計に近い取扱いを行って、公的

部門と民間部門との比較可能性を高める必要性が強調されるべきであり、r収益

説」が採用される。

9
こ の点r持分説」においては、権力性、独占性、公共性といった公的部門の特

殊性を会計的に説明することに重点をおいた結果、民間部門との競争といった概

念は希薄化されることになった。

　また、IPSASの策定が進展し、公的部門の会計基準の国際的なベンチマークと

しての地位を得つつある今目、あえてr持分説」に依拠し、民間部門とは体系を

異にする公的部門に固有の会計を構築しなければならな，い理由に乏しいと考える。

　したがって、r収益説」が採用されるべきであると考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
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4　r基準モデル」、r改訂モデル」及ぴr東京都モデル」における

　　収益・費用会計の比較分析・

（1）基準モデル

　　　「基準モデル」では、「収益とは、①一会計期問中における活動の成果として、

　②資産の流入もしくは増加、または負債の減少の形による経済的便益またはサー

　ビス提供能力の増加であって、③会計主体の所有者以外との取引その他の事象か

　ら生ずる純資産の増加原因をいう。」43と定義し、一方r費用とは、①一会計期

　間中における活動の成果を生み出すための努力として、②資産の流出もしくは減

　損、または負債の発生の形による経済的便益またはサービス提供能力の減少であ

　って、③会計主体の所有者以外との取引その他の事象から生ずる純資産の減少原

　因をいう一。」44と定義している。

　　ここでは、税収を主権者としての住民からの拠出と捉えているため、収益とし

　ては計上せず、純資産変動計算書上の損益外純資産増加原因として計上される。

　っまり、税収＝持分説に依拠している。また、国庫支出金等の受入のうち、資本

　移転収入（経常費用に対応する経常移転収入に該当しない場合）も、収益として

　は計上せず、純資産変動計算書上の損益外純資産増加原因として計上される45。

　　　r基準モデル」では、行政コスト計算書の作成目的をr会計期間中の地方公共

　団体の業績、すなわち費用・収益の取引高を明らかにすること。」46と定義し、

　経常費用及び経常収益に区分して表示する。このうち、経常費用は総行政コスト

　を意味するが、経常収益は、収益の定義に該当するもののうち毎会計年度経常的

　に発生するものを計上する47。経常費用合計から経常収益合計を控除して計算さ

　れる純経常費用は純行政コストを意味し、純資産変動計算書に振り替えられるこ

　とにより、純経常費用への財源措置と連動する48。

　　っまり、・r基準モデル」では、持分説を採用し、税収、国庫補助金を収益とし

　て認識せず、　「主権者としての住民からの拠出」として取り扱うため、行政コス

　ト計算書の意義は、　「行政コスト合計から直接の受益者負担を除き、地方税や補

　助金で賄うべきコスト（純経常行政コスト）がどれだけかを把握する財務書類」

　ということになる49。

　　行政コスト計算書の構成は、　「経常費用」と「経常収益」に分類し、経常費用
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は、　r経常業務費用」及びr移転支出」に分けて表示する。経常業務費用は、さ

らに「人件費」、「物件費」、　「経費」及び「業務関連費用」の4区分に、移転支

出は、　「他会計への移転支出」、　「補助金等移転支出」、　「社会保障関係費等移

転支出」及びrその他の移転支出」の4区分に分類して表示する。経常業務収益

は、　「業務収益」と「業務関連収益」に2区分し、業務収益としては、地方公共

団体が提供する財やサービスの対価として受け取る使用料や手数料等を、業務関

連収董としては、受取利息、資産売却益等を計上する50。

　「持分説」に依拠する基準モデルの行政コスト計算書け、地方公共団体の財源の

大部分を占める税収や国庫補助金を収益として認識せず、よって、経常収益とし

て計上される部分1ま、財源全体から見れば僅少な部分鱒過ぎない使用料・手数料

や利息収入等のみに限定されるため、「会計期間中の地方公共団体の業績を明らか

にする」という行政コスト計算書の作成目的の観点からは、不十分な情報しか提供

できず、理解可能性という点で疑問である。

（2）改訂モデル

　　　「改訂モデル」は、財務書類作成事務の負担を考慮して、公有財産の状況や発

　生主義による取引情報を、当面の問、公有財産台帳や個々の複式記帳によらず既

　存の決算統計情報等を活用して作成することを認めているモデルである。その目

　指す方向性は「基準モデル」と同様であるとしており51、収益・費用の定義につ

　い七は具体的な記載はないが、基本的な考え方は、「基準モデル」と同様と考えら

　れる。税収や国庫補助金についても、収益ではなく純資産変動計算書上に表示さ

　れる52。

　　「改訂モデル」では、行政コスト計算書を「一年間の行政サービスに費やされ

　た行政資源の額（コスト）を示したもの。」．53と定義し、経常行政コスト及び経常

　収益に区分して表示する。このうち、経常行政コストは一年間でどれだけのコス

　トをかけて経常的な行政サービスを実施したのかという行攻サービスの総コ，スト

　を意味し、経常収益は、特定財源として受益者負担額などを示す「使用料・手数

　料」とr分担金・負担金・寄付金」の2つの科目を計上する54。経常行政コスト

　合計から経常収益合計の差額が純経常行政コストを意味し、純資産変動計算書に

　振り替えられる55。
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　r改訂モデル」もr持分説」に依拠し、税収を出資として捉えているため、行

政活動計算書は、地方税や補遡金で賄うべ』きコスト（純経常行政コスト）を計算

する財務書類という位置づけであることは1「基準モデル」と同様である。

　行政コスト計算書の構成は、　「経常行政コストの部」と「経常収益の部」に分

けられ、経常行政コストは、さらにr人にかかるコスト云r物にかかるコスト」、

r移転支出的なコスト」及びr経常収益の部」の4区分の性質別分類と、r議会」、

r総務」、r福祉」、r環境衛生」、r産業振興」、r生活インフラ・国土保全」、

r消防（警察）」、　r教育」及びrその他行政コスト」の9区分の目的別分類とを

クロス集計する。

　「改訂モデル」の行政コスト計算書は、税収等が収益として計上されていない

ことは、　「基準モデル」一と同様であり、そのだめ欠点も共通しているが、表示形

式が現行のr総務省方式」に類似しており、性質別分類と目的別分類をクロス集

計している点など、情報量も多く、有用なものといえる。

（3）東京都モデル

　　「東京都モデル」では、営利組織である企業と非営利組織である地方公共団体

　の活動の目的の違いに着目し、「収益」に替えて独自に「収入」の概念を導入して

　いる。

　　東京都会計基準では、r東京都の行政活動は営利を目的としていないため、その

　成果を、企業会計でいう『収益と費用の合理的な対応』という経済的因果関係で

　とらえて損益計算書を作成することは適当ではない。したがって、本基準におい

　ては、企業会計における『収益』という概念ではなく、東京都の行政活動の実施

　に伴い発生した『費用』とその財源としての『収入』という概念を用いて、両者

　の対応関係及びその差額を明らかにする。」56と説明している。

　　ただし、r収益」とr費用」の計上基準として、現金主義ではなく、発生主義を

　採用し、現金の支出時点及び収入時点において計上するのではなく、その取引や

　事象が発生した時点において計上される57。

　　r東京都モデル」では、r行政コスト計算書は、一会計期間における東京都の行

　政活動の実施に伴い発生した『費用』を発生主義により認識し、その『費用』と

　財源としての『収入』との対応関係、及びその両者の差額を明らかにすることを
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目的として作成する。」58としている。

　「東京都モデル」は、前述のように、非交換取引が主体の都の会計においては、

企業会計における「費用収益対応の原則」が適用できないため、「収益」に替えて

「収入」という用語を用いて一会計年度の「費用」とその財源としての「収入」との

対応関係に着目している。いわば、都が実施した全体の行政サービスと都民が負

担した税等との間に対応関係を認め、「行酢機関としての都全体」と「総体として

の都民」の間には対価性のある取引が行われているとの前提に立っている点で、

「収益説」に依拠していると考えられる。このモデルでは、税収は「行政機関とし

ての都全体」とr総体としての都民」との間で、擬似的な交換取引が成立してい

るとみなしている。

　この結果、r東京都モデル」の行政コスト計算書は、一年間に提供された行政サ

ービスのコストが当該年度の経常収益でどの程度賄われたかに関する情報、すな

わち受益と負担のr期問衡平性」が示されることになる59。

　行政コスト計算書の構成は、通常の活動から発生するr通常収支の部」と特別

の事情により発生するr特別収支の部」に区分し、r通常収支の部」はさらにr行政

収支の部」とr金融収支の部」に区分する。科目は、費用は予算の性質別区分に準じ

て、収入は歳入の予算科目に準じて設定する60。

　r東京都モデル」の行政コスト計算書は、r収益説」に立脚し、税収や国庫補助

金を経常収益として計上していること、また、用いられる科目が予算決算制度と

の関連付けに重点を置いて、予算科目に準じて設定されるなどの点で、これまで

予算決算制度に馴染んできた行政や議会の関係者にとっては分かりやすいものに

なっている。

（4）3つのモデルの比較分析

　　　r基準モデル」とr改訂モデル」は、税収のr持分説」に依拠しているのに対

　し、r東京都モデル」は、r収益説」・に立っている。

　　したがって、「基準モデル」及びr改訂モデル」においては、地方公共団体の主

　要な財源である税収が収益の範囲外となっている結果、行政コスト計算書の収益

　の部には、使用料・手数料や受取利息など行政サービスとの対価性が認められる

　一部の財源しか計上されていない。よって、行政コスト計算書は、r受益者負担を
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除いた、地方税や国庫補助金で賄うべき純経常行政コス・トを把握する財務書類」

という位置付けとなる。

　これに対し、　r東京都モデル」は、税収を収益と捉え、認識基準を満たしたす

べての収益と費用を計上するため、行政コスト計算書は、　「行政サービスの総経

常コストと総経常収益の対応関係を示す財務書類」ということになる。

　一方、IPSASにおいては、r収益説」を採用し、税収はr所有者からの拠出」の

定義を満たさず、収益として扱うことを明確にしている61。また、財務業績計算

書1ま、rある期間に認識される収益と費用のすべての項目を、IPSASが別途規定

する場合を除き、財務業績計算書に剰余又は損失として計上する。」62と規定し、

財務業績計算書により会計期間の業績を示すことを要求している。

　このように、「収益説」と「持分説」とを比較すると、公的部門の「財務業績」

の捉え方や「行政コスト計算書」の作成意義が異なるが．、一般的には、税収を行

政サービスの提供に要した費用に対する財源として行政コスト計算書に計上する

「収益説」の方が理解しやすいと思われる63。したがって、3つのモデルの中で

は、r収益説」に立っr東京都モデル」が最も分かりやすいものとなっている。

　また、r東京都モデル」は、現行の予算決算制度との整合性についても配慮され、

決算の参考資料として制度上の位置付けを明確にしている点も高く評価できる。

5　今後の課題

　現行の地方公会計制度の改革は、地方公共団体の財政の健全性を高めるために、

企業会計の慣行や考え方を参考にした財務書類を整備することを目的として進めら

れてきた経緯がある64。

　しかし、2006（平成18）年のr地方公会計制度研究会報告書」及び2007（平成

19）年の「地方公会計制度実務研究会報告書」が公表され、「住民から徴収された対

価性のない税財源の配分を、議会における議決を経た予算を通じて事前の統制の下

で行うという点で、営利を目的とする民間企業の経営とは根本的に異なっていると

の認識」65から、地方公共団体の公会計の新たな展開を図るために、「基準モデル」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しと「改訂モデル」の2つの会計モデルが据案された。つまり、公的部門の会計は、

企業会計とは根本的に異なるとの立場から、我が国独自の公会計のあり方、考え方
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を前面に打ち出し、新たな公会計制度を策定する方向に大きく踏み出したものと考

えられる。税収における「持分説」の採用は、その象徴のひとつである。

　目本公認会計士協会の公会計・監査特別委員会は・「会計基準設定のアプマーチ

として、民間セクターと公的セクターに同一の会計基準体系を設定するアプローチ

と、別個0会計基準体系を設定するアプローチがある。英国、オーストラリア、ニ

ュージーランドなどは前者のアプ・一チを採用し、米国、カナダ、フランス、韓国

などは後者のアプローチを採用している。目本で行われている、国、地方公共団体、

独立行政法人等の財務諸表作成基準への発生主義の適用も、基本的には後者のアプ

ローチであると整理できる。」66と説明しているが、民商セクターと公的セクターに

別個のアプローチを採用している米国のGASBやフランスの公会計制度改革にお

いても、「持分説」は採用されていないし67、国際的な潮流は、IPSASに見られるよ

うに、「収益説」に収敏しつつあるように思われる。　　　　　・

　また、古市教授は「IPSASは、①企業会計基準である国際会計基準（IAS）をベ

ースとしたうえで、政府特有の問題から異なる取扱いが妥当と思われる点について

は、別途基準を設けるといったアプローチをとっていること、②既にパブリック・

セクターに係る財務報告の強化等を進めてきている公会計先進国（ニュージーラン

ド、米国、イギリス、オーストラリア等）の公会計基準やその論拠等を比較検討し

たうえで結論を導き出している。」68とし、「（IPSASは）、各政府が自己の経営モデ

ルにとって最適な会計基準のあり方を検討する上で、多くの重要な示唆を含んでい

る。したがって、各政府としては、まず、自己の経営モデルを明確にしたうえで、

IPSASを参考にしつつ、最適な会計基準のあり方を検討していくことが重要である。

IPSASには、その際のベンチマーク基準として機能することが期待される。」69と指

摘している。

　r基準モデル」の持っ、公的部門の所有者は住民であるとの立場から、その関係

を会計的に説明しようとする試み、特に、住民とはr現世代のみならず将来世代を

も含めて」捉え、世代問負担の衡平性を実現するためのツールとして公会計を構築

しようとするアグレッシブな試み70は、注目に値するものである。

　しかし、国際的な動向を考慮すれば、今後我が国が、先進諸国やIPSASと基本

的な考え方が異なる独自の公会計基準の体系を整備してい『く道のりは、極めて厳し

いものとならざるを得ない。
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　総務省では～投資家層の拡大による地方債あ安定消化等を目的どして、地方債の

海外PRにカを入れている71。地方債は現在大部分が国内市場で消化されている72が、

GDPの伸び悩みや少子高齢化、民問貯蓄の低迷といったマクロ経済に起因する要因

で、将来白勺には海外の投資家に目を向けなければ、地方債は安定した消化ができな

いことを危惧しているのであろう。地方債といえども、もはや国際的な市場を考慮

しなければならない時代を迎えつつある。

　こうした動向をも踏まえれば、地方公共団体の会計制度も、国際的に通用する制

度に変えていかなければならないものと考える。我が国だけで通用する特殊な会計

制度に固執するのではなく、先進諸国の公会計制度やIPSASとの整合性に重点を

おいた会計制度の構築を進めていくべきである。
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第7章　純資産会計について

1　はじめに

　これまで、第II部「地方公会計制度の改革の論点」において、「資産」、「負債」、

「収益・費用」の各項目について検討してきた。

　各章での構成をみると、まず、第4章「資産会計」では、現行の会計制度におけ

る「財産」概念と発生主義の「資産」概念の違いを、次に、第5章の「負債会計」

では、発生主義のr負債」と官庁会計のr将来の財政負担」の概念の違いを、そして、

第6章の「収益・費用会計」では、地方公共団体における「収入」の概念と発生主

義のr収益」概念の違いについて検討するというように、まず、官庁会計の概念と

発生主義の概念の違いの検討から始めた。

　双方の概念に相当な違いはあるが、それでも、共通する部分の存在も認めること

ができる ことは、各章での検討からも明らかである。

　ところが、そもそも地方公共団体は出資により設立される存在ではないためr資

本」の概念がなく、また、現行の地方公共団体0会計制度は、現金の収支の記録・

計算を主体とする現金主義会計であるため、発生主義の資産と負債の差額であると

ころの「純資産」ないし「正味財産」の概念がない。

　したがって、会計制度改革において発生主義の考え方を導入して貸借対照表を作

成した場合、企業会計での「資本」に相当する部分、あるいは資産と負債の差額で

示される「純資産」や「正味財産」をどのように考えるかについて問題となる。

　そこで、本章では、国におけるこれまでの会計制度改革の議論や会計制度改革の

先進国であるイギリス、アメリカ、ニュージーランド、フランス等における純資産

の考え方を調べ、次に、我が国の地方公会計制度の改革において、r基準モデル」、

「改訂モデル」及び「東京都モデル」の3つの会計モデルが提案され併存している

状況を踏まえ、これらのモデルにおける純資産会計の比較分析を行う。
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2　公会計における「純資産」の意味

（1）企業会計における「純資産」1

　　企業会計の貸借対照表は、かつてr資産」、r負債」及びr資本」の部に区分す

　るものとされ、r資本」は、一般的に、財務諸表を報告する主体の所有者に帰属す

　るものと理解されていた2。

　　しかし、近年、資本の部に対する考え方の変更や、従来の考え方では資本や負

　債に該当しない中問的な項目の存在が無視できなくなり、その会計処理が問題と

　なっていた。

　　2005（平成17）年12月の企業会計基準第5号r貸借対照表の純資産の部の表

　示に関する会計基準」によって、貸借対照表上、資産性または負債性をもつもの

　を資産の部または負債の部に記載することとし、それらに該当しないものは資産

　と負債との差額としてr純資産の部」に記載することとされた3。

　　この結果、資産や負債に該当せず株主資本にも該当しないものも純資産の部に

　記載されることになったが、報告主体の所有者に帰属する株主資本を他の純資産

　に属する項目から区分することが適当であると考えられるため、純資産を株主資

　本と株主資本以外の各項目に区分することとした4。

　　株主資本は、。「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」に区分する5。これ

　は、資本の部をr資本金」、r法定準備金」、r剰余金」に区分してきた商法の債権

　者保護の考え方と、払込資本と留保利益に区分する企業会計の考え方との調整を

　図ってきた従来の考え方を引き継いだものである6。

　　株主資本以外の各項目は、個別貸借対照表上では、r評価・換算差額等」及びr新

　株予約権」に区分する。また、連結貸借対照表上では、「評価・換算差額等」、「新

　株予約権」及び「少数株主持分」に区分する7。

　　「評価・換算差額等」は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期利益に含められて

　いないため、株主資本とは区別し、株主資本以外の項目としている8。

　　r新株予約権」は、報告主体の所有者である株主とは異なる新株予約権者との

　直接的な取引によるものであり、また、r少数株主持分」は、子会社の資本のうち

　親会社に帰属していない部分であり、いずれも親会社株主に帰属するものではな

　いため、株主資本とは区別している9。

　　　　　　　　　　　　　　　　196



　このように・企業会計では、純資産の部は、報告羊体の所有者に帰属するr持

分」に相当する部分と、帰属しないr持分」・以外の部分から構成され、それを明

確に区分することを要求している。

図表7－1　企業会計における純資産の構成（個別貸借対照表ベース）

純資産

　　　　　　　　　　　　資本金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本準備金
　　株主資本　　　　　　　　資本剰余金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他資本剰余金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益準備金

　　　　　　　　　　　　利益剰余金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他利益剰余金

　　　　　　　　　　　　評価・換算差額等　．

　　株主資本以外

　　　　　　　　　　　　新株予約権

（出所：企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

　　を基に筆者作成。）

　これに対し、．地方公共団体には「所有者」が存在せず、その結果、「出資」の概念

がないため、公会計の制度改革において、資産と負債の評価を厳格化した結果とし

て現れるr純資産」をどのように解釈するのかについて様々な議論がある。

（2）国の純資産（資産・負債差額）の考え斗o

　国の貸借対照表における純資産（資産・負債差額）の考え方は、財政制度等審議

会が2006年に公表したr公会計整備の一層の推進に向けて～中間取りまとめ～」に

おいて、次のように示されている。

「国のストックの財政状況を示す『貸借対照表』における純資産（資産・負債差
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額）は、一般会計と特別会計の合算ベースでマイナス245兆円（平成15年度）11となっ

ているが、この純資産（資産・負債差額）を計算する際の資産には、道路や河川等

といった公共用財産のように、国民に便益を及ぼしているものの、売却を想定しよ

うがないものが相当程度含まれていることに留意すべきである。

　他方、納税者の立場から見た場合における将来の国民負担については、基本的に

将来世代が税負担により償還することとなる普通国債残高（平成15年度末で457兆

円）12が一つの目安となろう。」13と考えている。

　さらに、　「純資産（資産・負債差額）の数字そのものをもって将来の国民負担の

水準と考えることが適当でないことは、補助金等による資産形成などの結果として

純資産（資産・負債差額）がプラスとなっているが、相当の地方債残高を抱えてい

る地方公共団体のケースについて考えてみれば、より明確に理解されよう。j　Mどノ

している。

　そして、　「貸借対照表における純資産（資産・負債差額）の金額そのものは、将

来の国民負担の水準を表しているものとはいえないが、その経年変化を踏まえた分

析を行うことにより、国の財政状況がどのように好転しているのか悪化しているの

かをみることができる。」15としで、純資産（資産・負債差額）の金額の絶対値に

は意味が乏しいが、変化の方向やその内容を分析することに意義があるとしている。

　なお、地方公共団体においては、国からの補助金と地方債を財源として公共事業

が実施されることが多い。ここで大雑把なモデルであるが、例えば、国庫補助率が

1／2の公共施設を、国庫補助金を除く残り1／2の部分16を100％の起債で賄って整備し

たとすれば、増えた資産100に対して、負債は起債相当の50、純資産（資産・負債差

額）は国庫補助金相当の50が増加することになる。つまり、国庫補助金によって公

共事業を行えば行うほど純資産（資産・負債差額）は、増加するという構造になって

いる。

　一方、国では、地方の公共事業に対する補助金は国債等で賄われるので、上記の

例では、公共施設は地方に属するため国の資産の増はないが、負債の50だけが国の

貸借対照表に計上されることになる。

　このように、我が国においては、国と地方、あるいは地方と地方の間の移転収支

により公共事業が行われているため、整備された公共施設の資産の所有と財源の負
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担者が一致しない。

　これは、公共事業だけの事情ではなく、　「防衛費等のように国のみが行う行政に

係るものは別として、衛生費、学校教育費等、国民生活に直接関連する経費につい

ては、最終的に地方公共団体を通じて支出される割合が高い。」ために、最終的な

資産の蓄積は、地方において行われる構造となっている。したがって、貸借対照表

でみると、国の純資産（資産・負債差額）は大幅なマイナス、地方の純資産（資産一

負債差額）は大幅なプラスとなっている17。

　このような国と地方の財政構造を踏まえれば、国も地方も作成する貸借対照表の

純資産（資産・負債差額）の金額そのものにはあまり意味がなく、それより「その

経年変化を踏まえた分析を行うこと」により財政状況の変化を捉える必要性を主張

する国の見解は妥当なものである。

（3）先進国の事例，と国際公会計基準（IPSAS）

　次に、公会計制度改革の先進国で、純資産（資産・負債差額〉．をどのように考え

ているのかを見てみる。

　財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会・法制・公会計部会・公会計基本小委

員会は、2003年にフランス、イギリス、ドイツ18、アメリカ、カナダ、オーストラ

リア、ニュージーラ、ンドの7力国を対象にr公会計に関する海外調査」を実施した

が、その状況が第．8回と第9回の同委員会において報告されているので、 対象国の

国レベルの貸借対照表で純資産（資産・負債差額）をどのように考えているのかを

紹介する。

　まず、イギリスでは、純資産（資産・負債差額）を「納税者持分」と解釈してい

る19。

　次に、フランスでは、　「正味財産（純財産）として位置付けられている。資産に

つきインフラの投資額を過去20年までしか遡っていないといった限界がある中、

負債と資産の差額に大きな意味があるものとは考えていない。また、．国の歳入は租

．税徴収権によって担保されているという特徴を有し、その点で企業とは大きく異な

っている。したがって、全業会計における純資産（資産・負債差額）と並列的に国

の負憤と資産ゐ差額を論じることには意味炉ないと考える。」20と説明している。

　カナダでは、「資産・負債の差額は、発生主義に基づく毎年の余剰と損失の累積で
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あり、政府の債務状況についての重要な指標である。『現金』の観点からの指標で

ある純債務（総負債一金融資産）とは異なり、連邦債務（総負債一総資産）は、（よ

り広い概念である）r資源」の観点からの指標と捉えられると考えている（財務省

等）。」21

　次に、ニュージーランドでは、「純資産（資産・負債差額）にっいて、財政責任法

では、責任ある財政運営のための5原則のひとっとして、『将来の不測の事態に対

処できるレベルにまで政府の純資産（Net　Worth）を引上げ、維持すること』を挙

げている。但し、純資産（資産・負債差額）の絶対値について積極的な意味を持た

せようという考えは見られず、あくまでも純資産の時系列データを注視することに

より、政府のサステイナビリティー分析の一助にしようということである。」22

　そして、オーストラリアでは、「純資産（資産・負債差額）そのものの解釈につい

ては、課税権が資産計上されていないことや連邦政府がそもそも利益追求活動に従

事していないこと等を理由に、民間企業と同等に解釈すべきではないことは強ぐ詔

識されている一方、純資産（資産・負債差額）の時系列データについては、政府の

財務力や将来への負担の先送りがなされているか否かの指標として活用しうると

している。」23

　また、IPSASでは、純資産（資産・負債差額）を「純資産・持分（NetAssets／Equity）」

と表示し、r負債総額を控除した後の主体の資産に対する残余持分」24であり、r『純

資産・持分』は、財政状態計算書（Statement　ofFinancial　Position）・における残余部

分を示すために、本基準書で使われる用語である。純資産・持分は、プラスの場合

もあればマイナスの場合もある『。意味が明らかであれば、純資産・持分の代わりに

他の用語が使われる場合が，ある。」25であると定義されており、純資産・持分の部分

に特段の意味を見いだしていない。

　このように、純資産（資産・負債差額）にっいては、フランスのように意味がな

いとする考え方から、イギリスのr納税者持分」やカナダのr毎年の余剰と損失の

累積」とする考え方、あるいは、二手一ジーランド、オ》ストラリアのように、企

業における純資産との違いを考慮しつつ、純資産（資産・負債差額）の時系列デー

タに注目し、何らかの重要な指標として捉えようとする考え方まで様々である。し

かし、見解が様々であることは、すなわち、企業会計と異なり、純資産（資産・負

債差額）に明確な意味を見いだせない証左であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　200



　なお、アメリカは、当該報告書では純資産（資産・負債差額）について触れてい

ないが、連邦会計基準諮問審議会（FASAB：Federal　Accounting　Standards

Advisory　Board）の概念書第2号「報告実態と表示」（Eη〃夢θ祝1nσερ1θ潟

StatementofFederalFinancia1AccountingConceptsNo．2，1995）によれば、純資

産（資産・負債差額）は、ネット・ポジションと呼ばれ、「それは一般に、未執行

の予算配分額と政府活動の累積的結果からなる。前者に含まれるのは、未支出の予

算配分額であり、未譲渡の為替もその構成項目となる、後者に含まれるのは、実体

が過年度において調達した資金から費用及び損失を控除した金額の累積額であり、

贈与資本及び報告実体の資産における政府純投資の移転額もその構成項目となる。

さらに後者は、未払金、税額控除の改正に伴う補助金、配分された予算資源でカバ

ーされなかった保険数理計算上の負債等の、実体の負債を表す金額が含まれる。」26

と説明している。

’また、石田晴美教授によれば、アメリカの州及び地方政府の会計基準設定団体で

ある公会計基準審議会（GASB：GovemmentalAccounting　Sねndards　Board）の

基準書第34号r州及び地方政府の基礎的財務諸表及び行政管理者の検討と分析」27

では、FASBの非営利組織体の純資産の考え方に準拠しっっ、地方政府等の特質を

考慮して、純資産を、「資本的資産への純投資」と「拘束純資産」及び「非拘束純

資産」の3つに分類する「拘束性の程度による分類」を採用している28。

　ここでFASBの非営利組織体の純資産の考え方は、純資産は「継続して用益を提

供する能力を示し、純資産が維持されない場合には、将来の資源提供者が不足を補

うか、　または、将来の受益者に対する用益の提供が減少するかのいずれかである。

したがって、純資産が維持されているか否かの情報は重要であるが、なかでも、純

資産の拘束の変動についての情報は、非営利組織体が提供できる用益の類型や水準

に影響を及ぼすので、純資産の総額の変動情報よりも重要である。」29としている。

　「つまり、非営利組織体の純資産は、営利企業と異なり、どうやって資金を獲得

したか（出資者の拠出額や留保利益等）という資金調達源泉を明らかにするのではな

く、実体が将来も継続して用益を提供する能力があるか否かの判断に役立っために

拘束の変動に焦点を置く情報を提供すべきである。」30と説明している。．

　以上、先進国の公会計制度改革やIPSASにおける純資産の考え方について概観

した。
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　要約すれば・純資産の意味は・企業会計の場合と異なり明確ではない5しかし・

純資産を・r納税者持分」（イギリス）やr毎年の余剰と損失の累積」（カナダ）と捉

えたり、r時系列データ」に注目することで、財政状態を判断する指標（ニュ」ジ

ーランド、オーストラリア）として考えたり、あるいは｛純資産のr拘束性の程度」

の変動に焦点をおいて、継続して用益を提供できるか否かの判断を行う情報を提供

（アメリカ）するなど、純資産に様々な考え方を導入している。

　一方、IPSASは、純資産については、何も意味付けをしていない。これは、古市

峰子教授が指摘しているように、rIPSASには、財務報告の主要な利用者として誰

を想定するかを特定していない点や、政府会計基準と政府の経営モデルとの関連づ

けを明示的に考慮していない点等の問題もあるが、どのような経営モデルを選択す

るかは各政府の主権に委ねられている点を踏まえると、特定の経営モデルに依拠し

た単一の国際的な政府会計基準を作成することが必ずしも適切でないのも事実で

ある。」31というIPSASの持つ基本的な性質によるものであると考えられる。

（4）地方公会計制度改革へのインプリケーション

　以上の先進国やIPSASの考え方を踏まえて、我が国の地方公共団体の貸借対照

表の純資産についてみると、まず、国からの補助金等の移転収入により公共事業等

による資産形成を行ってきた経緯を反映して、国では大幅な債務超過になっている

一方で、地方は資産超過になっている実態がある。

　この観点からは、地方公共団体の純資産の金額をみてr納税者持分」であるとし

たりr毎年の余剰と損失の累積」としたりする考え方は適切とは思えない。かとい

って、純資産は、資産と負債の単なる差額であるとすることは、純資産の提供する

情報に何ら積極的な意味を見いだしていないことになる。

　ニュージーランドやオーストラリアのように、純資産の「時系列データ」を蓄積

して、財政状況や持続可能性を判断する指標としたり、アメリカのように純資産の

　「拘束性の程度」に関する情報開示を行い、継続して行政サービスを提供できるか

否かの判断を行うことに役立っ情報の提供が必要である。
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3　r基準モデル」、r改訂モデル」及びr東京都モデル」における

　　純資産会計の比較分析

（1）基準モデル

　　第6章の「収益・費用会計」でも分析したとおり、「基準モデル」は税収を住

　民からの出資と捉える「持分説」を採用しているため、特殊な体系をもつ会計モ

　デルである。

　　「基準モデル」では、「純資産とは、①特定の会計主体の実質的所有者から当該

　会計主体に対する拠出、及び、②当該会計主体の活動等によって獲得された余剰

　　（または欠損）の蓄積残高をいい、その金額は資産と負債の差額として計算され

　る。」32とし、　「純資産は、その源泉（ないし運用先）との対応によって区分表

　示され、純資産の内部構成を『財源』、　『資産形成充当財源』及び『その他の純

　資産』に区分して表示する。」33と規定している。

　　そしてr基準モデル」は、地方公共団体がr過去・現在・未来にわたる時問軸

　上の資源配分を行う会計主体である」34と仮定し、　rその純資産の変動こそが現

　役世代と将来世代との間での資源の配分を意味することとなる。例えば、純資産

　の減少は、現役世代が将来世代にとっても利用可能であった資源を費消’して便益

　を享受する一一方で、将来世代にその分の負担が先送りされたことを意味する。逆

　に純資産の増加は、現役世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を

　蓄積したことを意味するので、その分、将来世代の負担は軽減されたこととなる。」

　35として、純資産の変動の意味を解釈し、そのために、　「純資産及びその内部構

　成を変動させるすべての損益外の取引（資本取引等）の結果を総額で表示する純

　資産変動計算書を導入する。」36と説明して熔る。

　　r基準モデル」のr純資産変動計算書」は、純資産の増減をもたらす損益取引

　と資本取引を総括的に要因別に内訳表示し、貸借対照表にリンクする純資産の増

　減計算書であるとともに、行政のインフラ資産や事業用資産、長期金融資産等の

　資産形成活動を総括表示する役割を担っている37。

　　資産形成活動は、予算を左右する。その変動額（フロー一）は、純額（ネット）

　では貸借対照表の前期比較によって知ることができるが、総額（グロス）は把握

　できない。このため、資産形成活動を総額（グロス）で表示し財源と関連付けて
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体系的に表示したものが「純資産変動計算書」である38。

　前章で述べたように、　r基準モデル」は、税収のr持分説」の立場から、税収

の取引は、行政コスト計算書ではなく、　「純資産変動計算書」で行われることに

なるため、　r収益説」による損益取引は、r持分説」では、次のように分割される

39。

　　　　　収益説　　　　　　　　　　　　持分諌

　　　　　　　　　　　　　　　　　〆’一一　’　　　　一“一　　　　　　　’　　　、＼

損益取引（税収、移転収支を含む）＝損益取引＋損益外取引（税収、移転収支）

　したがって、　「基準モデル」の「純資産変動計算書」では、純資産の変動をすべて

の損益外取引にまで拡張し、資産形成活動とその財源の動きを総額表示することにな

る40。

　資産形成活動とその財源の動きを総額（グロス）で捉えるため、財源を「未実

現財源」．、すなわちまだ実現されていない財源であるr公債発行等」の負債にま

で拡大表示している。この結果、　r収益説」の貸借対照表では表示されなかった

資産形成活動に係る資産負債の動きを未実現財源まで含めて総額表示し、財源と

の関連付けを可能にしながら、純資産の増減計算を可能としている41。，

　図表7－2は、　r基準モデル」における、拡張されたr純資産変動計算書」のイ

メージを示したものである。
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図表7－2　r基準モデル」の純資産変動計算書のイメージ

貸借対照表（B／S）

借方 貸方

その他資産

負虞

公共資産等
公債等

純資産

財源（資金）

一　脚

拡
張

口■■■“■■瞳

純資産変動計算書（NWM）

借方 貸方

財
源
の
使
途

行政コスト

（消費分）

財
源
の
調
達

財源（狭義）

消えた

財源

公共資産等

（資産形成）

公債等．

公債等まで

財源管理、

　　　　●

資産形成

充当財源

　　6

財源（残高） 財源（狭義）

（出所：藤井邦明rこれならわかる新地方公会計』税務経理協会、2009年、127ぺ一ジ。）
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　次に、図表7－3のr純資産変動計算書」に基づき、本書類の見方を説明する。

　r新地方向会計制度実務研究会報告書」の補論1r純資産変動計算書に関する補足

説明」では、r3　純資産変動計算書の見方について」次のように説明している。

　「（純資産変動計算書は、）行の番号として1から51までの数字、列の記号としてA

からNまでのアルファベットが記載されている。　　　　　　　・

　6行から9行は、固定資産形成または長期金融資産形成のための資本的支出が計上

される。これにより、個々の資本的支出の金額（A列からC列）とともに、その資産

形成充当財源に対する影響額（27－37行：D－」列）が表示される。

　4行から12行にかけての「財源の使途」は、政府の財政活動に伴う発生主義的な資

源の消費額を表示する。特にB列の「未実現財源消費」は、純資産を構成する財源の

控除項目として、発生主義的な資源不足額（実質的な公債発行額）を意味する。この

うち、r純経常費用への財源措置」（5行）及びrその他の財源の使途」（10行）に関する

「未実現財源消費」くB列）は、何ら資産形成に結び？かない資源の消費でしかないこ

とから、・実質的な赤字公債発行額に対応する。他方曳r固定資産形成への財源措置」（6

行）及びr長期金融資産形成への財源措置」（9行）に関するr未実現財源消費」（B列）

は・資本的支出に関する資源不足額である実質的な建設公債発行題に対応する。

　D列から」列は、純資産を構成する資産形成充当財源の財源別（調達源泉別）区分

表示となっている。現役世代のみならず、将来世代もともに利用可能な資源である固定

資産及び長期金融資産について、税収を始め、どのような財源（調達源泉）によってフ

ァィナンスざれているかを表示する。具体的には「税収」（D列）、「社会保険料」（E

列）、「移転収入」（F列）、「公債等」（G列）、「その他の財源の調達」（且列）、「資

産・換算差額等」（1列）、の6区分表示である。例えば、地方公共団体の場合、r移転

収入」（F列）は地方交付税や補助金等による資産形成を意味し、「公債等」（G列）は・

建設公債による資産形成を意味するこ≧となる。」

　次に、財政の三機能との関係である。財政学上、政府の財政活動には「資源配分」、、

r所得再分配」、r経済安定化」の3つの機能があるとされる。r基準モデル」のr純

資産変動計算書」は、この財政の三機能を会計的に処理及び表示することを目的の一

っとしている。
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　補論1では、r公会計として、上記財政の三機能のすべてを処理及び表示することが

できない勘定体系や財務諸表体系はおよそ無意味といえる。財政の三機能に関する取

引事象は、唱そのほぼすべてが損益外の取引事象であり、これらをすべて会計的に処理

及び表示することができる純資産変動計算書の重要性が理解されよう。」42と主張して

いる。

　この財政の三機能との関連については、次のように説明している。

　r①資源配分収益的支出（費用）め他、資本的支出を含むすべての政府支出がr財

源の使途」（4－12行）で表示される。他方、これらをファイナンスするため、どのよ

うなr財源の調達」（13－26行）がなされるのか、さらに実質的な公債発行額ともいえ

るr未実現財源消費」（B列）がどれだけ発生するのかが表示される。

　②所得再分配非交換性取引に該当するr移転支出」』はPL科目としてr純経常費用

への財源措置」（5行）に含まれると同時に、非交換性取引に該当する「税収」（14行）

及びr移転収入」（16－22行）がA列で表示される。

　③経済安定化裁量的財政政策（fiscal　policy）に関して、資本勘定における公共事業

（固定資産形成）や余剰金の積立（金融資産形成）は6－9行（A－C列）で表示される

と同時に、実質的な公債（負債）の発行等もr未実現財源消費」としてB列で表示さ

れる。また、固定資産形成または長期金融資産形成に対応する資産形成充当財源の変

動についても、財源別（調達源泉別）に27－44行（D－」列〉で表示される。」43

　最後に、「この他、6行から9行にかけての固定資産形成または長期金融資産形成の

ための資本的支出を予算書・決算書における予算科目と同じレベルにまで細分化した

うえで、その金額をいくつかのシナリオに従って変動させることにより、純資産及び

その内部構成がどのように変動するか、というシミュレーションを行うことも可能で

ある。また、純資産変動計算書の他、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算

書竜）含めた予測財務諸表を作成し、包括的な予算編成の管理を行うこともできる。」44

と説明している。

　このように、「基準モデル」の「純資産変動計算書」は、「純資産の内部構成の変動

をも処理し得る拡張的な勘定体系を備えている」45ことを特徴としている．

　この点に関して、清水涼子教授は、複雑なマトリックス状のr純資産変動計算書」

のフレームワークが企業会計や先進国の公会計に見られないものであり、かっ、難解
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であるため理解可能性に難点があること。また、税収の「持分説」や「純資産変動計

算書」の理論的な枠組みが、会計上の問題点が多いこと。次に、r純資産変動計算書」

が予算編成のシミュレーションや予算編成の管理など｛内部者の意思決定のために設

計されたものであり、住民へのパブリック・アカウンタビリティを果たすという外部

報告目的から外れていること。「純資産変動計算書」は、財政の三機能を会計的に処理

及び表示することを重視しているが、有用性に乏しいこと。さらに、実務的な問題点

として、財源別内訳は正確には決算を閉めなければ決まらないため、財源変動の仕訳

が起こせないことになり1「官庁会計」の決算を待ってからしか「純資産変動計算書」

を作成できないという欠点があることなどを指摘し、「基準モデル」には多くの問題点

があることを明らかにしている46。

　このような清水教授の見解は、妥当なものと考える。

　総務省は、地方公共団体に対し、財務書類の公表に当たり最も重要な点の一っとし

てr理解可能なものであること」をあげている47。しかし、r基準モデル」は実験的な

会計モデルであり、中でもこの「純資産変動計算書」は民問企業の会計にも例がない

ものである。税収を住民からの出資として扱うr持分説⊥に立脚しており、したがっ

て税収は、行政コスト計算書を介さずに「純資産変動計算書」で直接扱うなど、特殊

な処理を要求している。また、資産形成活動とその財源の動きを総額（グロス）で捉

えるため、まだ実現されていない財源であるr公債発行等」の負債まで拡大して『r未

実現財源」と名付け、「純資産変動計算書」で拡大表示する扱いも特殊なものである。

　しかし、このような特殊な取り扱いをすることによって実現できる会計上の有効性

が明らかではない。予算編成のシミュレーションや予測財藷書類の作成を通じて予算

編成管理に役立てることができるとしているが、現段階では、現金主義の予算との関

連も不明であり、その実行可能性も疑問である。　　　　　　　　．

　「基準モデル」塗採用する予定の団体も少数ではあるが存在するので48、今後の実

務上の経験を積み重ねて、その有効性や実行可能性が明らかとなることを期待するも

のであるが、　r基準モデル」の導入には、少なからぬコスト臼と時間が必要である。挑

戦的な概念の「基準モデル」を採用し、説明責任の履行や予算編成の手段として活用

する積極的な姿勢は評価されるが、少なくとも一般的には、－現時点でこうした実験的

な会計モデルを採用しなければならない理由に乏しいと考える。
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（2）改訂モデル

　まず、r改訂モデル」の前身の『r総務省方式」について検討する。

　r総務省方式」では、資産と負債の差額について、バランスシートの利用者がこの

部分を、企業会計における資本、持分のように誤解しないような名称とすべきとの

考え方から「正味資産」の名称を用いている49。

　正味資産科目は、r国庫支出金」、r都道府県支出金」とr一般財源等」に区分して

表示されるが、資金の調達と使途を表すというバランスシートの考え方から～すべ

ての資産の形成の財源となったr国庫支出金」、r都道府県支出金」1を指しており、

財政運営上重要な情報であると考えられている。また、r国庫支出金」、r都道府県

支出金」は、普通建設事業費の区分ごとに耐用年数に合わせて償却される50。

　なお、一般財源等は、正味資産からr国庫支出金」どr都道府県支出金」を除い

た部分である。

　　一般財源等＝資産合計一負債合計一（国庫支出金＋都道府県支出金）

　このr総務省方式」の正味資産の表示方法は、資金の調達源泉を表して’いるとい

える。

　次に、r改訂モデル」の資産と負債の差額は、r総務省方式」を改善し、純資産変

動計算書の導入に伴って、正味資産の部をr純資産の部」に改めるとともに、地方

公共団体の財源充当の実態等に即してl　r公共資産等整備国県補助金」、r公共施設

等整備一般財源等」、rその他一般財源等」及びr資産評価差額」に区分することと

した51。

　r純資産の部」とは、住民サービスを提供するために保有している財産に対応す

る財源のうち、現在までの世代が負担した部分と資産を時価評価した際の評価差額

部分からなり、資産から負債を引いた残額となる52。

　r総務省方式」と比較して、r改訂モデル」は、資産の部において、売却可能資産

の時価評価が要求されることに起因して、’r資産評価差額」の区分が新たに加わっ

たこと、また、一般財源をr公共施設等整備一般財源等」とrその他一般財源等」

に2区分し、公共施設に充当された一般財源を明確にして．いるが、資金の調達源泉

を示すことには変わりがない。
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　図表7－4では、改訂モデルの貸借対照表を分解し、純資産の各項目が何の財源に

なっているのかを示した。

　この図からは、純資産が何の財源になっているのかにより区分されていることが

分かる。公共資産等の財源として既に投下された財源とまだ投下されていない自由

な財源である53。その他の資産の財源となっている、「その他の一一般財源等」が大き

いほど、財政に余裕があること、また、これがマイナスであれば、翌年度以降の一

般財源等の使途がすでに拘束されているものとみなすことができる。

　多くの地方公共団体は、多かれ少なかれrその他一般財源等」はマイナスになる

ものと見込まれる。その理由は、近年の財政危機で、臨時財政対策債、減収補填債、

減税補填債等の赤字地方債が発行されているが、これらの償還財源の一部は将来の

地方交付税交付金により賄うことが予定されているためである54。

図表7－4　改訂モデルの純資産の内訳

資産

純資産

公共資産等

［驚］

lll糞…携i櫓i

公共資産等整備
国県補助金等

公共資産等整備
　一般財源等

資産評価差額

・その他の資産

』Iil鶴離l　i

雛

　その他
一般財源等

（出所1森田祐司『新地方公会計制度の徹底解説』ぎょうせい、2008年、211ページ。）
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　r改訂モデル」の・r純資産変動計算書」は、純資産が会計期間において、どのよ

うな要因によって、どれだけ変動したかを示すものである。当期の変動額は、「純

経常行政コスト」、r一般財源」、r補助金受入」、r臨時損益」、r科目振替」、r資産

評価替えによる変動額」、r無償受贈資産受入」及びrその他」に区分して、それぞ

れの要因ごとにその金額を表示する。（図表7－5）

　ここで、r改訂モデル」は、税収を住民からの出資とするr持分説」に依拠して

いるので、行政コスト計算書上では税収を認識せず、・「純資産変動計算書」に計上

されるため、行政コスト計算書上の財源不足分であるr純経常行政コスト」とr一

般財源」等（r補助金等受入」を含む）の項目が設けられていること。また、公共

資産等整備等の資産形成活動に係る財源の変動を示すために、［科目振替」におい

て、財源仕訳を行うことを特徴として挙げておきたい55。

　ただし、このよケな会計処理は、r基準モデル」と同様に民間企業の会計基準で

は見られない特殊なものであり、理解可能性や有効性の観点から問題があることを

指摘したい。

212



制1

鱗
右
緑
榔

週
鰍
耀

e＝ミ

1ト

申

扁
諮

め

よ
脩
團

細田田

斌嘱
志騙
翻廿廿
榔88
遡怪怪
鰍降降

羅皿酬

　
圧

脹

翠
珊
）

器
柵
填
馳
遡
馴

　帥
摯，、

（∋

申緊
　8

選
洲
帥．、

遡
鰍』

‡KI

名

選雛’

羅，

凝．

塑

志
如
魍
無
擢

o　　o　　　　o　 o　o　　 o　　o　 o　o　o

1日巨

罎

エ

K
n
督
に

　　　騨
　　　蓋
　　　罰
　　　択
　　　エ
　　　K
　　　n
　　郡督
　　掌に
　琿慨摯
騨枳枳e

K剛
帥

　粗
　駆
裾暑
報裾
蹄毯
里魍氷
継鰍駆

　　　　　　　　　相訓皿‡K馴
魍粧蓋芸碧申姻　駆翼（可軽’
鰍騨謎　　　爵酋
擢羅　1　　　埋韻
畑
罧

o　o　o　o　　o　o

」

o

o　　o　　o

　細＃1‡K掌‡埋枳
”　蠣（可（可細1御1填署　馳

　皿　　　　　　　遡
　誕　　　　　　　鰍

　　　聖
　　　聴
　　　蕨
　　　ゆ
　　寵

灘1
灘環ヨ…H　U引四と！
遡遡8■　暴巡　葺k
慰無くH鋼巡駆細
　　　　　　●填

K剛
遡
鰍
繧
剛

運
簾

摯

e申

213

o

o

o

o

o

炬
鰹
魍
馴
擢
桜
罧

（
ロ

廿

ら

8
弓
制置

釦
騨
くh

鼠
庫
総
脳
拠
扉
志
くに

名
枳
碧
糠
　
細
総
鯉

怪
ヨ

）



（3）東京都モデル

　　「東京都モデル」では、資産・負債差額を「正味財産」と表示し、「貸借対照表に

おける資産総額と負債総額の差額をざす．」56と定義している．r正味財産」は単一

の科目として計上し、内訳表示は行わないが、前年度末からの増減額を、r（うち当

期正味財産増減額）」として、r正味財産」の末尾に記載される57。

　そして、「正味財産変動計算書」において、一会計期間における正味財産の部の項

目の変動状況を明らかにする。

　正味財産の各項目は、r前期末残高」、r当期変動額」及びr当期末残高」に区分し、

当期変動額は、r固定資産等の増減」、r都債等の増減」、rその他内部取引による増

減」及び「剰余金」に区分して、それぞれの要因ごとにその金額を表示する58。

　東京都モデルの正味財産は、単に資産・負債の差額であって、特別な意味付けを

行っていない。

　この点に関し、東京都では、r地方公共団体全体の貸借対照表の負債が資産を上回

る状況になることが不健全であるのは当然であるが、資産と負債との比率がどのよ

うな水準にあることが適正かについては、世代問の負担のバランスなどの視点から

総合的に検討していくことが必要である。民間企業では純資産の充実は財務体質の

良好さを示すものとなるが、行政の場合、民間の純資産に相当する正味財産は従来

ま牽の世代が資産形成にどれだけ寄与してきたかを示すことはできるものの、財務

体質の評価に結びつけた議論を行うことは難しい面がある。」59と説明している。

　このように、東京都モデルは、企業会計に近ぐ、分かりやすいモデルであるが、

資産と負債の差額の部分は、企業会計と根本的に異なっており、どのように考える

べきかについては、特に示していない。正味財産の評価そのものより、正味財産変

動計算書により、その変動の要因を明らかにし、時系列データを蓄積することで、

財政状況の分析や持続可能性の判断に役立ていくことを目指す会計モデルである

といえるであろう。

　図表7－6は、東京都モデルのr正味財産変動計算書」の様式であるが、企業会計

の「株主資本等変動計算書」に準拠して作成されており、大変見やすいものである

ことが分かる。

　東京都モデルは、考え方や財務書類の様式が企業会計に近く、かつ、勘定科目の

名称などは、地方公共団体のr官庁会計」に準拠して設定されているため、このr正
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味財産変動計算書」に限らず、一連の財務書類が大変分かりやすいことも特徴であ

ることを指摘しておきたい。

図表7－6東京都モデルの正味財産変動計算書

正味財産変動計算書（一般会計）

　　　自　平成○○年4月1日

　　　至平成OO年3月31日 金額（円）

正味財産

合
計

開
始
残
高
相
当

国
庫
支
出
金

負
担
金
及
繰
入
金
等

受
贈
財
産
評
価
額

区
市
町
村
等
．
移
管
相
当
額

会
計
間
取
引
勘
定

そ
の
他
剰
余
金

前期末残高

当期末残高

固定資産等の増減

都債等の増減

その他の会計間取引

剰余金

当期末残高

（出所；東京都ホームページ、http：／／www．kai：keikanri．metro．to：kyo．jp／kaikiO80331．pdf。）

4　今後の課題

　本章では、地方公共団体における純資産の意義を検討してきた。

　純姿産をどのように考えるかについては、公会計において見解が一致していない論

点の一つであるとされている60。公会計制度改革の先進国における純資産の考え方も

様々である．’IPSASにおいても、単なる資産・負債の差額であるという以上の解釈を

示していない。
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　しかし、このような様々な見解を大きく分ければ、二つの解釈に集約できる。

　一つの解釈は、単なる差額（正味資産、あるいは純資産）で、特別な意味を持たない

とする解釈である。もう一一つの解釈は、納税者持分とする解釈である61。

　我が国の公会計制度改革においては、国が自らの貸借対照哀の純資産’（資産・負債

差額）は、単なる差額であって意味はないと解釈している。一方、総務省が地方公共

団体に対して提示したr新地方公会計制度研究会」の報告書に基づく　r基準モデル」

及びr改訂モデル」では、地方公共団体の純資産は、納税者持分とする解釈を行って

いる。

　また、企業会計に比較的近い「東京都モデル」では、特別な意味を持たないとする

解釈をしている。

　しかし、純資産に特別の意味はないとする立場においても、納税者持分であるとす

る立場においても、その変動の動向には関心を持ち、財政状況や持続可能性を判断す

る指標として捉えようと、純資産の変動の内訳を表す財務書類を導入している点は共

通している。

　総務省の「基準モデル」及び「改訂モデル」における「純資産変動計算書」、東京都

モデルにおける「正味財産変動計算書」である。

　特に、r基準モデル」では、地方公共団体の所有者は住民であるとするr持分説」の

立場から、財政の三機能と納税者持分の変動を関連付けしr純資産の変動こそが現役

世代と将来世代との問での資源の配分を意味することとなる。」として、　r純資産変

動計算書」で行政のインフラ資産や事業用資産、長期金融資産等の資産形成活動を総

額（グロス）で表示し、財源と関連付けて体系的に表示する試みを行っている。

　しかし、こうした挑戦的な試みは、r基準モデル」独自のものであり、企業会計や国

際的な公会計の潮流とも相容れないものであり、理解可能性の点で問題がある。また、

その理論的枠組みや有効性、実行可能性の観点でも、疑問があるところである。・

　こうした特殊な会計モデルが、総務省が「地方公共団体が公会計の整備に取り組む

上で参考となるモデル」であるとして、地方公共団体を指導していることには違和感

を覚えざ巻を得ない銑

　貴重な税を消費して財務書類の整備を行うのであるから、地方公共団体を会計モデ

ルの実験場とするのではなく、住民に対して説明責任を果たせるよう、早急に統一さ

れた公会計基準の策定に進むべきであろう。
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　その際には、理解可能性を重視し、IPSASの策定動向や公会計制度改革の先進国の

状況及び民間企業の会計基準との整合性にも十分な配慮を行うことは当然のことであ

る。
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（注）

L
1この部分は、企業会計基準第5号F貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（2005

　年12月9目、企業会計基準委員会）を基にまとめたものである。

2同上基準、6ぺ一ジ。
3同上基準、6～7ぺ一ジ。

4同上基準、9ぺ一ジ。
5同上基準、2ぺ一ジ。
6同上基準、9ぺ一ジ。
7同上基準、2ぺ一ジ。

8同上基準、10ぺ一ジ。
9同上。

10国では、「資産・負債差額」の用語を用いている。したがって、本論文では、国の報告書等
　を引用する部分では、原文の「資産・負債差額」に変えて「純資産（資産・負債差額）」と表
　記する。

112007年度「国の貸借対照表」によれば、資産負債差額は、一般会計と特別会計の合算ベー

　スでマイナス238兆円である。
12普通国債残高は、2009年度末見込みで592兆円である。
13財政制度等審議会「公会計整備の一層の推進に向けて～中問取りまとめ～」2006年、
　2ぺ一ジ。

14同上。

15同上、5ぺ一ジ。
16公共事業においてはr裏負担」といわれる。
172004年度決算ベースの47都道府県と13政令市のバランスシートを合算すれば、資産総額
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　総額700兆円に対し負債総額977兆円で資産・負債差額はマイナス277兆円となっている。
18ドイツでは、中央政府レベルでは、貸借対照表は作成されていない。
19財政制度等審議会・財政制度分科会・法制・公会計部会・公会計基本小委員会（第8回）配
　付資料「公会計に関する海外調査報告書（イギリス）」2003年、10ぺ一ジ。
20伺上委員会（第8回）・配付資料「公会計に関する海外調査報告書（フランス）」2003年、

　10ぺ一ジ。
21同上委員会（第8回）・配布資料「公会計に関する海外調査報告書（カナダ）」2003年、
　11ぺ一ジ。

22同上委員会（第9回）・配付資料r公会計に関する海外調査報告書（ニュージーランド）」、

　2003年、15ぺ一ジ。
23同上委員会（第9回）・配付資料「公会計に関する海外調査報告書（オーストラリア）」、

　2003年、18ぺ一ジ。
241PSAS．1．par．6．

251PSAS．1．par．14．

26藤井秀樹監訳「GASBIFASB－公会計の概念フレームワーク」中央経済社、2003年、
　203ぺ一ジ。　　　　　。
27GASB．Statement　No．34：Basic　Financial　Statements　and　Management7s　Discussion
　and　Analysis　for　State　and　Local　Govemments，1999，

28石田晴美『地方自治体会計改革論』森山書店、2006年、144～148ぺ一ジ。

29同上書、147ぺ一ジ。
30同上書、148ぺ一ジ。
31古市峰子r国際会計士連盟による国際公会計基準（IPAS）の策定プロジェクトについて」
　『金融研究』　目本銀行金融研究所、2003年、77ぺ一ジ。
32総務省「新地方公会計制度研究会報告書」、2006年、15ぺ一ジ。
33同上。

34同上、16ぺ一ジ。
35同上。
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」

36同上、14ぺ一ジ。
37藤井邦明『これならわかる新地方公会計』税務経理協会、2009年、125ぺ一ジ。
38同上書。

39亀井孝文『公会計制度の改革』中央経済社、2008年、182～183ぺ一ジ。
40藤井邦明『これならわかる新地方公会計』税務経理協会、2009年、126ぺ一ジ。
41同上。

42総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書、補論1、純資産変動計算書に関する補足説
　明」、2007年。

43同上。

44同上。

45総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」、2007年、20ぺ一ジ。
46清水涼子「地方公共団体の公会計改革に関する考察」『税経通信』2008年2月号を参照。
47総務省・自治財政局長通知・総財務第218号r公会計の整備推進について」、2007年、
　別紙「財務書類の分かりやすい公表に当たって留意すべき事項」、1ぺ一ジ。
48総務省の調査によれば、「基準モデル」を採用する団体は、都道府県で1団体、政令市で
　3団体、市町村で113団体、全体では117団体（6．3％）である。（総務省・r地方公共団体の平

　成19年度版財務書類の作成状況等」2009年6月4目）
49総務省「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」、2000年、
　5ぺ一ジ。

50同上。

　総務省r地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」一『行政コスト計
　算書』．と『各地方公共団体全体のバランスシート』一」、2001年、22、47へ。一ジ。

51総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」、2007年、170～172ぺ一ジ。
52森田祐司『新地方公会計制度の徹底解説』ぎょうせい、2008年、66ぺ一ジ。
53同上書、211ぺ一ジ。
54同上書、212ぺ一ジ。
55森田祐司『新地方公会計制度の徹底解説』ぎょうせい、2008年、99～106ぺ一ジ。
　稲沢克祐『自治体における公会計改革』同文館出版、2009年、70～73ぺ一ジ。

56東京都会計基準、第2章5。
57同上。

58同上、第5章1，2。

59東京都新公会計制度研究会『新地方公会計の実務』都政新報社、2008年、243ぺ一ジ。ま
　た、同書の247ぺ一ジでは、r負債が資産の金額を上回ってしまい、正味財産がマイナスに
　なるような状況は、財務体質としては不健全で、民間企業ではいわゆる債務超過として事
　業が破綻していると見なされるが、行政では必ずしもそのようには断定できない。例えば、
　地方債を財源として工事などを行って資産を作り上げても、その資産が国に帰属すること
　が法律上取り決められているような場合には、資産は増えることがないままに負債である
　地方債だけが一方的に増加して、事業別の貸借対照表を作成すると正味財産はマイナスに
　なる場合もある。」として、行政と民間の違いを踏まえた分析が必要であることを説明して
　いる。

60土居丈朗r公会計・予算制度の改革過程：対立点と改革の方向性」『会計検査研究』
　Nα28、2003年9月、74ぺ一ジ。
61同上
62総務省では、r基準モデル」かr改訂モデル」かの選択は、地方公共団体の任意であるとし
　ている。複数の会計モデルが提示されていることも、地方公共団体を混乱させる原因とな
　っている。
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』第8章　財務書類の体系・構成

1　はじめに

　我が国の企業会計では、r会社法」において、株主と債権者との利害関係の調整、

及び株主保護を取り入れた債権者保誰を目的に、すべての会社を適用対象として、

貸借対照表1損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を「計算書類」とし

て作成することが要求されている。

　また、「金融商品取引法」は、有価証券の発行・流通を公正かつ円滑ならしめ、投

資者保護を目的とするが、上場会社等を適用対象として、「財務諸表等規則」にお

いて、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算

書及び附属明細表の作成を要求している。

　このような法規制の下で、今日の企業会計における基本的な財務諸表は、①貸借

対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書、及び④キ》ッシュ・フロー計算

書、の4表により構成されている。

　現在進められている地方公会計制度の改革は、現金主義の官庁会計に企業会計の

手法を導入して財務書類を整備するものであり、そのため、企業会計で作成されて

いる財務諸表を基本として、公会計に特有の部分は修正を加えるというアプローチ

により、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③純資産変動計算書、及び④キャッ

シュ・，フロー計算書、の4表を整備することを目的としている1。

　本章では、グローバルな公会計のベンチマークとしての地位を確保しっつある国

際公会計基準（IPSAS）と「基準モデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」の各

会計モデルにおける財務書類2の体系や構成について比較検討を行う。

2　財務書類の体系・構成

（1）財務書類4表

　r国際公会計基準（IPSAS）」では、財務書類は、①財政状態計算書（A　statement

omnancialposition）、②財務業績計算書（Astatementomnancialperfomance）、③純資
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産・持分変動計算書（Astatementofchange合innetassets／eqhity〉、④キヤッシュ・フロ

ー計算書（Acashflowstatement）、⑤主体が承認された予算を公表している場合、別

個の独立した財務諸表による、あるいは財務諸表の中に予算の欄を一列設けること

による予算と実績との比較（Whenthe　entitymakespublicly　available　its　apProved

’budget，a　comparison　ofbudget　and　actual　amounts　either　as　a　separate　additional

Hnallcial　statementorasabudgetcolumll　intheHnallcial　statements）、⑥重要な会計方

針の要約及びその他の説明を行う注記で構成される注記（Notes，comprisinga

summaryofsigniHcantaccountingpoliciesandotherexplanatorynotes）から構成されて

いる3。

　財政状態計算書は、貸借対照表あるいは資産・負債計箕書とも呼ばれる。また、

財務業績計算書は、収益・費用計算書、利益計算書、営業計算書、損益計算書とも

呼ばれる。注記事項は、国・地域によっては、　「附属明細書」と呼ばれる項目を含

んでいることもある4。

　　「基準モデル」及び「改訂モデル」では、①貸借対照表、②行政コスト計算書、

③純資産変動計算書、④資金収支計算書、⑤これらの財務書類に関連する事項につ

いての附属明細表、から構成される5。

　また、　「東京都モデル」では、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③キャッシ

ュ・フロー計算書、噛④正味財産変動計算書、⑤これらに関連する事項についての附

属明細書、から構成される6。

　財務書類の名称は、各会計基準・モデル間で異なっているものの、基本的な構成

は、資産及び負債とその差額である純資産の状況、すなわち財政状態を明らかにす

るr貸借対照表」、会計期間中の主体の業績、すなわち費用・収益の取引高を明ら

かにする「行政コスト計算書」、会計期間中の主体の純資産の変動の状況を明らか

にする「純資産変動計算書」、会計期間中の資金の収支の状況を明らかにする「キ

ャッシュ・フロー計算書」、の4表で構成されていることでは共通している。

　しかし、本論文の第6章及び第7章で検討したとおり、「基準モデル」及び「改

訂モデル」は、税収のr持分説」を採用し、税収や移転収入を収益として認識せず、

純資産変動計算書に直接計上しているため、　r行政コスト計算喜」やr純資産変動

計算書」の意義が、通説の「収益説」に基づく「IPSAS」や「東京都モデル」とは

相当異なっていることには注意が必要である。
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　図表8－1はr基準モデル」、図表8－2はr改訂モデル」、図表8－3はr東京都モ

デル」のそれぞれの財務書類4表の相互の関係を示したものである。

図表8－1　r基準モデル』の財務書類4表の関係

貸借対照表（B／S）

資金収支計算書（C／F）　　　　純資産変動計算書（N

＿黛姦． 貸方

M）　　　　　行政コスト計算書（P／L）
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（出所：藤井邦明『これならわかる新地方公会計』税務経理協会、2009年、119ページ。）
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図表8－2　r改訂モデル」の財務書類4表の関係
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①貸借対照表の資産のうちr歳計現金」ゐ額は、資金収支計算書のr期末歳計現

　金残高」と対応する。　　　　　　一ノ

②貸借対照表の「純資産」の額は、資産と負債の差額であり、純資産変動計算書

』
の r期末純資産残高」と対応する。

③行政コスト計算書の「純経常行政コスト」の額は、経常行政コストと経常収益

　の差額であ．り、純資産変動計算書のr純経常行政コスト」と対応する．

（出所：東京都台東区ホームページ、

　http：〃www．citヱtaito．もokyojp／i葺dex／αownloaδ／0821721000001．pd£）
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図表8－3　r東京都モデル」の財務書類4表の関係・
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（2）貸借対照表（図表8－4（1）、5（1）、6（1）、7（1）を参照）

　　貸借対照表は、ある基準日における「資産」、「負債」、「純資産」を勘定科目と

　金額で表示した一覧表である7。

　　まず、rIPSAS」のr財政状態計算書」の表示例をみると、資産は、r流動資産」

　とr非流動資産」に区分するr流動性による分類」8を採用している。また、負債に

　ついても同様に、「流動負債」と「非流動」に大きく2つに区分する「流動性によ

　る分類」を行う。純資産は、「純資産・持分」として、さらに「他の主体からの資

　本拠出」、r積立金」、r累積余剰／（欠損）」、r少数持分」に区分して表示される。

　　次に、「基準モデル」では、貸借対照表の表示例をみると、資産は、「金融資産」

　とr非金融資産」に区分される。これは、資産をその形態に着目した分類である9。

　一方、負債の表宗は、r流動負債」及びr非流動負債」に区分するr流動性による分類」

　を採用している。純資産は、「財源」、「資産形成充当財源」、「その他純資産」に区

　分される。r資産形成充当財源」は、さらにr税収」、r社会保険料」、r移転収入」、，

　　「公債等」「その他の財源の調達」、「評価・換算差額等」、に区分して表示する。

　　　「改訂モデル」では、資産を「公共用資産」、「投資等」及び「流動資産」に3

　分し、さらに、公共用資産は、r有形固定資産」とr売却可能資産」に区分され、投

　資等はr投資及び出資金」、r貸付金」、r基金等」、r長期延滞債権」及びr回収不

　能見込額」に、流動資産は曳r現金預金」及び’r未収金」に区分され、未収金の内

　訳としてr回収不能見込額」を明示する。負債の表示は、r固定負債」とr流動負

　債」に区分する。純資産は、r公共資産等整備国庫補助金」、r公共資産等整備一般

　財源等」、「その他一般財源等」及び「資産評価差額」に区分して表示する。

　　「東京都モデル」では、資産は、流動・固定分類法を採用して「流動資産」と「固

　定資産」に大きく分け、うち固定資産は、「行政財産」、「普通財産」、「重要物品」、

　rインフラ資産」、r建設仮勘定」及びr投資その他の資産」に分類する。さらに、

　「行政財産」、「普通財産」及び「インフラ資産」にっいては、それぞれ「有形固

　定資産」とr無形固定資産」に区分する。次に、負債は、r流動負債」とr固定負

　債」に区分して表示する。純資産は、r正味財産」と呼ばれ、その増減額を内書す

　る。

　　rIPSAS」、r基準モデル」、r改訂モデル」及びr東京都モデル」を比較すれば、

　rIPSAS」の表示が、最も明解で分かりやすい。次に、r東京都モデル」が、企業
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会計に近く、さらに勘定科目の名称等において、地方自治法上の財産区分や行政

の特質を考慮した分類が行われており分かりやすい。

　r基準モデル」は、資産はr形態による分類」を採用する一方、負債はr流動

性による分類」を採用しているなど、統一性がなく、またr純資産の部」の内訳

衰示が企業会計にも官庁会計にも例のない独特の名称の勘定科目となっているこ

となど、難解で理解可能性の点で問題がある。

　r改訂モデル」は、これまでのr総務省方式」を発展させたモデルであるため、

表示は分かりやすいが、有形固定資産のうちの「売却可能資産」や投資等のうち

のr回収不能見込額」を区分表示させることなど、総務省が誘導する政策目的に

貢献することを優先させたモデルであるため、会計的には問麺が多い。

（3）行政コスト計算書（図表8－4（2）（3）、5（2）、6（2）、7（2）を参照）

　　「行政コスト計算書」は、企業会計の「損益計算書」に相当し、IPSASでは「財

・務業績報告書」と呼ばれる。この「行政コスト計算書」はく会計期間における行政

サービスのコスト（費用）と当該年度の収益との対応関係を明らかにすることを目的

として作成される。

　IPSASはr収益説」の立場であり、税収や補助金等の移転収入を収益として取扱

う。また、　「東京都モデル」は、税収と行政活動との問に直接の対価性はないとし

て’、「収益」という用語に代えて「収入」の名称を用いているが、1：PSASと同様「収

益説」に立脚していることには変わりがない。

　　「収益説」では、税収や補助金等の移転収入を「収益」として取り扱うため、こ

れによって作成される「行政コスト計算書」は、　「1年間に提供された行政サービ

スのコスト（経常費用）が当該年度の経常収益でどの程度賄われたか、すなわち『期

問負担の衡平性』を表す財務書類である。」10と意義付けることができる。

　一方、「基準モデル」及びr改訂モデル」では、税収のr持分説」に基づき、税

収や補助金等の移転収入を収益として取り扱わず、住民からの出資として、直接r純

資産変動計算書」で取り扱うため、　r『行政コスト計算書』の意義は、，『行政コス

ト合計から直接の受益者負担金を除き、地方税や補助金で賄うべきコスト（純経常行

政コスト）がどれだけかを把握する財務書類』ということになる。」11

　しかし、通常、地方税や補助金は、地方公共団体の収入の大部分を占めており、
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「基準モデル」及び「改訂モデル」の「行政コスト計算書」では、こ，の部分が総額

でしか表示されず、行政コストとの対応関係が明らかにされないため、これでは、

財務業績を開示する財務書類としての役割を果たすことができないといわざるを

得ない。

　行政コスト計算書の様式を比較すれば、　「IPSAS」は「収益」と「費用」に分け

られ、その差額としてr余剰又は欠損」として表示される。税収や移転収入はr収

益」に含まれる。　r余剰又は欠損」は、その帰属先をr支配主体の所有者」とr少

数持分」に分類する。

　「基準モデル」の行政コスト計算書の表示をみると、「経常費用」と「経常収益」

に区分し、　「経常収益」と「経常費用」の差額が、　「純経常肇用（純行政コスト）」

として、　「純資産変動計算書」の「財源の使途」のうち「純行政コスト」に連動す

ることになる。　「持分説」であるため、税収や移転収入は計上されない。

　「改訂モデル」は、　「経常行政コスト」と「経常収益」に分けられ、　「経常行政

コスト」と「経常収益」の差額が、　「純経常行政コスト」として、　「純資産変動計

算書」のr純経常行政コスト」に連動することになる。税収や移転収入が計上され

ないことは、　「基準モデル」と同様である。

　「東京都モデル」は、　「収益」に替えて「収入」の用語を用い、「通常収支の部」

とr特別収支の部ゴに2区分し、さらにr通常収支の部」はr行政収支」とr金融

収支」に細区分している。税収や移転収入は、　r通常収支の部」のr　I行政収支の

部」のうちr1行政収入」に計上される。

　「IPSAS」、「基準キデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」を相互に比較す

れば、「IPSAS」の表示が、最も単純かつ明解である。「東京都モデル」も、地方自

治法上や行政の特質を考慮した科目の設定が行われており、分かりやすい。

　r基準モデル」及び干改訂モデル」は、r持分説」により税収や移転収入が計上さ

れず、r収益」として計上されるのは、r使用料・手数料」やr　r分担金・負担金・

寄付金」等の一部の収入に限られるため、行政コスト計算書は税収や補助金で賄

う「純行政コスト」を計算するための財務書類としての意義しか有しておらず、

理解可能性の点で問題がある。

　ただし、　r改訂モデル」の行政コスト計算書は、表示形式が現行のr総務省方

式」を継承しており、性質別分類（r人件費等」　r物件費等」　r移転支出」　rそ
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の他」の4分類）と目的別分類（r生活インフラ・国土保全」　r教育」　r福祉」

「環境衛生」　「産業振興」　「消防」　「総務」　「議会」及び「その他行政コスト」

の9分類）をクロス集計している点は、情報量も多く、　「基準モデル」に比較す

れば、有用なものといえる。

（4）純資産変動計算書（図表8－4（4）、5（3）、6（3）、7（3）を参照）

　　各会計モデルの「純資産憂動計算書」については、第『7章で検討を行ったので

　ここでは取り上げない。

（5）キャッシュ・フロー計算書（図表8－4（5）（6）、5（4）、6（4）、7（4）を参照）

　　「IPSAS」及び「東京都モデル」では「キャッシュ・フロー計算書」、　「基準モ

デル」及びr改訂モデル」ではr資金収支計算書」と呼ばれている財務書類であり、

いずれも、キャ「ッシュ（現金及び現金同等物）の流れを示した財務書類である・

　、傘業会計のrキャッシュ・フロー計算書」では、企業の売り上げや販売による収

支である「営業活動によるキャッシュ・フロー」、固定資産の取得や売却による収

支であるr投資活動によるキャッシュ・フロー」、借入金や資本の増減による収支

である「財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに区分してキャッシュの流れ

を表示しており、，どのような要因でキャッシュが増減したのかが分かる12。

　　「IPSAS」では、企業余計と同様に、　「事業活動によるキャッシュ・フ白一」、

　r投資活動によるキャッシュ・フロー」、　r財務活動によるキャッシュ・フロー」

の3つに区分して表示する13。キャッシュ・フロー計算書は、　「直接法」又は「問

接法」により作成されるが、IPSASでは、　「直接法」を推奨している14。

　　r基準モデル」は、　r直接法」により作成され15、　r経常的収支区分」、　r資本

的収支区分」及びr財務的収支区分」の3区分により表示する16。

　　r経常的収支区分」は、地方公共団体の経常活動に伴い、継続的に発生する資金

収支（財務的支出に属する支払利息支出を除く）を表示する17。　r資本的収支区分」

は、地方公共団体の資本形成活動に伴い、臨時・特別に発生する資金収支を表示す

る。その結果、当該地方公共団体の基礎的財政収支（プライマリー・バランス）は、

経常的収支区分と資本的収支区分の合計額として計算・開示されることとなる18。

　r財務的収支区分」は、地方公共団体の負債の管理にかかる資金収支（負債の発行
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及び元利償還）を表示する19。

　「改訂モデル」は、資金収支を「経常的収支の部」、　「公共資産整備収支の部」

及び・「投資・財務的収支の部」の3区分に分けて表示する。

　r経常的収支」は、人件費や物件費などの支出と税収、交付税収入、地方債発行

額、手数料などの収入が計上され、地方公共団体の経常的な行政活動による資金収

支の状況が表示される。　r公共資産整備収支」は、公共資産の整備などによる支出・

とその財源である国庫補助金や地方債発行による収入の状況が表示される。　r投

資・財務的収支」は、投資・出資、貸付金の収支や基金への積立て・取崩しなどの

収支状況を表す。

　「東京都モデル」のキャッシュ・、クロー計算書は、基本的な構成は企業会計と同

様であり、経常的な行政サービスに伴う現金収入を「行政サービス活動キャッシ

ュ・フロー」、固定資産の形成や基金の増減をもたらす現金収入をr社会資本整備

等投資活動キャッシュ・フロー」、公債の発行や借入金による財源の調達や償還に

伴う現金収入を「財務活動キャッシュ・フロー」に記録し、3区分に分けてキャッ

シュの増減を表示する20。

　「IPSAS」、「基準モデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」を比較すれば、

「IPSAS」、「基準モデル」及び「東京都モデル」は、キャッシュ・フローの区分の

考え方等において共通する部分が多いが、「改訂モデルjは、次の点で異質である。

　「改訂モデル」の「資金収支計算書」は、借入金である「地方債発行額」の収入

がr経常的収支の部」、　r公共資産整備収支の部」及びr投資・財務的収支の部」

のそれぞれに計上される。っまり、　r公共資産整備収支の部」に計上されるr地方

債発行額」は、公共資産整備の充当財源になった地方債収入を、　「投資・財務的収

支の部」に計上される「地方債発行額」は、投資・財務的支出に充当した地方債収

入を、　r経常的収支の部jに計上されるr地方債発行額」は、　r公共資産整備収支

の部」及びr投資・財務的収支の部」に計上された地方債以外の地方債収入（すな

わちr赤字地方債」）を、それぞれ計上することになっている。

　r地方債発行額」は、一般的にはr財務活動によるキャッシュ・フロー」の部に

計上されるべきである。各部に分割して計上する理由は不明であるが、近年の財政

危機を背景として、発行される地方債は多種多様であり、必ずしもr経常的収支の

部」、　r公共資産整備収支の部」及びr投資・財務的収支の部」・に明確に区分でき
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るものではない。

　「キャッシュ・フロー計算書」の表示例をみると、「IPSAS」や「東京都モデル」

が分かりやすいものとなっている。

3　まとめ

　ここでは、「IPSAS」、「基準モデル」、「改訂モデル」及び「東京都モデル」のそれ

ぞれの財務書類の体系と構成について検討した。

　いずれも、名称は異なるが、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算

書」、「キャッシュ・フロー計算書」、の財務書類4表を基本として構成されているこ

とは共通している。

　しかし、「IPSAS」と「東京都モデル」は、税収を収益とする「収益説」、一方、「基

準モデル」とr改訂モデル」は、税収は収益ではなく、住民からの出資として取り扱

うr持分説」に依拠しているため、’特にr行政コスト計算書」とr純資産変動計算書」

が大きく相違していることが分かった。

　企業会計に近いのは、rIPSAS」及びr東京都モデル」であり、そのために理解可

能性が高く、企業会計との比較可能性の点でも優れている。

　一一方、r基準モデル」及びr改訂モデル」は、公的部門の特殊性を強調し、税収を収

益として認識せず、出資として「純資産変動計算書」に直接計上するという特殊な処

理を要求しているため、理解可能性に問題があり、また、企業会計との比較が困難で

あるといわざるを得ない。

　今目の公会計制度改革の背景を顧みれば、従来公的部門が独占的に供給してきた行

政サービスを民間に開放し、公的部門の負担を軽減することが求められている状況で

あり、そのためには、公的部門の会計をできる限り民間企業と近接させて理解可能性

を高めると同時に、比較可能性を高めることが大切である。

　そのためには、公的部門の特殊性を強調するあまり、企業会計との比較可能性を軽

視する「基準モデル」や「改訂モデル」の方向性には、問題が多いと考える。公的部

門の役割の軽減や民問への移管には、民間の会計基準への接近が不可欠の課題である

ごとを強調したい。
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　また、地方公共団体の会計制度に発生主義を導入する大きな目的のひとつは、説明

責任を果たすことにある。

　地方公共団体の利害関係者は、住民、議会、国、マスコミ、金融機関、投資家、取

引先など多種多様である21。したがって、こうした多種多様な利害関係者に、財政状

況等を説明し、理解させるためには、できる限り分かりやすい表示方法によるべきこ

とが求められる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£’
　財務書類の表示例を比較した結果では、「IPSAS」の表示例は大変分かりやすい。

「東京都モデル」も企業会計に忠実でありながら、かつ、科目の名称等には現在の「官

庁会計」制度との整合性にも配慮されている。しかし、r基準モデル」とr改訂モデル」

は、税収の「持分説」によ．り、税収や国庫補助金等の移転収入を収益として扱わず、

出資とし〔純資産変動計算書上に直接計上するという特殊な会計処理によって、結果

的に「行政コスト計算書」や「純資産変動計算書」が理解可能性の点で問題のあるも

のとなっている。

　財務書類の理解可能性の観点からも、通説である「収益説」が採用されるべきであ

る。
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（注）

L
1総務省のr新地方公会計制度研究会報告書」に基づくr基準モデル」及びr改訂モデル」
　では、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③資金収支計算書、④純資産変動計算書の4
　表の整備を行うことを要求している。「②行政コスト計算書」は、企業会計の「損益計算書」
　に、「③資金収支計算書」は、「キ｝ッシュ・フロー計算書」に相当する。「東京都モデル」・

　では、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③キャッシュ・フロー計算書、④正味財産変

　動計算書、⑤これらに関連する事項についての附属明細書の整備を要求している。
21PSAS及び東京都モデルでは、「財務諸表」の名称を用いているが、ここでは「財務書類」
　で統一する。

31PSAS1．par．21．（邦訳：日本公認会計協会ホームページ、
強tt夢二〃www．hpjic澱．・rjp／speci臨zed－fie1α／P翻20091030・IPSASO1。pdf．y

　IPSAS1．par．22．（邦訳：同上）　　　　　　　　　　　　　　φ

　総務省「新地方公会計制度研究会報告書」、2006年、5ぺ一ジ。

　東京都会計基準、第1章一2。
　東京都公会計制度研究会『新地方公会計の実務』都政新報社、2008年、93ぺ一ジ。
　筆谷勇、金子邦博、大貫一『公会計原論』東京リーガルマインド、2004年、177ぺ一ジ。

　同上書、178ぺ一ジ。
10稲沢克祐『自治体における公会計改革』同文館出版、2009年、63ぺ一ジ。
11同上。

12東京都公会計制度研究会『新地方公会計の実務』都政新報社、2008年、121ぺ一ジ。
131PSAS2．par．18i
141PSAS2．par．28．

15総務省「新地方公会計制度研究会報告書」、2006年、33ぺ一ジ。・

16同上、18ぺ一ジ。

17同上、18～19ぺ一ジ。

18同上、19ぺ一ジ。
19同と。

20東京都公会計制度研究会『新地方公会計の実務』都政新報社、2008年、123ぺ一ジ。
21総務省「新地方公会計制度研究会報告書」（2006年）の10ぺ一ジでは、「この財務書類の
　利用者どしては、①住民、②地方債等への投資者、③その他外部の利害関係者（取引先、
　国、格付け機関等）及び④地方公共団体の内部者（首長、議会、補助機関等）等が挙げら

　れる。」としている。
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図表8－4（1）　国際公会計基準の様式1・

　　　　　　　　　　　　公的部門の主体一財政状態計算書
　　　　　　　　　　　　　　　20×2年12月31日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：干）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20×2　　　　．　　　　　　　　20×1
資産
流動資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X
現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　　　米　　　　　　　　　　　X
受取勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
棚卸資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X

前払金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　、　　　　　　　　X
その他流動資産　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　　　　X
非流動資産　　　　　　　　　　・　　　　　，　　　　　　　　　　　　　・

受取勘定　　　　　　　　　　　　　　　，　　　X　　　　　　　　　　X
関連法人に対する投資　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　・　　X
その他の金融資産　　　　　　　　　　　　　・一　X　　　　　　　　　　　X
インフラ資産及び有形固定資産　　　　　　　　　　X　　　　　　　・　　　X・
土地及び建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　 　　　　　　　　　X
無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
その他の非金融資産　　　　　　　　　　　　　．　X　　　　　　　　　　　X
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　　　　X
資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・X　　　　　　　　　　X

負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x　　　　　　　　　x
流動負債
支払勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X
短期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
1年以内返済長期借入金　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
短期引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X
従業員給付　　　　　　曹　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
退職年金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X

非流動負債
支払勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　・X
長期借入金　　　　　　　　　　．　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
長期引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　、　　　　　　　　X
従業員給付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
退職年金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　．　　　　　X
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　　　　X
負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X

純資産　I　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　X

純資産・持分

他の政府主体からの資本拠出　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X
積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X
累積余剰／（欠損）　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　　　　X
少数持分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　X
純資産・持分計　　　　　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　　X

（出所：日本公認会計士協会ホームページ、httpl／／www．hpjicpa．orjp／specialized．field／pdf／20091030－IPSASO1．pdf。）
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図表8－4（2）　国際公会計基準の様式2

公的部門の主体一財務業績計算書

20×2年12月31日に整了する1年間

　（機能による費用分類の例示）

収益

税金

料金、科料、罰金及び手数料

交換取引から生じた収益

他の政府からの移転収入

その他収益

収益合計

20×2

X
X
X
X
X

（単位：干）

　20×1

X
X
X
X
X

X X

費用

一般公共サービス

国防費

治安維持費

教育関係費

保健・医療関係費

社会保障費

住宅及び地域整備費

余暇・文化及び宗教関係費

経済関係費P

環境保護費

その他費用

金融費用

費用合計

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X

’関連法人の余剰に対する持分（1） X X

余剰又は欠損 X X

帰属

支配主体の所有者

少数持分
X
X

X
X

X X

（1）これは関連法人の所有者に帰属する関連法人の余剰に対する持分、すなわち税金及び．少数株主持ち分を控除し
た後の持分を意味する。

（出所：日本公認会計士協会ホームページ、http：／／www．hpjicpa．orjp／specialized∫ield／pdf／200g1030－lpSASO1．pd£。）
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図表8－4（3）　国際公会計基準の様式3

公的部門の主体一財務業績計算書

　20×2年12月31日に終了する1年間

　　（性質による費用分類の例示）

収益

税金

料金、科料、罰金及び手数料

交換取引から生じた収益

他の政府からの移転収入

その他収益

収益合計

20×2

X
X
X
X
X

　（単位＝干）

20×1

X
X
X
X
X

X X

費用

賃金、給与及び福利費

補助金及びその他の移転支出

消耗品・消費財費用

減価償却費その他の償却費

有形固定資産の減損＊

その他費用

金融費用

費用合計

X
X
X
X
X
X
X

．X

X
X
X
X
X
X

X X

関連法人の余剰に対する持分（1） X X

余剰又は欠損 X X

帰属

支配主体の所有者

少数持分
X
X

X
X

X X

（1）費用がその性質により分類されている財務業績計算書においては、有形固定資産の減損は、個別の表示項目とし
て表示される。対して、費用が機能により分類されている場合には、減損は関連する機能分類項目に含まれる。

（出所：日本公認会計士協会ホームページ、http：／／www．hpjicpa．orjp／specialized』fieid／pdf／200g1030－lpSASO1．pdf。）
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図表8－4（4）　国際公会計基準の様式4

公的部門の主体一純資産・持分変動計算書
　　　20×2年12月31日に終了する1年間

（単位：千）

20×0年12月31日残高

会計方針変更の影響額
修正再表示後の残高
20×1年度純資産・
持分変動
固定資産再評価益
投資再評価損
在外活動体の換算によ
る外貨換算差額

純資産・持分に直接計上
される正味収益

当期余剰
当期に認識された収益
と費用の合計
20×1年12月31日時点

繰越残高

支配主体の所有者に帰属 少数株主
　持分

純資産・

持分
合計

拠出

資本

その他。

唾．、金1

為替換算
　差額

累積余剰
（欠損）

合計
　　　’

X　　　X　　　（X）　　　X　　　　X
　　　　　　　　　　　　　（X）　　　（X）

X
（

X）
X
（

X）

X　　　X　　　（X）　　　X　　　　X X X

　　　　　　　　　　　　　■X　　　　　　　　　　　　　　　　X

（X）　　　　　　　　　　　　（X）

　　　　（X）　　　　　　　（X）

●
X
（X）・

（X）

X
（

X）

（X）

X　　　（X）　　　　　　　X

　　　　　　　　　X　　　　X X
X

X
X

X　　　（X）　　　X　　　　X X X

X　　　X　　　（X）　　　X　　　　X

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
X X

1その他の剰余金については、重要な場合には、その構成要素に分類している。

公的部門の主体一純資産・持分変動計算書
　　20×2年12月31日に終了する1年間

（単位＝千）

20×1年12月31日残高

時点繰越残高
20×2年度純資産・
持分変動
固定資産再評価損
投資再評価益
在外活動体の換算によ
る外貨換算差額

純資産・持分に直接計上
される正味収益

当期欠損

当期に認識された収益
と費用の合計
20×2年12月31日時点

繰越残高

支配主体の所有者に帰属 少数株主
　持分

純資産・

持分
合計

拠出
資本

その他
剰余金

為替換算
　差額

累積余剰
（欠損）

合計

X　　　X　　　（X）　　　・X　　　X

　　　　（X）　　　　　　　　　　　（X）

　　　　X　　　　　　　　　　　　　　　　X
　　　　　　　　　（X）　　　　　　　（X）

X
（

X）

X
（

X）

X
（

X）

X
（

X）

（X）　　（X）　　　　　　　（X）

　　　　　　　　　（X）　　　（X）

（X）

（X）

（X）

（X）

（X）　　（X）　　（X）　　　（X） （X） （X）

X　　　　X　　　（X）　　　X　　　　X X X

（出所＝日本公認会計士協会ホームページ、http：／／ww曲pjicpa．orjp／specialized∫ield／pdf／20091030－IPSASO1．pd£。）
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図表8－4（5）　国際公会計基準の様式5

キュッシュ・フロー計算書（直接法）

（単位＝干）

20×2 20×1
事業活動によるキャッシュ・フロー

収入

　税金
　財貨・サービスの販売

　補助金

　利子収入

　その他の収入
支出

　従業員費用

　年金費用

　仕入先への支払

　支払利息

　その他の支出
事業活動による正味キャッシュ・フロー

X
X
X
X
X

（X）

（X）

（X）

（X）

（X）

X
X
X
X
X

　（X）

●（X）

くX）

　（X）

　（X）

X X

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の購入

　有形固定資産売却による収入

　投資の売却による収入

　外貨建証券の購入
投資活動による正味キャッシュ・フロー

（X）

X
X

（X）

（X）

X
X

（X）

（X） （X）

財務活動によるキャッシュ・フロー

　借入金による収入

　借入金の返済
　政府への分配・配当金

財務活動による正味キャッシュ・フロー

X
（X）

（X）

X
（X）

（X）

X X

現金及び現金同等物等の増加（減少）額

現金及び現金同等物等の期首残高．

現金及び現金同等物等の期末残高

X
X

X
X

X X

（出所1日本公認会計士協会ホームページ、http：／／www．hpjicpa．orjp／specialized』病eld／pdf／20091030－IPSASO1．pd£。）
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図表8－4（6）　国際公会計基準の様式6

キュッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位1干）

20×2 20×1
事業活動によるキャッシュ・フロー

　経常活動による余剰・（欠損）

非資金変動

　財貨・サービスの販売

　補助金

　利子収入
　その他の収入
支出

　従業員費用
　年金費用一

　仕入先への支払

　支払利息

　その他の支出
事業活動による正味キャッシュ・フロー

X

X
X

’X

X

（X）

（X）

（X）

（X）

（X）

X

X
X
X
X

（X）

（X）

（X）

（X）

（X）

X X

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の購入

　有形固定資産売却による収入

　投資の売却による収入

　外貨建証券の購入
投資活動による正味キャッシュ・フロー

（X）

X
X

（X）

（X）

X
X

（X）

（X） （X）

財務活動によるキャッシュ・フロー

　借入金による収入

　借入金の返済

　政府への分配・配当金

財務活動による正味キャッシュ・フロー

X
（X）

（X）

X
（X）

（X）

X X

現金及ぴ現金同等物等の増加（減少）額

現金及び現金同等物等の期首残高

現金及び現金同等物等の期末残高

X
X

X
X

X X

ゴ所1日本公認会計士協会ホームページ、http：／／ww肌hpjicpa．orjp／specialized∫ieid／pdf／20091030－IPSASO1．pdf。）
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図表8－5（1） 基準モデル様式1

貸借対照表（BS

【資産の部】

1．金融資産

　　資金
　　金融資産（資金を除〈〉

　　　債権
　　　　　税等未収金
　　　　　未収金
　　　　　貸付金
　　　　　その他の債権
　　　　　（控除）貸倒引当金

　　　有価証券
　　　投資等
　　　　　出資金
　　　　　基金・積立金
　　　　　　　財政調整基金
　　　　　　　減債基金
　　　　　　　その他の基金・積立金
　　　　　その他の投資
2．非金融資産
　　事業用資産
　　　有形固定資産
　　　　　土地
　　　　　立木竹
　　　　　建物
　　　　　工作物
　　　　　機械器具
　　　　　物品
　　　　　船舶
　　　　　航空機
　　　　　その他の有形固定資産
　　　　　建設仮勘定
　　　無形固定資産
　　　　　地上権
　　　　　著作権・特許権
　　　　　ソフトウェア

　　　　　電話加入権
　　　　　その他の無形固定資産
　　　棚卸資産
　　インフラ資産

　　　　　公共用財産用地
　　　　　公共用財産施設
　　　　　その他の公共用財産
　　　　　公共用財産建設仮勘定
　　繰延資産
資産合計

xxx　　A

xxx　　F＝D＋E

xxx　E　　繍
xxx　　D＝A＋B＋C

CFより

XXX

XXX

XXX
　　　

（XXX）

xxx　　B

xxx　　C

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx　　G
XXX

M＝J＋K＋L

JニG＋H＋1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　H

XXX

XXX

XXX
xxx　　I

xxx　　K

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　L
xxx　　N＝F＋M

【負債の部】

1．流動負債

　　未払金及び未払費用
　　前受金及び前受収益
　　引当金

　　　賞与引当金
　　預り金（保管金等）

　　公債（短期）

　　短期借入金
　　その他の流動負債
2，非流動負債
　　公債
　　借入金
　　責任準備金
　　引当金

　　　退職給付引当金
　　　その他の引当金
　　その他の非流動負債
負債合計

xxx　　O

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　P

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
xxx　　Qニ0＋P

【純資産の部】

財源
資産形成充当財源（調達源泉別）

　　税収
　　社会保険料
　　移転収入
　　公債等
　　その他の財源の調達
　　評価・換算差額等
その他の純資産
　　開始時未分析残高
　　その他純資産
純資産合計

xxx　　R
xxx　　S

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　T

NWMより

XXX

XXX
xxx　　　U＝R＋S＋T

負債・純資産合計 xxx　　VニQ＋U

（出所＝総務省ホームページ、http：／／www．soumu．gojp／menu．news／s－news／2007／071017．1、bt．html。）
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図表8－5（2） 基準モデル様式2

行政コスト計算書（PL）

【経常費用】

　　1．経常業務費用

　　　①人件費
　　　　　議員歳費
　　　　　職員給料
　　　　　賞与引当金繰入
　　　　　退職給付費用
　　　　　その他の人件費
　　　②物件費
　　　　　消耗品費
　　　　　維持補修費
　　　　　減価償却費
　　　　　その他の物件費
　　　③経費
　　　　　業務費
　　　　　委託費
　　　　　貸倒引当金繰入
　　　　　その他の経費
　　　④業務関連費用
　　　　　公債費（利払分）

　　　　　借入金支払利息
　　　　　資産売却損
　　　　　その他の業務関連費用
　2．移転支出
　　　①他会計への移転支出
　　　②補助金等移転支出
　　　③社会保障関係費等移転支出
　　　④その他の移転支出
　　経常費用合計（総行政コスト）

xxx　　　EニA＋B＋C＋D

xxx　　A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　B

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　C

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　D

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　F

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　GニE＋F

【経常収益】

　経常業務収益
　　　①業務収益
　　　　　自己収入
　　　　　その他の業務収益
　　　②業務関連収益
　　　　　受取利息等
　　　　　資産売却益
　　　　　その他の業務関連外収益
　経常収益合計

xxx　　　JニH＋1

xxx　　H

XXX

XXX
xxx　　I

XXX

XXX

XXX
xxx　　KニJ

純経常費用（純行政コスト） xxx　　LニK－G 雛纏NWMへ

（出所＝総務省ホームページ、http＝／／www．soumu．gojp／menu．news／s－news／2007／071017．1．bthtml。）
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図表8－5（4）　基準モデル様式4

資金収支計算書（CF）【3区分形式】

【経常的収支区分】

　1．経常的収支
　　1．経常的支出
　　　①経常業務費用支出
　　　　人件費支出
　　　　物件費支出
　　　　経費支出
　　　　業務関連費用支出（財務的支出を除く）
　　　②移転支出
　　　　他会計への移転支出
　　　　補助金等移転支出
　　　　社会保障関係費等移転支出
　　　　その他の移転支出
　　2．経常的収入
　　　①租税収入
　　　②社会保険料収入
　　　③経常業務収益収入
　　　　経常収益収入
　　　　業務関連収益収入
　　　④移転収入
　　　　他会計からの移転収入
　　　　補助金等移転収入
　　　　その他の移転収入
　経常的収支

xxx　　　CニA＋B

xxx　　A

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　B

XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　　H：＝D＋E＋F＋G

xxx　　D
xxx　　E

xxx　　F

XXX

XXX
xxx　　G

XXX

XXX

XXX
xxx　　　I＝H－C

【資本的収支区分】

　∬．資本的収支
　　1．資本的支出
　　　①固定資産形成支出
　　　②長期金融資産形成支出
　　　③その他の資本形成支出
　　2．資本的収入
　　　①固定資産売却収入
　　　②長期金融資産償還収入
　　　③その他の資本処分収入
　資本的収支

xxx　　　MニJ＋K＋L

xxx　　J

xxx　　K
xxx　　L

xxx　　Q＝N＋O＋P
xxx　　N
xxx　　O
xxx　　P

xxx　　R＝Q－M

xxx　　S＝！＋R

【財務的収支区分】

　皿．財務的収支
　　1、財務的支出
　　　①支払利息支出
　　　　公債費（利払分）支出
　　　　借入金支払利息支出
　　　②元本償還支出
　　　　公債費（元本分）支出
　　　　　公債（短期）元本償還支出
　　　　　公債元本償還支出
　　　　借入金元本償還支出
　　　　　短期借入金元本償還支出
　　　　　借入金元本償還支出
　　　　その他の元本償還支出
　　2．財務的収入
　　　①公債発行収入
　　　　公債（短期）発行収入
　　　　公債発行収入
　　　②借入金収入
　　　　短期借入金収入
　　　　借入金収入
　　　③その他の財務的収入
　財務的収支

xxx　　V＝T＋U

xxx　　T

XXX

XXX
xxx　　U

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
xxx　　ZニW＋X＋Y

xxx　　W

XXX

XXX
xxx　　X

XXX

XXX
xxx　　Y

xxx　　　AA＝Z－V

当期資金収支額
期首資金残高
期末資金残高

xxx　　　AB＝S＋AA

xxx　　AC
xxx　AD＝AB＋AC鱒BSへ

（出所：総務省ホームページ、http：／／wwwsoumu．gojp／menu．news／s－news／2007／071017－1－bt．html。）
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図表8－6（1）　改訂モデル様式1
　　貸借対照表
（平成OO年3月31日現在）

［資産の部］

1　公共資産

　（1）有形固定資産

　①生活インフラ・国土保全

　②教育

　③福祉

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

⑦総務

　有形固定資産合計

（2）売却可能資産

公共資産合計

0

0

2　投資等
　（1）投資及び出資金

　①投資及び出資金

　②投資損失引当金

　投資及び出資金計

（2）貸付金

　（3）基金等

　①退職手当目的基金

　②その他特定目的基金

　③土地開発基金

　④その他定額運用基金

　⑤退職手当組合積立金

　基金等計

　（4）長期延滞債権

　（5）回収不能見込額

投資等合計

0

0

0

3　流動資産

　（1）現金預金

　①財政調整基金

　②減債基金

　③歳計現金

　現金預金計

　（2）未収金

　①地方税

　②その他

　③回収不能見込額

　未収金計

流動資産合計

0

0
0

資　　産　　合　　計 0

貸 方

［負債の部】

1　固定負債

　（1）地方債

　（2）長期未払金

　①物件の購入等

　②債務保証又は損失補償

③その他

長期未払金計

（3）退職手当引当金

固定負債合計
一 0

0

2　流動負債

　（1）翌年度償還予定地方債

　（2）短期借入金（翌年度繰上充用金）

（3）未払金

　（4）翌年度支払予定退職手当

　（5）賞与引当金

流動負債合計 0

負　　債　　合　　計 0

［純資産の部］

1　公共資産等整備国県補助金等

2　公共資産等整備一般財源等

3　その他一般財源等

4　資産評価差額

純　資　産　合　計 0

負債・純資産合計 0

※1　他団体及び民間への支出金により形成された資産　　　①生活インフラ・国土保全　　　　　　　　　　　　　　　　、千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，、，』，　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　．，，．千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④環境衛生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤産業振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　　　・千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥消防　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　『1　　『，千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦総務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、…。・、F　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　上の支出金に充当された財源　　　　　　　　　　　　　①国県補助金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②地方債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　’千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③一般財源等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2　債務負担行為に関する情報　　　　　　　　　　　　①物件の購入等　　　　　　　　　　　　　　　　’　，，1　．干円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②債務保証又は損失補償　　　　　　　　　　　　　』　，　　一千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち共同発行地方債に係るもの　　　　　　　　　　．、　　　一　　千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　，　　　　千円

※3　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうちOO千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4　普通会計の将来負担に関する情報　　　　　　　　　　普通会計の将来負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円

　　　（貸借対照表に計上したものを含む）　　　　　　　　　［内訳］　普通会計地方債残高　　　　　　　　　　　　　　諮　・　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債務負担行為支出予定額　　　　　　　　　　　』　，・．、千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公営事業地方債負担見込額　　　　　　　　．　　，　：．・千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額　　　　　　　∵　　、　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職手当負担見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三セクター等債務負担見込額　　　　　　　　　　．　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結実質赤字額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額　　　　　　　．’　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金等将来負担軽減資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔内訳］　地方債償還額等充当基金残高　　　　　　　　’　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額　　　　　　，　　’　　千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（差引）普通会計が将来負担すべき実質的な負債　　　　　　　　　0千円

※5　有形固定資産のうち、土地はOO千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額はOO干円です。

（出所：総務省ホームページ、http：／／ww肌soumu．gojp／menu．news／s－news／2007／071017、1．bth㎞1。）
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図表8－6（3）　改訂モデル様式3

純資産変動計算書
〔皇羅39綿昌⊃

（単位：千円）

純資産合計
公共資産等整備　　公共資産等整備
国県補助金等　　　一般財源等

　その他
一般財源等

資産評価差額

期首純資産残高 0

純経常行政コスト 0

一般財源

　地方税

　地方交付税

　その他行政コスト充当財源

0
0
0

補助金等受入 0

臨時損益

　災害復旧事業費

　公共資産除売却損益

　投資損失

0
0
0
0

科目振替

　公共資産整備への財源投入

　公共資産処分による財源増

　貸付金・出資金等への財源投入

　貸付金・出資金等の回収等による財源増

減価償却による財源増

地方憤償還に伴う財源振替
0
0

資産評価替えによる変動額 0

無償受贈資産受入 0

その他 0 0

期末純資産残高 0 0 0 0 0

（出所：総務省ホームページ、http：／／www．soumu．goJp／menu．news／s－news／2007／071017．1．bt．html。）
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図表8－6（4）　改訂モデル様式4

　　　　資金収支計算書
　　　〔皇凝88顯3椙〕

（単位：千円）

1　　経 常 的　　収 支 の 部

人件費

物件費

社会保障給付

補助金等

支払利息

他会計等への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

支 出 ム
自 計 0

地方税

地方交付税

国県補助金等

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金

諸収入

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収 入 △
口 計 0

経　　常 的 収　　支 額 0

2　公　共　資 産　整 備 収 支　の 部

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出

他会計等への建設費充当財源繰出支出

支　　　　　出 ム
ロ 計 0

国県補助金等

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収　　　　　入 ム
ロ 計 0

公　共　資　産　整 備　収 支 額 0

3　投　資　・ 財　務　的 収 支　の 部

投資及び出資金

貸付金

基金積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計等への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額

支　　　　出 ム
ロ 計 0

国県補助金等

貸付金回収額

基金取崩額

地方債発行額

公共資産等売却収入

その他収入

収　　　　　入 ム
ロ 計 0

投　資　・　財　務 的　収　支 額 0

当年度歳計現金増減額 0
期首歳計現金残高

期末歳計現金残高 0

※1一時借入金に関する情報

①資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

②平成O年度における一時借入金の借入限度額はOO干円です。

③支払利息のうち、一時借入金利子はOO干円です。

※2基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

収入総額

地方債発行額

財政調整基金等取崩額

支出総額

地方債元利償還額

財政調整基金等積立額

基礎的財政収支

　　　千円
△　　　干円
△㌧　　『千円

△　　　1千円
　　　干円
　　　千円

0千円
※3上記の他、OOの受け入れに伴う歳計外現金の収入額OO千円

　（OOの返還に伴う支出額OO千円）があります。

（出所1総務省ホームページ、httpl／／www．soumu．gojp／menu．news／s－news／2007／071017、1．bt，html。）
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図表8－7（1）　東京都モデル様式1

　　貸借対照表
（平成　年　月　　日現在）

科　目 金額（円）， 科　目 金額（円）

2生の部 貝の部
1　流動資産 1　流動負債

現金預金 還付未済金
収入未済
不納欠損引当金

都債　　　　　／’

短期借入金
基金積立金 他会計借入金

財政調整基金 基金運用金
減債基金 その他短期借入金

短期貸付金 未払金
貸倒引当金 支払繰延
その他流動負債 支払保証債務

皿　固定資産 その他未払金

1行政財産 その他流動負債

1有形固定資産 皿　固定負債
建物 都債
工作物 長期借入金
立木 他会計借入金
船舶等 基金運用金
浮標等 その他長期借入金
土地 退職給与引当金

2無形固定資産 その他引当金
地上権 その他固定負債
その他無形固定資産 預り保証金

2普通財産 その他固定負債

1有形固定資産
建物
工作物
立木
船舶等
浮標等
土地

2無形固定資産
一　地上権

その他無形固定資産

3重要物品
4インフラ資産
1有形固定資産

負債の部合計
　　　一土地 正味財産の部

土地以外 正味財産・

2無形固定資産 （うち当期正味財産増減額）

地上権
その他無形固定資産

5建設仮勘定
6投資その他の資産　’

有価証券及出資金
公営企業会計出資金
長期貸付金
貸倒引当金
その他債権
基金積立金
減債基金
特定目的基金
定額運用基金

その他投資等
正味財産の部合計

資産の部合計 負債及び正味財産の部合計

（出所：東京都ホームページ、http＝／／www．kaikeikanri．metro．tokyojp／kaikiO80331．pdf。）
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図表8－7（2） 東京都モデル様式2

　　　　　　行政コスト計算書（一般会計）

　　　　　　　　自平成　年　月　日
　　　　　　　　至平成　年　月　日

科　　　目 金 額（円）

通吊又 の部

1 行政収支の部

1行政収入
地方税
地方譲与税
地方特例交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
税諸収入
国庫支出金
交通安全対策特別交付金
事業収入（特別会計）

分担金及負担金
使用料及手数料
財産収入
諸収入（受託事業収入）

諸収入
寄附金
繰入金
その他行政収入

2行政費用
税連動経費
給与関係費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
投資的経費補助
投資的経費単独
投資的経費国直轄
出資金（出掲金等）

繰出金
減価償却費
債務保証費
不納欠損引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
退職給与引当金繰入額
その他引当金繰入額
その他行政費用

E 金融収支の部

1金融収入
受取利息及配当金

2金融費用 ／

公債費（利子）

都債発行費
都債発行差金
他会計借入金利子等

通常収支差額
、別又 の部

1 特別収入
固定資産売却益
その他特別収入

2 特別費用
固定資産売却損
固定資産除却損
災害復旧費
不納欠損額
貸倒損失
その他特別費用

当期収支差額
（出所＝東京 ホームページ、http：／／wwwkaikeikanri．metrαltokyojp／kaikiO80331．pdf。）
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図表8一ブ（3）　東京都モデル様式3

正味財産変動計算書（一般会計）

　　自平成○○年4月1日
　　至平成○○年3月31日

金額（円）

正味財産

合
計

開
始
残
高
相
当

更
，
国
＼
、
1
庫
　
支
　
出
　
金

負
担
金
及
繰
入
金
等

受
贈
財
産
評
価
額

区
市
町
村
等
移
管
相
当
額

会
計。
間
取
引
勘
定

そ
の
他
剰
余
金

前期末残高

当期末残高

　　　　　　　　1固定資産等の増減

都債等の増減

その他の会計間取引

剰余金

当期末残高

（出所＝東京都ホームページ、http＝／／ww肌kaikeikanri．metro加kyojp／kaikiO80331．pdf。）

250



図表8－7（4） 東京都モデル様式4

　　　　　　　　キャッシュ・フロー計算書（一般会計）

　　　　　　　　　　　自平成　年　月　日
　　　　　　　　　　　至平成　年　月　日

科 目

1 行政サービス活動

税収等

　　地方税

　　地方譲与税

　　地方特例交付金

　　国有提供施設等所在市町村助成交付金

　　税諸収入

国庫支出金等

　　国庫支出金

　　交通安全対策特別交付金

業務収入その他

　　事業収入（特別会計）　　　　、、

　　分担金及負担金

　　使用料及手数料

　　財産収入

　　諸収入（受託事業収入）

　　諸収入

　　寄附金

　　繰入金

金融収入

　　受取利息及配当金

税連動経費

　　税連動経費

行政支出

　　給与関係費

　　物件費

　　維持補修費

　　扶助費

　　補助費等

　　投資的経費補助

　　投資的経費単独

　　投資的経費国直轄

　　出資金（出掲金等）

　　繰出金

金融支出

　　公債費（利子・手数料）

　　他会計借入金利子等

特別支出

　　災害復旧事業支出

行政サービス活動収支差額

金額（円） 科　　目 金額（円）

皿社会資本整備等投資活動
国庫支出金等

国庫支出金

分担金及負担金

繰入金等

財産収入

財産売払収入
　　　●基金繰入金

財政調整基金
減債基金

特定目的基傘

定額運用基金

貸付金元金回収収入等

保証金収入

社会資本整備支出

物件費

補助費等

投資的経費補助

投資的経費単独

基金積立金

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

定額運用基金

貸付金・出資金等

出資金

繰出金（他会計）

貸付金

保証金支出

社会資本整備等投資活動収支差額

行政活動キャッシュ・フロー収支差額

皿財務活動
財務活動収入

都債

他会計借入金等

基金運用金借入

特別会計繰入金

財務活動支出

公債費（元金）

他会計借入金等償還

基金運用金償還

財務活動収支差額ゴ

収支差額合計
前年度からの繰越金

形式収支

（出所＝東京都ホームページ、http＝／／wwwkaikeikanri．metro土okyojp／kaikiO80331．pdf。）
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第皿部　地方公会計制度の改革φ個別研究

第9章　第三セクター等に対する損失補償債務等の課題

1　はじめに

　地方公共団体の財政改革の一環として、地方公共団体の会計に企業会計の考え方

を導入しようとする公会計制度改革が進められている。この会計制度改革は、「議会

による財政活動の民主的統制」のためには、現金主義の予算決算書は不可欠として

現行の官庁会計を温存する一方、r情報開示の充実と説明責任の履行」及びr財政活

動効率化・適正化のための財務情報」の観点から、発生主義による貸借対照表等の

財務書類を整備するものである1。

　ただし～公会計制度改革は、まだ公会計基準として成熟したレベルには到達して

いない。公会計の分野においては、未だr一般に公正妥当’と認められる」会計基準は

存在していない。現時点では、企業会計におけるr企業会計原則」のように、貸借
　　　　、
対照表等の作成にあたって準拠するべき会計基準としてではなく、企業会計の考え

方を取り入れた財務書類を整備するための会計モデルとして試行的に整備を進めて

いる段階である。現在、総務省が策定した「総務省方式」、「総務省方式改訂モデル」

　（以下「改訂モデル」という。）、r基準モデル」の3つのモデル、従来から独自の

取り組みを進めてきた東京都が策定した「東京都会計基準」（本論では以下「東京都

モデル」という。）の4つの会計モデルが撰示されている2。

　地方公共団体は・そわぞれの取り組みのレベルに応じて、これらの会計モデルの

いずれかに基づいて、財務書類の整備を行うことを求められている3。

　一方、公会計制度の改革と並行して、現金主義の官庁会計サイドからも、地方公

共団体の財政状況をストックレベルで明らかにして財政再建を進める制度改革が行

われている。

　2009（平成21）年4月1日に全面施行されたr地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律勺（以下、r健全化法」という。）では、r地方公共団体の財政の健全性に関す

る比率」（以下、r健全化判断比率」という。）としてr実質赤字比率」、r連結実質

赤字比率」、r実質公債費比率」及びr将来負担比率」の4つの指標の公表の制度を
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設け、その比率に応じて』、地方公共団体が財政の早期健全化計画あるいは再生計

画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政

上の措置を講ずることで、地方公共薗体の財政の健全化を図るどしている5。

　この健全化法の特徴のひとつは、これまで地方公共団体の財政状況を示す指標は、

普通会計を中心とした収支のフロー指標に限定されていたが6、同法では、第三セク

ター等を含めた連結ベースでの財政指標も作成・公表することや、「将来負担比率」

というストック指標を導入し、第三セクター等も含む実質的負債を把握することが

要求されている点にある7。

　このように、地方公共団体の財政改革は地方公共団体単体ばかりではなく、出資

等により設立した第三セクター等の改革にも波及している。地方財政の悪化に伴い

第三セクター等の経営危機が顕在化しているが、特に、第三セクター等が金融機関

から資金を借り入れる際に、地方公共団体と金融機関との間で締結した損失補償契

約等8において、第三セクター等の経営破綻に伴い、地方公共団体がその実行を迫ら

れる事例が多発するなど、今目、地方財政上の問題となっているところである。

　健全化法に基づきr損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する

基準」9（以下「損失補償債務等評価基準」という。）が定められ、第三セクター等

に対する損失補償債務の一部について、負債（健全化法上は、r将来負担額」という。）

として認識することが必要となったが、これに連動して、公会計制度改革において

も、「改訂モデル」及び「基準モデル」では、「損失補償債務等評価基準」により算

出される将来負担額は、企業会計の引当金の計上基準を満たすと解釈し、貸借対照

表の負債の部に引当金として計上することを要求している10。

　しかし、この「損失補償債務等評価基準」は、第三セクター等の統廃合を進めよう

とする総務省の政策目的を達成するために策定された基準であり、負債の認識にお

いて非常に厳しい引当を要求しており、そのまま発生主義の公会計制度の損失補償

等引当金の計上基準として適切かどうかは疑問が多い。

　本論では、まず、第三セクター等の現状を概観し、次に、4つの会計モデルにお

ける損失補償債務の取扱いを比較する。特にr改訂モデル」及びr基準モデル」が

採用する「損失補償債務等評価基準」による引当基準と会計上の損失補償債務の考え

方や金融機関の貸付先に対する貸倒引当金の引当の考え方とを比較し、その問題点

を検討する。
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2　第三セクター等の運営分析

（1）第三セクター等の数の推移

　　地方公共団体は、「公共的には必要であるが地方公共団体が自ら実施することは

　非効率であり、しかし、赤字資質のため純民間企業は回避する事業」を実施する

　ために、多くの外郭（関係）団体を有している。第三セクターの定義は｝様ではな

　いが11、総務省では、地方公共団体が出資又は出えんを行っている会社法法人及

　び民法法人を第三セクターといい、これに、地方住宅供給公社、地方道路公社、

　土地開発公社のいわゆる地方三公社及び地方独立行政法人を合わせて、第三セク

　ター等と総称している12。

　　総務省は、毎年r第三セクター等の状況に関する調査結果」を公表しているが、

　2008（平成20）年3月31日現在の第三セクター等の数を法人の類型別に見ると、

　会社法法人は3，713社（41．7％）で、そのうち株式会社は3，404社（38．3％）、その他

　り余社法法人は309社（3・5％）である・民法法人は3，973社（44・6％）で・そのうち

　社団緒入は414社（4．7％）、財団法人は3，559社（40．O％）である。地方住宅供給公

　・社、地方道路公社、土地開発公社のいわゆる地方三公社は1，175社（13．2％）、．地方

　独掌行政法人は38社（0．4％）で、第三セクター等の合計は8，899社となっている13。

　　　これを5年前の2003（平成15）年3月31目現在の調査結果と比較すると、法人

　数全体で1，212社（△12％）減少しているが、特に、民法法人のうち財団法人が

　594社（△14．3％〉、地方三公社のうち土地開発公社が478社（△30．8％）と大きく

　減少しており、この2形態の法人の減少が法人数全体の減少の大部分（88．4％）を占

　めている（図表9－1）。

　　第3セクターの数を業務分野について分析すると、法人総数8，899社のうち最

　も多い業務分野はr地域・都市開発」の1，592社（17．9％）で、これは、土地開

　発や公共事業用地の先行取得等の業務を行う土地開発公社1，076社が含まれてい

　るためであり、当該分野の大半（67．6％）を占め七いる。2番目はr農林水産」

　の1，352社（15．2％）、3番目にr観光・レジヤー」で1．303社（14．6％）、次にr教

　育・文化」の1，168社（13．1％）と続く（図表9－2）。

　　5年前の調査と比較して、，ほとんどすべての分野で法人数け減少しているが、

　特に土地開発公社の減少に伴う「地域・都市開発」（△565社）や、「観光・レジャ

　ー」『（△188社）、「社会福祉・保健医療j（△131社〉の減少が大きい。
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（2）第三セクター等の経営状況

　　総務省は、第三セクター等のうち、①地方公共団体等の出資割合が25％以上の

　会社法・民法法人、及び②出資割合が25％未満であるものの、・貸付金や損失補償

　等の財政的支援を受けている会社法・民法法人を対象として「経営状況等調査」を

　実施している。

　　この2008（平成20）年3月31目現在の経営状況調査によれば、対象法人7，621

　社のうち、黒字法人は4，938社で64．8％、赤字法人は2，683社で35．2％となって

　いる。内訳をみると、会社法法人は黒字が68．4％、赤字が31．6％、民法法人は黒

　字が64．5％、赤字が35．5％、地方三公社は黒字が56．4％、，赤字が43．6％、地方独

　立行政法人は黒字が94．7％、赤字が5．3％となっている。5年前に比較して、若干

　黒宇が増加し、赤宇が減少しているが、それぞれ1．7ポイントであり大きな変動

　は見られない（図表9－3）。

　　この黒字法人が全体の約65％、赤字法人が約35％というた状況をどのように評

　価するのかはここでは触れ塗いが、黒字法人とはいえぐこうした第三乍クター等

　は、地域の実情に応じた公共的な事業を実施していることを理由として、「補助金」、

　　r貸付金」、r債務保証」やr損失補償」といった金融的な手法が多用されている

　場合が多いことに注目しなければならない（図表9－4）。

　　地方公共団体から補助金の交付を受けている法人は43．6％、貸付金を受けている法

　人14は13．6％、損失補償を受けている法人15は17．0％である（図表9－5，9－6）。っま

　り、こうした金融的な支援がなければ経営が成り立たない法人が多く存在しているの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　ではないかと疑われるわけである16。

　　さらには・こうした金融的手法以外にも、地方公共団体の退職者や職員を第三セク

　ター等へ役職員として採用したり出向させる人的・組織的な関係や、地方公共団体の

　業務を随意契約によって独占的に請け負ったりといった支援措置のもとで、地方公共

　団体と第三セクター等との関係は、市場を通じた公平な取引が行われず、競争原理が

　働かない結果、高コストなものになっているといった批判がマスコミ等で盛んに喧伝

　されているところである17。

　　マスコミ等の批判は極端に偏りがちな傾向があるが、近年の地方財政危機や第三セ

　クター等の経営悪化を背景として1地方公共団体の第三セクター等に対するこの様な

　金融的手法による支援措置や市場での公平な競争を経ていない取引関係を、今後も継
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続して実施していくことの是非が問われている。また、実際にこうした様々な不透明、

不公平な支援措置や取引慣行そのものが、民間企業と同様の市場規律やガバナンスが

働かない原因のひとつであると指摘されている18。

　第三セクタ’一等の行っている公的サービスが、民間企業でも実施できる性質である

のかどうか、すなわち、そうした公的サービスが市場取引に適するものであるのかど

うかという観点はもちろん、その公的サービスは本当に必要なものかどうかという観

点まで遡って個々の公的サービスを点検し、その存廃を含めて公的サービスのあり方

を冷静に再検討することが必要である。
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（3）「健全隼法」と「損失補償債移」

　　2009（平成21）年4月1目に全面施行された’r健全化法」では、地方財政の健

　全化の一環として第三セクタr等の改革を進めることを目的とし、地方公共団体に’

　対して、第三セクター等の経営状況を明らかにさせるとともに、第三セクタ｝等の改

　革に要する将来の財政負担を明らかにするよう求めている19。

　　具体的には、健全化判断比率のひとつであるr将来負担比率」の算定にあたり、第

　三セクター等の負債に対し債務負担を行っている場合に、その実質負担見込額を算入

　することが要求されており、算定されたf将来負担比率」が早期健全化基準以上であ

　る場合には、地方公共団体に対し財政健全化計画の策定が義務付けられることになっ

　た20。

　　つまり、第三セクター等の債務は、地方公共団体が債務負担行為により損失補償等

　を行っている場合に、その経営状況に応じて一定割合がr将来負担額」として算入

　される21が、その算定を通じて、第三セクター等の経営状温について明うかにな

　ると向時に、第三セクター等に係る1将来負担額」は、第三セクター等の改革に

　要する地方公共団体の将来の財政負担であり、r負債」として認識するべきことを

　要求していることになる。
　　　　　　　　ヘヤ
　　総務省は、「健全化法」が全面施行された2009（平成21）年度以降の．弓年問で、

　地方公共団体がすべての第三セクター等を対象に検討を行い、存廃を含めた抜本

　的な改革に集中して取り組むよう要請している22。この5年間の時限措置として、

　地方財政法を一部改正し、第三セクター等の整理・再生のために必要となる一定の

　経費を、議会の議決等の手続きを経て地方債の対象とする特例措置（第三セクタ

　ー等改革推進債》．を設けたとヒろである蹴

　　地方公共団体は、r健全化法」の将来負担比率の算定・公表によるプロセスを通

　じて、第三セクター等の整理・再生を伴う自らの財政健全化を推進する必要に迫

　られているわけである。

　　この抜本的処理策の対象は、すべての第三セクター等であるが、での「採算性」

　の判断の基準としては、一例として、損失補償等を行づている第三セクター等に』

　ついては、r損失補償債務等評価基準」の標準評価方式でB，C，D，Eと評価さ

　れた場合・原則として「採算性がないもの」と．して判断するという非常！こ厳しい

　ものである24。・
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　他にこの採算性の判断基準を見ると、損失補償等を行っていない第三セクター

等については、「経常収支赤字」、「債務超過」、「債務の元利償還に対する10％以

上の財政支援措置」等によって、地方道路公社は、r料金収入が管理運営費に満た

ない不採算路線を有するもの」によって、土地開発公社は、「債務保証等を伴う借

入金により取得した5年以上の長期保有土地」およびr保有資産の時価評価によ

る実質的な債務超過」により「採算性がない」と判断することになっている25。

　本稿では、これらの判断基準のうち、「損失補償債務等評価基準」と発生主義の

負債認識との関係に焦点を当て、次節以降で検討することとしたい。

　今日の地方財政危機を顧みれば、地方公共団体単体ではなく、第三セクター等

をも含めた連結レベルで行政運営を行うことが必要不可欠である。健全化法は、

現金主義の官庁会計の制度の枠内で、将来負担額というストックレベルの指標や

第三セクター等との連結の考え方を導入し、これまでの単年度主義や普通会計に

，重点を置いた財政運営からの脱皮を図り、資産負債管理や連結べ一スでの財政運

営に転換をさせるという点で画期的な制度である．また、一」方で、発生主義を取

り入れた地方公会計制度との整合性を図ろうとする試みも実行に移されており、

健全化法ど公会計制度改革は、第三セクター等の損失補償債務等の認識の問題に

おいてリンクすることになった。

3　4，つの公会計モデルにおけるr損失補償債務」の取扱い

　現在、地方公会計制度改革においては、総務省が策定したr総務省方式」、r改訂モ

デル」及び「基準モデル」と、独自の取り組みを進める東京都のf東京都モデル」の

4っが同時並行的に存在しており、地方公共団体が整備を進める上で準拠するべき

公会計モデルとして提案されている26。

　各会計モデルの特色を要約すれば、r総務省方式」は、現金主義の官庁会計の決
　　　　　　　丸
算数値を組み替えて作成する簡易なもの、r改訂モデル」は、固定資産台帳の整備を

売却可能資産から段階的に進め、その間は、『r総務省方式」と同様に決算数値の組み

替えを認める暫定的なモデル、．r基準モデル」は、固定資産台帳の整備や複式記帳の

システムの導入を前提に、公正価値概念や資産・負債アプローチなど国際的な会計

基準策定の動向に配慮しつつ，も、税収のr持分説」に立脚した独自の公会計の構築を
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目指す実験的なモデル、r東京都モデル」は、伝統的な取得原価主義に基づく企業会

計原則に近いモデルといった位置付けである。　　　　　　　　．

　ここでは、この4つの公会計モデルにおける1損失補償債務」の比較検討を行う。

　まず、総務省方式では、r履行すべき額が確定したもの」は負債計上、　r履行す

べき額が未確定のもの」はr偶発債務」として欄外注記することになっている。東京

都モデルも同様の取扱レ．・であり、履行すべき額の確定・未確定によって負債認識を

区分している。

　これに対し、　r改訂モデル」及びr基準モデル」は、上記の2区分に加え、　r履

行すべき額が未確定なもののうち、健全化法上の将来負担額としてr損失補償債務

等評価基準」により算定したもの」は、r損失補償等引当金」として、負債計上を行

うことを要求している27。

　健全化法に基づく将来負担比率の算出にあたって、第三セクダー等の損失補償債

務のうち、・経営状況等を勘案して算定した一般会計等の将来負担見込額を将来負担

額として加えているが、r損失補償債務等評価基準」は、一義的には、この将来負担

額を算定するための基準である。

　一方、この将来負担額は、r将来の特定の費用または損失であって、』その発生が

当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、発生する費用や損失を合理的に見

積もることができる28」という企業会計の引当金の計上基準を満たすという解釈29の

もとに、r改訂モデル」及びr基準モデル」においては、引当金計上を要求している。

つまり、「損失補償債務等評価基準」は、二義的には、「損失補償債務」の引当金計

上基準として機能していることになる。

　会計学の通説とレては、「代位弁済が確定したもの」は、確定債務として貸借対

照表上に負債として計上、r代位弁済の可能性が高いもの」は、会計的負債として代

位弁済の可能性に応じ引当金を設定する。さらに、r代位弁済の可能性が低いもの」

は、r偶発債務」として注記するに止まり、負債としては計上しないとされている。

　こうした点を踏まえて評価すれば、「総務省方式」及び「東京都モデル」は、「履

行すべき額が確定したもの」は負債計上し、　「履行すべき額が未確定のもの」は偶

発債務としてr注記」する2区分に止まっており、　r履行すべき額は未確定ではあ

るが可能性が高いもの」については、「履行すべき額が未確定のもの」として「注記」

に隠れてしまい、負債計上を行わないことは問題点として指摘せざるを得ない。
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　一方、r改訂モデル」及びr基準モデル」は、会計学の通説に準拠している点で

は優れているが、問題は、健全化法に基づく将来負担額を算定するためのr損失補

償債務等評価基準」が、　「履行すべき額が未確定なもののうち、発生の可能性が高、

く、発生する費用や損失を合理的に見積もることができる場合」に負債を認識する

という発生主義の引当金の計上基準として適切であるかどうかである。

4　　「損失補償債務等評価基準」の問題点

　r損失補償債務等評価基準」は、r標準評価方式」あるいはr個別評価方式」の

いずれかにより損失補償債務を評価する。

　r個別評価方式」では、公認会計士又は監査法人の関与、デュー・デリジェンス

の専門家巻含融箏三煮季員会等において適正な評価を検討すうことが期待されてい

るが30、一般的な、r標準評価方式」では、第三セクター等の損失補償付債務をrA：

正常償還見挙債務」・、「B：地方団体要関与債務」・「ρ：地方団体要支援債務」・「D：

地寿団体宰質管理債務」・「E；地方団体実質負担債務」一の5段階の債務区分に分類

し、当該損失補償を付している借入金等の額に、Aは10％以上、Bは30％以上、C

は50％以上、Dは70％以上、Eは90％以上の算入率を乗じて得た額を損失補償等引

当金として計上することを求めている31。（図表9－7）
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図表9－7　r損失補償債務等評価基準」の債務区分と引当率

』区F外1 磁　　饗 ・算蒸率

建常償還 ・当該法人の収益（地方公共団体からの補助金等を除く。）
i：み，1

磁轍務 で債務を償還できる見込みの債務
10％以上

・経常損益が赤字であるなど財務内容等に注意を要する法

』糾
、地輝購・

凄蘭与債勝

人に対する損失補償付債務

・損失補償付債務の償還に低率ではあるが一一定の地方公共

30％以上

団体負担が予定され又は見込まれている債務　　　　’

・繰越欠損金を持つなど財務内容等から地方公共団体が今

後、一定の追加支援を要すると見込まれる法人に対する損
・地方薗傭

¢ 失補償付債務 50％以上
離援債務

・損失補償付債務の償還に、1／2程度の地方公共団体負担

が予定され又は見込まれている債務

・経営難の状態にあり、財務内容等から地方公共団体の相

i地方嗣蘇 当程度の今後の追加支援を要すると見込まれる法人に対

lD∵ 実鍵撫壁 する損失補償付債務 70％以上

債務 ・損失補償付債務の償還に、70％程度の地方公共団体負担

が予定され又は見込まれている債務

地労団体 ・実質的に経営破綻している法人に対する損失補償付債務

』
矧
，
． 実麟嬬 ・損失補償付債務の償還のほぼ全額程度の地方公共団体負 90％以上

』，黛務
担が予定され又は見込まれている債務

（出所：総務省「損失楠償債務評価基準（案）と論点」健全化法に係る損失補償債務等評価基準検

討WT第6回会合資料2、2008年3月14目）

　この算入率は、第三セクターに対する損失補償債務を当該団体の経営状況に応じ

て区分してはいるものの、債権債務の保全状況や処分可能な資産の状況等を考慮す

ることなく、強制的に引当率を設定している。例えば、引当率についてみれば、A

区分の「正常償還見込債務」についても、10％の引当を要求するなど、過剰に高い

ものとなっている一方、E区分のr地方公共団体実質負担債務」では100％ではな

く90％以上となっているなど疑問が多い。
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　　　これは、r損失補償債務等評価基準」がその策定にあたってモデルにしたと思わ

　　れるr金融庁検査マFユアル」やr金融再生法に基づく開示債権」の保全状況にお

　　ける引当率と比較しても、相当高い引当率となっているといえる。

　　金融機関では、金融庁の検査マニュアル等に基づき、資産実態を自己査定してい

　　る。その際、貸出先を債務者の財務・経営状況に応じて、．①「正常先」、②「要注意

　先」、③「破綻懸念先」、④、「実質破綻先」、⑤「破綻先」に区分し、次に債務者区分

　　ごとに担保・保証などによる債権回収の可能性を評価して、債権を、1「正常債権」、

　　II「回収に注意を要する債権」、皿「回収に重大な懸念のある債権」、IV「回収不能

　債権」に4分類している。、そして、各債務者区分に応じて貸倒引当金を積むが、そ

　　の引当率は各債務者区分毎の倒産確率等に基づき決定される率が用いられる。具体

　的には、①「正常先」債権及び②「要注意先」債権にっいては、’貸倒実績率等に基

　づき引当、．③「破綻縣念先」債権については、回収可能見込額を控除し・残額のう

　　ち必要と認める額を引当、④「実質破綻先」債権及び⑤「確綻先」債権については、

　　回収可能見込額を控除した残額を引当する。　　　　　　　・

　　　ここで、実際の引当率を金融再生法開示債権の保全状況の推移32で見る，と、r正常

　債権」は、非開示である炉個別の金融機関の開示情報ではコンマ以下となっている33。

　　「要管理債権」は、保全率は55～60％、担保・保証等を除いた引当率は22％前後、「危

　険僚権」は、保全率は85～87％、担保・保証等を除いた引当率は30％前後、r破産更

　　隼債権及びこれらに準ずる債権」では、保全率は100％確保されているが、揖保・保

　読等を除いた引当率は30％前後となっている（図表9－8）・

　　っまり、厳格な資産実態の自己査定を要求される金融機関においては、貸付先の

　経営状態の詳細な把握を行った上で、過去の倒産確率等を用いて貸倒引当金を積ん

～曹でいうわけであるが、例え「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」であっても、

　実際は担保や保証等で相当部分がカバ」されており、引当金の設定率はそれほど高

　　くないのが実態である1

　　　この点について、r損失保証債務等評価基準」は～金融機関と同様に第三セクター

　等の経営状況に応じた細分化された債務者区分を厳密に行う一方で、引当金の算定

　に当たっては、担保や保証等で保全されている部分の精査に関心を払わず、一律に

　引当率を設定しているこ≧け問題とされるべきである。
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次に、日本公認会計士協会が策定した監査委員会報告第61号r債務保証及び保証類

似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」を見ると、損失の発生の可能

性の程度に応じ、「高い場合」、「ある程度予想される場合」及び「低い場合」に3区

分し、「保証債務の履行に伴う損失の発生の可能性が高く、かつ、金額の見積もりが

可能な場合には、債務保証損失引当金を計上しなければならない。」34が、それ以外

は、注記すればよいとしている（図表9－9）。

図表9－9 損失の発生の程度と引当金及び追加情報との関係

（監査委員会報告第61号）

跡損失命発生・

・・φ驚雌の唱

　　程藤

，嫌叢i驚類の見覆懲離驚能饗雛鶯 撮i失金額の難撲響が蕪題能な場合』

，1纂・船、
・債務保証損失引当金を計上す

る。

・債務保証の金額を注記する

・損失の発生の可能性が高いが損失金額

の見積りが不可能である旨、その理由及

び主たる債務者の財政状態等を追加情
　　　　　　　　●
報として注記する。（注）

濁る程麟．

想さ櫛難

　　合・

・債務保証の金額を注記する。

・損失発生の可能性がある程度予

想される旨及び主たる債務者の

財政状態等を追加情報として注

記する。

・債務保証の金額を注記する。

・損失発生の可能性がある程度予想され

る旨及び主たる債務者の財政状態等を

追加情報として注記する

磁曝合 ・債務保証の金額を注記する。 ・債務保証の金額を注記する。

（注）損失の発生の可能性が高く、かつ、その損失金額の見積りが不可能な場合は、通常極めて限ら

　れたケースと考えちれる。したがって、主たる債務者が経営破綻又は実質的な経営破綻に陥って

　いる場合には、必要額を債務保証損失引当金に計上することになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　（出所：目本公認会計士協会r監査委員会報告第61号」）

　こうしてみると、図表9－10から明らかなように、r損失補償債務等評価基準」の引

当基準は、損失補償先の第三セクター等の財政状態や借入金の償還の可能性を個別
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詳細に検討することなく、強制的に過剰ともいえる引当率を設定レていることが分

かる。　　　　　　　．　　　　　　…

5　今後の課題

　最後に損失補償債務に関連して、今後の課題をいくつか挙げておきたい。

　まず、「健全化法」は、地方公共団体の財政運営において、これまでのように普

通会計の部分だけに着目した単体ベースの考え方から1公営企業会計や第三セクタ

ー等を含めた連結ベースの財政状況に焦点を当てるという点で、今後の地方公共団

体の財政運営に大きな影響を及ぼす。また、r健全化法」，は、公会計制度改革とリン

クして、単年度の収支に重点を置いたフローベースから資産負債管理のストックベ

ースの財政運営への転換を促す効果を持つ。、しかし、第三セクター等に対する損失

，補償』を負債として認識する基準として策定された「損失補僕債務等評価基準」は、財

政再建という政策目的の達成に重点を置いた結果、過剰ど思われる引当率を一律に

規定しているという点で発生主義の引当金の計上基準としては、検討する余地があ

，資のではないか・

　引当率は、法令や基準等で一律に強制するべき性質のものではなく、やはり、第

三セクター等の経営状態や将来の回復の可能性、処分可能な資産や担保の状況等に

ついて踏み込んだ分析をし、損失の発生の可能性や、発生するかもしれない費用や

損失を合理的に見積るというステップを踏まえたうえで、適切な引当金を計上する

こ≧が必肇ある・

　次に、r牢の大規模な会社法法人を例外として、第三セクタで等には、公認会計

士による監査が義務付けられておらず、また、実際に公認会計士監査を導入してい

る団体はほとんどないのが実態である。「損失補償債務等評価基準」の「標準評価方

式」においては、地方公共団体の監査委員の監査による確認も許容されている35が、

現在の監査委員制度は、独立性が十分に確保されておらず、監査能力・実施体制を

強化する必要があると指摘されている36。

　しかし、公認会計士監査は経済的な負担が大きく、第三セクター等のすべてに対

して義務付けることは現実的ではない。会社法では「会計参与制度」が創設された

が、今後は、民法法人や地方三公社等にも会計参与制度を拡大するなど制度の拡充
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を進め、大規模な第三セクター等は公認会計士監査37、小規模な第三セクター等は

会計参与制度を導入するなど、会計専門家による財務書類等のチェックを通じて経

営状態を客観的に明らかにする必要がある。

　また、地方公共団体は、第三セクター等の資金調達に関して、損失補償を付すば

かりでなく、自ら多額の無担保かっ低利の貸付を行っている38。この貸付金につい

て、「改訂モデル」畠及び「基準モデル」では、「貸倒引当金は、個々の債権の事情に

応じた合理的な基準により貸倒見積高を算定し、債権の控除項目として計上する。

ただし、合理的な基準によることが困難な特別の事情がある場合には、過去3年間

の実績に基づいて算定することができる。，貸倒引当金については、その計上基準及

び算定方法の他、貸倒引当金の計上対象となっている債権の状況等について注記す

る。」39としている。

　っまり、貸倒引当金は、貸付先の第三セクター等の経営状態に応じr貸付金の回

収危険性又は価値の段損の危険性」40の程度に応じた貸倒引当金を要求しており、

この取扱いは、、損失補償債務に引当金の計上を要求している「損失補償債務等評価

基準」の取扱いと矛盾しているといわざるを得ない。

　貸倒引当金と損失補償債務との性質の違いはあるにしで．も、同一の主体に関する

債務であることを考慮すれば、貸倒引当金と損失補償等引当金の計上基準との均衡

や整合性について、十分な検討が必要である。

　本来、会計基準は特定の政策目的を達成するための手段として策定されるべきで

はない。公会計制度改革で財務書類を整備する目的は、「情報開示と説明責任の履行」

と「財政活動の効率化・適正化」の2っであるが、総務省の2つの会計モデルは、地

方行財政改革に資するという大義名分の下、r財政活動の効率化・適正化」の機能にウ臼

エイトが置かれ、r情報開示と説明責任」の機能が軽視されている様に思われる。r損

失補償債務等評価基準」、の問題点は、第三セクター等の整理・統廃合に資するための

財政政策上の基準を、「情報開示と説明責任の履行」のためには客観的であるべき公

会計の基準としてそのまま転用していることにある。

　最後に会計の問題からは離れるが、少子高齢化・人口減少社会が到来し、従来公

的分門が担ってきた行政サービスの見直しは、社会の持続可能性の観、点から欠かせ

ない課題である。第三セクター等の整理・再生は行政サービス水準の低下に直結する。

従来の「税の投入」を暗黙の前提とした第三セクター等による公的サービスの継続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r、＿
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は、財政危機によりもはや継続できないレベルに達している。サービス水準の低下、

縮小ないしサービスそのものの廃止を議論するに当たっては、受益と負担のバラン

スを考慮し、特に現役世代間の公平性のみならず、現役世代と将来世代との問の世

代間負担の公平性を重視しなくてはならない。
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（注）

1財務省・財政制度審議会「公会計に関する基本的考え方」2003年3月を参照。
2複数の会計モデル、特に総務省から3っの会計モデルが提示されている理由は、次のような

　ものである．官庁会計は現金主義による予算決算の収支計算が主体であり、「ストック情報
　の欠如」が大きな欠点のひとつであると指摘されているが、特に固定資産については、設
　置の根拠となる法令が異なるため、統一した基準に基づいた台帳が整備されていない。こ
　のため、企業会計に準じた財務書類の作成の前提として、固定資産台帳の整備を行う必要
　があるが、台帳整備には多額の費用と時間を要するため、台帳整備を要しない方法で、と
　りあえず仮想的に財務書類を作成する便法として、官庁会計の数値（決算統計）を組み替えて

　・財務書類を作成する「総務省方式」がまず提示された（自治省「地方公共団体の総合的な
　財政分析に関する調査研究会報告書」2000年3月29目）。さらにそれを発展させ、決算組
　替方式によりつつも、段階的に台帳整備を進め．ることを前提に当面は売却可能資産のみを
　時価評価する「改訂モデル」、そして、台帳整備を前提として公正価値による資産評価や複
　式記帳を取り入れた「基準モデル」が策定された（総務省「新地方公会計制度研究会報告
　書」2006月18目、同「新地方制度実務研究会報告書」2007年10月17目）。総務省は、2009
　年度以降、r総務省方式」からr改訂モデル」あるいはr基準モデル」へ移行するよう指導
　しているところである。なお、東京都モデルは、取得原価主義を採用し企業会計原則に準
　拠しているため固定資台帳の整備が前提となっている。

3総務省の「地方公共団体の平成19年度版財務書類の作成状況」（2009年6月4目）によれ
　ば、都道府県レベルでは、平成19年度決算ベースで47団体中、37団体がr総務省方式」
　で作成済み、7団体が「改訂モデル」で作成済みないし作成中、3団体が「その他のモデル」
　で作成済みとなっている。また、20年度決算ベースでは、「基準モデル」で作成予定が1
　団体、「改訂モデル」で作成予定が43団体、「その他のモデル」で作成予定が3団体、「総
　務省方式」はゼロとなっている。なお、市町村レベルにおいても、r総務省方式」からr改
　訂モデル」への移行が顕著である。r基準モデル」を採用する団体は、少数である。

4　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、2007年6月22目公布、2009年4月1
　目全面施行。ただし、健全化比率等の公表の規定は、2008年4月1日から施行しており、
　2007年度の決算に基づく健全化判断比率等から適用された。

5健全化法第1章総則。
　赤字比率、起債制限比率、公債費比率等。

　健全化法第2条第4号、同法施行規則第12条第5号。
　地方公共団体は、「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」第3条の規定により、
　法人の債務について保証を行うことはできないが、地方三公社のうち土地開発公社と地方
　道路公社については、それぞれの個別法により債務保証を行うことが認められている。し
　かし、第三セクター等の行う公共性、公益性のある事業を支援するために、債務保証とは
　法的にその内容及び効果の点で異なるものの、実質的にはr債務保証」に替わるものとして
　r損失補償契約」を金融機関等と結ぶことが行われている占

9　2008年4月21日、総務省告示第242号。
10総務省「地方公会計に関するQ＆A（平成20年10月改訂版、追加分）」2008年10月15
　目、2ぺ一ジ。

11出井信夫「第三セクターの概念と定義」『新潟産業大学経済学部紀要第30号』2006年1月、
　37ぺ一ジ。

12総務省では、「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」（2009年6月23目）等にお
　いて、第三セクターとは、r①会社法の規定に基づいて設立されている株式会社、合名会社、
　合資会社、合同会社又は特例有限会社のうち、地方公共団体が出資を行っている法人、②
　民法の規定に基づいて設立されていた社団法人又は財団法人のうち地方公共団体が出資を
　行っている法人」と定義している。

13総務省r第三セクター等の状況に関する調査結果」2008年12月25日、1ぺ一ジ。
14通常は市場金利より相当優遇された金利が設定されている。
15地方公共団体の損失補償等を受けることで、有利な市場金利が適用されるといった場合が
　多い。

16総務省・債務調整等に関する調査研究会r第三セクター等の資金調達に関する損失補償の
　あり方について（中間まとめ）」2007年10月17目を参照。
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17こうした批判的な論調に対し、出井信夫教授は、「第3セクター事業経営についても、巷間
　いわれるような赤字経営ばかりではない。近年実施された旧自治省・現総務省の第3セク
　ターに関する経営実態調査によれば、株式会社・財団法人を含め6割を超える法人が黒字
　である、という事実・実態についても、正確に認識されてはいないのが現状である。近年、

　経営赤字、経営破綻に陥る第3セクターが増加傾向にあるが、第3セクターの経営実態が
　正確に認識されずに、誤解され曲解された情報が独り歩きし、第3セクターに対する批判
　のための批判が多くなされる傾向がみられる。第3セクターの経営実態など現状の事業内
　容や事業展開方法などについて基本的に正確に捉えた上で、正鵠を得た議論が展開される
　ことが急務である。」とし、第三セクター等の経営状況に対し積極的な評価をしている。
・8総務省・債務調整等に関する調査研究会r第三セクター、地方公社及び公営企業の抜本的

　改革の推進に関する報告書」2008年12月5目、2ぺ一ジ。
19健全化法第3条。
20総務省「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」2009年6月23目、1ぺ一ジ。
21健全化法施行規則第12条の5。
22総務省「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」2009年6月23目、2ぺ一ジ。
23地方財政法第33条第5項。
24総務省「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」2009年6月23目、2ぺ一ジ。
25同上。

26総務省は、総務省方式から改訂モデルあるいは基準モデルヘの移行を指導している。
27総務省r地方公会計に関するQ＆A（平成20年10月改訂版、追加分）」3ぺ一ジ。
28企業会計原則注解18。

29総務省r地方公会計に関するQ＆A（平成20年10月改訂版、追加分）」2008年10月15
目、2ぺ一ジ。

30　r損失補償債務等評価基準」第二一三一2。

31　「損失補償債務等評価基準」第二一二一1。

32金融庁ホームページr不良債権の状況等について」のr金融再生法開示債権の保全状況の
　推移」を参照。批tp：／／www．fsa．即．Jp／sねtus／np1／20090807／03．pd島なお、金融再生法開示

　債権は、自己査定の「破綻先・実質破綻先」を「破産更正債権及びこれらに準じる債権」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず　として、「破綻懸念先」を「危険債権」として、「要注意先」のうちヂ3ヶ月以上延滞債権、
　貸出条件緩和債権」を「要管理債権」として開示するものである。

33例えば、みずほフィナンシャルグループでは、2008年度の与信関係費用において、今後の
　不透明な経済環境を踏まえた保守的な引当実施を行った結果、2009年3月末の正常先債権
　の債権額に対する引当率は前年度末比約2倍の0．21％に上昇したとしている。
　http：／／www．mizuho・fg．co伽／faq／kessan．htm1＃qO7＿1。

34目本公認会計士協会・監査委員会報告第61号r債務保証及び保証類似行為の会計処理及び
　表示に関する監査上の取扱い」1999年2月22日、4（3〉。
35　r損失補償債務等評価基準」第二一二一3（8）イ。

36詳しくは、総務省・第29次地方制度調査会「今後の基礎的自治体及び監査・議会制度のあ
　り方に関する答申」2009年6月16目を参照。
37一定の要件を満たす一般社団法人及び一般財団法人並びに会社法法人については、それぞ
　れr一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、r会社法」等に基づき、会計監査人の監
　査が義務付けられている。

38総務省r第三セクター等の状況に関する調査結果」（2008年）によれば7，621法人のうち、
　地方公共団体から貸付を受けている第三セクター等は1，036社（13．6％）、貸付金残高は4兆
　5，237億円となっている。図表5，6を参照。

39総務省「新地方公会計制度研究会報告書」2006年5月、22ぺ一ジ。
40金融庁r金融検査マニュアル（預金等受入金融機関に係る検査マニュアル）」2007年2月、156
　ぺ一ジ。
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終章　本論文のまとめ

1　はじめに

　本論文は、地方公会計制度の改革においては、r官から民へ」、あるいはr官民協

働」という地方公共団体を取り巻く環境条件の変化を反映して、r官」とr民」とは

根本的に異なるという立場からではなく、「官」と「民」との間に普遍的な共通性を

見いだし、できる限り同じ会計基準を設定する方向で検討されるべきであるとの立

場から、現在の公会計制度改革の問題点を明らかにすることを目的としている．

　そのため、まず、地方公共団体を取り巻く環境条件の変化を明らかにし、次に戦

後の地方公会計制度の確立から今目までの沿革を説明した。そして、現在の会計制

度改革ρ到達点である・緯務省の「新地方公会計制度研究会」の報告書に基づく「基

’
準
モ デル⊥とr改訂モデルj、及び独自に取組を進めてきたr東京都モデル」につい

て、各モデルの背景にある考え方にまで切り込んで、それらの特徴や問題点を明ら

かにした。

　本章では、これまで論じてきた会計制度改革についてまとめ、今後の課題につい

て明、らかにする。

2　本論文のまとめ

　まず、序章では、地方公共団体の会計制度改革の背景にある環境条件の変化につ

いて検討した。

　バブル経済の崩壊後、地方財政の悪化が急速に進んだ。当初は経済対策等で公共

事業等を行うための財源として発行した地方債の急増が原因ではあったが、近年で

は、その償還等に伴う公債費の増とともに、少子高齢化に伴う社会保障費の増加が

危機的な財政状況の康因であり、これ以上の財政悪化を防ぐためのツールとして会

計制度の改革が求められている。

　また、他にも、地方分権や市町村合併など地方が自立していくための制度改革、

NPMや国際公会計基準の策定等の国際的な環境変化・．「新しい傘共空間」という従
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来のr公共」からr拡張された公共」への概念の変化、NPMの影響を受けた「PFlj、

1指定管理者制度」、「市場テスト」などの行政の市場化の流れなど、「官」を取り暮

く環境は急速に変化している。

　今後、地方財政の健全化を進めるに当たっては、・こうした環境条件の変化、特に

「官」と「民」との境界を取り払う動きを踏まえ、会計制度も「官」と「民」とo

間で共通の基準を設定するぺきであることを明らかにした。

　第1部は「地方公会計制度の改革のあらまし」として、会計制度改革の概要を3

章にわたって検討した。

　第1章のr現行の地方公会計制度の概要と課題」では、現在の地方公会計制度が

単体ベースでも連結ベ…スでも大変複雑であることを説明した。

　一般的には、単体ベースでみると、一般会計、特別会計～、公営企業会計に区分さ

れるが、地方公共団体毎に任意で会計区分が設定されているため丸比較可能性の見

地から、決算統計や健全化法に基づき総務省が統一した基準を設定し、会計の区分

を再構成している。しかし、その区分も根拠となる法令によって異なることや、r官

庁会計」の決算数値を組み替えることで再構成しているため、即時性や検証可能性

の点で問題が多い。

　連結ベースでは、単体の外に、r一部事務組合」やr広域連合」等の地方公共団

体の組合、個別ゐ法律に基づき設立されるr地方住宅供給公社」、r地方道路公社」

及びr土地開発公社」のいわゆる地方三公社、地方公共団体が出資する会社法法人

や民法法人である第三セクタニ、地方独立行政法人など種々の機関が存在している。

　これらに適用される会計基準は、それぞれに畢なるが、もともと発生主義が適用

されている部分については、r一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」への接

近がみられるが、まだまだ個別にばらばらの基準が設定されているごとには変わり

がない。

　r官庁会計」に発生主義を導入するばかりでなく、公会計全体を包摂する会計基

準の設定が望まれる。

　続いて、第2章ではr地方公会計制度の改革の沿革と現状」として、地方公共団

体の普通会計の部分に焦点を当て、会計制度改革の沿革と現時点の到達点を明らか

にした。

　現在のr地方公会計制度」は、戦後の地方自治法の成立と共に誕生し、1963（昭
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和38）年の同法の大改正で確立したが、当時からr官庁会計」の欠陥を指摘し、発

生主義による制度改革の提言等があった。1962（昭和37）年のr地方財務会計制度調

査会答申」や、1964（昭和39）年のr第一次臨時行政調査会答申∫である。

　しかし、結果的にそのような提言は頓挫し、その後半世紀にわたりr官庁会計」

が存続することとなった。現在でも基本的な構造は変わっていない。

　会計制度改革が失敗した原因は、公的部門の会計制度には、利益計算を中心とす

る企業会計は適用できないというr公会計特殊論」にあると考える。企業会計に対

するアレルギーが発生主義会計の採用を妨げ、かといって公会計独自の発生主義会

計を提案するにも至らず、公会計と企業会計の相違点のみを強調する姿勢に問題が

あった。むしろ、公会計と企業会計の普遍性、共通性に着目するべきであり、この

点は、今日の公会計制度改革においても教訓とするべき課題である。

　その後・先進的な地方公共団体やシンクタンク¢）提案を経て・会計制度改革り動

きが本格化するのは、2000年代になってからである。2000（平成12）年に総務省が

r地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」・を公表し、決算統

計を活用し、r官庁会計」の決算数値を組み替えて貸借対照表等を作成するr総務省

方式」を策定した。

　さらに、2006（平成18）年には、総務省がr新地方公会計制度研究会」の報告書に

おいて、2っの会計モデルを提案した。「総務省方式」を発展させた「改訂モデル」

及び複式簿記・発生主義会計のr基準モデル」である。

　特に、．r基準モデル」は、r資源配分」、r所得再分配」及びr経済安定化」という

「財政の三機能」を会計的に処理することを目的として、公会計の独自領域に踏み

込んだ拡張的奪体系を持？、本格的な複式簿記・発生主義会計であるとされる。

　この「基準モデル」は、かつてのr公会計特殊論」がたどり着いた最初の複式簿

記・発生主義会計のモデルであるが1、公会計に独自の体系を構築しようとした結果、

理解可能性の点で疑問の多い会計モデルとなってしまった。

　こ0ように、r公会計特殊論」は、今日の会計制度改革にも強い影響を及ぼして

おり、公会計と企業会計の普遍性を模索する考え方は希薄である。

　今目、行政サービスは「官jが独占的に供給するべきものではない。「官」と「民」

とを対立的な存在として捉えるのではなく、r官」かr民」か、を問わずに行政サー

ビスの提供主体となれるような「新しい公共空間」の擬念が唱えられている。
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　また1行政改革の一現として、』NPMの考え方の影響を強く受け、従来「官」が

独占してきた行政サービスの分野にもr民」の参入を認めるこどや、r官」からr民」

へ移行させるrPFI」、r指定管理者制度」、r市場化テスト」などのr行政の市場化」

の改革も進展している。

　こうした環境条件の変化を背景に、r官」とr民」との会計制度も、これまでの

ように双方が独自の体系を持つのではなく、基本的には共通の基準であるべきとの

結論に導かれる。

　公会計は企業会計とは異なるというr公会計特殊論」は、今目の公会計制度の改

革を再び失敗に終わらせる危険性を孕んでいる。

　第3章では、r総務省と東京都ゐ会計モデルの比較分析」を行った。

　現在、総務省の会計モデルどしては、r総務省方式」、r改計モデル」及びr基準

モデル」の3っのモデル、それから東京都が独自に開発してきたr東京都モデル」

の4つの会計モデルが併存している。今後は、一総務省がr総務省方式」からr基準

モデル」あるいは「改訂モデル」への移行を指導しているため、2009（平成21）年度

以降は、「改訂モデル」ないし「基準モデル」への移行が進み、地方公共団体が参考

とするべき会計モデルは3つになる2。

　3つのモデルを要約すれば、r基準モデル」は、企業会計実務を基に地方公共団・

体の特殊性を加味し、資産・債務管理や予算編成への活用等公会計に期待される機

能を果たすことを目的に、r公正価値概念」一によるストジク情報の把握や、r資産・

負債アプローチ」など、会計学の先端的な考え方を導入しつっ、全面的な複式簿記・

発生主義会計の導入により財務書類の整備を行うものである。税収を住民からの出

資として扱う「持令説」を採用していることや、「純資産変動計算書」を公債の範囲

にまで拡張しているなど、公的部門の特殊性を強調するモデルとなっている。その

ため、理解可能性の点で問題がある。

　一方、r改訂モデル」は、これまでバランスシート等を公表している地方公共団

体が準拠してきたr総務省方式」を改訂したものであり、固定資産台帳の段階的整

偽を行うことを前提に・まずは、資産・債務改革への活用を目的として売却可能資

産の時価評価を行うとともに、財務情報の分かりやすい開示に資するために、決算

統計の数値を組み替えることで財務書類を作成することを目的としている。

　しかし、時価評価を要求されている売却可能資産の範囲が地方公共団体によって
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　異なるため、他団体との比較可能性の点で問題であり、またr官庁会計」の決算数

　値を組み替えるモデルであるため、「総務省方式」同様に信頼性に欠ける．

　r東京都モデル」は、早くから独自の会計基準を模索してきた東京都が2005（平成

17）年に発表した会計モデルであり、我が国の地方公共団体における最初の本各的な複

式簿記・発生主義会計基準である．

　「東京都モデル」の特徴は1公的部門の特質を考慮しつっも企業会計基準をベース

としていること、目々の財務データの処理の段階から、官庁会計の処理に連動し、自

動的に複式簿記・発生主義会計のデータを蓄積して財務諸表を作成することができる

こと、勘定科目体系は、現行のr官庁会計」との整合性が考慮されており、分かりや

すい表示とな？ていること、会計別、局別、事業別に財務諸表を作成でき、説明責任

の向上やマネジメントに活用ができること、財務諸表を決算の参考資料として位置付

け、決算制度に組み込んでいることなど、総警省のモデルに比べて完成度が高い。

　レかし、一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）のみを対象としており、連

結ベースでの基準となっていないことや、伝統的な取得原価主義に止まっており、既

に連結ベースや時価概念導入へ大きく移行しつつある今目の企業会計の観点からみれ

ば、少々古いタイプの会計基準であるといえる。

　今後、地方公共団体は、総務省の指導により旧来のr総務省方式」からr基準モデ

ル」ないしr改訂モデル」へ移行することになるが、移行の容易さなどからr改訂モ

デル」を採用する団体が大部分を占める。

　なお、大阪府も東京都モデルに準じた独自基準の策定に向けて、一東京都と連携を深

めており、今後の動向、が注目される。

　第■部1ま「地方公会計制度の改革の論点」として、・r資産」、r負債」、r収益・費用」、

r純資産」の各事項において、現金主義の官庁会計と発生主義会計の概念の違いにっ

いて述べ、次、に3つの会計モデルにおける各事項の取り扱いについて、相互に比較し

分析することによって、各モデルの特徴や問題点を明らかにした。

　まず、第4章r資産会計」では、現行の制度における財産の概念が、発生主義の

企業会計のr資産」の概念とは随分隔たりがあり、現行制度での処理方法も財産の種

類やその根拠法令によって異なってい為ため・，地方公共団体の所有する資産の全体を

統一の基準に基づき、網羅的．に把握することができない状況となっていることを明ら

かにした。
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　　現行の制度では、資産は、設置ゐ根拠となる法律に基づき個別の管理が行われてい

　る。その結果、発生主義の資産管理と比較した場合、台帳の整備に統一の基準がなく、

価額の把握がされていない場合が多いこと、多くのインフラ資産が、公有財産管理の

範疇から除外されており、総合的な財産管理ができていないこと、フロー情報と資産

　のストック情報が誘導的、有機的に結びついていないこと、などの欠陥が指摘されて

　いる。

　　こうした欠陥を克服するためには、固定資産台帳等の整備による蜜産の正確な把握

　と適切な評価を実施し、発生主義会計への移行を行うことが必要である。

　次に、公的部門に固有の資産として、道路、橋梁等のrインフラ資産」や歴史的建

造別等の「文化資産」があり、特に「インフラ資産」は、資産全体に占めるウェイト

が高く、その会計上の取り扱いが問題となる6

　　「墓準モデル」は、原則として、資産は公正価値による評伍を行うが、インフラ資

産については、再評価を行わず原価モデルを許容している。r東京都モデル」一は、イン

フラ資産を含むすべての資産を取得原価で評価している。

　一方、r改訂モデル」は、売却可能資産のみを時価評価し、他の資産は決算統計のデ

ータを利用する会計モデルであるため、もともと正確な資産管理を前提とせず、イン

フラ資産については区分して表示することを想定していない。

　インフラ資産は、公的部門に固有の資産であり重要性も高いため、その会計上の取

　り扱いは、地方公共団体の会計制度改革の大きな課題であり、今後の研究や実務経験

の積み重ねが期待される。

　第5章「負債会計」では、まず、発生主義の負債概念と官庁会計の「将来の財政負

担」の概念の違いについて検討した。r将来の財政負担」の中でも、r債務負担行為」

と「地方債」の取り扱いが、発生主義の負債との関係では課題となる。

　地方債は、確定債務であるため負債であることは当然であるが、r債務負担行為」は、

負債として認識するべき部分とそれ以外の部分に分かれる。こうしてみると、地方公

・共団体の負債の主なものは、r地方債」、r退職給付債務」及びr債務負担行為」のうち

負債としての要件を満たす部分の3つである。

　2007（平成19）年に施行されたr健全化法」では、地方公共団体の財政状況をこれま

でのようにフローベースのみで捉えるのではなく、ストックベースに拡大し、かつ連

結ベースでも、把握することが要求されている．特に、将来負担比率の算定において、
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退職給付債務や第三セクター等に対する損失補償債務等を将来負担額として算入する

必要がある。そのため、第三セクター等に対する損失補償債務等の将来負担額の算定

に当たり、「損失補償債務等評価基準」が策定された。

　この第三セクター等に対する損失補償債務等は、債務負担行為が設定されており、

　r官庁会計」の債務負担行為とr健全化法」の将来負担額とr会計制度改革」の負債

が、この部分でリンクすることになった。

　総務省は、r基準モデル」及びr改訂モデル」において、r健全化法」のr損失補償

債務等評価基準」・に基づいて算定した将来負担額は、発生主義の負債として認識する

条件を満たしているとして、負債として計上することを要求している。一方、r東京都

モデル」では、r損失補償債務等評価基準」による引当金の計上は要求されていない。

　　「損失補償債務等評価基準」は、第三セクター等の整理・統合を政策目的として策

定された基準であるため、これをそのま重発生主義の引当金の計上基準として適用す

』う尽き跡どうかは検討を要する。

　なお、この点については、第8章r第三セクター等に対する損失補償債務等の課題」

で、案証分析を行った。

　第6章r収益・費用会計」では、現在、地方公共団体のr収入」として処理されて

いる経済伍値の流入と、、発生主義の「収益」の概念の違いを説明し、発生主義では負

債に当準る1「地方債」が「収入」として処理されることを明らかにした。

　特に・公的部門に固有の「税収」については、その会計上の取り扱いに関して議論

があり、行攻サ》ビスの対価として扱うr収益説」、単なる資金の流入として扱うr資

金流入説」、住民からの出資とすう「持分説」の3つの説が唱えられていることを示

し牽。

　税収は、公権力の行使を背景にした公的部門に特有のものであり、他の収益とは

重要性や性質に違いがある。その前提に立った上で、公的部門と住民との関係をどの

ように捉えるのか1；よって・つまり・公的部門が目指す経常モデノセの違いによって・

税収の・会計上の考え方が異なることとなる。

　元来、公的部門の会計に発生主義を導入する意義は、NPMにみられるように、不

効率であった公的部門に民間部門との競争原理を導入して公的部門を健全化、効率化

させることであった。この原点に帰れぼ、できる限り民間企業の会計に近い取扱いを

行って、公的部門と民間部門との比較可能性を高める必粟性が強調されるべきであり、
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r収益説」が採用される。’

　この点「持分説」においては、ヤ権力性、独占性、公共性といった公的部門の特殊性

を会計的に説明することに重点をおいた結果、．民問部門との競争といった概念は希薄

化されることになった。

　今目、国際公会計基準や公会計改革の先進国においても、r収益説」を採用しており、

あえてr持分説」に依拠し、民間部門とは体系を異にする公的部門に固有の会計を構

築する必要性は乏しいと考える。一般的には、「収益説」が妥当である。

　総務省の「基準モデル」及び「改訂モデルナは「持分説」、東京都モデルは「収益説」

を採用しているが、収益説を支持する立場から、r東京都モデル」がもっとも分かりゃ

すいものとなっていると考える。

　第7章r純資産会計」では、地方公共団体め貸借対窯表の純資産の取り扱いについ

て検討した。企業会計と異なり公的部門には出資者が存在しない。したがって、貸借

対照表を作成した場合、資産と負債の評価ゑ厳格に行った結果として表れるr純盗産」

をどのように考えるかについては意見が一致していない。

　まず、公会計制度改革の先進国や国際公会計基準の考え方、我が国の公会計制度改

革における考え方を考察した。

』公的部門の純資産については、資産と負債の単なる差額とする説、納税者持分とす

る説に大きく2分されるが、いずれであっても、純資産の変動には関心を寄せ、その

変動の方向性や要因を分析して、財政状況や持続可能性の判断に用いようとする考え

に基づいてr純資産変動計算書」等を作成することを要求している点は共通している。

　特に、「基準モデル」は、「持分説」に立脚して、「純資産変動計算書」に特別の役割

を負わせており、インフラ資産を始めとする資産形成活動について公債を含めた総額

で表示し、予算編成や予算管理に活用させようとする挑戦的な試みを行っている。

　しかし、そのために、民間の会計基準から大きく離れ、理解可能性の低いモデルに

なっている。

　国からの移転収入を基に地方で資産形成が行われている我が国の実情を顧みれば、

純資産は資産・負債の差額に過ぎず、それを地方公共団体の住民の持分として考え、

その変動を管理することで予算編成や住民への説明責任を果たそうとする試みは、あ

まり意味がないと考える。

　第8章「財務書類の体系・構成」では、「IPSAS」、「基準モデル」、「改訂モデル」
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及び「東京都モデル」の財務書類の比較検討を行った。名称は異なるが、いずれも「貸

借対照表」、「行政コスト計算書j、「純資産変動計算書」及び「キャッシュ・フロー計

算書」、の財務書類4表を基本として構成されている。

　「IPSAS」と「東京都モデル」は、企業会計に近いために理解可能性が高く、比較

可能性の・点でも優れている。しかし、「基準モデル」及び「改訂モデル」は、公的部門

の特殊性を強調し、税収を収益として認識せず、出資として「純資産変動計算書」に

直接計上するという特殊な処理を要求しているため、「行政コスト計算書」や「純資産

変動計算書」の理解可能性に問題があり、また、企業会計との比較が困難である。

　財務書類の理解可能性及び犀較可能性の観点からも、「収益説」を支持する。

　第皿部「地方公会計制度の改革の個別研究」では、第5章「負債会計」で検討した

債務負担行為の問題をさらに深く掘り下げて、第9章において「第三セクター等に対

する損失補償債務等の課題」を取り上げて分析した。

　・ここでは、健全化法のr損失補償債務等評価基準」が発生主義の引当金の計上基準

としても適用されることについて、金融機関の貸付先に対する引当金の計上の実態と

，比較して、妥当性に欠くことを主張している。

　健全化法では、当該第三セクター等に対する損失補償債務等の一定割合塗「将来負

担比率」¢）算定に含めることを要求しているが、総務省は丸今後数年間で地方公共団

体の第三セクター等の整理統合を図ることを目的として、損失補償債務等に対して相

当高い比率の引当金の計上を要求している。

　「損失補償債務等評価基準」がモデルにしたと思われる金融機関のマニュアルでは・

貸付先の経営状況を厳しく審査した上で、損失が発生する確率や担保の状況等を勘案

し、実態に応じた引当金の計上を行っているが、地方公共団体においても、r損失補償

債務等評価基準」で≒律に引当率を設定するのではなく、第三セクター等の経営状況

を客観的に明らかにし、実態に応じた引当金の計上を行うべきである。

　また、地方公共団体は、第三セクター等の資金調達に関して、損失補償を付すばか

りでなく、自ら多額の無担保かつ低利の貸付を行っている場合が多い。この場合、貸

倒引当金は、貸付先の第三セクター等の経営状態に応じr貸付金の回収危険性又は価

値の殿損の危険性」の程度に応じた貸倒引当金を要求しているが、この取り扱いは、

損失補償債務等に一定率以上の引当金の計上を強制しているr損失補償債務等評価基

準」の取り扱いと矛盾している。
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　貸付と損失補償等との性質の違いはあるにしても、それらの引当金は、同一の主体

に関する負債であることを考慮すれば、貸倒引当金と損失補償債携等引当金の計上基

準との均衡や整合性について、十分な検討が必要である。

（

3　今後の課題

　これまで、各章の最後において、まとめとして今後の課題について検討をしてきた。

　国際公会計基準の策定や先進国の公会計制度改革の動向を＋分踏まえた上で、r一

般に公正妥当と認められる」民間の会計基準に近い形でのr公会計基準」を策定するこ

とが必要であることや、職員を始め関係者に対する教育の重要性については、本論文

で一貫して主張してきたため、ここでは改めて取り上げないが、その必要性は再度強

調しておきたい。　　　　　　－　　　　　　　　　、

　最後に、ここでは、公会計基準の設定機関の設立が会計制度改革の課題であり、こ

のことは、会計研究者・専門家からたびたび指摘されているが3、大きなハードルがあ

ることを指摘しておきたい。

　現在、国の公会計制度改革の検討は、財務省の財政制度等審議会において行われて

いる。

　2002（平成14）年11月20目、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が法制・公

会計部会に、r公会計に共通する基本的な考え方について総合的な検討を行うこと」を

目的として、「公会計基本小委員会」を設置することを決定した。そして、2003（平成

15）年1月から、財務省主計局に「公会計室」を設置し、「財政制度等審議会財政制度

分科会法制・公会計部会公会計基本小委員会」（以下、r公会計委員会」という。）で、

公会計改革に関する議論が開始され左。

　この公会計委員会では、13回の審議を経てr公会計する基本的考え方」を取りまと

め、2003（平成15）年6月30目に財務大臣に提出したが、審議の過程で～会計基準の設

　　　ヨ定主体について、以下のような大変興味深い議論がなされた。

　まず、公会計委員会の第1回会合で、委員から次のような意見が出された。

「①会計主体が自ら会計基準を設定してはいけないのは世界の常識。公会計の場合1
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国会、財務省、検査院の3者が関与すべきと考えられるが、財務省が単独で進めると

なると若干の懸念。また、どこでユーザーの意見を入れるのか手続き的な留意も必要。

　②英国の場合でも、実は㍗easury（大蔵省）が作るのでいいかというのが国会でも大

問題となつた。結局、形式的にはTreasuryの1機関であるが、独立性の高い「諮問

委員会」で作ることとなった。国によって違いはあるが、財政当局から独立したとこ

ろで作るのがスタンダード。

　③世界会計士連盟（IFAC）で会計基準の設定を議論して6るが、企業会計はIFAC

とは独立した機関でやり、日本でもそれに倣っている。公会計についても、世銀等か

らグラントを受け独立していく方向。せっかく作った会計基準が形だけのことで国際

的に認められないということになりかねない。」4

　この意見を踏まえ同委員会の第7回の配布資料では、r新たな財務書類における多

様な情報ユーザーの存在に鑑み、中立性と専門性を確保する観点から、基準とその作

、．成主体のあり方を検討。」5との文言が論点項目として盛り込まれたが、

　r基準設定主体の問題点については、財務省や内閣に残されることもあり得うと思

うが、、その場合に重要なのは、企業会計でもそうであるように、会計基準は非常にダ

イナミックに変わり得るものなので、変化に迅速に対応できるような能力があるかど

うかが重要。次に独立性をどう担保するかということが重要。それについては財務省

内に（設定母体が〉形式上が置かれている英国等において、独立性を担保するような

機構、予算、．スタッフをどうやって実現しているのかがポイントとなる。一概に財務

省に置くのはけしからんということではなく、それなりのメカニズムや機構を整備す

る必要がある，ということ6」6

という、中立的な意見が出された一方で、これに反対する立場の委員から、

　r公法的プロセスである公会計の基準を独立の外部の民間団体が設牢するというの

は想像を絶する話である。企業会計原則は敢えて法的根拠のない世界に会計士が持っ

ていったのだが、そういった法的根拠のないものを、・ここで（公会計に）持ってくる

のは公法上大きな問題がある。」7
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　r基準の設定を誰がやるかということについても（民間団体においてということは）』

考え難い。」8

　という意見に押され、結局、独立した中立的立場の会計基準の設定機関の論点は消

え去り、提言として盛り込まれることはなかった。

詳細は省くが、同委員会の審議では、複式簿記の採用についても否定的な見解が優勢

で、r公会計に関する基本的考え方」には、以下のような文言が盛り込まれた。

　r現在、国の会計の記録整理は、単式記帳で行われているが｛企業における会計処

理一般においては、複式記帳が行われている。複式記帳については、すべての財（事

実）の増減変動を記録し、・発生主義的財務諸表を効率的に作成するために経常取引と

資本取引を仕訳する機能や、会計処理の自動検証機能（借方、貸方の残が一致する機

能）が存在する。

　現金べrスで予算管理が行われる現在の国の会計においては、一元的な国庫金管理

の下で、実質的に会計処理の自動検証機能が働いており、直ちに複式記帳を採用する

必要性はないと考えられる．将来の課題として、必要となる財務情報の具体的な内容

を見極めた上で、いかにそれを効率的に作成、開示するかという観点から、新たなシ

ステムを導入する際のコストとメリットとの衡量の中で、必要な記帳システムゐ検討

を行っていくべきである。」9

　同委員会の議論を見ると、1962（昭和37）年のr地方財務会計制度調査会」や1964（昭

和39〉年の「第一次臨時行政調査会1での議論の過程とよく似ている。

　当時は、企業会計に対するアレルギーやr公会計特殊論」が大勢で、企業会計への

接近は議論にすら上がることはなかった10。

　その点、今回の制度改革は、r企業会計の手法を導入」という目的が唄われており、

半世紀前の企業会計に対する拒絶的な態度に比較すれば前進したともいえなくもない

が、r企業会計の手法」を参考にする程度で、相変わらず、公会計は企業会計とは次元

の違うものという基本的な姿勢はあまり変わっていないのではないかと思われる。

　こうした基本的な姿勢の下では、r一般に公正妥当と認められる」民間の会計基準に

近い形でのr公会計基準」を策定することという本論文の主張の実現は、ほど遠いも
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のとならざるを得ない。

　一方、地方公共団体の会計制度改革も、総務省の主導の下で行われていることは、

これまでにも明らかにしたところである。

　総務省の「新地方公会計制度研究会」は、2006（平成18）年4．月から5月にかけて、

わずか5回の会合で、大学教授や傘認会計士の4名0委員により、「基準モデル」と

r改訂モデル」の両会計モデルを含む「新地方公会計制庶研究会報告書」が取りまと

められている。しかもr基準モデル」は、その原案が既に第1回の会合で提示される

という状況であった11。

　その後、1年をかけて、倉敷市と浜松市での実証実験を経て12、2007（平成19）年10

月にr新地方公会計制度実務研究会報告書」として作成マニュアルが公表されている

が、ごれでは、あまりに拙速であるといわざるを得ない。

財務省φ財政制爵講会が2・・6（平成・8〉年6月に公表した「公会計整備の一層の

誰逸剛て坤間取りまとめ～倒ま・「これま移くの地方公共団体において整備

されてきた財務書類については、現在の国の財務書類とは作成する計算書の種類等に

違いがみ拠るところであるが・今後の取り組樋通、じて・国と地方公共団体の間に

おいてできる限りの整合性が図られた上で、地方公共団体における財務書類作成の一

層の普及が進められることを期待したい。こうした取り組みが進められることにより、

最終的には国と地方公共団体とを合わせた財務書類を作成することも可能となると考

えられる。」13として、国への準拠を求めていたにも係わらず、r基準モデル」及び「改

訂モデル」とも、国の財務書類の作成基準とは全く異なる独自の体系を持っものであ

る。

　こうした、国と地方の公会計制度改革を巡る混乱を目の当たりにして、やはり、将

来め公会計基準の策定においては、独立した中立的な立場の専門家集団による会計基

準の設定機関の存在は、不可欠なものと考える。
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（注）、

1　r東京都モデルjは、2005（平成17）年8月に策定・公表されており、公会計の複式簿記・
　発生主義会計では、我が国で最初の会計基準であるといえる。しかし、この「東京都モデ
　ル」は、企業会計に近く、r公会計特殊論」とは』正反対に位置するものと考えられる。

2総務省の調査では、，従来のr総務省方式」を継続すう地方公共団体も一定数は存在する見
　込みであることは、第3章で説明した。（図表2－5参照）

3例えば、米田正巳（東京富士大学大学院）r公会計制度改革と国際公会計基準についての一
　考察一公会計基準の国際的調和化の観点から一」『FUJIBUSINESSREVIEW新創刊号
　（Vo1．1）』2009年。山本清『政府会計改革のビジョンと戦略』中央経済社、2005年、257
　ぺ一ジ。古市峰子「米国の公会計制度の仕組みとわが国へのインプリケーションについて」
　『金融研究』日本銀行金融研究所、2002年。
4財務省財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会公会計基本小委員会（第1回）
　議事要旨、2003年。
5同上委員会（第7回）配布資料1－2r『公会計に関する基本的考え方』の論点項目について」

　のうち別紙6rその他の論点」、2003年。
6　同上委員会（第7回）議事要旨、2003年。
7　同上。

8　同上。
9財政制度等審議会「公会計に関する基本的考え方」、2003年、22～23ぺ一ジ。1

10第一次臨時行政調査会での議論は、金子邦博r第一次臨調での公会計改革への取り組みの
　再評価一失われた40年を再度繰り返さないために一」『公会計総研レポート2004．11』

　（2004年）に詳しい。
11「基準モデル」の原案は、2006年4月5目の第1回会合で桜内委員から、「改訂モデル」
　の原案は、同年4月17目の第2回会合で森田委員から提案されている。
　http：／／www．soumu．go．jp／maiしsosi：ki／：kenkyu／chi：kou：kenlindex．html

12「基準モデル」は倉敷市、「改訂モデル」は浜松市をモデル都市とレて指定し、実証的検証
　を行った。
13財務省・財政制度等審議会r公会計整備の一層の推進に向けて～中間取りまとめ～」、2006
　年、10～11ぺ一ジ。
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